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問題の所在 

 

 

1. 本論文の課題と方法 

 

1. 本論文の課題 

 

 柳田国男の学問業績はこれまで、多くの学問領域からアプローチされてきた。その研究業績は多数

存在するけれども、彼の「柳田農政学」と称される農業政策学論と「柳田民俗学」と称されている「郷土

研究」の関係については、今日においてもなお研究者の疑問を喚起するようである。 

 例えば、柳田の著作中から読み取れる「経世済民」的要素と現状の民俗学研究を通じて抱く違和感

から、柳田の民俗学を開発した動機を問題とする研究者に室井康成がいる。氏は柳田が体系化した

学問を「民俗学」であるとする立場の研究者であるが、彼は「なぜ柳田が1910年代から1930年代にか

けて、(中略) 民俗学を構築しなければならなかったのか、その根本的〝動機〟を問う必要があると

考える。なぜなら、その〝動機〟にこそ、私に違和感をもたらした柳田の「経世済民」の〝理念〟があ

ると考えるからである」として、まず柳田以降の民俗学の学問としての継承のされ方を問題視している

(1)。 

 氏は柳田の理念と民俗学研究の現状の乖離を喚起した原因を、杉本仁と宗教学者の山折哲雄の

説を引用して考察している。引用された杉本の一文は以下のようなものである。「柳田国男の学問は、

「落日の民俗学」(山折哲雄)などといわれ、衰退が懸念されている。その遠因は、1950 年代に民俗学

をアカデミズムの世界で継承するために、歴史学ないし文化人類学の理論を借用し、大学の講座の

なかに組み入れたことにあると私は思っている。「野の学」が、アカデミズムの体系にすりより、自己認

識に基づいた世相の理解・解説・批判としての分野をなおざりにしたためであろう」。 

 また、杉本の引用部にある山折の説とはつぎのようなものである。山折は民俗学の衰退をもたらした

原因として二つあげている。一つは、和歌森太郎らに代表される「歴史学へとすり寄る卑屈な延命戦

術」を志向した「歴史民俗学」という新潮流の勃興により、既存の歴史学と戦うことで発揮された柳田国

男の「民俗学という学問の類をみない魅力」が精彩さを喪失し、「王道」たる歴史学に取り込まれる過

程で柳田民俗学の魂のありどころを見失ってしまったということ。他は、文化人類学の「理論」に対する

過度な依存体質により、「理論」の提供は文化人類学、「素材」の提供は民俗学という分業体制がいつ

の間にか出来上がってしまったことであるという。 

 両者の説を総合して室井氏は、民俗学が制度的な「学」を装う過程で、柳田が民俗学という学問に

仮託した理念や意義を忘却し、捨象したと結論付けている。そして、自身の抱懐した違和感と先行研

究について、つぎのように述べているのである。「問題の所在は、近代日本が生んだ稀代の経世家・

思想家としての柳田国男と、傍目には好事家に見えてしまう実際の民俗学との落差にあるのではない
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か。それはとりもなおさず、前述した私の違和感と同質のものである。この「落差」「違和感」は、なぜ

「民俗」を研究することが「経世済民」になるのか、という根本的な疑問を解かなければ払拭し得ない

代物だが、管見のところ、この点に答えてくれる先行研究は見当たらなかった」。 

 室井氏の「根本的疑問」は実は、研究史上、いわゆる「移行問題」として議論されたものであった。

「移行問題」というのは、柳田が農業政策論から「郷土研究」に学問を移行させた彼の「動機」を問うも

ので、その時は彼の「動機」とともに農業政策論と「郷土研究」の関係が問題視された。以後、室井氏

の疑問に答えるかたちで本論文の「問題の所在」をすすめていきたい。 

 

 柳田農政学と「郷土研究」との関係については、大別して三説存在する。「郷土研究」は柳田農政学

とは関連性が認められないとする説と、柳田農政学の深化した学問であるとする説、また、両者の連

続性を認める説とである。「郷土研究」が柳田農政学と関連性をもたない断絶の関係にあると捉える説

を「断絶説」、前者は後者を深化させた学問であるとする立場の説を「深化説」、両者の関係を連続性

で捉える立場を「連続説」としてこれまでの研究史を紹介していきたい。 

「断絶説」の立場の研究者の理解は、岩本由輝の著作をとおして考察していきたい。氏は柳田の全

著作に精通しているだけでなく、柳田農政学だけでなく柳田の他の著作においても優れた業績をあ

げている研究者だからである。まず、氏の柳田農政学に対する理解から見ていこう。 

 氏の柳田学に対する理解の特徴は、柳田農政学と「郷土研究」は問題意識を共有しているとしつつ

も、両者が「断絶」の関係にあると捉えるところにある。例えば氏は、柳田の農政学を「国家が国民総

体の幸福を追求するという立場において、農業に関して採るべき経済行為あるいは経済政策の方針

を樹立するための学問であり、いわば経世済民の学を志向していた」としているが(2)、それにつづく柳

田の学問を「民俗学」と規定して、その民俗学の性格をきわめて「実践的」で「経世済民的な性格をも

つポリティカル・エコノミーな民俗学」であるとする(3)。氏によれば、この「郷土研究」の特質は、彼が農

政学者として抱いていた問題意識から現出したものであった。この特質は、柳田の初発の志である

「貧困の絶滅」という課題に対し、貧困をもたらした社会現象を歴史的に追究するために民俗学を必

要とし、その成果を踏まえて自らのポリティカル・エコノミーを〝新国学〟として総合しようとしていたと

している。 

 氏が、柳田農政学と「郷土研究」が問題意識を共通させつつも「断絶」の関係にあると捉える理由は、

柳田が農本主義的な小農保護論が支配的であった当時の学界や官界で孤立し、しかも自らの主張

が農民からも理解されないことから農政学を「放棄」することとなったとし、柳田が農政学から民俗学へ

学問を「転換」するのは「ある種の挫折」があったからとするからである(4)。そして、柳田以降の民俗学

者には、彼の農政学者としての側面は継承されず、民俗学は「柳田尊崇の人々の結構な〝御趣味〟

の域に留まってしまうことになった」としている(5)。その理由として、氏は、柳田が「民俗学の学問として

の総合をみずからの手中に独占しようとしたことから、その方向を推進することをしなかった」からとし

た(6)。また、同書の別箇所では、「柳田以降の民俗学においては柳田の農政学上の業績をそれとして

理解できないままに、それらをほとんど無視した結果、柳田が学問を「政治」ということばで「綜合」しよ
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うとした意図を完全に離れて、柳田が関心をもった個々の事象を恣意的に取りあげ、その範囲内にお

いて趣味的にしか議論を展開しないという欠陥があった」とも述べている(7)。 

 それではつづいて「深化説」をみていこう。 

 

 「深化説」の立場の研究者としては藤井隆至の業績をみていきたい。この「深化説」は氏が提唱した

ものである。「深化」というのは、氏によれば、「農民とくに小作農が極度に低い生活水準にあることを

柳田が深刻に憂慮し、その問題を抜本的に解決しなければならないとする強い危機意識が彼を農政

学という社会政策へと向かわせ、さらに、政策立案となる農民生活の歴史を実証的に把握するべく、

郷土研究へと研究を深め、そのうえで社会政策を提案するようになった」ことを指している。そして「郷

土研究」もまた「農民問題への危機意識に裏付けられており、その根本的な解決をめざした彼なりの

社会政策学であった」としている(8)。その根拠は、柳田が農業政策論と「郷土研究」において提言した

内容が、国民の経済的自立と精神的自立という国民の「生き方」を問うものであったからであり、「倫理」

と「教育」を内在するものだったことにある。とりわけ「郷土研究」は、氏によるならば、かつて農民が伝

統的に保持していた共同・連帯する生き方の掘り起こしのためであり、そのような生き方を再認識させ

る学問であった。 

 この藤井氏の「深化説」ならびに研究については、本論文との兼ね合いで再度言及することにした

い。 

 

 「連続説」は天艸一典の説である。氏は柳田農政学と「郷土研究」の関係について「何ら転換と呼ぶ

べき事態はなかった」として、その連続性を強調する。確かに柳田は、農政学においても「郷土研究」

開発後においても、志や主張する事柄に大きな変化は認められないけれども、後述するように、両者

にはやはり相違する点は存在する理由から、連続性を強調することには無理がある。 

 

 以上、概略的に「移行問題」で議論された見解を追ってみたけれども、はたして柳田の農業政策論

と「郷土研究」の関係はどのように考えることが可能なのであろうか。また、それぞれの見解の相違は

何に起因しているのであろうか。 

 

2. 本論文の方法 

 

 この課題にアプローチするために、彼の著作と明治政府の政策を対比して考察することにした。す

ると意外な発見があった。 

 柳田が「郷土研究」を開発したのは、これまでの研究史では 1910 年前後であるとされてきた。しかし、

彼が「郷土研究」で扱うテーマは、実は、明治政府の政策のひとつひとつに対応していると考えられる

のである。例えば、塚や石神等の研究は 1906 年に訓達された神社合祀問題に対応し、『後狩詞記』

や『遠野物語』は中央集権的な政策を推進する政府に対して、同一時間内における地方生活の多様
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な精神生活と生活実態を主張する根拠としての著作であり、被差別部落民を扱った著作群は、政府

の被差別部落政策に対する見解としてのものと思われるのである。また、山人の研究や山民の生活を

研究したのも、中央集権的に平地にのみ適合する政策によって、従来の山地生活を継続させることが

困難となってきた山人や山民の生活を研究し社会に発表することで、政府の政策を批判していたと思

われる。 

 柳田が農商務省に入省したのは 1900年のことであった。同年 3月に公布された産業組合法施行の

実務を担当するためであった。産業組合の設立と普及のため全国を視察し講演するなかで、柳田は

地方生活の実態を直視する経験をしたと思われるが、そのなかで抱いた危機意識から、彼は、当時

主流であった農政担当者や農政実務者らと農業政策に関する政策論争を展開している。その内容か

らするならば、柳田農政学は当時の農業政策に対する批判の学問である。もし、彼の「郷土研究」が

政府の政策に対する彼の見解であるとするならば、本論文中に記したように、その見解はそれぞれの

政策に対して批判的であり、「郷土研究」は農商務省や内務省の政策批判であるとすることが可能で

ある。意外な発見とはこのことであった。 

 そうであるとするならば、柳田の農業政策論も「郷土研究」もともに、明治政府を内部から批判する学

問だったことになる。 

 

2. 「郷土」でおこなう研究 

 

 周知のように、「郷土研究」の三部分類は民俗資料を三部に分類している。第一部は「有形文化」で、

目による採集とされている。「有形文化」は「住居」「衣服」から「遊戯と玩具」まで 19 項目から成立して

いる。第二部は「言語芸術」で、「新語作成」から「語り物と昔話と伝説」までの 8項目がある。そして「心

意現象」が「知識」から「生活目的」までの 3 項目から成立し、これが第三部である。この、三部分類の

意味するものは何であろうか。 

 柳田が民俗資料を蒐集した理由を理解するためには、彼の経済史観と明治以降の経済社会を彼が

どのように認識していたのかを理解する必要がある。彼の経済史観は二つの要因により人間社会の

経済的現象が喚起されるとしていて、その一つに「人為的動力」をあげている。「人為的動力」とは「人

の計画希望に由る意識活動」である。この、「人の計画希望に由る意識活動」と人の生活変化を探る

研究が、実は「郷土研究」なのであった。それは何を研究するためであろうか。 

 彼は近世村落社会における村生活が、これまでの農民生活と農民意識を形成してきたと認識してい

た。村生活の経済統一と自治によって育成されてきた農民の連帯意識と自治精神が、明治以降の政

府の農業政策により衰退し、村の変容とそこに居住する農民意識の変化を招来していると考えていた。

「郷土研究」で彼が求めた資料は、明治維新以前と以後における各「郷土」の生活実態とその土地に

居住する人々の意識調査である。これまで多くの研究者は、柳田の三部分類に基づいて「郷土」を研

究することが「郷土研究」であると理解したけれども、柳田の意図したことは、「郷土」で日本社会と国

民を研究することであったと思われる。 
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3. 国民国家の創出 

 

 藤井氏の柳田研究はおそらく、従来の柳田研究と距離をもって、柳田の学問の根源的な問いかけ

から開始されたものではなかったろうか。柳田の著作の初出に拘り、文献学的に諸著作の正確な読み

取りを追求する氏の研究姿勢にそのことが窺われる。氏の柳田の著作の厳密な文献考証と解釈は、

研究史の画期をなすものであった。その研究成果が『柳田國男 経世済民の学』である。 

 先述したように、氏が提示した柳田農政学と「郷土研究」の関係は、後者は前者の問題意識を「深化」

させた学問であるというものであった。農民生活の実態に危機意識を抱いて農政学を学んでいた柳

田が、農民生活の歴史を実証的に把握するべく開発した学問が「郷土研究」であったという見解であ

る。「郷土研究」は、氏によるならば、柳田農政学の問題意識をさらに深めたものであり、柳田自身の

政策を立案するために研究されたものであった。本論文は、この藤井氏が析出した両学問の位置付

けと柳田の問題意識を継承し、ふたつの学問を、近代化を開始しようとしていた日本の歴史上で社会

経済史的に捉え返そうとする試論である。以下、その説明をしていきたい。 

 

 柳田が農業政策論で提言した内容は、農村に農民の手によって資本を蓄積させるというものであっ

た。農業界において得られた生産収益の分配を再構築し、直接生産者にも利益がもたらされる政策

を提言し、中農を養成して農業生産の中核的役割を担うべく構造改革を提言した。また、資本を有さ

ない小農に対しては、産業組合に結集して市場経済のなかで大資本と競争し、資本獲得をめざす経

済活動を提言している。このように、柳田の農業政策論で展開された提言は、政府に対しては政策の

変更を迫るものであったが、同時に、農民に対しては、外部の援助によることなく自分自身の生産活

動と生産力によって時代の変化に対応し、時代を創出していくことを内容とするものであった。彼の農

業政策論は政府と農民の両者に対する提言である。 

 「郷土研究」という学問は、後年の彼によれば、民俗資料を三部に分類することによって、各村の成

立から現在に至るまでの生活様式と居住民の意識の変遷を探る学問であった。村というものは、柳田

によれば、時代と環境の変化に対応しえなければ存続が不可能であったので、村が存続して今日に

至っているということは、そこに居住する人々の内発的な不断の努力による蓄積が不可欠であった。 

 それでは、なぜ柳田は「郷土」を研究する学問を開発しようとしたのであろうか。 

 農業政策論と「郷土研究」開発後を問わず、彼の著作中には多くの箇所で、農民たちの時代と環境

の変化に適応しようとする内発的な不断の努力と工夫する姿が記されている。農民たちは自主的に交

易商品の開発に努め、一村を超えて経済活動をおこなった。とりわけ、近世村落社会においては、行

政に依存しない村落自治をおこない、経済活動においては行政の奨励を待つことなく生産力の増強

に努力した。それらはさまざまな種類の手工業を創出し、周辺の地域を包含する交易圏を形成してい

た。しかも彼らは、独自の自主的な村落自治を遂行する過程において、高い勤労意識と道徳律を形

成してきていた。柳田は彼らのこの内発的な能力を高く評価していたのである。 
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 ところが、明治以後の行政は、経営面積が狭小な農民が多数を占めていた当時の農民の経営状態

に配慮することなく、欧米に追随する農業政策をおこない、中央集権的な統一政治を遂行した。これ

までの現物経済の経済システムから市場経済という経済システムに直面した農民たちは、明治以後の

政策や景気変動によりその多くが没落し、小作農民数が増加したことは歴史が示すとおりである。 

 新しい経済システムに晒された農民は、それまでの自立的・自律的な生活様式と生活意識から徐々

に退行し、政府による保護と救済を求める姿勢を示すようになった。柳田が危機意識を抱いたのは、

政府による政策にとどまらず、この農民意識もあった。新しい明治という時代は、学問を身につけ「文

字」を有する人々にとっては多くの困難をともなわずに新時代を迎えることが可能であったが、「文字」

を有する人々とは異なる大半の農民にとっては、新しい時代の枠組みに入っていくことは容易ではな

かった。柳田の「郷土研究」は、明治以後の行政によって喪失し変容した農民の内発的能力と勤労意

識の掘り起こしでもある。 

 彼の農業政策論と「郷土研究」に内在する問題意識を、近代化を開始した日本社会に即して考察し

たときに、「郷土研究」を軸とするならば、彼の主張は国民国家の創出ということに収斂されてくる。日

本の近代化の方策として、彼の二大理念である「国民総体の幸福」と「国家の増強」を実現するために、

うちたてられるべき経済構造の「型」を提言したのが柳田農政学であったが、「郷土研究」によって掘り

起こされた内発的な近世村落社会の農民像が、柳田の志向する近代日本の国民像であったと規定

可能だからである。後発資本主義国として出発しなければならなかった日本を取り巻く国際環境は、

帝国主義の時代であっただけに、きわめて危機的なものであった。政府内部にいた柳田は、そのこと

を熟知していたと思われる。そのような状況のなかで、国家として自立していくためには、民富を形成

する経済構造の創出が不可欠であり、政治的主体性を有する国民の創出もまた不可欠であるという

のが柳田の見解であった。柳田の農業政策論と「郷土研究」は、ともに国民国家の創出をめざした学

問であったと規定可能である。 

 

註 

(1) 室井康成『柳田国男の民俗学構想』、森和社、2010年。 

(2) 岩本由輝『柳田國男の農政学』、御茶の水書房、1976年、23頁。 

(3) 「民俗学といえば、とかく現実逃避の韜晦趣味と思われがちであるが、日本におけるその創始者柳田においては、

それとまったく正反対の性格がそもそもにおいてあったことをまず認識しておくことが必要である」として、柳田民俗

学を「ポリティカル・エコノミーとしての」学問であったと規定している。岩本由輝『論争する柳田國男』、3～26頁。 

(4) 岩本氏が柳田農政学と「郷土研究」の間に学問としての断絶の関係を見る理由として、つぎのように記している。 

「日本では、20 世紀を迎えた時点で、いわゆる寄生地主制の確立をみるが、柳田は、その結果が農業だけでは喰

えない小作農の増加をもたらし、農業はやがて「国の病」とならざるをえなくなると考え、そうした事態を回避するた

めには、「耕地の所有権は成るべく農業者の手に属せしむ」ることを主張した。柳田のこうした意見は、農地改革の

必要性を、それから約半世紀のちに廃絶されることになる、いわゆる寄生地主制の確立期に説いたという点できわ

めて先駆的であり、また現物小作料の問題点をついた指摘にも鋭いものがあったが、農本主義的小農保護論が

支配的であった当時の学界や官界では孤立無援、ほとんど黙殺された。また、そのような柳田の真意は、柳田が

そのためを思ってみずからの努力を傾けようとした農民からも理解されるところとはならなかった。柳田が農政学を
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少なくとも表面的には放棄するようになる背景には、このような形での柳田の、いわば挫折があった」。上掲、『論争

する柳田國男』、5頁。 

また、「こうした柳田の所論に共通しているのは、すぐれて近代合理的な発想である。もしこのような柳田の提言

が政策的に実現されていたとすれば、柳田は近代主義者として栄達の途をたどり、民俗学へ屈折することは、ある

いはなかったかも知れない。その意味では、柳田の農政学から民俗学への転換にはある種の挫折があったので

ある。そして、その挫折は柳田がみずからの主張に時期尚早を感じたことによるのであるが、それは決して「どうも

柳田の説は変だと駒場の専門家が言った」とか、「又某県の良二千石もあの男の言ふことは分らぬと断定せられた」

というような形での学界・官界からの批判によって、柳田がみずからの主張の時期尚早をさとったからではなく、む

しろ農政上の対象となる農民や農村の実態をみるとき、みずからの主張の甘さを感じたからなのである」とも記して

いる。同書、30頁。 

ところで、柳田が農業政策論に「挫折」して「郷土研究」に向かったとする見解についてであるが、「挫折」というき

わめて主観的な語句が使用されることには以前から疑問をもっていた。たとえ傍観的に「挫折」であるとの見解が

なされた場合においても、主体の側において「挫折」を認めなければ成立しえないというのがその理由である。こ

の場合はやはり、柳田の学問の双方において検討されるべきものであり、両者の関係が「断絶」の関係であるか否

かによって検討されるべきものであろう。 

(5) 上掲、4頁。 

(6) 上掲、4頁。 

(7) 上掲、21頁。 

(8) 藤井隆至『柳田國男 経世済民の学』、名古屋大学出版会、1995年、「はしがき」より。 
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第１章 ２０世紀初頭の農業政策論争 

 

 

1.   はじめに 

2.  農業政策論争の背景 

3.  農業政策論争 

4.  柳田の現状認識 

5.  柳田の現状改革案 

6.  小括 ――― 農業政策論争の歴史的意義 

 

 

1. はじめに 

 

 20 世紀初頭において柳田国男と当時主流の農政担当者たちとの間においておこなわれた農業政

策論争は、その後の日本にとってきわめて大きな意味を有するものであった。その影響は農業関係に

とどまらず、国民経済形成にとっても、また国民形成にとってもその後の日本を規定するものであった。

後発資本主義国として出発しなければならなかった日本にとって、当時国民の8割を占めていた農民

と彼等が従事していた農業を、産業化が進行する社会のなかでどのように位置づけていくべきかが時

代の課題のひとつであったからである。そのため国民経済の内的構造に影響を与える農政のありか

たが重大な争点となっていた。 

 周知のように、当時主流の農政担当者が遂行した政策は今日小農保護政策とよばれるもので、その

政策内容は主として「農事改良」とよばれる農業生産量拡大政策と専業農家養成政策であった。この

政策は後述するように、市場経済のなかにおける農業の位置づけに対してはほとんど配慮されてい

ないものであった。今日すでに明確になっているけれどもその政策は、産業化が拡大しようとする時

期での穀価維持政策や外米輸入問題における輸入関税、また生産原価に対する配慮等々、小農を

保護する政策という主観的言辞と客観的帰結は乖離しており、その政策はその実地主の利害を代表

するものとなっていた。 

 本論文は、当時存在した農業問題とそこでおこなわれた政策論争をとおして、20世紀初頭における

農業政策論争の歴史的意義を探っていきたい。 

 

2. 農業政策論争の背景 

 

 まず、明治以降に政府が実施した農業・農村関係の種々の制度改革からみていこう。政府は 1869

年に農工商身分の廃止から始め、田畑勝手作の公認、一般農民に対する米販売の許可(以上 1871
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年)、農民の身分(草分、水呑、家抱)の禁止(1872年)などを実施している。また、1873年から1881年に

かけて地租改正事業を実施し、政府の収入源を年貢から地租に切り替える税制改革を成功させてい

る。 

地租改正事業においては、地券の交付を通じて質地慣行や永小作権における小作人の権利が侵

害された結果、商人や高利貸しから寄生地主に転化する者が続出し、地主の土地集中が進んでいる。

制度改革による土地売買の自由が法的に認められたことにより、この傾向に一段と拍車がかかった。 

この一連の制度改革と地租改正事業の成功は、政府にとっては安定的な財政基盤が創出されたこ

とを意味したけれども、農民の土地所有の面からみるならば、手作地主層の没落と寄生地主層の拡

大という結果をもたらしたものといえた。 

また、明治になってからの社会の市場経済化の動きと農業経済への市場経済の浸透は、それまで

の農村社会に大きな変容をもたらし、このことも結果的に寄生地主層の拡大に帰結している。 

ところで、明治以降の職業の分化は、米を消費する立場の人々が増加しいわゆる生産者米価と消

費者米価をめぐる対立が現出した。この対立は単に米価をめぐる問題だけではなく、直接生産者であ

る農民、彼らの居住する農村、都市に居住する人々という日本経済全体に関わるものであった。この

問題を農事改良、食料問題、農民離村問題に限定して、当時どのような論争がおこなわれたかをみ

ていきたい(1)。 

 

3. 農業政策論争 

 

(1) 農事改良 

 

 柳田の農政学上の一連の著作において、実名をあげると否とを問わず、「農事改良」の概念と農政

に対する姿勢を批判されているのが横井時敬と酒匂常明である。横井は当時東京帝国大学教授で、

いわゆる官僚養成機関の最高責任者であった人物であり、酒匂は、柳田が1900年に大学を卒業し入

省した農商務省において半年間ほど上司であった人物で、当時のいわゆる「サーベル農政」「補助金

農政」を積極的に推進したことで知られる。たとえば短冊形苗代設置、石灰の使用禁止、稲正条植え

の奨励等、罰則付きで農民に強制している。 

 彼らの農政思想を展開した論文には、農業を国策の根幹として位置づけているけれども、農村の存

在意義を国家の財源、軍人培養、社会秩序の維持等としていて、両者とも後発資本主義国として出

発した日本の国力増強と、数字上の農業生産力の増大のほうに関心が向けられていた。とりわけ酒匂

は、その立場上、関心は農業生産量の多寡に向けられており、自らの農政の努力が統計的な数字に

反映されていないことに失望と不満を表明していた(2)。 

 また、彼は、農政のありかたに関しても「教育なく資産なく滔滔たる守旧小農民」という農民観から、

「間断なき強力の誘導、奨励もしくは保護の手段」で農民を「命令」「指導」する農政論を展開してい

る。 
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 酒匂の農政論に対して、横井のそれはより視野が広く、国際社会における日本の位置に対して配慮

がなされている。例えば、彼は資本主義の先進国である英国において産業化の進展にともない農村

が荒廃したことを重視し、日本がその轍を踏まずに国力増強を図ることを念頭に農政を考察していた。

また、ドイツから輸入した学問である農政学をそのまま日本に適応させることの愚を戒め、日本の現状

に適合する農業経済学の構築の必要性を訴えていた(3)。また、全国一律の農政の立法についても批

判的であった(4)。 

 しかし「農事改良」の考え方はやはり農業生産量の多寡に力点をおいて考察していると考えてほぼ

間違いはない(5)。 

 「農事改良」の内容が単純な農業生産量の増加であるというのは当時の一般的な解釈であったが、

この考え方に対し柳田はつぎのように述べている。「農事改良なる語は近來農業界に於て頻に使用

せらるゝ語なれども予は未だ十分に其意義と範圍とを會得せず。されど恐くは生産方法の改良により

生産費の割合を少くし純益を多くして從て収入逓減の法則の發展を遅くすることのみなるに土地改良

農具種子肥料の撰擇等による資本投入の増加又は勤勞の品種数量の増進等をも併せて包含せるも

のならん」(6)。また、「生産増殖策という語には、積極・消極の二方面あり。すなわち生産費を減じまた

は生産量を増すを目的とするものと生産費の増加を防ぎ生産額の減退を防ぐものとこれなり」(7)。 

 柳田の問題としたものは、つまり、農業の収益性ということであった。彼によれば、農業政策は根本

的な変更を迫られたという。明治維新以前においては、各個人の生産の目的は国家の生産政策の目

的と方向が同一であった。しかし明治になって、農業者が生産物の大半を市場に提供するようになり、

しかも生活必需品の大半を外部から現金購入する時代となって、農業者にとっての農生産の目的は

収穫の多寡ではなく純益となったとしている。換言すれば、農業者は金銭収入の増加が見込まれる

場合のみ収穫の増加を希望するようになった。したがって農業者にとって重要なことは、農業がひと

つの職業として経済のなかで自立可能かどうかということになり、政府の農業政策も農業の収益性が

重視されなくてはならないと柳田は述べている。 

 

(2) 食料問題 

 

 前述したように明治になって産業化が進展し、労働者数が増加したことによる食料問題が生じた。な

かでも社会問題化したのが米価の問題であった。 

 当時問題となったのが中国産米の輸入に対し、関税をかけて国内農業を保護しようとした政府の農

政の姿勢であった。商工業者や消費者は低米価を期待し関税撤廃と中国産米輸入に賛成であった

が、実質的な米の販売者である地主と自作農は輸入阻止に動いた。 

 柳田は関税を撤廃することによって国内の米作が収益性を失い、生活維持が不可能な農民が生み

出されないように一時的にはなんらかの政策を講じなければならないとしてはいたが、国内の消費者

にとっては上質で安価な米が提供される方がよろしいという意見であった。当時日本製品が国際競争

力をもつためには、安価で高品質であることが必要であったが、そのためには就業する労働者の賃
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金は低く抑えることが不可欠であった。低賃金でしかも高米価であれば、労働者の生活はきわめて困

難となるはずであった。消費者のために安価で高品質な米の供給を彼が望んだのはそのためである。

また、たとえ関税をかけて中国産米の輸入を阻止したとしても、良質で安価な外国産の農生産物の輸

入攻勢に対しては一時しのぎでしかないと彼は認識していた。むしろ問題なのは、保護を与えつづけ

なければ収益性が確保できない日本農業の現実であり、政府の保護を求めつづける農民の意識で

あると柳田は考えた。 

 ところで当時、地租は物納する慣行があったので、米価の市場価格が高騰した場合の利益は米の

販売者に帰していた。このなかには小作農は含まれず、兼業農は米を買って生活している者が多数

を占めていたので、高米価を喜ぶのは大中の農家で余った米を販売する者と、小作米を販売して生

活する寄生地主であった。 

 この問題も農事改良のときの議論同様、市場経済下の農業の収益性という問題にいきつくと柳田は

考えた。そこで彼は日本農業の現状改革案を提言するのであるが、そのまえにもうひとつの論争を紹

介しよう。 

 

(3) 農民離村問題 

 

 この問題は横井時敬により「都会熱」と名称された農民離村問題、即ち人口の都会集中問題である。

この現象は農家の青年が農作業を厭い、はなやかな都会に憧れ離村すると受け取られるのが一般的

であった。 

 横井につぎのような一文がある。「元來勤勞を避けんと欲するは、我農業界の一部に潜在する風の

如く思はるゝ。現に多少の財産を有する地主は、其子弟が犂鋤を執り、肥桶を擔ふことを喜ばず、傭

や日給取たるまでも、月給取の仲間入をなすを名譽と心得、月々の多額の仕送をなして其月給取を

助くるが如きは、敢て珍しからざる所である。其子弟に農業教育を受けしめ、而もそが郷里に於て、農

耕の業に従ふを禁じたるの類、笑話の材料として、余の耳朶に達せるも少なくない」。 

 また、「地方の青年と都會の青年、これを一口に比較して言ふならば、地方の青年は質素ではある

が物事に迂闊で、都會の青年は氣が利いて居ることである。 (中略) 田舎の青年は時勢に迂闊であ

る、物に騙され易い。新聞や雑誌などに、地方人士の、殊に若き青年などの飛び立つやうなうまいこと

がよく書いてあるが、さういふことを見ると直ぐ乗つて、つまらない馬鹿を見るやうなことが屡々あるが、

これ等の犠牲になる青年は氣の毒なものである。これは取りも直さずおだてが利くといふ一缼點を持

つて居るからである」(8)。横井の農民観と当時の知識人のこの問題に対する考え方がよく表現されて

いる(9)。 

 しかしながら横井自身の感想とは異なり、当時農村から都会に出てきた青年や壮年のなかに「多少

の財産を有する地主の子弟」は一握りでしかなく、現実には農村での生計維持が困難になって離村、

離農せざるを得ない人々が大半であった。彼らの多くは郷里を出て海外移住や北海道漁場の出稼ぎ

人、国内の炭鉱労働者、あるいは都会の日雇い労働者として労働に従事していた。 
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 柳田はこの問題に対しつぎのような感想を述べている。「彼らの多くは農業地方より出で、各其郷里

に在りては土地の狭隘にして其勤勉を施す途なく、漸次生活に困難を感ずるを以て五年十年を期し

て他に出でゝ職を求むるものなり。若し然らざれば假令農を以てつまらぬ職業なりと感ずるとも、何ぞ

家を捨て眷屬に別れて孤獨漂零の生活を甘ずるに至らんや」(01)。彼は、当時離村する人々の多くは

農業では生活維持が困難なので、再び帰郷する意思で離村したと認識していた。 

 柳田によれば、この農民離村問題も他の農事改良や食料問題同様問題解決の方策が農業の収益

性に収斂されていくのであった。柳田がこの問題解決にどのような方策を提示したのかをみるまえに、

当時彼が日本農業の現実をどのように認識していたのかをみてみよう。 

 

4. 柳田の現状認識 

 

 柳田は当時の日本農業をどのように認識していたのであろうか。 

 たとえば、『早稲田大学政治経済科講義録』として早稲田大学出版部より刊行された『農政学』の第

二章「農業の特性並びに日本農業の現状」において彼はつぎのようにまとめている。「日本農業の現

今の状況は如何というに、農民の中に地主または労役者という特別の階級はほとんとまったく存せず

して、地主はたいてい農業者にして農業者はまた多くは自己の労働をもって耕作をなすものとなるこ

と、並びに農業者の他の職業を兼ね営むものはなはだ多きこと」、これがまず日本農業の特徴の 1 点

目であるとしている(11)。この彼の指摘に関して一言補足するならば、柳田は「農業者」の定義につぎの

ように述べている。柳田によれば、広義の「農業者」の中には狭義の「農業者」のほかに二種の人民を

包含するという。二種の人民とは通常「地主」とよばれる「農用地を所有してこれを人に貸し使用料を

収むる者」であり、他は「他人の農場に力作して賃金を得て生活する」「農労役者」であると。そして狭

義の「農業者」とは「自ら生産の経営に当り利潤を収めまたは危険を負担する者」と定義して、自作農

と借地農(小作人)としている。 

 また、日本農業の現状の2点目として「全国民の数並びに農民の数に比して農用地の面積の狭きに

失すること」をあげている(12)。そしてその 3 点目としては「農民の全数はこれだけの面積によりては十

分にその生活を支うるにたらず」ということをあげている(13)。つまり耕地経営面積の狭小、農村の人口

の過剰、農業のみによって生計維持不可能、この 3点が現状であるというのが柳田の指摘であった。 

 また、「農業界に於ける分配問題」では「僅かに五百万町歩の田畑を以て是非共四千五百萬の人口

に衣食の資料を提供し猶其上に多少の粗製品を得て外國に迄も供給せんとすること並に是だけの耕

地を企業活動の區域として三百五十萬戸二千萬人の民衆をして生活を營ましめんとすることの無謀

無計算なること」と述べ(14)、また「耕作者の方にて五反や八反田畑にて一年間を食ひ續かんとすると

するは甚だ困難のこと」(15)、「我國の農作は現今収約に過ぐ殊に勞力に於て極端に収約して其結果

多数の貧民に辛くして衣食を給すといふのみにて其生活を改良するの餘裕も無く餘得は土地の所有

権者に歸し徒に土地の投機を烈しくするのみ」(16)、「維新以来小作地の面積小作人の数の増加し一

方には地主他の一方には兼業農の階級即ち共に半分しか農業の進歩に利害の関係を有せざる人民
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の種類を増加した」(17)等の認識を示している。この書における柳田の認識は、経営面積の狭小と政府

の農政の根本的な組み立てが誤っていることを指摘し、その結果、多数の農業従事者が収益性の低

い農業の犠牲となっていると述べている。そして明治維新以来自作農が減少し、柳田がこの「農業界

に於ける分配問題」の執筆時には、寄生地主と兼業農が増加していることを憂慮していた。 

 また、「中農養成策」では「僅々三四反の田畑を占有して、半年の飯米に齷齪する細農の眼中には、

市塲も無く貿易も無し、唯其勞働の價無からんことを恐るゝのみ、何の暇ありてか世界の大勢に覚醒し、

農事の改良の為に奮起することを為さん」(18)、「我國農地の面積狭小にして農戸の数の甚多きことは、

一朝一夕の現象には非ず、殊に近来地方の生活程度は増進せるにも拘らず、田畑は更に增さずして

農戸は稍数を加へたり、大地主は全く自作を罷めて貸地を事とし、小作農は増加の傾あり、小農は愈

小となり少しく有りし中農は全くなくなりぬ」(19)等、上記二書同様、経営面積が狭小のために収益性が

なく再生産が困難な農業事情と自作農が減少している状況を示している。つまり、この時期の柳田の

農業に対する現状分析は、農村に滞留する過剰人口と経営面積の狭小、そして直接生産者が農業

のみによって独立不可能であるという３点に、加えて寄生地主制の進行と兼業農数の増大という日本

農業にまったく展望がもちえないものであった。したがって現状のままでは日本農業は一産業として

自立することができず、国際競争に耐える実力ももてないであろうと、彼は危機意識を抱いてこの時期

の農業政策論争の論陣を張っていたのであった。それでは柳田はこの状況に対し、どのような改革案

を提示したのであろうか。 

 

5. 柳田の現状改革案 

 

 この現状を打開するために柳田が提示した方策が「中農養成策」であった。この書は前述した酒匂

常明が「我國の細農制は誠に悲しむべき状態なれども到底人力を以て一時に之を變革する能はず、

千百年間の自然の成行に任すの外致し方無し」と述べたことに対する反論として書かれたものである

(20)。この論文は、論文の冒頭における言にみられるとおり、明治も 37 年となっても未だ国際社会を意

識した農業経済システムを構築しようとしない政府の農政に対する姿勢に、切迫感と怒りを顕としたも

のとなっている。 

 この書での彼の方策は、農村に農民の手で資本を蓄積させる構造改革案であった。前述したように、

彼は当時の農業システムは経営面積が狭小のために収益性がなく、直接生産者である農業者を経

済的に自立させうるものでないと考えていたので、政策によって生産性を担う実力のある農家を戦略

的に育成すべきであると考えた。耕地を集合させることにより中農を養成し、農業生産力を高め、その

土地の富裕農民が経営する農村工業を興し、雇用と原材料を地元で調達しその工場を経営するとい

う構造改革案を提示したのである。彼はこの方策を「新時代が要求する新農法」であり、「一日も早く農

をして利益ある一職業たらしむる」ためのものであって、「地方經濟の隆興」のためのものであるとして

いた。つまり、彼の「中農養成策」とは、今日の用語でいうならば、地域経済構築論の別名であったの

である。 
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 また、何百年来経済システムの変化が緩やかな環境の中で過ごしてきた農民が、明治維新以来の

経済事情を理解できずに経済的に困窮することを憂慮して、この時期の柳田は小農に対し種々の制

度を活用するように提言している。 

 その中のひとつに産業組合の活用がある。産業組合法は 1900年3月に発布され同年施行されたも

のであるが、彼は、資本が乏しく生活改善の方策が限定されている小農が組合に結集して団結して

状況を改革することを期待した。いわゆる柳田の「組合主義」である(21)。彼のこの組合を活用して現実

の生活を変革するという思想は、大正から昭和初期にかけての農村の動揺がもっとも激烈な時期に

おいても国民に対し提言されたものであった。 

 この産業組合法の活用と、市場経済システムの中で農業が一産業として自立可能となること、そのた

めに政府の農政が何をなすべきか、農民自身は何をなすべきか彼はくりかえし提言したのであった。 

 

 

6. 小括   ――― 農業論争の歴史的意義 

 

 1900 年前後、東京帝国大学を卒業し農商務省に入省したばかりの農政実務官僚であった柳田は、

当時の農政に対し強い危機意識を抱いていた。当時の農政では、国民を経済的に豊かにすることも

できないし、日本の農業を国際競争力のある農業にすることもできないと考えていた。事実前述したよ

うに、当時主流の農政担当者たちは、経済学的見地から農業や農村を考察しようとはしていなかっ

た。 

 例えば、既述の「農事改良」における柳田の反論は「資本」の概念で彼等を批判したものである。農

政担当者の語る「農事改良」は生産量の増加であって、それは土地生産性の引き上げを意味するも

のである。この概念は、一定量の農地からいかにたくさんの米を収穫するかということであり、現物経

済時代において生産量の多寡にのみ関心を払っていた時代のものと同一の思考方法である。 

 これに対し柳田は、この「農事改良」の概念を、先に引用したように、「恐くは生産方法の改良により

生産費の割合を少なくし純益を多くし収入逓減の法則の発展を遅くすることのみなるに土地改良農具

種子肥料の選択による資本投入の増加又は勤労の品質数量の増進等をも併せて包含せるものなら

ん」としている。ここでの柳田の「農事改良」の概念は、労働生産性の引き上げを意味する。一定の労

働によっていかにたくさんの収穫が可能であるかということで、一定量の農産物をつくるためにいかに

コストを下げることが可能であるかということでもある。つまり柳田は、米の生産量を考察する際の関心

を、田から何俵米が収穫できるかということから、今年の米の原価はいくらであるかに転換したらどうか

と提言したのであった。 

 当時主流の農政担当者や農政学者が遂行した政策は、今日「小農保護政策」といわれるもので、そ

の政策内容は記述のとおり大地主の利益に帰結した。この論争以後の歴史をみると、農村と都市の

所得格差と地域間格差は徐々に拡大し、農村は過剰人口を抱えたまま動揺し変容していった。この

事実を踏まえて20世紀初頭における当時主流の農政担当者と柳田の農業政策論争の歴史的意義を
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考察するならば、小農問題が未解決のまま放置され、都市と農村に資本が共に蓄積される経済構造

を構築できなかったという意味で国民経済の確立が国民主体とはならなかったために、その後の日本

社会に歪みを残存させることになったということであろう。 

 この社会構造の歪みが大きな社会問題となり表面化するのは大正になってからであり、その後の日

本の歴史に暗雲をもたらしたのは周知のとおりである。 
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（7）  上掲『柳田國男全集』第 1巻、241頁。 
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の増加の如きも、今の経済組織に在りては同じく富の増殖にして、従て之に反対する現象を予防するは亦消極

的生産政策の目的なり」。当時主流の農政担当者と柳田の両者には、「農事改良」の概念の相違が存在していて、
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柳田はこの「農事改良」については「コスト」や「資本」の概念で理解していたといえよう。 

（8）  横井時敬「都會と田舎」、上掲、531頁。 

（9） 横井の著作と講演集である『横井博士全集』中には、彼の農民観、農村観が率直に表現されている。彼の農民観、

農村観をみると、「農村」「農民」というものを概念で理解しているいわゆる外側の立場からのものである。「農村」と

は「農業を営む場所」であり、「農民」とは「農村に居住する人々」であった。「農村」の生活と「農民」の実態を全く

知らない立場での理解であった。 

これに対し柳田は、自身は村の知識人に位置していたが、村に居住し村の生活のしくみと実態を熟知していた。

彼は村人と空間的には共に村に居住していたが、質的には外部の立場で村人の生活を観察するマージナルマ

ンであった。彼が幼少の頃の体験で、彼が居住する村では、赤ん坊が誕生すると氏神に詣でて小豆飯を供える

習慣があった。それを一箸ずつ集まってきた子供たちの掌にのせる慣わしがあったが、彼は親に禁止されている

ために一度もそれを受けたことがなかったという有名なエピソードがある。 

後に彼は農業政策論争時とマルクス主義との思想闘争時において、自身の郷土研究の研究成果を踏まえて、

「農村」は農業のみを行う場ではなく農業も行う場であり、都会と比較してけっして鄙ではなく豊かな場所であるこ

と、「農民」を工夫と自立・自律の精神でこの日本の伝統を築いてきた国民の核をなす層であることを主張し、農

民の意識の覚醒と意識改革を農民自身に訴え続けた。横井に代表される、東京に居住して農村や農民の生活

実態を知らない有識者階級に対して考案・開発されたものが、柳田の「郷土研究」であるのではないか。 

（10） 上掲『柳田國男全集』第 1巻、210頁。 

（11） 上掲『柳田國男全集』第 1巻、210頁。 

（12） 上掲『柳田國男全集』第 1巻、212頁。 

（13） 上掲 212頁。 

（14） 上掲 219頁。 

（15） 上掲 219頁。 

（16） 上掲 221頁。 

（17） 上掲 220頁。 

（18） 上掲 220頁。 

（19） 上掲 289頁。 

（20） 上掲 289頁。 

（21） 柳田の組合主義は彼の思想の根幹をなすものである。彼は生涯をとおして農民に対し組合の活用を訴え続け

た。 

その主張の骨子は『産業組合』に見て取れる。この書は 1901年 3月に発布され同年 9月に施行された産業組合

法の解釈本である。 

彼はその「序論」において「此法の解釈を農科の学科中に於て為さんとする理由は、当今資本の融通の途に乏し

く労働の困難にして利益の少なきこと農業を以て最も甚しとするを以て、従て産業組合の制度により其維持と発

達とを計るの必要も、農業に於て最適切に感ぜらるゝならんと信ずるを以てなり」としている。 

そして総論の第一章「産業組合の概念」では、「殊に日本の如く小農者の数多き国に在りては、孤立の幣最も著

しく組合協同の制度に由りて、其発達を致すべき必要は甚だ急なり」、「社会の中級以下に立ちて、資本に乏しき

者が、其生活の状態を改良発達せんが為に、相結合したる団体は、其直接に目的とする事業の如何なる種類に

属するを問はず、凡て之を産業組合と称するを得べし」として、彼の産業組合に期待する目的を記している。 

 彼の産業組合活動において特徴的なことは、資本をもたない小農が組合制度を活用して資本の蓄積を図り、

大資本と市場の場において対抗していくというところにあるが、知力を用いて「無」から「有」を生じさせるということ

にあったことは、朱子の社倉での見解によく表明されている。朱子の社倉に対する柳田の見解については、本論
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文第三章「相互主義と自助主義」参照。 

この、組合を活用して資本に乏しい農民が現状を打開すべきであるという主張は、農村が最も困難な状況下に置

かれた大正末年から昭和初年にかけての時期に何度も繰り返されることとなる。 

1931年に刊行された『都市と農村』の第八章「指導せられざる組合心」で、彼はつぎのように述べている。 

「数ある組合の中では、産業組合などが比較的広汎な目的を有し、従つて小さな地域内に自立して、土地の事

情に適した計画を立て得るのみならず、誰でも困る者は加入してよい組織になつて居た」 

「産業組合は他の色々の組織と同じく、名は組合であるけれども其実は僅少の篤志者が、官府の厳密なる監督

の下に、普通は好意の独裁を敢てし得る団体であつた」 

そして、産業組合や農民組合に農民が結集しても、農村の現状や農民の現状打開に機能しえないということであ

るならば、もっと別の組合を農民自身が組織して事態の収拾を図るべきであるとして次のように提言している。 

「人が賢くなつて更に生存が六つかしくなるといふことは有得ない。つまりは人智も進んだがそれを追越すほどに

社会も足早に変化したのであつた。 (中略) もし農民組合に出来なければ他の組合に、それも無能ならば別の

新たなる団結を試みても、急いで其討究に取掛かる必要があると信ずる」 
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第２章 柳田農政学の統治の学的性格 

 

 

1. はじめに 

2. 柳田の現状認識 

3. 「中農養成策」 

4. 産業組合の活用 

5. 小括 

 

1. はじめに 

 

 1900 年に東京帝国大学を卒業し農商務省に入省した柳田国男が農業政策に関して発表した著作

ないし彼の経済思想は、今日「柳田農政学」の名称で知られている。これら一連の著作中に現われて

いる彼の思想は、当時の農政担当者に対する農政批判というだけにとどまらず、後発資本主義国とし

て出発した日本と日本国民をどのようなかたちで創りあげていかなければならないかを、当時の国際

環境を見据えた見地から考察したものとなっている。 

 本論文は、柳田が農業政策上論じた主要な提言のいくつかを考察することにより、その学問が統治

の学的性格を有していたことを明確にしていきたい。 

 

2. 柳田の現状認識 

 

 柳田は当時の日本農業を、どのように認識していたのであろうか。 

 この課題に対する答えはすべてリンクしていて、それらすべてが当時の農業の課題となっていた。

第一に柳田は、農業経営面積が狭小でありしかも経営耕地が分散していることを指摘している。その

ために農業に収益性が確保できていないこと、これが第二の指摘である。したがってそのことが、農業

者の農業意欲を減退させていること、これが第三。一戸当ての農業収入が過少であるにもかかわらず、

農業界で確保された全体の収益が適切に分配されずに、土地所有者に集中していること。そのため

に土地所有者の関心は土地の集積に向かっていたこと。これが第四の指摘である。当時の農業者の

大多数が「小農」ともいえない「微細農」であり、生計維持が不可能な状態にあるということに彼は危機

意識を抱いていた。 

 この点に関しては、全体の耕地面積が狭小であるのに、その狭小な土地からの収穫物で農・非農を

問わず、国民全体の衣食の供給と外国への輸出産業としての役割まで持たせている政府の政策の

「無謀無計算」のあり方に、彼は率直な疑問を呈していた(1)。彼の疑問には、産業化が進行して労働

者階級が増加する当時の社会変化が背景にある。 
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 しかも当時の農政のあり方は、農業生産量の多寡に重点をおく生産政策で、収益性を重視するもの

ではなかったことも彼の農政批判のひとつとなっていた。 

 この現状を改革するために提示されたのがいわゆる柳田農政学の根幹をなしている「農業者階級の

改造」計画である構造改革案である(2)。以下、それを見ていこう。 

 

3. 「中農養成策」 

 

 彼の構造改革案である農業者階級の改造は、農業戸数を減少させて経営面積が 2ヘクタール以上

の農家を創出させ、農家経営を自立させていこうとするものであった。現状では収益性が確保されて

いなかったからである。そのための方策は「中農養成策」に提示されている。「中農養成策」で提起さ

れた彼の政策とその理由から見ていこう。 

中農養成策はどのような見地から提言されたのであろうか。 

 背景にあるのは農産物の国際競争問題である。今後安価で高品質な外国産の農産物が各国から

輸入攻勢が見込まれる状況下で、日本としての措置は関税による政策だけであるのかというのが問題

の本質であった。関税によって日本農業を保護しようとするだけでは、幼稚な農法と単純な産物と専

門教育も普及していない現状においては、日本農業は国際競争から取り残されるのではないか。しか

も現況の農業は収益性に乏しく、生計維持が不可能な状態であるので、農業意欲がわかない状況で

ある。このような状況を政策によって打開するには、それではどのような方策があるのか、そこで提起

されたのがこの中農の養成策であった。 

 「中農」を現況において「養成」するためには、政策によって経営面積を 2 ヘクタール以上にしなけ

ればならない。そのために政策的に耕地集積の措置を講じる。また、農村に滞留する過剰人口を吸

収して生計維持を図るためには「今中農養成策にして其豫期の効を奏し、日本農民の中堅は鞏固と

なりたりとも、一方に此等下級の勞働者の幸福を增進する能はずば、未だ万全の謀と言ふべからず」

として、地方工業の奨励を政策的に行う必要がある。また、中農が自立して生産力を発展させることが

できるように模範農場を設立して、府県以下の単位で管理する。柳田の提示した政策は以上のような

ものであったが、その目的について彼は次のように述べている。「生産の技術は進歩発達せざるべか

らす゛、技術を進歩せしめ物産を增殖せしむるには、各生産を以て各獨立の職業となし、生産者をし

て當業者の熱心を以て専門的に考究改良を力めしむるに在り、殊に農を以て安全にして且つ快活な

る一職業と爲すことは、目下の急務にして更に帝國の基礎を革固にするの道なり」。生産物の選択や

販路の改革、市場の動向や農産物競争等の知識を、政府の判断のみに委ねるのではなく、農業者

自らの自立した判断で実行可能な農業者の育成こそが、国際競争力をもつ日本農業の創出になり、

国力を増強させることであるというのが、彼のこの政策提言の真意であった。 

 

4. 産業組合の活用 
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 「中農養成策」には産業組合の活用も提言されている。資力に乏しく中農となることが不可能な小農

にその活用を勧めたものである。彼の産業組合論は日本農業の脆弱さが背景に存在した。以下、そ

のことを見ていこう。 

 柳田は当時の農業が、他のどの産業よりも収益性に乏しくしかも労働が激甚であると考えていた。し

かもその農業に多くの過少農が緊縛されて生計を立てていたことに、彼は危機意識を抱いていた。そ

こで彼は、この産業組合制度を活用して農業の維持と発展を期したのである。 

 彼の提言の骨子は『最新産業組合通解』の文中に示されている「自力進歩協同相助是実に産業組

合の大主眼なり」の言に端的に示されているように、農民の自力事業としての産業組合の活用である。

国家や慈善家による救済措置では一時的な解決策としかならず、しかも農民が社会的に上昇する利

益を生み出さないからであり、農民の自立意欲を殺ぐことに帰結するからであった。 

 また産業組合のうちの信用組合は、区域を市町村に限定して設立される制度であったので、性格や

素行等を知る繋がりをもつ農民同士が互いに共同して生活改良を図る事業を営むことで、崩壊しつ

つある地域の連帯を再構築できることを期待した(3)。 

 彼が産業組合制度を「平和の福音とも称すべき良制度」とまで評価したのは、「既に国家といふもの

在りて、天子民を治め玉ふからは、成るべく多数の人をして十分の幸福を享けしめ、困窮なる境遇に

陥るものゝ一人も少なからんことを期するを以て其理想と為さゞるべからず」という彼の理念が、この制

度を活用することで実現可能であると思われたからであった。この言には彼の、国家の政策は国民総

体の幸福を実現することを期すべきであるという信念が見える。後述するように、この彼の信念は他の

著作中にもしばしば見受けられるものである。 

 要するに彼は、日本農業の維持と発展と、小農が社会的に上昇していく唯一の制度として産業組合

の活用に期待したのであった。 

  

5. 自治的農政の提言 

 

 柳田が農業政策において提言した中に、自治的農政がある。この提言は、農民と府県以下単位の

農政担当者に対してのものであった。 

 まず農民に対するものとしては、自己の農業経営において利益を生み出すために、農業簿記の活

用が提言されている。売上から生産費を引いて手元にいくら残るのかという、数字を把握して経営す

ることを農民自身に求めた。そして、利益を生み出す生産物は何かということを自ら知ろうとするなら

ば、市場取引において有利な作物やその価格を調査することにつながり、合理的な判断で経営努力

をしていくであろうと期待したのである。そのための農業技術の習得や模範農場の設立が、国としての

喫緊の課題であるとした。 

 この提言の背景は次の柳田の言が端的に示している。「資本問題に就て少々でも見識ある農家が

あつたならば今日の如く緊迫せざる以前に於て何とか整理の方法がついたであらう今日農民の困窮

は全く社会経済の状態を知らざるより来たつたので此のまゝにして推し移らば今後益々困窮の度を進
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むべきは分り切つたることである又農業者には工業者などの知らぬ所の凶作といふ大敵があるされば

つまり土地と土地との競争問題の起ることは免れぬ競争は外国との競争ばかりではない国内に於ても

さうなると農民の窮迫は益々劇甚となる」。したがって「各人各自発達を図るが必要なりとすれば今後

我が農民は敢て後見的行政に満足せず自励自助を以て農業の発達を企画するが当然であらう」(4)。

国際競争と国内競争により農業者の生活がより危機的状況に陥る可能性があるので、農業者の自覚

と自助努力を訴えたのであった。 

しかも当時の政府の農政はいわゆる補助金農政と強権的農政と称され、政府の推奨することを農

民が実行すれば補助金を出し、反対に、実行しなければ警察権を行使して強制的に対抗する手段を

とるというのが実態であった。柳田の農民への自立した判断の提唱には、政府の保護、判断、干渉か

らの自立という意味も含まれ、生活防衛のためにどのように判断していくのかは自ら学び、判断してい

かなくてはならないとした。 

 一方地方農政担当者への提言は、政府の農政に無限定に従うことなく、担当する地方の実情に即

した判断と研究で農政を実行することを求めたものである。地方の特別事情を研究し、その成果によ

って農民を指導すれば、農業はより収益性を増して農民の生計にも好影響を与えることになり、地方

公共団体としての府県市町村の基盤にも良い結果をもたらすとした。柳田は、このことは地方農政担

当者としての「任務」であると述べている。 

 ところで、柳田が農民に経済的自立と精神的自立を促したのは、彼自身の言によるならば、日本と

いう国家が国際社会に開かれ近代化されようとしているにも関わらず、農民が行政に依存するばかり

では「品性」が育たないと考えたことも理由のひとつであった。農民も国際社会に同調して「近代化」さ

れなければならないと考えたのである。 

 

6. 小括 

 

「農業政策ノ学ト農業経済ノ学トノ間ニハ明確ナル区別アルヘキナリ農業経済ノ学ハ農業者本位ナ

リ社会ノ事情ノ許ス限アラユル手段ヲ以テ農業者ヲ富スノ策ヲ研究ス之ニ反シテ農政学ハ経済政策ノ

学問ナリ国ヲ本位トス一国ノ農業ヲシテ如何ナル程度ニ迄国家ノ進運ニ貢献セシムルコトヲ得ルカノ

問題ヲ研究スルモノナリ」。これは柳田の著作である『農業政策』「緒論」の冒頭からの引用である。彼

によれば、農業経済学は農業者の経済的上昇策を研究する学問であるが、農政学は国家にとって農

業をどのように位置づけるのがもっとも適切かを研究する学問であると規定している。しかしながらこ

れまで考察してきたように、彼の研究はその両者が分かちがたく一体のものとなっている。 

 柳田にとって農業者が経営的に自立する農地を所有し、経営的に自立可能な経営技術を習得して

貧困から自力で脱却を図ることは、そのこと自体が日本という後発資本主義国の進運を図る方策であ

ったと考えてよい。なぜならば柳田にとって農業者による自力での生活改善の奮闘努力は、農業者が

居住する各地域に資本の創出をもたらし、その地域の経済基盤を強固にすることに帰結し結果的に

国家の基礎をも強くすることに帰結するからであった。彼の農政学が地域主義的であり地域経済構築
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論であったといわれる所以である。 

 また、彼が農業者の自立を説いた政策は、農業者の近代的自我の確立をもたらそうとする政策でも

あった。なぜならば、経済的自立があって始めて精神的自立という「個」の確立があり人格の主体があ

るからである。当時国民の大半を占めていた農業者にこのことを呼びかけたことは、そのような意義が

認められる。実に彼の農業政策論は国民形成であり、国家形成であり、その学問の内容は統治の学

と言えるものであった(5)。 

 ところで、後述するように、これら柳田が農業政策論で提言した内容はすべて、彼の「郷土研究」に

おいても同様に提言されていることでもある。このことからも彼の農業政策論と「郷土研究」には連続

性が認められ、密接不可分の関係であったと考えることが可能である。 

 

註 

(1) この柳田の指摘は彼の著作中に多く見られるが、ここでは『農業界に於ける分配問題』から引用しておく。「余は本

邦の政策に於て悲しむべき二個の事実を指發せざるべからず。即ち僅に五百万町歩の田畑を以て是非共四千五

百萬の人口に衣食の資料を供給し猶其上に多少の粗生品を得て外國に迄も供給せんとすること並に是だけの耕

地を企業活動の區域として三百五十萬戸二千萬人の民集をして生活を營ましめんとすることの共に無謀無計算な

ること是なり。」『農業界に於ける分配問題』、藤井隆至編『柳田國男 農政論集』、法政大学出版局、1975 年、10

頁。 

(2) 上掲書の 17頁に「農業戸数の減少農業者階級の改造」という一文がある。また同書中の「中農養成策」には「農戸

の減少は必しも悲しむべきことに非ず、耕地の面積が非常なる制限を被ふれる我國の如きに在りては、悲しむべ

きは寧其増加なり」との一文がある。上掲書、25頁。 

(3) この『最新産業組合通解』の「自序」にはひとつのエピソードがある。1961 年に掲載された東畑精一の「農政学者と

しての柳田国男」によれば、彼がこの「自序」について柳田に語ったところ、柳田が東畑に出版当時農商務省の上

役である岡実局長から叱責を受けたと述べたという。柳田自身が当時の政府の農政に対してもっていた感想が理

解できる部分を引用しておきたい。「世の社会改良家を以て自ら標置する者身都門に住し、日夕見聞する所のも

のは僅に一部賃労働者の生活状態に限界さるゝを以て、口を開けば職工の同盟と言ひ、製造家の牽制といひ、一

代の国是を挙げて、此種の部分的事業に集注せしめて、乃ち已まんとす。殊に知らず別に大数の自営労働者あり

て、其経済上の苦戦奮戦を持続するに堪へず、滔々として其本拠を失ひ四方に離散しつゝあることを。」また、「現

今各地に設立せられたる産業組合の実況を聞くに、其組合員たる者は多くは相当の資産、地位ある者に限り、例

へば小作農の如き自己の勤勉と正直との他には、信用の根拠とすべきものなき者は殆皆共同事業の便益に均霑

する能はざるが如し。有力者が率先して一郷に唱導することは尤慶賀すべしと雖、法律の主眼は寧此等最小の産

業者にして、銀行をも会社をも利用すること能はざる者に、別種の方面より生活改良の手段を得せしむるに在るこ

とは、本文処々に細叙する所の如し。若し此の如くして必要の最急なる者を後にする結果を見ば、極めて遺憾の

事なりといふべし。」『柳田國男全集』第 1巻、136～137頁。 

まず、政府の農政担当者が地方の農民の実態に疎いという柳田の認識は、他の著作中に随所に見られるもので

ある。たとえば、1908年 6月 16日付の『九州日日新聞』に掲載された人吉における彼の談話中には「中央政府の

法律は普遍的のものにて勧業方針亦何処にも当てはめらるゝものなれば気候其他の関係上より起る適不適は県

の公共団体にて取捨せられたし」と言い、また、1909 年刊行の『時代ト農政』中には「中央政府に使はれて居る専

門家は学者としても一等えらい、其監督を受くる下級官庁は学説に於ても受売をして居れば比較的安心でありま

す。併し農業経済の学問などは最も中央集権には適して居りませぬ。それも人手が余つて手分けをして各方面を
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精査し得るなら兎も角も、五人や八人の東京の専門家がこの細長い日本の隅々に迄行届いた観察と判断を下し

得る筈がありませぬ。府県と雖同じことで、よく余が県の実況はなどゝ概論する人がありますが、恐ろしいことであり

ます」と述べていて、「東京」に居住する「専門家」に対する不信感を表明している。 

当時は都市の職工に対する生活実態が社会的に問題視されていた時期で、政府の社会対策も労働時間や賃金

等労働問題が中心的になされていた。しかし柳田は、産業組合の普及のための地方視察や講演等で地方の実情

を目の当たりにすることが多かったので、農民や地方に居住する村人の生活水準の低さに危機意識を抱いていた

と思われる。 

(4) 1906年 6月 16日付の『九州日日新聞』雑報に掲載された「農民の危機」と題された柳田の一文の一節である。上

掲『柳田國男全集』第 23巻、580～581頁。 

(5) 柳田農政学と「郷土研究」の両者に認められる「統治の学」的要素は、おそらく、彼の大日本帝国憲法下における

官吏としての職とその階級にある。彼の官歴をみると、 

1900年 7月 農商務省農務局農務課に配属 

1902年 2月 法制局参事官に任官 

1908年 1月 宮内書記官兼任 

1910年 6月 内閣書記官室記録課長兼任 

1914年 4月 貴族院書記官長に任官 

1919年 12月 貴族院書記官長辞任 

1946年 7月 枢密顧問官に任官 

1914年に任官された「貴族院書記官長」という職は、大日本帝国憲法下の官吏区分によれば、「高等官」の一種で

あり、いわゆる「勅任官」である。Wikipediaの説明によれば勅任官の位置付けは以下のようになる。 

 

                               

官 

公 

庁 

に 

勤 

め 

る 

者 

 

官 

 

吏 

 

 

高 

等 

官 

 

親任官 

 

勅任官 

奏任官 

判任官 

 

官吏でない者 

                       

また、同じくWikipediaによれば、貴衆両院の書記官長は、議員の役員である国会両院の事務総長と異なり、官吏

であり、天皇から任官大権により任免されていた。1946年 7月から 1947年 5月まで在職した枢密顧問官は、官吏

階級の最上位に位置する「親任官」である。柳田の学問はその初発から「統治の学」的要素をもつが、彼はおそら

く国家官僚となった当初から、天皇直属で国家のために働く気概でいたと思われる。 
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第３章 相互主義と自助主義 

 

1. はじめに 

2. 産業組合の設立 

3. 朱子の社倉 

4. 政策への批判 

5. 小括 

 

1. はじめに 

 

日露戦後経営の一環として進められた地方改良運動では、産業組合の設立と普及ということも重要

な政策の一つとなっていた。日露戦後の国家財政難の状況下において、国富増強のためには町村

経済の発展が不可欠であり、そのための産業資金を組合を活用して蓄積を図ることが政府のねらい

であった。 

周知のように、柳田は農商務省に入省した当時から産業組合の意義を認め、その普及に尽力した

ことで知られている。彼は産業組合法が制定された 1900 年に大学を卒業して農商務省に入省したの

であるが、1902 年には産業組合の解説書である『最新産業組合通解』を著し、その普及活動を精力

的にこなしていた。 

ところで、この地方改良運動において、農商務省主導型で推進された産業組合設立・普及政策と、

柳田が認めた産業組合の意義は、後述するように、表面上はよく似ており両者に相違は認められない

かのようである。しかし、両者はその内実において全く異なるものであったといってよい。 

本論文は両者の相違を追究するとともに、あわせて柳田の組合論の一特質を明確にしたい。 

 

2. 産業組合の設立 

 

 1900年 3月に公布され同年 9月 1日に施行された産業組合法は、主として農業者の経済的失墜を

防衛する手段として設けられたものである。この法律の制定以前から中心的に活動していた平田東助

の言によれば、「抑々産業組合ノ目的ハ中産以下ノ資本ニ乏シキ産業者ヲシテ資本家ト同一ノ地位ヲ

得セシメ同時ニ徳義心ノ涵養発達ヲ計ラントスルニアリ。即チ組合ハ一面物質上ノ共同幇助ヲ企画ス

ルト共ニ、一面精神上ノ共同団結ヲ計ルニアリ」というのが設立の主意であった(1)。この組合設立に関

しては柳田も言及していて、国柄として農用地面積が限定されている日本において、過少農の担税

力保護と現状以上の経済的失墜を防衛することがその目的であったとしている(2)。 

 制定の参考にしたのはドイツの法律であった。フランスは農業の発達が著しく産業組合組織の整備

も進んでいたけれども、農業システムが日本と異なっており、また、組合制度が民間組織によって動い
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ていたので日本の参考にならなかったということと、イギリスは農業組織が日本と異なっていて小作農

それ自体は担税力が十分あったので、農業者の保護という観点では参考とはならなかった(3)。 

周知のように、日本の産業組合法は、国民が必要性を認めて社会運動化の後に制定されたもので

はなく、政府が諸外国の組合を研究して制度化されたものであったので、法律制定の準備段階にお

いては組合制度が日本に根付くか否かの議論が盛んであったという(4)。そして、国民意識の成熟を待

つことなく法律が制定されたことによって、政府当局においての一番の仕事は、農民にこの法律の意

義を解説することであった(5)。 

ところで、先の平田の言にあるように、この法律は「資本乏しき産業者」に資本融通の方途を策する

ことと、農民が協同して組合活動に勤しむことがその基本理念であったが、柳田の『最新産業組合通

解』にも同様の理念が記されている。たとえば、「当今資本融通の途に乏しく労働の困難にして利益の

少なきこと農業を以て最甚しとするを以て、従て産業組合の制度により其維持と発達を計るの必要も、

農業に於て最適切に感ぜらるゝならんと信ずる」という言や、「殊に日本の如く小農者の数多き国に在

りては、孤立の弊害最著しく組合協同の制度に由りて、其発達を致すべき必要は甚急なりとす」、「我

国の如く数百年の間養成せられて而も漸ゝ廃弛せんとする郷党の結合心を恢復し、社会道徳の制裁

によりて個人の弱点を匡正し、唯利的原動力の外に純粋の対人信用制を設けて以て国民の品性を上

進せしめんとするものなり」等には彼の組合制定に対する理念が示されている。 

このように、組合設立の理念では、政府当局と柳田のそれには乖離はないようであるけれども、運

動の進展にともなって差異が明確化する。そのことに触れる前に、柳田が組合活用の理想とした朱子

の社倉についてみていきたい。 

 

3. 朱子の社倉 

 

 1907 年 5 月に開催された第二回産業組合講習会において柳田は、「日本における産業組合の思

想」という演題で講演している。朱子の社倉はこの中で紹介された制度である。 

 柳田によれば、組合制度は外国から輸入されたものではなく、日本にそもそも定着していたもので

あった。彼によれば、封建時代の日本では身分制度による差別はあったが、身分の上位の者は下位

の者に対して保護をするという慣習が存在し、その保護が行き届いていないことを恥辱とする観念が

発達していたという。そのために、主家と従属との関係においては、飢饉や災害という非常時の困窮

や不幸を救済する方法が立てられる社会組織であったという。このことは農民だけでなく、商工業者

においてもそうであった。これが組合に代わるべき制度として存在していた。 

 一つの藩や一つの領分が広大化して保護=服従の関係が弛緩してくると、一領地一地方による飢饉

や災害等の非常時の対応が不可能となって、村落においては江戸中期から農業者同士の対等の関

係において組合の必要が認められるようになったという。この時期に創設された農民の組合は、当事

者自身が必要に迫られて作ったものであった。これらの代表格とされるのが三倉制度と称されるもの

である。 



 26 

 この三倉制度とは、飢饉や災害時における救済制度のひとつであるが、官主体の租税の減免や救

助小屋とは異なり、民間主体の自力事業である。三倉とは義倉、社倉、常平倉のことで、義倉とは飢

饉時の手当てとして米を備蓄すること、常平倉とは政府の関税政策にはよらないで穀物の価格を平準

化することを目的として貯穀する方法、社倉とは社の意が「町村」であるように、公共団体が経営する

義倉、または町村を組合区域とした救済組合であった。 

 彼が朱子の社倉を評価したのは、この運営が官ではなく民間主体の自治によったものであり、貸付

主体の自力事業であったところにある(6)。いわゆる「救恤」とは異なる自助主義によるものであった点と、

社倉を利用する人々が対等・平等の相互主義であったところを高く評価した(7)。「自治」というのはその

管理方法にあった。社倉の管理を地方官吏に委任せずに、町村の長老を選定した。貸付主体である

ということは、組合員相互がお互いに「済い合う」関係が根底に存在する(8)。 

しかも彼はまた、その実績も評価した。朱子はこの事業において、当初は資本を全く持たなかった

のに基本財産を作ったのである。柳田は「まるで資本の無い所へ基本財産を作ったのは妙法」「殊に

元本の作り方が珍しい」と注目した。彼が朱子の社倉方法を評価したのは、彼が、小農が産業組合を

活用して資本を作り、経済活動をとおして資本家に対抗していくことを期待していたからであった。彼

の期待は「産業組合は小生産家が資本の欠乏に因る不利益を排除して大資本家に対抗せんとする

に在り即ち自助の精神を発揮したる手段なり」「産業組合は自助の一方法にして合同の力に依りて大

生産家大資本家と同様の利を得んとするに在り」との言に示されている。 

要するに、朱子の社倉事業で柳田が評価したことは、事業の運営方法が自助主義と相互主義に貫

かれていた点と、その実績にあった。 

 

4. 政策への批判 

 

(1) 政策の展開 

 

 国家官僚が国富増強のための地方産業資本蓄積を急務であるとしたのは、西欧諸国の実績を重視

したからであった。1909 年 6 月の地方長官会議における平田の訓示は、イギリスとドイツの郵便貯金

残高と組合資本残高の数字をあげて、日本の国としての努力を訴えている(9)。また、1909年 7月に開

催された地方改良事業講習会では、貴族院議員加納久宣がその講演の中で、産業組合の普及こそ

が「地方改良事業に就いて最要至緊の一事業」と述べ、この政策の重要性を指摘している(10)。彼等の

努力により、組合数と組合員数は急速に拡大していき、例えば産業組合のうちの信用組合数は 1904

年段階で組合数が 462、組合員数が 37,319人であったのが、1915年ではそれぞれ 9040、1,153,792

となり、産業組合のうちの購買組合は 1904 年で 129、組合員数が 7,160 であったのが、1915 年では

6,732、830,603 という数字となっている(11)。 

 

(2) 政策への批判 
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 上述したように、組合数と組合員数は政府の努力により着実に成果を上げていたけれども、柳田は

政策遂行過程において政府の対応に疑問を呈していた。政府に対する彼の疑問は 4 点ほどあった。

まず、政府当局が組合設立の理念を活動に浸透させる決意を有しているか否かということ。次に、地

方で集積した資本を政府が中央に集中化していることは、地方産業を育成するという本来の趣旨に

反しているのではないかということ。3 点目に、政府が組合に奨励金という形でしている補助は、無意

味ではないかということ。最後に、政府が法律や規則に拘泥しすぎているのではないかということであ

った。 

最初の疑問である組合設立の理念については、1905 年に奈良県で一週間に亘って行われた講演

集である『産業組合講習会講習筆記』に、組合は法解釈のみでなく倫理道徳面からも論究してその運

用を図らなければならないはずであるのに、進んで研究する先輩諸氏がいないことを嘆息・批判して

いる(12)。 

柳田によれば、政府内部において産業組合の普及政策を推進している「先輩」たちは、組合の普

及に尽力しその数の多いことを希望しているけれども、単に組合数が多いだけでその精神が徹底さ

れていなければ、何の効果も期待できないのであった。このことは、産業組合の解釈において彼等の

理想の低さを示していると柳田は論断している。 

 それでは柳田が考える組合の精神とは何か。 

それは大きく捉えるならば 3 点ある。最初は、政府の一時的な救済や施しと異なり、無資本の小農

や労働者が自助の精神に則り、組合を活用して資本家と対抗して市場経済化した社会において社会

的に上昇する契機とするということであった(13)。つづいて、その結果として、彼らに円満な社会、幸福

な家庭を構成する無形的要素を与えるということである(14)。そして最後に人道的見地から、国民が災

害等で生活が大きく変化することを防止するということも期待できることである(15)。柳田は政府当局者

が、これらの理念を理解せずに単に組合数の増加を推進しているとして、彼等の意識を批判したので

あった。 

 この政府が政策の成果と捉える組合数の増加と柳田が問題視する組合の質の問題は、記録として

残る柳田の指導を見るときに、より具体的に理解可能である。 

 

(3) 理想的な組合運営 

 

 これまで述べてきたように、産業組合の精神を深く理解することなく組合数の増加を志向する政府当

局の姿勢に対して、組合の質という観点から政府の対応を批判した柳田であったが、全国各地を巡

回して行った実地指導をみていくと、バランスシートを基礎としたものであったことが理解できる。 

 1907年 6月に新潟県で行った講演において、彼は理想的な組合として次のことをあげている(16)。ま

ず組合数が相応であること。次に組合と組合員数が有形無形に資格を具備していることとして、無形

の資格として組合員の組合に対する知識をあげている。有形の資格には事業の純益をあげ、組合事
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業が政府や特定の個人からの補助によることなく自立して事業が再生産できることを指している。同年

行われた実地指導をみると、彼の意図する「理想的な組合運営」が理解できる。 

 柳田の実施した個別指導は七つの組合の事例が記録として残っているが(17)、それらの中で将来模

範的な組合になるであろうと彼が評価しているのが東沢村の信用購買組合である。この組合は組合

員数61名中40名が農業者で、その他は工業者、商業者、製粉業者というように様々な業種に従事す

る人々の集合体であった。組合の役員として中心的に活動している人物は、県庁の役人であるととも

に地元の農業者であり、一農業者として組合に加入していた。この組合では、現状は貸付金額の不

足分は地元の銀行からの借り入れでまかなっているけれども、将来的には組合員の貯金のみで貸付

業務を行おうと組合員全員に貯金箱を配布して貯蓄を指導していた。また、活動の一環として市街地

附近の居住者に対して共同購入の利益を理解させるべく努力しており、取り扱う品目も拡大を目指し

ていた。 

 彼がこの組合で評価したことは、この組合が規模は小規模ではあるけれども出資総額に比して事業

の分量が多くあり、したがって純益を拡大させる努力と実績をあげていることであり、地元の様々な業

種の人々の生活共同事業であること、そして市街地の居住者に働きかけて組合員の増加力を有して

いること、また組合事業として自立を志向していること、役員が適任であること等であり、柳田が「理想

的な組合運営」としてあげた項目を具備している。 

 このように、彼のこだわった組合の精神とは観念的なものではなく実質的なものを指しており、彼の

指導もまた、精神的なものを強調するのでなく、帳簿を調べるところから入る財務型であったことが理

解できる。 

 

5. 小括 

 

 「日本の産業組合はやたらに人にばかり縋りつく産業組合である。互いに助け合はうとしない産業組

合である。同じ境遇に在る者を教育しようと云ふ心持のない産業組合である。」政府の産業組合政策

が数の増加として成果をあげていた 1933年の柳田の組合評である(18)。彼のこの産業組合評はどのよ

うな意味を有しているのであろうか。 

 柳田によれば、産業組合政策が実施される初発の頃より、組合の前途に対する懸念が 2 つの理由

から存在した。ひとつは英雄崇拝的な国柄の日本で、自立的な個人の集合体である組合が成立する

のかということ。他はこれとは反対に、個人主義というよりもむしろ利己主義が横溢するようになった当

時の日本において、組合活動という協同事業が実行できるのかというものであった。これらの意見に

対して柳田は、双方とも的外れではなかったと述べている。 

 既述のように、組合活動というものは、そもそも自立した個人が営むものであって個人主義を前提と

するものであると彼は考えていた。一人の突出した個人が他を率いて行うものではないと。しかしなが

ら、政策の進展に伴って現出したことは、特定の個人に多くの組合員が率いられて活動する現実であ

った。柳田は言う。「日本の組合の今日迄の目醒ましい発達、恐らくは世界の何処を探しても例がない
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だろうと思ふところの大いなる資本の集積、組合の中心的勢力の大成長、斯う云ふ日本の誇つても宜

しいところの特徴が、我々の最も尊重して居るところの個々の構成分子の人格尊重或は自由なる意思

から来て居るのでなくして、寧ろそれとは反対に、或る大部分の人間は寧ろ自分等の我を殺され、組

合に関する自分等の無学に依つて生ずるところの反動や反抗を押へつけられて、或る少数の人間の

みの光輝いて居る為に造り出されて居るところの現在の結果であるとするならば、之は現在の組合活

動と云ふものゝ我々の予期して居るところの方針とも反するのみならず、日本の近世の一の大いなる

精神的産物であつたところの結と云ふ制度の本旨にも悖る」。現在の組合は本来の意味における「組

合」ではないというのである。彼は、「組合」というのは「個々の人間一人々々が同じ価値を以て結合す

る所まで進まなければ駄目」であるとしていて、このような進展を「恥ぢて」「本来の方針に立戻つて行

かなければならん」とした。 

 柳田の言中にある「結」は近世において全国的に村単位で発達した共同事業組織である。結は一

時的に入用な労働力をお互いに融通しあう組織で、田植えや屋根葺き、道路普請等日常的に労力の

必要時には村単位で行われた。柳田によれば、結には指図役はあったけれども指揮者はなかった。

一人の個人の意のままに一定の方向に指揮を執るということは存在せず、対等な結合形態であった。

結の結合は「日本農民の道徳」であり、「精神的産物」であった。柳田によれば、この道徳が崩壊した

のは村組織が変容したからであった。 

 明治維新前の村では、村限りの問題は行政に依存せずに行う慣習が存在した。しかも各村の慣習

は区々であり多様であった。村に居住する構成分子によって自治が実行されており、行政は個々の

村の慣習にまで規制をしなかったからである。「若し各地方が中央から全体に示された一つの標準に

基いて其方に向つて行つたら斯うはならない」と柳田は評している。 

 それならば、村の慣習の変容をもたらしたものは何か。柳田は言う。それは明治以来の自治の定義

から「道徳」が見残された結果であると。法律を学んだ官僚が考える「自治」とは、税の取立てと法律違

反の取締りと選挙の実施を指していたけれども、本来の自治には地域住民によって創り上げられた

「道徳の標準」というものがあるはずであると。たとえ創り上げられた「道徳の標準」が不完全なものでし

かなくとも、その責任と結果は外部の干渉なしに彼等自身が負う仕組みになっていた。しかし明治以

来の行政は、ひとつの外部標準に基づき補助金を与え、奨励金を出し、激励を行ってきた。その結果、

外部標準が全国一律の統一的価値基準となり、行政に依存する国民気質を養成したというのが彼の

見解であった。 

 政府による産業組合政策は、産業組合を育成・活動させることによって地方経済の発展を促し、そ

の結果として国家財政を補強するべく推進されたものであった。しかし、産業組合を各地域に定着さ

せて地方経済に密着させて運営させていくためには、組合そのものが資金の運用を通して利益をあ

げなくてはならず、健全な組合経営が不可欠であった。政府の方針どおり組合を地域で円滑に運営

させて成果をあげるためには、経営を理解する人材も不可欠となる。しかしながら、上述のように、政

府の地方行政はその初発から、地方の自立化を目指して進められてきていないというのが柳田の見

解であった。 
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 柳田の政府に対する産業組合政策批判の根底には、政府に対する地方行政批判があった。政府

が組合精神に対して無理解であると彼が批判していたことは既述のとおりであるが、彼の根源的な批

判は政府の地方行政政策に向けられていたのであった。政府の中央集権的な画一的地方行政が改

善されない限り、相互主義と自助主義を実行する人づくりも不完全なものとしかならないというのが、

彼の産業組合論の結論であったのである(19)。 
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業組合の事務に携はつて居た時に、聞くのが誠に嫌であつた世間からの批評が二つある。日本みたやうな国で

そんなものを始めても盛んになるものかと云ふことで、それは何故かと言うて訊すと、大抵はその理由が二つあつ

た。尤も此予言は今日では殆ど外れて、現に盛んになつて居るのであるから、今更歯牙に掛けることは要らんけ

れども、他山の石としては参考になる。一つは、日本のやうな英雄崇拝的な集合的な結合的なる国民の中に組合

の働く余地はない、斯う云ふ理由を以て組合の将来を悲観して居る。今一つは丁度それと正反対に、現在のやう

な個人主義の、利己主義の横溢して居る日本の時代に於て組合と云ふ協同の事業が起るものかと云ふ理由であ

る。此二つは互に相容れない理由である。一方は国民主義であつて己を犠牲にして全体の大勢に従ふ、悪い言

葉で云へば附和雷同主義、それと、他方のは個人主義、此二つのものは相容れざる意見である。全然矛盾した

意見であるが、而かも我々の耳には此二つのものが両方とも這入つて来たのである。 (中略) 之は全体どつち

が本当だつたのだらうか。所がどうも我々の見るところでは此のどつちも或る程度まで本当であつたらしい」。 

(5) 『時代ト農政』所収の「日本に於ける産業組合の思想」中に次の一文がある。「北米合衆国の如き国では、農業組

合が農業者の為に利益であるといふことは研究の結果十分明白であるにも拘はらず、他の諸国の農業組合程に

実際発達して居らぬと申しますのは、全く彼の国の農業経済の状況が未だ独逸、愛蘭、丁抹など程に甚しく疲弊

して居らぬからでありましやう。処が日本では之に反して、憲法が万民歓呼の裡に発布せられたことが、英国仏蘭

西独逸墺太利近くは露西亜等で血を流し強圧をかへて始めて発布せられたのと大いに其趣を異にして居ります

と同じやうに、産業組合の起るに付きましても有難いと言えば有難いのでありますが、小民困窮の勢が極まつて

始めて自然に発現したので無くして、未然に此災害を防ぐ為に少々早めに現はれ出たのであります。 (中略) 

併しながら此結果として自ら充分に必要を感じて居らぬ人に向つて吾々が組合の必要を説かなければならぬ。 

(中略) 而も組合の最も必要である人々即ち比較的一番不幸なる生活をして居る人達が、或は之に対して冷淡で

居ると云ふやうな事があるかも知れませぬ。是は余程当局の方々に御注意を願はなければならぬ点でありま

す。」上掲『柳田國男全集』第 2巻、318頁。 

(6) 朱子の社倉方法は以下のようなものである。当初彼は、常平米という貯蔵米を府庁から六百石ほど借受け、その

米を利子を取って収穫時に返済する約定で人民に貸付を行った。その後二度目の飢饉時においても、同様の方

法で一石に付き二斗の利米を取って数年継続して貸付を実行した。その後凶作時でなくても人民が貸し出しを

希望する時は、次の収穫時に二割の利子で貸付を行い、この結果、元米六百石だけ旧米を新米に入れ替え、そ

の米六百石の借米を常平倉に返済してなお手元に残米として千石残ったという。この残米を基本にして彼は、一
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石に付き三升の利子で貸付を行うという事業を展開したのであった。非常災害時には無償贈与することもあった。

この制度の管理は村の長老を理事監事として実行した。 

朱子の社倉の特色としては、区域が村単位で小規模であるため、手続きが簡便であったことと、管理方法を地方

官吏ではなく町村の長老という民間人を選定して管理させた点であったことである。つまり人民の自治で実行され

たということであった。また、貸付を主体としていたところも特色のひとつであった。しかも、貸付主体であるために

元米が減らないだけでなく増加するという利殖となっているところも、特色となっている。無資本から元本を作ると

いう方法もまた興味深いものがあり、この制度は同時代人から研究対象となったという。 

このように朱子の社倉は、柳田が組合の精神とした自助主義と相互主義の双方を満たしているばかりでなく、管

理方法が民間主体であること、無資本の小農や零細農が組合制度を活用することで資本を創出して経済活動を

営むという点が柳田が講演において度々取り上げた理由であった。 

(7) 柳田がいわゆる「救恤」を評価しなかったのは、救恤という政策に現状維持というだけで発展性が認められないと

いうばかりでなく、救恤を受ける側が独立心を害し怠惰を誘引することがある点にあった。しかも救恤政策は資本

増加を生み出さずむしろ資本を減退させるだけの政策と彼は評価していた。 

(8) 柳田によれば、義倉制度は日本では奈良時代から存在していて、大宝律令の規定にも掲載された制度であった。

この制度は令の規定にもあり現在の府県を単位としていた。この制度が広く実施されなかった理由としては、区域

が広大であるために非常時に即時的でなかったことと、無償であったために施与の意識を喚起したため事業とし

て人民に受け止められなかった理由による。また、当初は最下層の人民にも納米を義務付けていたのが養老年

間に制度が変更となり、中産階級以上に負担分が大きくなりその後中産階級以上が負担するようになったために、

その下の階級は納米の義務が廃止され非常時には施与を受けるだけの制度と化したという。このために人民同

士がお互いに「済ひ合う」関係が崩れたとしている。 

(9) 『群』「明治四十二年六月 郡市長会議ニ関スル書類 秘書係」ウ-35所収 内務大臣訓示ノ要旨 

(10) 『地方改良事業講習会』(上) 、4頁、内務省地方局編明治 42年版、芳文閣、1987年。 

(11) 小野武夫『農村史』、401頁、東洋経済新報社、1941年。 

(12) 1905年4月17日発行の『産業組合講習筆記 完』に掲載された「産業組合講習会筆記」にはつぎの記述がある。 

「産業組合は法律の解釈のみを以て満足すべきものにあらず法律の解釈の外に倫理道徳の方面より論究して以

て其運用の法を講ぜざるべからず余の如き弱輩而も寡徳の身を以て道徳の方面より論議するは敢て当らざる所

なれども奮て之等の研究鼓吹に従事する先輩なきを如何せん」 

また、「産業組合に対する解釈は朝野ともに甚しく理想の低きを感ず先づ監督官庁に就て評せんに監督官庁に

ては産業組合の普及に尽力し其数の多からんことを欲せり産業組合の如きは其精神如何によりて其効の有無の

別を生ずるものにして其精神の徹底せざるところの産業組合幾個あるとも何の効なかるべし然るに監督官庁は徒

に其数に就て云々す是余が其理想の低きを云ふ所以の一なり次に又た官庁は産業組合の悪事をなさゞらんこと

にのみ注意し善き事をなさしむることに注意すること少し産業組合は固と積極的のものにして進で事をなすべき

性質のものなり然るに之に対して唯悪事をなさゞらんことをのみ責むるは之れ監督官庁の理想の低きを証するも

のにあらずして何ぞや野の方面たる組合設立者に就て謂へば設立者の多くは組合の設立にのみ腐心し設立了

れば能事終れりとなし其運用発達及び普及に努力せず之れ設立者の理想低き為めなり斯の如き風潮を馴致せ

しは最初組合に関する勧説其法を誤りしにも由るなるべし畢竟産業組合の如きものは進で他にも勧誘をなし其

普及を図り以て衆人をして其慶に頼らしむべきものなり然るに産業組合に関係するところの人多くは斯の如き心

掛なし之れ在野の人の理想の低しと謂ふ所以なり」。上掲『全集』第 23巻、314～315頁。    

(13) 上掲の「産業組合講習会筆記」によれば「産業組合は小生産家が資本の欠乏に因る不利益を排除して大資本家

に対抗せんとするに在り即ち自助の精神を発揮したる一手段なり自助なるものは産業組合に限らず凡ての事に

応用して尊重すべきものなり産業組合は自助の一方法にして合同的自助なり即ち合同の力に依りて大生産家大



 32 

資本家と同様の利を得んとするに在り即ち組織的に自助を旗幟とせるは産業組合の特色なり」。上掲、『全集』第

23巻、322頁。 

(14) 柳田は資本の有無という要因で国民間の経済的格差が固定化する危険性を、組合活用によって小農や零細農

が社会的に上昇することを期待した。上掲の「産業組合講習会筆記」には次のように述べている。「世間往々産業

組合は単に一種有形的の利益を与ふるが為めに設立するものなりと信じ即ち其の之れを勧誘するに当ては或は

信用組合は金利低廉にして貯蓄預金は金利高く購買組合に依り物品を共同購入すれば廉価に物品を得る等単

に有形的利益を以てすれども是等は産業組合の精神を誤解せるなり勿論是等利益なきにあらざれども産業組合

の主たる精神は却て無形的即ち円満なる社会、幸福ある家庭を構成する無形的要素を与へんとするにあり」。上

掲、『全集』第 23巻、338頁。 

(15) 「要するに産業組合の必要有益なるは利益の問題にあらず人道の問題にして我が国多数の人民をして僅かの災

害に餓死するが如き事を防ぎ即ち少しも今日の境遇より堕落せしめず外間よりの圧迫に堪へしめ能く風教を維持

せんとするにあり」との言が「産業組合講習会」にあるが、彼においては産業組合に人民を結集して事業をとおし

て融和と結合を図ることが、社会的に危機管理に繋がるという見通しを有していた。 

(16) 柳田は「理想的な産業組合」には組合と組合員に相応の資格を必要とすると考えていた。その資格には有形・無

形のものがあるとしていて、無形の資格として 3 点あげている。まず、組合員が「組合」というものをよく認識してい

ること。次に組合員が、日本の産業上の知識の改良には、産業組合制度によらなければ不可能であるということを

知って加入したということ。そして 3点目に、組合員が勤勉精励であるとともに自立心を有していることというもので

あった。 

その他に 5 点あげている。組合員の増加力を有していること、出資の総額=資本金に対して事業の分量が多いこ

と(=純益が多くあること)、事業の用途が正しいものであること、役員の適任であること、産業組合間の連合を怠らな

いこと等である。 

(17) 1907 年間において柳田が地方実地指導した事例として、7 組合の記録が残存している。名前を列挙すると、「小

堅信用組合」「羽二重購買販売信用組合」「広瀬信用組合」「松嶺信用組合」「無限責任金井村信用組合」「東沢

村信用購買組合」「無限責任興郷購買組合」である。これらの事例から、彼の指導が財務内容を主体とし純益を

追究したものであったことが窺われる。通常柳田は、理念先行型の官僚であったような印象を与えがちであるが、

その指導は数字を把握した財務型のそれである。 

(18) 『産業組合』第 336号,論説、1933年 10月 1日、産業組合中央会。前掲『全集』第 29巻、92頁。 

(19) 藤井隆至はその著作において柳田理解にとって不可欠と思われる事実として、産業組合運動における柳田の活

動が、農商務省ではなく、全国農事会や大日本産業組合中央会、報徳会等の民間諸団体を中心に行われてい

たことを指摘している。 

藤井隆至『柳田国男 農政論集』、法政大学出版局、1975年、364頁。 
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第４章 部落有林野統一政策と農の商業化 

 

1. はじめに 

2. 部落有林野統一政策 

3. 柳田の見解 

4. 農の商業化 

5. 小括 

 

1. はじめに 

 

地方改良運動における諸政策のなかには部落有林野統一政策も盛り込まれていた。部落有林野

統一政策とは、それまで各集落が事実上所有していた林野を強制的に町村に編入させることで、町

村の財政基盤を少しでも補強するためにとられた措置である。日露戦争後の国家財政増強のためと

町村財政の疲弊を緩和するために、この政策は地方改良運動の中心課題ともなっていた。 

この問題は実は、明治政府にとっては 1889 年の町村合併時の残務としての課題であった。当時 7

万有余の町村を、1万3,000有余の町村に再編成したが、この時点では所有の林野(いわゆる入会地)

は行政町村には統一されてはいなかった(1)。各大字の林野所有権はそれまでの形で認可されていた

のであった。地方自治法の立案者である山県有朋をして「今に尚余の遺憾とする所」と嘆息させた課

題であった。 

この部落有林野統一政策で柳田は興味深い見解を示している。 

それではまず、政府の部落有林野統一政策がどのようなものであったのかということから見ていきた

い。 

 

2. 部落有林野統一政策 

 

 この政策を時系列的にたどってみると、1906年 5月の地方長官会議において、内務省から「注意事

項」として「部落有財産ノ統一並利用ニ関スル件」として部落有林野統一の必要性が強調されたことが

契機となっている。1904年 7月 1日の内務省による公有林野調査の段階では、公有林野見込み面積

が 550万町歩のうち 420万町歩が部落有林野であった。 

 1907 年には森林法が改正され、部落有林野の自由な使用を大幅に制限することと、いわゆる火入

れを許可制にしている。この改正が部落住民の共同使用権の制限ないし解除を見越したものである

ことは、当時農商務大臣であった松岡康毅が改正理由として述べた説明によっても明白であった(2)。 

 1909年 7月 11日より 7月 31日まで東京飯田橋の国学院大学で行われた第一回地方改良事業講

習会では、農商務省山林局長の上山満之進が町村有林野経営が財政上に多大な利益をもたらすこ
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とを述べ、仮に 400万町歩の山林に植林したとするならば、年間 7ないし 8千万の総収入を上げるこ

とを指摘している。政府はその直前の 1909年 4月に税改正を実施して、大字所有不動産を市町村に

移動した場合に 1,000分の 60かかる税金を 1,000分の 1にしている。 

 その後、1910年 6月に農商務省主催による生産調査会では、入会慣行により事実上村民の自由に

共同使用がなされている公有林野に対して、その経営方法を講ずることが「我林政上刻下最急の要

務」であるとの指摘がなされている(3)。 

 ところで、群馬県で 1911 年 7 月に出された訓令によれば、部落有林野統一基準として以下の諸点

があげられていたという(4)。 

① 部落有財産は、一時に全部を統一することが万全の策であるが、やむを得ない場合  は、

段階的に統一してもいい。 

② 部落有財産が平均していないために統一困難な場合は、中位の部落を標準として第一回

の統一をする。 

③ 小学校基本財産に寄付することは統一整理としてみとめる。 

④ 部落有財産を所有していない部落は、金または労力を寄付すること。その寄付は数年にわ

たっても差支えない。 

⑤ 部落有財産不平均の部分を町村が買上げることは、単に財産を「変体」しただけで統一では

ないからこれをさけること。 

 しかも宮路は、このときの訓令によって一年以内に統一整理を命じられていたにもかかわらず、大正

になってからも同一の督励がなされている事実から、群馬県における統一整理が成果をあげていな

かったとみていた(5)。 

 内務省によって強制的に強行された部落有林野の統一政策は、住民の抵抗と反発によって当時は

遅々とした成果しかあげていなかったが、その後の経過は柳田の著作から幾分かは知ることができる。

これに関しては後に見ていくことにしよう。 

 

3. 柳田の見解 

   

(1) 松崎蔵之助と横井時敬の見解 

 

 この政策での柳田の見解を見る前に、彼が東京帝国大学在学中の指導教官であった松崎蔵之助と、

同じく東京帝国大学の教授であった横井時敬の見解をみておこう。両者は共に、著名な農政学者で

あるとともに、松崎は財政学の教授でもあった。 

 松崎は1910年6月の生産調査会で「五反百姓ガ兎モ角モ忠実ナ国民トシテ居ッタノハ、五反ノ外ニ

尚生活及家族ヲ維持致シマス手段ガアッタ為デアル。其手段ハ即チ部落有ノ林野ノ為デアリマス」と

述べ、部落有林野が農民にとって必要なものであることを指摘している(6)。 

 横井もまた、その著作中においてこの政策に疑問を投げかけている(7)。例えば、「部落有林野」の箇
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所では次のように述べている。「(部落有林野を所有した)町村は必ず此所有地を以て、其一の好財源

となすであらう。年々多少の収入があつて、町村民は大に喜ぶであらう。併ながら之れが所有地たりし

前の部落は特に如何なる利益を永遠に享受し得るであらうか。之れが所有を町村に移せるの際には

多少の賠償金を得たりと假定するも、之れが戸毎に割渡さるゝこととならば、そは一回の寝酒の代料に

も過ぎざるべく、而して従来無料を以て牛馬を牧し、秣艸を刈り取たるの権利は、今は没却せらるゝ。

竹木伐られず、家屋の材料なく、屋根の萱料、薪炭の料、今は無料を以て之を採取することが出来な

くなる。炭焼の権利も、無料では出来ぬことゝなる。」 

 要するに両者は、この政策で農民がいっそう商品経済に編入されることとなるのを危惧していたので

あった。 

 

(2) 柳田の見解 

 

(a) 純益の増加 

 

 これまで柳田が農業政策で提言したことは種々あったけれども、その一つに農業も一職業として純

益の多少を問うことが不可欠であるということがある。農業者は農業生産において、総収入から総費用

を差し引いて手元に残る金額を確認して経営を行う時代に移行したのであるから、生産費を最小にし

て、生産量を拡大する経営を行い、時代に適合した経営をしていかなければならないという提言であ

る。 

 この提言からするならば、この部落有林野は古来、草は牛馬の飼料や肥料、木は薪炭や家用農具

材、建築材料に、また萱等は屋根葺きにと無料で農民の使用が許可されてきたのであるから、農民の

出費を招来するこの政策に対して当然彼は異を唱えるはずであった。 

 この政策に対する彼の見解について触れている箇所は二箇所ある。一箇所は 1926 年に早稲田大

学政治経済科講義録第 49回に発表した『日本農民史』中であり、他は 1929年『朝日常識講座』第六

巻として発行された『都市と農村』においてである。この書中において述べられている彼の見解につ

いて見ていきたい。 

 

(b) 農の商業化 

 

 柳田によれば、部落有林野の歴史は複雑なものであった。入会には村毎で細かな規約を設け使用

していたが、複数の村が同一山林を使用する場合には、争いが起こりやすく、山野の荒廃を招来した

という。これを回避するために分割が実行されたが、山林の権利が売買される等、そのために入会権

を享受できない農民が多数輩出された。彼によれば、内務省による部落有林野統一政策は、「其最

後の一段落であつた」。 

 彼はこの政策について、次のように述べている(8)。「所謂区有財産整理の問題は其最後の一段落で
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あつた。新町村の町村有地とするには、中々込入つた故障があつた。併し結局は政府までが世話を

焼いて、力めて町村民全部の便利に帰するやうに解決したのであつたが、やはり斯うして併合した林

野が三分の一は又開墾せられ、三分の一は杉扁柏の植栽地と為つて、其残余だけが真の農業附属

地であつた故に、余程の辺鄙な地方で無いと、百姓の建築器具材は勿論、燃料までも自由自在に得

られないことになつたのである。農業経済の上から見て、是は可なり大きな変革であつた。即ち今まで

の仕来りを改めて、農家の金銭収入、即ち換価作物の生産量をうんと多くしなければ、薪炭までを外

から買入れて生活することは出来ないのである。一言で言へば農業の商業化が、今や大多数の農村

の為に必要になつて来た。而うして政府の近頃の農業政策も、農業倉庫の普及とか、調製荷造法の

改良とか、何れも之に対する準備のみを以て忙殺されて居る姿である。」 

 内務省の部落有林野統一政策に対して、柳田が導出した結論は農業の商業化の更なる推進であ

った。「農家の金銭収入」を増加させるために、「換価作物の生産量」を増大することである。「換価作

物の生産量」の増大が「農家の金銭収入」の増加に帰結するためには、「市場」のあり方が問われるこ

ととなる。 

 これがまず、彼が部落有林野の統合について述べた見解のその一である。それでは、見解のその

二はどのようなものであろうか。 

 

(c) セーフティネットの構築 

 

 『都市と農村』中での彼の見解はどのようなものであろうか。 

 柳田によれば、入会権は古来、自立して生計維持が困難な家計にとってセーフティネットとして機能

してきたという(9)。「婦女幼若衰老の家々に於て、曾て辛うじて其家業を保持せんとした力は、同時に

二つの側面から段々に狭められることになつた。田植え稲扱の日にも手間返しが出来ず、所謂落穂

拾ひの余得が許されなくなると、後家などの生計は浅ましいものになり勝ちで、以前は恥を包んで幽

かな生存を繋ぐ為に、唯一つの隠れ家は山林であつた。凶年には村を挙げて野山の物を求めた如く、

この稍鷹揚なる入会権の利用が、多くの古田の村を支へて居た力は大であつた。」 

 この部落有林野に対して、「行政は心無く之に干渉して、所謂整理と分割とを断行してしまつた。」こ

の断行によって焼畑や切替畑の利用が制限されてしまったという。この焼畑や切替畑とは、年貢が山

地としての負担で軽減されていたので、広く耕作が開放されており、主に貧民がこれを活用していた

ものであった。「それが出来なくなつてから、次第に慈善と救助が必要になつたのである。」 

 「官民の造林事業」もまた、資力のある者には有利に働き、貧民にとっては不利なものであった(10)。

利益が均分されなかったからである。共有地の分割もまた、結果としては不公平なものとなった。分割

された地積の大半はわずかな期間で少数の人間に取りまとめられ、利用不可能となる人々を生んだ

(11)。 

 柳田はこの政策に対して批判的ではあるけれども、部落有林野の統一を元に戻せとは一言も述べ

てはいない。この政策によって「慈善と救助が必要になった」とのみ述べている。つまり、これまで入会
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権が果たしてきたセーフティネットが現在も必要であり、政府はそれを構築しなくてはならないと言っ

ているのである(12)。彼は、これまで村がおこなってきた共同生産や共有といういわゆる「村の古制」は、

農民組合を活用して新しい時代に適合したものを見出していくべきであり、経営の再生産が不可能な

農民が経営的に上昇することはないことを「一様に自覚させることが肝要である」と述べている。 

 

4. 農の商業化 

 

 部落有林野の統一政策を受けて、彼の導出した結論は換価作物の大量生産によって農家の純益

を増加することいわゆる農の商業化と、入会権に替わる新たなセーフティネットの創出であった。それ

ではまず、彼のいう「農の商業化」について検討してみよう。 

農の商業化によって農民の純益が増加するためには、市場組織のあり方が問題となる。この問題を

論じたのが『農業政策』である。この著作は中央大学の講義録である。定本『柳田国男集』書誌では

1907 年に位置付けられてきたが、不整合な点が多々発見されて、現在では発刊年月日は不明とされ

ている(13)。 

この著作は、農家にとって一番望ましい市場組織のあり方を考察するとともに、農家がどのような方

策で市場競争に対処すべきかを論じている。この書については、藤井隆至の先行研究があるので詳

しくはそれを参照していただくことにして(14)、ここでは要点のみ述べるにとどめたい。 

柳田によれば、市場の形成は通常、「小谿谷ト隣ノ谿谷トノ有無相通ヨリ進ミテ府県ノ如キ一地域内

ノ自由ナル交易トナリ次ニハ境ヲ越エテ中央ニ集リ更ニ又各地方間ノ相互補充トナリ最後ニ至テ国際

間ノ輸ナルモノカ起ル」というように拡張していくことが普通の順序であった。彼は「小谿谷ト隣ノ谿谷ト

ノ有無相通」は「小市場」、「府県ノ如キ一地域内ノ自由ナル交易」は「中市場」、そして「境ヲ越エテ中

央ニ集リ更ニ又各地方間ノ相互補充」となるものが「大市場」というように整理している(15)。しかも、彼の

いう「小市場」は日本の「イチバ」を念頭におき、「中市場」は府県規模の市場圏を、「大市場」は全国

規模の市場圏を指している(16)。彼によれば、西欧諸国では小市場の形成から中市場が形成され、中

市場の形成の後に大市場の形成がみられたけれども、日本では中市場の形成がなされなかったとい

う。 

この中市場の任務はきわめて重要であったという。不要な輸送コストを省き、労力の浪費を回避す

るとともに、大市場の勢力を「牽制」するという役割を担っているものであった。日本の場合この中市場

の形成がみられなかったことで、後述するように小市場が大市場に併呑されて、直接生産者である農

民の利益が阻害されることになるのであるが、価格形成の側面から見るならば、生産者から直接又は

できるだけ中間業者の手を経ることなく消費者に物資が移行すれば、生産者価格と消費者価格の乖

離が僅少となるので、生産者側にも消費者側にも小市場での流通が行われた方が望ましいことになる。

そこで柳田は、鉄道の敷設や交通体系等によりすでに一極集中が認められていた市場組織につい

て、改良を提言するのであった。 

彼の提言は市場組織の改良のみではなく、それと同時に、農民が市場競争に対処するためには、
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組合の活用と商知識が不可欠であるという。組合の活用とは、例えば消費組合を活用することで、消

費者の嗜好動向を見極め、分配費用の節約になり、日本同様小農の多いドイツ西南部やオランダ、

デンマーク等で実績をあげた方法である産業組合を活用することで、生産者の利益を本位とする回

収機関を設け、そこで品揃えや等級分け、荷造り等の作業に農民が直接当れば、商人に分配する利

益を節約可能となるということであった(17)。農民に商知識を教育し組合活用を指導することは、国にと

っても意義のあることであり、今後 20年ないし 30年をかけてなすべき政策のひとつであるとしている。 

柳田の農の商業化という提言が、直接生産者である農民の純益に帰するためには、現状の一極集

中化がすでに認められている市場組織において、市場組織を改良することと、農民が商知識を有して

市場経済で活動することが課題であった。 

 

5. 小括 

 

 これまでみてきたように、地方改良運動における諸政策のひとつである部落有林野の統合政策での

柳田の見解は、当時の農政学の権威である松崎や横井とは異なるものであった。彼の見解は、これま

での彼の農業政策論の主張からするならば、しかし、予測可能なものとすることができる。 

 彼の農業政策論での経済構想は、たとえば『農業政策』の緒言にみられるように、「一国ノ農業ヲシ

テ如何ナル程度ニ迄国家ノ進運ニ貢献セシムルコトヲ得ルカ」という問題意識とともに、「国民総体の

幸福の実現」をめざすという理念で示されているように、日本のどの地域においても、経営的に自立し

た農民が自分自身の自由な経営的判断により、上昇可能な社会的仕組みづくりをめざすというもので

あり、そのことによって日本そのものが、国家として進展していくであろうという展望に立脚するもので

あった。社会がすでに市場経済に移行しているのであるから、当然農業も一産業として市場経済に対

応するものでなければならず、農業政策もそれに即したものでなければならなかった。両者の見解の

相違は、したがって、両者の農業と農民を取り巻く時代認識の相違でもあった。 

 農業政策が市場経済における農業と農民が経済的に自立する方向でなされてこなかった故に、経

営的に自立した中農の育成よりもむしろ経営的に自立不可能な小農を「保護」してきたがために、彼

等が農村に過剰に溢れ、「慈善と救済」を必要とする零細農も農村に滞留することになったのが、明治

期中期以降の農村の現実であった。それが彼の政府によるセーフティネットの必要性の提言であっ

た。 

『日本農民史』の末尾の文章はつぎのようなものであった。「歴史の我々に教へることは、年代とゝも

に変化して行かぬ経済事情は一つも無いといふことである。過渡期には必ず動揺の為に悩む人があ

るべきに拘らず、実際は追々に方法を改めて、次々の時勢に適応して行くものだといふことである。今

後の農業の変遷は避けたくとも避け得る見込は無い。問題は只如何にして無益なる混乱動揺とその

犠牲者の数とを、最小限度にまで少なくし得るかといふに止まつて居る」。地方改良運動からすでに

20年が経過していたときのものである。 

しかも彼は、『日本農民史』と同時期に発刊された『都市と農村』において、農業生産力も農業技術
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も上昇しているにもかかわらず、当時社会問題化していたように、なぜ農村が「衰微」しているのかを

分析している。彼の分析ではそれは、一極集中の経済構造によって農村に資本が蓄積されないから

であった。柳田はここでもまた、『農業政策』執筆時同様、一極集中的な経済構造から市場組織を改

良して、農村に資本が蓄積し農民の純益が増加する各地域の経済自治の構築を提言している。 

要するに、農民の利益が阻害されたまま日本の近代化が進行していったのである。 

 

註 

(1) 部落有林野は入会山野とも称されて、集落の人々が自由に草木や萱を使用することができた。これを入会権とい

う。草は主に牛馬の飼料や肥料に使用され、木は建築材料や農耕具材、薪炭等の燃料に、また、萱は屋根葺きに

用いられた。 

(2) 1907 年に改正された森林法の法案討議時に、農商務大臣松岡康毅は改正理由としてつぎのように述べている。

「今日より将来に向って見ますると、自今、従来の制度習慣を改めまして、壮大なる山林原野を十分利用増益する

所の方法を講ぜなければなりますまいし、是が我が日本国の国家の経済上に於きましても甚だ重大なる関係を有

し居りますことでございますので、それゆえ此度の改正案は約十年間の実験に徴しまして消極的の制限に限定せ

られて居る所のものを、一躍して積極的の方針を執ると云ふことに定めた次第」と述べている。『大日本帝国議会

史』第 6巻、1215頁。 

(3) 1910 年 6 月に、農商務省主催で開催された生産調査会において、農商務省側から公有林野開発に関する議題

が提出された。その際の提出理由は以下のとおり。 

「公有林野の大部分は複雑なる入会慣行に従ひ、住民の共同使用に放任せられ、漫然緑肥・放牧・柴薪の自由

採取を為すの外、進んで適正なる経営方法を講ぜざること之が荒廃の主要たるべし。斯くの如きは国家経済上の

一大不利たるに止まらず、延ては国土保安上の障害たり。之を回復し之が経営の方法を講ずるは我林政上刻下

再急の要務なり」。 

宮路正人『日露戦後政治史の研究』、東京大学出版会、1976年、40頁。 

(4) 上掲、宮路正人、41頁。 

(5) 上掲、宮路正人、41頁。 

(6) 上掲、宮路正人、42頁。 

(7) 横井時敬『横井博士全集』第 7巻、横井全集刊行会、1925年、529頁。 

ところで横井は同書においてつぎのように当時の実態を記している。 

「余は部落有林野の整理には頗る反対の意見を所持して、此意見を発表するさへも敢えてしたのである。就中、

最も恐れたのは、是が部落人民の自動に発せずして、当局者が慣用手段を以て、強制的奨励をなすの結果、幾

多の弊害其間より生じ来たるべきことにあつたのである。果せる哉、余の憂ひたる所は決して杞憂ひに終らなかつ

たのである。現に余が調査せしめたる範囲内に於て、部落有林野の整理に急なる地方に於ては、或は実情より或

は教唆せられたる結果として、部落有林の立木は伐採期の未だ来らざるに拘はらず、甚だしきは植付けて間もな

き小木でさへも、悉く伐採することが往々に行はれて居る。是れは既に当局者も認めたる所であつて、現に此の如

き所業を止むるやうにとの内訓を地方官に与へたやうである。部落はまた往々統一を恐れて、個人の名義に其所

有権を移すの策を執ることがある。是れ最も恐るべきであつて、万一にも其名義人が破産するが如き場合には、其

土地も無償を以て他人の手に落つるを免れないのである。進んでは或は之を分割し、或は之を売却する部落さへ

ある、云々。」同、537頁。 

また、宮路は 1911年『中央農事報』128号に掲載された横井の文章を掲載しているが、それはつぎのようなもので

ある。「(統一すれば、部落民は町村有林野からあがる収入だけ)町村費が軽減されるの幸あるべき故、差引きて利
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益なしと云ふべからざるの如きも、無料にて得たる当時と、代価を払はざるべからざることとなった今日とは、其間

大なる差異あるを如何すべきである。商売人ならば、差引計算などの議論も当然と聞ゆるが、そこは物品経済を全

く脱却せざる所の農業家、殊に我小農の如きに至っては、売って得たる金を以て其需要品を購ふと、己れが造り

たる生産物を直に利用するとの間には其得失の差少なくないのである。」上掲、42頁。 

(8) 伊藤幹治・後藤総一郎・宮田登・赤坂憲雄・佐藤健二・石井正巳・小田富英編『柳田國男全集』第3巻、筑摩書房、

1999年、426頁。 

(9) 上掲、『柳田國男全集』第 4巻、291頁。 

(10) 「(御立山村立山、即ち官民の造林事業では)元は労働の機会を多くする趣旨も含まれたか知らぬが、後には屡々

余分の夫役が、此為に課せられて居る。如何なる形に変じても共有財産ならば可さゝうなものだが、其利益は常に

必ずしも均分せられない。売つて村の収入として村費に充てられる場合には、多くの税を払ふ者が多く負担を軽

められる。下木を苅敷に使ふことが出来なくなると、肥料を買ふ段では貧しいからとて少なくするわけには行かぬ。

其他燃料であれ家具器材の資料であれ、金を出し得ぬ者が労力を多く出して、失費を免れようといふ途は絶えて

しまつて、働く機会は又爰でも制限せられたのである。」上掲、『柳田國男全集』第 4巻、291頁。 

(11) 「此分割の実は均等で無かつたことも、今になつては誰にでも認められるであらう。素地の値打は待つて居て始め

て現はれる。それを持ち耐へることの出来る者と出来ぬ者と、単に同一の面積を籤引で分けたといふことが、公平

なものである筈が無い。だから三年も立たぬ内に二三人の手に取纏められて、今度は恩恵を以て渋々にその少し

の利用が承認せられる。他人がそれを引継ぐと忽ちにして縄を張り侵入罪が成立ち、誠に意味も無く永年のモアヒ

が消えてしまふ。全体村持の野山などは、民法がそれを共有と視たといふのみで、単なる共同の私有物では無か

つた。不断は何人も我有と思つて居らぬ点に、村を結合せしむる本当の力があつた。」上掲、『柳田國男全集』第

4巻、291頁。 

(12) このセーフティネットの構築に関しては、柳田の提言から判断するならば、おそらく彼は組合制度を利用して構築

された「地域」をセーフティネットとして活用しようと考えていたと思われる。その理由としては、例えば産業組合の

加入資格として次のように地域を限定していたからである。「組合の取引は如何なる遠隔の地と之を為すも勝手な

れども唯其組合に加入する者は必ず其区域内に住所を有する者ならざるべからず。信用組合に在りては組合の

区域は一市町村より大なること能はず。即ち市、町、村、区、大字又は小字を以て区域と為すべく市と村とを合せ

て区域とし又は数町村乃至郡等を以て区域とする能はず」(『柳田國男全集』第1巻、22頁)。その理由としては、区

域が小規模であるならば、組合員の「行状資力」や性向が熟知されるからであったが、彼が区域を限定してこの組

合に期待したことが「漸々廃弛せんとする郷党の結合心」の「恢復」でもあったので、組合活動をとおしてかつての

「村」単位の結合を図ろうとしたと思われる。 

(13) 刊行年月不明のまま定本書誌で 1907年として位置付けられてきた『農業政策』ではあったが、『農業政策』中の統

計情報の年次と本文中の表現を照合した場合、1907 年刊行説に疑問を呈するために現在ではこの説は採用され

ていない。詳しくは上掲『柳田國男全集』第 1巻の解題を参照されたい。 

(14) 藤井隆至『柳田国男 経世済民の学』第 6章、名古屋大学出版会、1995年。 

藤井隆至『評伝・日本の経済思想 柳田国男』、日本経済評論社、2008年。 

(15) 上掲『柳田國男全集』第 1巻、646頁。 

(16) 柳田の「小市場」の説明はつぎのようなものである。「今日ノ市場ト比較スヘキ販売ノ機関ハ前代ニ在リテ同シ文字

ヲ用ヰテ之ヲ「イチバ」ト称セリ其数ハ無暗ニ多ク今日僻村ニ至ルマテ市場、町屋、五日市、六日町ナトヽ云フ地名

アルハ皆其痕跡ニシテ何レモ一ヶ月ノ中三日又ハ六日ヲ限リテ現物ノ売買又ハ交換ヲ為セシナリ右ノ市バハ昔ハ

専ラ城下ノ物資供給ヲ豊富ニスル策トシテ興行セラレシモノナレトモ而モ其時代ニ於テ主タル農産物例ヘハ米糠、

藁、大豆ナトノ如キハ領主ハ現物ヲ人民ニ徴シ市バヲ経由スルノ要ナク従ツテ之等ハ多クハ市バ商品ノ外ナリシ

也即チ市場ノ特色トモ云フヘキ農産物取引高ノ甚シク少カリシコト是也而シテ運送ノ費用カ農民ノ支払フヘキ生産
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費中ニ籠メラレタリシ間ハ僅ナル分量ノ貨物ニ沢山ノ労力ヲ費スコト能ハサルカ故ニ市バハ大抵半日程(五里位)

ニ約一箇処ノ割合ナリシ一日ト二日トノ費用ノ差ニハ宿賃トイフ割増アリ到底一日程以上ヲ運搬スルニ耐ヘサリシ

ナリ諸国ノ市バノ運搬ニ多ク女ヲ使用セシ風アルハ主トシテ労銀ヲ省ク為ナレトモ之ニ依リ其貨物ノ分量ノ極少額

ナリシコトヲモ推知スルニ足ルサテ交通ノ漸ク開クルト共ニ市バハ却テ著シク衰ヘタリ多数ノ小市バ中ニハ極メテ

烈シキ生存競争アリ其結果大体ニ於テ穀屋ノ住スル小市バハ勝利ヲ得タリ所謂貢米ノ津出シ場又ハ蔵元代官役

所所在地ノ如キ是ナリ之ト同時ニ遠方ノ市バニ対スル空想ハ盛ニナリ交通障碍ノ除去セラルヽト共ニ遠地取引ハ

非常ニ流行シ田舎ノ品物ハ売ル物モ買フ物モ来往共ニ大旅行ヲ為スノ風ヲ生セリ而シテ此間ニ際シ国ノ政策モ

亦幾分之ヲ助長セシ傾アリシヲ見ル元来交易ナルモノハ事情ヲ異ニスル二ツノ谿、二ツノ地方ノ間ニ非サレハ起

ルコト能ハサルモノナリ然ルニ谿ニ沿ヒテ道ヲ通シ力メテ数多キ峠道ヲ避ケントスルハ道路行政トシテ実ニ止ムヲ

得ス従テ交易ヨリモ通過ノ方カ活発ニナリ輸送ノ方面ニ於テノ競争ハ先ツ起リタリ而モ運賃ノ一般ノ低落ハ更ニ此

競争ニ便利ヲ与ヘシナリ要スルニ市バト道路トノ性質上ノ差異即チ一ハ溜リ一ハ走ルノ反対性ヨリ道路ノ開通ハ竟

ニ小市場ノ衰微ニ対シ重大ナル原因トナリシ也」上掲、『柳田國男全集』第 1巻、648～649頁。 

(17) 多数の小農によって構成されている先進国において、産業組合を活用することにより生産者の利益確保に成果を

あげた国の例として、柳田は次のように述べている。「多クノ小農国例ヘハ独逸ノ西南部、和蘭、丁抹、白耳義等

ニテハ産業組合ノ方法ニ依リテ生産者ノ利益ヲ本位トシタル蒐集機関ヲ作リ品揃、等級別ケ、荷造等ノ事業迄モ共

同シテ以テ商人ノ手ヲ省キ此難問題ノ必シモ解決シ難キモノニ非サルコトヲ立証セリ近年我国ノ政策ニ於テモ古

来存在セル所ノ郷党ノ懇親ヲ基礎トシテ此種ノ組合ノ設立ヲ勧誘シ将ニ其成績ヲ挙ケントセリ而シテ此事業ニ対ス

ル最大ナル障害如何ト考フルニ立帰リテヤハリ亦農業者ノ商的智識ノ欠乏ニ存スルヲ見ルナリ」上掲、『柳田國男

全集』第 1巻、676頁。 
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第５章 神社合祀政策と柳田の見解 

 

 

1. はじめに 

2. 神社合祀政策 

3. 「塚と森の話」 

4. 行政的規制への批判 

5. 小括 

 

1. はじめに 

 

神社合祀政策は地方改良運動の諸政策の一つとして行われた。地方改良運動とは、日露戦争後

の国際社会の中で、国力をより増大させるべくとられた内務省主導の政策である。この政策では国内

的には国家財政の強化、国富の増大、国民の掌握等を課題とした。内務官僚による神社合祀政策の

究極的ねらいは、各村に存在する神社を一町村一社にすることで、これまでの村統合の象徴としての

ものではなく、明治政府となった後に新たに体系化された国家神道による祭祀により人心掌握を図ろ

うとするところに存在した。 

国家官僚として地方改良運動を指導する立場で参加していた柳田には、この運動で下獄した経験

をもつ南方熊楠の神社合祀に反対する意見書を要所に配布したというエピソードが存在するので、柳

田自身もこの政策に重大な関心と危惧の念をもっていたことは間違いない。 

 本論文は、この神社合祀政策の柳田の見解を明確にすることを課題とする。 

 

2. 神社合祀政策 

 

神社合祀の奨励は 1906年、時の内務大臣であった原敬が地方官に訓達したことから開始された。

要旨は、一町村に一神社を存置すること、その他はたとえいかなる特別の由緒・理由を有している神

社でも、維持の確実ならざるものは悉く合併を奨励するというものであり、合併を是認不可能な場合は、

鳥居や拝殿、神職の舎宅等の建造物の有無と多額の基本金の積み立てが必要であるというものであ

った。 

この後同年 8月、神社局長水野錬太郎、地方局長床次竹次郎の連名をもった勅令 220号によって、

全国に存在する19万5,000の神社のうち「由緒ナキ矮小ノ村社無格社夥キニ上リ、其ノ数18万9,000

余ニ達ス、此等ノ中ニハ神社ノ体裁備ワラズ、神職ノ常置ナク、祭祀行ワレズ、崇敬ノ実挙ラザルモノ」

なので、一定限度の基本財産に達しないものはなるべく合併し一町村一社に統合するようにとの通牒

が発せられた。 
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明治政府の民間信仰に対する政策はその初年から開始されていて、まず呪術的信仰の禁止から

おこなわれている(1)。その後 1871年の 5月には、太政官布告により全国神社の社格が改定されて神

社体系の整備がなされ、1875 年には神社祭式の統一化により、全国神社の祭式がすべて皇室と神

宮の祭式へと体系化されている。これら一連の整備と同時に、官国弊社経費は国庫から供出され、府

県社以下の神社の経費は地方公共団体から供出されることもすでに決定されていたので、町村にと

っても神社統合は急務となった。 

この政策は全国各地に大きな混乱をもたらした。既述のとおり、南方熊楠はこの政策に批判的であ

ったが、彼にはこの間の消息を記した意見書が存在する。全国の実情は、彼の意見書と大差ないと

思われるので、多少長くなるが引用してみたい(2)。 

「合併の処置は一に之を府県知事に任せ、府県知事亦之を功績の書き上げにのみ汲々たる郡村

長に一任せしなり。地方の官公吏は、可成速急に成績を挙げんとて、氏子共に勧めしも、金銭は容易

に集らず、因て一町村一社の制を励行して、地勢民情を問わず、成る丈け神社を多く潰すを自治の

美挙と做し、社格の高下に関せず、最初五百円積まば千円、次に二千円、三千円と糶上げ、和歌山

県は五千円、大阪府は六千円迄、基本財産を増加して早速積立つるよう人民に迫り、以て合併を強

行し、多くは郡役所、村役場に近き社、若くは伐るべき樹木少き社を一町村一社と定め、由緒地勢等

を一切構わず、諸社を濫りに合併して、神林を伐尽せしむ。因て人民の恐惶迷惑一方ならず、奸人

機に乗じて私利を営む者多し。 (中略) 大字限り行い来たれる祭典は、張り合いなしとて全く廃止す。

又合祀されたる社の氏子、路遠くて多くの時間を要し合祀先きに参り得ず。纔かに総代のみ詣ずれ

ば、合祀の社殿を有する部落の勢い勝れるに比して、俘虜の如く戦々たり、遂に祭日社参せざるに至

る。又社地の鬱林老樹は伐払われ、売て得たる金は、疾くに他の方面に流用し去られて、空しく切り

株を見る、 (中略)  神社整理か、縮少か、破壊か、此の如き神社と神職とに、地方自治の中枢たる

を望むは、或る一部にては神道の衰頽というと結論されたり。」 

この神社合祀政策はこの後、全国的混乱と民衆の抵抗によって当初の勢いが弱まり、政策的には

雲散霧消の結果となっている(3)。 

 

3. 「塚と森の話」 

 

それでは柳田はこの政策にどのような見解をもったであろうか。「本職が官吏でありながら、政府が

神社に対する近頃の政治振りを批評せなければならない」「自分は民間の人と合同して官庁攻撃をす

る様な非難は免れようと思ふ」と、自身の微妙な立場を弁えながらも持論を『斯民』に展開した(4)。 

彼が自説を述べたのは、『斯民』第六編第 10号から第七編第2号まで 5回に亘って掲載された「塚

と森の話」という論稿であった。この中で柳田は、当時社会問題化していた都会の人口集中問題や義

務教育問題に対する見解等とともに神社合祀政策に言及している。 

この論稿での彼の見解は、塚や森の存在がもつ歴史的意味が学問的に明確になっていない現状

において、それらを損壊することは国にとって有害であるというところにあった。当時はまだ西欧先進
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諸国の輸入学問が権威をもちえていたために、日本歴史における塚や森のもつ意味を追究する問題

意識が希薄であったので、塚は貴人の葬所であるという程度の認識が通例であった。しかし柳田は、

塚は葬所以外の目的にも用いられていたと主張していた。 

 彼によれば、塚には二種類のものが存在したという。葬所としてのものと祭場としてのそれである。祭

場は農民の祭祀の場であった。周知のように、農民生活は正月の予祝儀礼から始まり田植え、虫送り、

雨乞い、風祭り、収穫儀礼といった農耕儀礼や年中行事が、周年の生産活動を基準としてほぼ毎年

同じように繰り返し執り行われるのが通常であるが、塚や森はその時の祭祀の場であったというのが彼

の説であった(5)。日本の神社と祭礼の特徴は、社は簡素であるが例祭が大業であるというのが彼の説

であったので、彼はそれら簡素な社と土地にこそ農村生活の「数千年の根」があるという見解をもって

いた(6)。簡素な社とその土地こそが、農民の信仰と生活の痕跡であって、日本人の伝統を育んできた

現存する「資料」であるという見解である。このことがまだ学問的に明確になっていない以上、無造作

に神社の土地を移動させることに懸念を表明したのであった。 

 

4. 行政的規制への批判 

 

「塚と森の話」では、学問的に明確化していない段階での神社の土地移動に懸念を表明した柳田

であったが、後年この問題について言及している著作がある。1943年に刊行された『神道と民俗学』と、

1947年に発行された『新国学談 第三冊 氏神と氏子』である。後者は戦後の発行となるのでGHQの

検閲を受けたものであるが、この問題に対しては柳田はむしろ率直に語っている。 

『神道と民俗学』で彼は次のように述べている(7)。「日本の神社合祀は、官府の慫慂を待つことなし

に、以前にもくり返し行われて居たのであります。古記の表に依りますと、氏神は紛れも無く氏の神、

たゞ氏人のみの集つて祭を仕へる神でありました。ところが現在は三つ五つの異氏族の者が、共々に

一社の氏神の、氏子になつて居るのであります。古い名が転じて他の物に附くといふことも絶無では

ありませんが、此場合に限つてそれでは無い証拠には、一方には今なほ昔ながらに一氏一神の例が

少なからぬのみか、他の一方には氏人の感覚が、なほ集合した氏神にも相続せられて居るのでありま

す。即ち自分たちの群のみに縁故のある神、他を排してたゞ氏子のみの福祉を、念として居て下さる

神と思つて居るのであります。信仰の様式にも、氏の神なるが故の特色が残つて居ります。即ち祭は

必ず共同であり日は定まつた日があります。」 

この氏神の合併を促した要因を彼は社会的事情であるとしている。それは例えば村の合併により、

村同士の結合を強力にするための神社合併もあったろうし、氏子同士の判断により、より荘厳な神を

求めたことによる合併も存在したであろうとしている(8)。ここでは彼は、神社合祀を否定してはいない。

そればかりでなく、「是等の事実を綜合して見ますと、近年の神社合祀は多くの住民を寂しがらせ、結

果必ずしもすべて良とは申せませんが、是は全くもとあつた考へ方を失つて居るまゝだつたからで、

説くに方法を以てすれば、又は古人が思つて居たやうな心持を抱くことが出来れば、此後も或はなほ

可能なことかも知れません」と述べ、今後の合併の可能性を示唆している(9)。 
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ところで柳田は、地方改良運動時の神社合祀政策について、「一度は之を語り残して置きたい」と、

『氏神と氏子』中で当時の心境をつぎのように語っている(10)。 

 「今から三十六七年も前、まだ自分が少壮官吏の一人であつた時に、神社合祀といふ政策が始ま

つて、地方によつては大分人心が動揺した。それはこの方針の善悪といふよりも、寧ろ奸譎の徒が之

を悪用した場合に幣があつた。 (中略)  神社の荒廃と司祭者の欠如は悲しむべきことに相違ない

が、しかし是は地方の実情、一つひとつの神社の具体的な状態によつて知るべきで、基本財産五千

円以上などゝいふ全国的目標を立てゝ、存否を決すべきものでないと私なども痛感した。 (中略)  

現在でもなほ敢て批評し得ることは、過去の日本の敬神は必ず神の霊力と、その未来に向つての大

きな威徳を認められた上のもので、歴朝の御敬神にも、祈願と切離されたものは、少なくとも中世以後

には見られず、近世は殊にその論理的な推論の範囲を超えて居たのだつたといふことを、是等老政

治家たちは省みなかつたことである。  (中略)  地方の端々の現実を詳かにもせずに置いて、余り

なる劃一の行政を布かれんとせられたことが、栗田先生の神祇沿革などに記述せられた中世の神道

衰退の原因であり、同時に又今日の病では無いかと、心窃かに私は憂ひて居る。」 

 この彼の述懐には、地方実情を無視して神社合祀を統一的・画一的に推進する政府の姿勢に対す

る批判と、それによって喚起される「憂慮」が記されている。同書中にはまた、この政策の是非をめぐっ

て要路を動いたことも記されている。実はこの彼の「憂慮」こそ、当時彼が神社合祀政策に接したとき

の根源的な懸念だったのではあるまいか。 

 

5. 小括  

 

神社合祀政策のそもそものイメージは、西欧の教会であったとされている。当時地方局長であった

床次竹二郎が欧米各国を視察後、「壮大・宏麗」な欧米の寺院に感銘を受けたと述べたというエピソ

ードや、1912 年の「三教会同」でも知られるように、国家の政策によって壮麗な寺院を一町村に一社

創建すれば、住民はその社に参詣し、国家と国民信仰との結合が図られると想定したのではあるまい

か。「三教会同」というのは神道と仏教、キリスト教の三宗派の代表者を華族会館に招き、内務大臣の

原敬と三閣僚、各省次官五名、内務各局長や陸軍省の武官等総勢七十名を集めて開催された会合

で、その意図は宗教と国家の結合にあったとされている。つまり、地方改良事業にこの三宗派の協力

を要請したものであった。 

この内務省の取り組みによっても理解できるように、当時の内務省の指導的立場にあった人々の考

えは、国家が行政的指導によって宗教政策を規制するならば、人々もまた統一的・画一的にその指

導に従うと考えていたと思われることである。柳田の批判と「憂慮」は、そのような認識で宗教政策を実

行する内務省指導部の意識にあった。 

日本の民間信仰史の分化・解体の歴史が学問的には整理されていず、その研究が急務であるとい

うのが『神道と民俗学』を貫くテーマであるが、その著作中に次のような一節がある(11)。 

 「神社の外景は最近の百年以内に、著しく統一せられて来ました。単に建築の様式や境内地の構
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成だけでは、社格を知ることすら容易でありません。ましてや氏神と鎮守のちがひなどは、無いのを当

然のやうに思つて居る者が多いのであります。さうして他の一方には是と小さき孤立の御社、又は臨

時に設けられる祭場との相異は、日一日と著しくなつて来て、是だけは新附のもの、日本の神道から

外のものゝやうに見られ、従うてこの外廓は紛乱しかゝつて居るのであります。いはゆる淫祀邪祠の取

締りは厳重見たやうですが、それの新たに起りやすい、絶好のコンヂションと評してもさう不当ではあり

ません。今ある無格社以上のどの点が本来の特色であり、又どれだけの部分が変り改まつたものであ

るかを見定めて置くことが、淫祀防衛の一つの手段のやうに私は考へて居ります。」 

 また(12)、「今は殆ど禁止の形になつて居ますが、大きな繁延する一門一党の中には、共同の祖先を

思慕するの情が強くなると、再び結合して神社とは言へない祭場の形式によつて、此信仰を復活させ

るかも知れぬと共に、之を奇貨として奇怪極まる伝道に従事する者を誘発せぬとも限らぬのでありま

す。信仰は警察の取締りのみによつて善導し得るものでは無く、先づ民衆の心の底に潜むものを、一

わたりは明かにする学問を必要とするわけであります。一家一門中の比較的に神により易い者が主唱

して、大きな全国的の宗派を興した例も目前に有ります。それが刑法の罰条に触れるのを待つて、始

めて処理しなければならぬといふのはあぶない話であります。」 

 ここには彼の政府が推進する神社合祀政策に対する根源的「憂慮」が語られている。彼の「憂慮」は、

民間信仰を単純な意識で行政的指導を行うことは、結果的に淫祀邪教を招来する危険性があるという

ところにあり、そのことが国家の統一と安定を著しく損なう恐れがあるということであった。 

 地方住民がこれまでどのような心意により生活してきたのかを深く理解することなく、民間信仰の領

域に行政的に踏み込むことの危険性を柳田は抱いていたが、ここには当時指導的立場にあった内務

官僚とその「地方」把握において大きな差異を見て取れる。 

 

 

註 

(1) 明治政府は明治初年以来の民間信仰政策で、「神子巫神おろし又ハ稲荷おろしナド号シ妖恠ノ所業ヲ以

テ諸人ヲ誑惑シソレヲ渡世トスル」という呪術的信仰によって「渡世」することの禁止の他に、「山野路傍ノ神

祠仏堂」や「石塔類」ならびに「私邸内自祭ノ神祠仏堂」を禁止している。 

(2) 『南方熊楠全集』第 7巻、平凡社 

(3) 1906年 8月 14日に神社・宗教両局長名の通牒で、当時府県に存在した神社総数は 19万 5,000社余りで

あったが、「矮小の無格社」18 万 9,000 社が整理されることになるならば、当時の町村数がほぼ 1 万 2,000

あるので、一町村一社には足りない計算となる。したがって、各町村の取り組みは真剣なものであったとさ

れている。後に註で紹介する柳田の一文にあるように、とりわけ混乱が激しかったのが三重、和歌山、長野、

埼玉であったとされている。大きな混乱を生じさせながら神社合祀を推進していた各町村であったけれども、

各地で住民の抵抗に遭遇している。その様は「路上に神輿が暴れ、石降り瓦飛ぶ」と形容されるほどのもの

であったといわれている。この抵抗によって当初勢いよく神社合祀に取り組んだ内務省と町村であったが、

次第にこの政策は立ち消えの結末となっている。 

(4) この一文は『斯民』に掲載された「塚と森の話」中のものである。そこではつぎのように記されている。「森の

問題を詳論するに就ては、自分の立場は甚だ苦しい。本職が官吏でありながら、政府が神社に対する近頃
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の政治振りを批評せなければならない。然し此の問題に関しては、農科大学の白井教授などは、何れの点

に於ても先輩であるから、大部分の論議は教授の事業に譲つて、自分は民間の人と合同して官庁攻撃を

する様な批難は免れようと思ふ。併し一言いはずして止むことの出来ないのは、近年一種の都会の気風と

いふやうなものが全国に瀰漫して居る結果、神社と樹木といふことの関係を極めて薄く考へる様な傾向のあ

ることである。」伊藤幹治・後藤総一郎・宮田登・赤坂憲雄・佐藤健二・石井正巳・小田富英編『柳田國男全

集』第 24巻、114頁。 

(5) 近世期を例にとるならば、民間信仰における祭祀の空間的最大範囲は「村」であった。村統合の象徴で村

の守護神でもある氏神や鎮守、産土神は、村民全員が氏子として祭祀に参加した。村と村の境には道祖神

や地蔵、賽の神等が祭られていて、この地点で虫送りや疫病送り、外界からの疫神や邪神の進入を防御す

る道切り等の祭祀が行われた。民間信仰には多くの神々が存在するが、その中でも自然崇拝・精霊崇拝な

どの原始信仰の流れをくむ信仰、農耕生活を基盤とする信仰、先祖の霊を崇拝する信仰との 3種が民間信

仰の中核をなすとしている(秋山高志、北見俊夫、前村松夫、若尾俊平著『図録・農民生活史事典』、柏書

房、1995年、185頁。 

上掲の『図録・農民生活史事典』によれば、農耕儀礼には、正月 11 日頃の山の神祭りや正月 15 日の鳥追

い(田畑の害虫を追い払う行事。神主が先頭に立ってほら貝や笛鼓を鳴らして村民が行列して村はずれま

で行き、雪の上で飲酒をし、そのうちの一人が餌刺舞を舞うという行事)、鳥追い後の綱引き、御田植神事(5

月 6 日に社に苗を持って参詣し、社の田で田植え後相撲をとる)、虫送り、雨乞い等がある。また、収穫後に

は、稲酒(初穂で酒をかもし鬻げに入れ、その中に 1穂を浸して田の神に供える)や、案山子上げ(田の作業

がすむと、田から案山子を引き上げ、家に迎えて餅を供える)、ニオ(稲の収穫後、稲積みにしたところに餅

を供える)等の儀礼があった。 

農民社会では生産活動の区切りごとに行われる行事として年中行事がある。年中行事は、一年の生産活動

を一単位としてほぼ毎年同じ行事が行われた。いわゆる「節」である。年中行事は上掲の『事典』によれば、

正月行事、春から夏にかけての行事、盆行事、秋から冬にかけての行事と 4つに区切ることができるという。

正月行事は元旦から 15日までの大正月と 15日を中心とする小正月に分けられる。大正月は年神を迎える

祭りで、小正月は作物の豊穣を予祝する行事である。 

立春は農作業の始まりとして邪霊災厄を防ぐ呪的な行事が行われた。 

盆行事は精霊を迎え、また送る行事である。 

秋から冬にかけての年中行事は収穫を祝う農耕儀礼と密接に結びついた行事となる。例えば、十五夜や十

三夜は畑作物の収穫祭としての習俗がある。十日夜や亥子行事は稲の収穫祭である。 

(6) 「巫女考」中の次の一文がある。 

「例祭の花々しく大業であつたことは考ふべきことである。日本人も信仰生活に質素な人民では決してなか

つた。唯天竺諸邦のやうに殿堂の荘厳を旨とせず、四時の祭りを以て肝要とした迄である。従つて又神を

代表して祭りを享くる職掌の昔は如何に重大であつたことがよくわかる。」上掲、『柳田國男全集』第 24 巻、

165頁。 

(7) 上掲、『柳田國男全集』第 14巻、71頁。 

(8)  神社合併を推進した社会的事情の説明として、柳田は次のように説明している。「この現在の頭屋輪番制

の始まつたことだけは、全く新しい社会的事情からといふことが出来ます。第一には氏神様の併合合祀で

す。是は村といふ公共団体の生活意識、即ち祭りにも他の色々の事業と同じやうに、出来るだけ衆力を聚

めて効果を大きくしようといふ願ひに基づいて、祭主の任に当り得る者の数を多くしたのであります。次には

一つの氏族の繁衍と複雑化とが、いつと無く小さな中心の数を増加して、部内の和熟を期する為には、

徐々に此栄誉と特権との分配をしなければならなかつたといふこともありませうが、それよりも大きな原因に
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は文化の進み、人の働くべき部面が益々拡張して、其仕事の中には、神祭りの戒律とは両立し難いものが、

往々にして現はれて来たことであらうと思ひます。しかも人が一代のうちに少なくとも一回以上、必ずこの神

聖なる古来の任務を奉仕し、それを又出来るだけ多くの同時代人の間に、均一に体験せしめようとしたのは、

殊勝なる心掛けでありました。」上掲、『柳田國男全集』第 24巻、40頁。 

ところで、先に掲載した『氏神と氏子』中には、「氏神の合同」の項に次の七項目をあげている。 

一 祭りの期日又は季節がどの氏人にも共通であったこと。 

二 家々の祭場が相接して近く、しかも常設の建物がなかったこと。 

三 祭りの感動が奉仕者の数が多いほど深まったこと。 

四 専業神職の進出。 

五 祭られる神に対する考え方が変化したこと。 

六 祭りの楽しみを人に分かちたいという願いが社交に利用するようになったこと。 

七 村の統一のために、住民同士を仲良くさせるために、同日同所の祭りを必要としたこと。 

   上掲、『柳田國男全集』第 16巻、262～263頁。 

(9) 上掲、『柳田國男全集』第 14巻、77頁。 

(10) 上掲、『柳田國男全集』第 16巻、309～313頁。 

ところで、本文では中略に入れた箇所には次の一節がある。 

「神社局が人民の信心といふことを少しも考へず、たゞ外観によつて判断するのが悪いと思つて、水野博士

を始め其頃の当局には知友が多いので、折にふれて意見を述べて見た。しかし如何ともし難いことは、神

社は宗教に非ずといふ見解が既に国是の如く固定して居て、一人や二人の考へでは変へられない。殊に

其頃の隠れたる有力者が、同意する気づかひは無いといふ話だつた。結局是は山県老公なる者を動かす

の外は無いといふ気になつたのだが、それも失敗であつた。少年の頃から私を我子のやうに愛してくれた

賀古といふ軍医が山県に親しいので、斯ういふ意見を説きに行くのだから紹介してくれといふと、それは無

駄だから止めた方がいゝ。きつと老公は斯ういふからと、今まで何度か傍で聴いて居たと見えて、彼の口吻

までを真似して、私の希望をはね付けた。つまりは国民一般の道徳となつて居る伊勢大廟などへの敬神と、

新たな内外の教会に出入りする信仰とが、二つ取りの選択問題になつては大変だといふ意味で、是が憲法

の信教自由の条項の解釈とからみついて、最初から考へ抜いた問題であつて、今更討論の余地は無いも

のゝやうに、少なくともこの人たちは考へて居るのであつた。今日からふり回つて見ると夢のやうであるが、

明治の前半期、いはゆる治外法権を撤去させて、欧米と対等の条約を結ばうといふことは、困難な事業と認

められて、老輩は皆苦労をしたのである。是には何よりも先づ基督教国人を安心させる為に、信教自由の

根本自由法則を掲げなければならぬのであるが、それでは年久しい国内の神々が、どうなつて行くだらうか

といふことが、譬へやうも無い憂慮の種であつた故に、是非とも神社の解釈を斯うきめなければならなかつ

たので、動機はまさしく国を愛するの情から出て居たのである。」 

(11) 上掲、『柳田國男全集』第 14巻、58～59頁。 

(12) 同、77～78頁。 
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第６章 国策の調査と地方的実体 

町村是作成運動と柳田の見解 

 

 

1. はじめに 

2. 町村是作成運動 

3. 現状の農政批判 

4. 町村是作成方法 

5. 国策のための調査 

6. 地方実体の把握 

7. 小括 ―― 国策のための調査と地方的実体―― 

 

 

1. はじめに 

 

1900 年代後半以降、日露「戦後経営」の一環として行われた内務省主導の一連の行政指導は、

1909 年 7 月にひらかれた地方改良事業講習会にちなんで地方改良運動の名称でよばれている(1)。

日露戦争後の政府の課題は、財政再建とロシアの南下に対する再軍備のための国民掌握にあった

が、実は政府は、この戦時における地方社会の国策に対する貢献を評価し、本格的な地方行政の指

導に着手したのであった(2)。したがって、地方改良運動での重要項目は、町村是作成指導や神社合

祀政策、地方団体の監督と指導、部落有財産の統一や地方公債並び滞納処分そして産業組合の奨

励等々、地方住民の生活に直接関係するものであった。 

 この運動は内務・文部・農商務省等の諸政策を統一的におこなう形式であったので、柳田はこの運

動中農商務省と法制局を中心に精力的に活動している。しかしその活動は、政府の政策を無限定に

受け入れるというものとはいえず、講演内容も彼自身の考えを述べる姿勢に終始している。 

 ここで特記しておかなければならないことは、この運動を主導した内務官僚たちはいずれも柳田同

様、学究的で合理的思考の持ち主たちであり、海外留学の経験をもち、近代的教養を有する人々で

あったことである。例えば当時の内務次官であった一木喜徳郎や神社局長の水野錬太郎、そして府

県課長の井上友一は法学博士であり、大臣の平田東助も博士の肩書きをもつ人であった(3)。 

 本論文では、地方改良運動で作成を指導された町村是作成活動時の柳田の講演をとおして、同僚

である内務官僚と柳田の行政理念の相違について考察したい。  

 

2. 町村是作成運動 
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それではまず、政府の町村是作成の意図からみていきたい。 

町村是とは現在の地域振興計画書のことである。 

 地方改良運動における課題が、国家財政の再建と国民掌握であったことは既述のとおりである。政

府は財政再建のために地租の増徴や営業税の増徴、砂糖消費税の引き上げ等をおこない、タバコ専

売も成立させている。にもかかわらず国家財政の安定にはほど遠く、国富増強のために国民に貯蓄と

地域経済の発展を奨励した。地域経済の発展の基礎とすべく、町村是作成の実行に至ったのであっ

た。 

 周知のようにこの町村是調査は、この運動以前から実行されてはいた。この調査の起源となったの

は、『興業意見』の執筆者である前田正名の指導にもとづくものである。『興業意見』は1884年12月に

農商務省より公刊されたものであるが、当時農商務省大書記官であった前田が編纂主任となり、有名

な徹底的な現実調査を判断の基礎として作成された(4)。 

政策決定のための実証科学的な基礎データを重視する彼の指導によって、1896 年に福岡県の浮羽

郡で殖産調査がおこなわれたのが、その最初の調査である(5)。 

 作成方針の模範的調査として有名な愛媛県余土村を例にみると、基礎資料として「余土村是調査資

料」というものがあり、それを基礎として「余土村是」が作成されている。「基礎資料」の部には、第一土

地、第二戸口、第三財産、第四負債、第五教育、第六衛生、第七公費、第八生産、第九商業、第十

労力、第十一利息、第十二村外、第十三生活、第十四耕費、第十五負担、第十六欠損、第十七収支

の十七章が「統計調査の部」となっている。これらの統計調査には統計表が付されている。そのほか

に「沿革調査の部」として、第十八地理、第十九職業、第二十風俗、第二十一経済、第二十二附録が

つづいている。これらの全調査をふまえて「風俗矯正」「勤倹貯蓄」「共同購入」「小作保護」「土地改

良」「児童教育」「青年教育」「織物改良」の各項にわたり、2～3箇条の実行目標が掲げられている(6)。 

 以上のように、この町村是作成方針は各村の実態を調査するために、数字的な統計を重視しておこ

なわれていることが理解できる。その科学的方針はそのまま、内務官僚たちの合理的判断によるもの

であった。 

 

3. 現状の農政批判 

 

 それでは本論の課題について、柳田の「農業経済と村是」という論稿からみていこう。「農業経済と村

是」は 1910年に発刊された『時代ト農政』所収の論稿で、1909年内務省主催の第一回地方改良事業

講習会において地方行政の実務に携わる郡長、府県課長を前にしての講演を文章化したものである

(7)。講演の骨子は、村是を作成する際の実践的指導とその理念である。 

 この講演の冒頭において柳田は、輸入した西欧の学問とは異なる日本の現状に即した農業経済学

の構築が急務であることを述べている。「今日の時節に必要なのは西欧の農業経済学の普及では無

く日本の農業経済学の開発」という彼の言に端的に示されているように、柳田は、既存の農業経済学
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が西欧から輸入された学問であり、日本農業が直面している問題や課題に、適切な解決策を提示す

ることができないと考えていた。彼の考える「日本の現状に即する農業経済学」というのは、「横には国

の全部、縦には過去と未来とを抱合した総括的の研究」というもので、「国柄としての日本の食料の生

産其他農業の将来に関する沢山の問題を、根本的に解決」するための学問としている。 

 また、彼はこの「日本の現状に即する農業経済学」について、一国一府県が同一経済事情下にない

ことは誰も否定しないが、「更に一の渓谷にある二の村、一の海岸に並んで居る二の村を比べ」ても、

「やはり甲を以て乙を推すことの出来ぬのは同じであ」り、気候も地質もほぼ一様で、祖先来の慣習も

似ていて、交通関係も大差ない村同士でなお経済事情が異なるのはどのような理由に由るのかという、

各村の特殊経済事情を考察する「地方的の研究」が「将来の農業経済学の研究」であるとも説明して

いる。 

 ところで、柳田によれば、日本農業が直面している課題の一つに、自家の食料を生産しない農家の

出現と増加があるという。このことは維新後において、現物経済システムから市場経済システムへ経済

システムが変化したことにより、市場に販売する商品のみに特化して生産する農家が増加したことと関

連している。全国の農家が米・麦を主体に生産し、しかも農家を取り巻く環境が大きく変化しない状況

ならば、国内の農村状況を平均的に見做して大きな誤りはないが、どのような農産物を生産し販売す

るのかが、各地域・各個人によって区々になり、統一性が失われてしまったため、全国一律に適応す

るような農政の考え方では状況に対応不可能になってしまったという。しかも、農業界を取り巻く状況

が目まぐるしく変遷するために、懸命に労働しても報われない地域や個人が多数輩出される危険性

が高くなった。農業という職業の危険性がきわめて大きくなった状況下になって、農政を指導する立

場にある各地域の農政担当者の責任は重大になってきたとのが「今日」の状況であるというのが柳田

の見解であった。 

 柳田によれば、各地域の農政担当者は、中央の行政官庁の指導下でその「受売」をしているという

のが実態であったが、その中央の農政は「中央の政府に使はれて居る専門家」の「学説の受売」で、

「五人や八人の東京の専門家がこの細長い日本の隅々に迄行届いた観察と判断を下し得る筈が」な

く、したがって彼らの説は空論であると論断している。「町村の経済事情が右の如く千差万様だとしま

すれば、多数に適用して差支へぬやうな外部の判断では、常に不十分不安心であることは明白であ

ります」と柳田は述べ、現状の農政に不信感を表明している。 

 ここで特記しなければならないことは、地域振興という課題において、現状の農政のあり方と地域農

政担当者の意識では、実績が上がらないと柳田が指摘していることである。しかも問題は、各地域の

農政担当者だけではなく、地域住民が上級官庁の「保護」と「干渉」を「悦ぶ」傾向にあったことであっ

た。このような状況下で政府の町村是作成運動が推進されたのであった。 

  

 

4. 町村是作成方法 
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この講演で柳田は、各村の村是作成意義が「この村ではどんな農業経営法をとるのが利益である

か」にあるとして、「真正の村是」はどのように作成すべきかを指導している。 

「戸数に割り当てゝ一村の直接生産用地が戸別何程、田又は畠が何程と云うことを算出し、更に進

んでは耕地に改良し得べき余地の多少、気候土質などの労作を妨げるものがあるか助けるものがあ

るか等を考へますと、自然に其町村で採用すべき農業経営の方法が知られ、如何なる程度迄副業を

奨励すべきか、其何を択ぶべきか、又は時によっては兼業農の行はれるのを黙過乃至は奨励すべき

か否かといふことも決められる」。 

 柳田によれば、農業のみで一家の生計維持が不可能であるならば、副業または兼業で収入の不足

を補充しなければならないが、その場合、気候、地形、地質等の条件を配慮し選択しなければならな

いという。農民が所有する耕地面積にしても、全国通算して平均面積が示されるが、各村における数

字は区々であり、しかも各村の土地事情により大きな差がある。各村の土地利用計画も、所有耕地が

田であるか畠であるかにより大きく異なってくるという。そして、そこに気候、地形、地質等を考察して

「此村ではどんな農業経営を採るのが利益であるか」を考察しなければならない。「田と畠との割合、

大小の市場に対する遠近便否と共に、気候上の制限も地形上の制限も凡て眼中に置いた上で、此村

なら一戸に八反であるから純農業に専心するのが村是である、此村は一戸五反歩で不足であるから

最も仕事の閑な何月頃の副業として丁度これがよかろうとか、乃至は到底耕作ばかりでは行かぬから

兼業も仕方がないとか、若い者だけは手近の工場に通はせるとか、出稼も止むも得ぬとか、今一層進

んでは北海道米国への移住迄も勧めるがよいとか云ふことになるのであります」。 

柳田によれば、地域農政担当者は村の経済事情をよく認識し、村の経済発展を何で図るかという

実践的な問題意識で実務を担当しなければならないはずであるが、講演の行われた頃の村是作成

の実態は違っていた。「村是作成には一の模型がありまして、而も疑を抱く者自身が集まって討議し

た決議録では無く、一種製図師のやうな専門家が村々を頼まれて歩き、又は監督庁から様式を示し

て算盤と筆とで空欄に記入させたやうなものが多いのですから、此村ではどんな農業経営を採るのが

利益であるかと云う答えなどはとても出ては来ないのです」と柳田はこの風潮を批判し、「真正の村是

は村全体の協議に由るか、少なくとも当局者自身の手で作成しなければならない」としている(8)。 

柳田は当時の地域農政担当者の行政意識にも疑問を感じていた。前述したように当時の地域農政

担当者の意識を「何事も上まかせの保護干渉を悦ぶ気風」と冷ややかに見ていた。彼は既述のように、

地域の経済事情が千差万別であると認識していたので、各地域の差異性は「町村」を単位として農政

担当者が中心となって研究すべきであるとしていたのである。「何でも将来の農業経済の研究には是

非とも町村がうんと力を入れねばなりますまい」、また、「経済事情の地方的の差異なるものは略ゝ町村

と町村との間を打止めとして居りますから、かたがた以てこゝで研究するのが一番良い結果を得られ

る」と述べている。 

 以上のように、柳田は、各地域=「村」のもっとも有効な資源の活用は、各地域の農政担当者とそこに

居住する村人が協議して研究するべきであると考えていた。 
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5. 国策のための調査 

 

少々長い引用になるが、柳田の町村是運動に対する認識がよく表れていると思われる一文が 1922

年に刊行された『郷土誌論』序文中に存在する。 

 「地方の政治などに携わる人々は、我地方の事情などは教へられなくとも、始から理解して居ると憤

激して仰せらるゝかもしりませんが、実際重立った人々に其知識があったならば起るべからざる争論、

又は小田原評定が永く持続し、甚だしきは争論も評定もすることもできぬほど大きな社会問題が、沢

山にごろごろと横たはって居るではありませんか。中央政府は此等の問題を発見し、且解決するに適

した一機関ではありますが、それとても各地の郷土の研究が進み、此学問が在る程度まで完成した上

で、其結論を参考とせざる限は、徒にかうかさうかの盲打をするの他は無いのです。殊に国々村々の

事情が一様でありますならば、大体を括った見極めを附けた上で、例の「外国の先蹤」も迫ひ得ます

が、人種が違ふのか境遇の致す所か、奥羽と九州とは勿論のこと、同じ県郡の中でも山地と平地とは

様子がかはり、人口の粗密とか土着の先後とか、職業の相異とか交通の難易とか、其他万般の条件

がいつ迄も纏綿しまして、一箇村として他所の町村是を借りて来て間に合せ得るものはありません。故

に一郷毎に新たに事情を理解するの必要があるのです。 

( 中略 ) 箇々の郷土が如何にして今日有るを致したか、又如何なる拘束と進路を持ち如何なる条

件の上に存立して居るかを明らかにし、其志ある者をして此材料に基いて、どうすれば今後村が幸福

に存続して行かれるかを覚らしむるやうに、便宜を与へてやらねばなりませぬ」。 

ここでみられるように、柳田は、「郷土」の研究は地域の農政担当者とその地域に居住する村人が

協議してなされるべきであるという考えをもっていた。しかもそれは「村」=「郷土」が幸福に存続するた

めに、地域の有効な資源活用に資するためのものであった。農政を地域単位とすることで地域の個別

データを集積し、そのデータを政府の農業政策立案時の科学的データとして活用するならば、政府

の農業政策はより現実的なものとなるはずであった。 

しかも彼は、1931 年の全国社会事業指導者大会において次のように述べている。「日本は地方的

に久しく色々の異なる暮らし方をして居た国だが、是まで政治家などの頭にある村なり農家なりは、各

人めいめいの限られたる見聞によって、一つの型をこしらへて、それが全国を代表するやうに思って

居る」。この講演の原稿化において削除された部分には、「今までの遣り方だけでは、政府当局その

他の方々が期待せられる郷土史は得られない」とも語っている(9)。つまり、政府から要求された項目の

数字的データの寄せ集めだけでは、政府の政策に資するデータとはならない、町村是調査では国政

のための調査とするのに不十分であり、そのためには国政に資する「郷土史」が不可欠であると述べ

ているのである。彼の述べている国政に資する調査とはどのようなものなのであろうか。 

 

6. 地方的実体の把握 

 

柳田によれば、政治の目的は「国民の繁栄の外には何もない」ので、地方行政庁の役割も村民と村
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の幸福のための指導にあった(10)。「土地」と「人」という限られた資源を用いて、もっとも大きい資本を

生み、その資本を配布することが地方行政庁の職務であった。現物経済時代では農民を取り巻く客

観的経済状況は、大きな変動は天災以外はなかったけれども、市場経済社会に移行すると、農業生

産物を取り巻く要因が国際規模となり、農業のリスクが複雑となる。農産物の選択を農業者の個々の

選択に一任した場合、村としての最大の成果が得られないこともある。村としての収益を最大にするた

めに村民を指導しなければならなかった。 

このことを村民の立場からするならば、「働いても貧乏することがある」社会になって、「私は何故に

貧乏であるか」という問いに対し、それぞれの問いかけに地方行政庁は正確な判断が求められるので

はないかというのが柳田の見解であった(11)。 

つまり、資源の有効な活用と村民の内在的要求のふたつを満たすものでなければ、本来の地方的

実体の把握とはならないのではないかというのが彼の見解であったのである。 

 

6. 小括 ――  国策のための調査と地方的実体  ―― 

 

 地方改良運動において町村是作成を国家官僚として指導する立場にあった柳田であったが、彼は

統計調査や数字による地方的実態の把握の必要性と価値は十分認めながらも、形式的な数字統計

作成事業による地方調査には疑問をもっていた。調査や作成の主体がたとえ地方農政担当者と村民

であれ、政府から要求された数字を調査し記入する作業だけでは「村」の実体を把握するものとはな

らないと考えていたからである。 

 柳田によれば、経済事情の地方的差異と地方的資源の有効活用の研究は、当然に町村主体でなさ

なければならない責務であり、町村は村民の区々の内在的要求に答えるために農業経済の問題を研

究し、村民を指導しなければならないという見解をもっていた。「村民の区々の内在的要求」とは村民

の生活水準の向上であるから、村単位での地域経済が確立されて村が経済的に自立する必要がある。

そのために地方官庁による農業経済研究が必須であるという見解である。また、そうでなければ、国

力の増強も発展も期待できないと考えていた。 

 町村是作成運動をとおして見えてくる柳田の見解は、中央指導型の政策に対する批判と、地方官

庁と村民が政府の「保護」と「干渉」を脱却して自立した経済構築を探ることであった。 

 

註 

(1) 1909年 7月 11日より 7月 31日まで、東京飯田橋の国学院大学で第 1回地方改良事業講習会が開催されている

が、柳田はここで「農業経済談」という演題で講演している。この講習会については、内務省地方局からの講演集

が出版されている。『地方改良事業講演集』(上)、内務省地方局編明治 42年版、芳文閣、1987年。 

第一回地方改良事業講習会での講義題目は以下のとおり。 

自治の本義           一木内務次官 

泰西に於ける地方経営      内務省参事官 水野錬太郎 

自治と経済           内務書記官  中川望 
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衛生事務の要項         内務省衛生局長 窪田静太郎 

公有林野について        農商務省山林局長  上山満之進 

貯蓄奨励の要項         下村郵便貯金局長   

副業の奨励           農商務省書記官  鶴見左右雄 

地主と小作人          三松農商務参事官 

地方財政の要項         内務書記官  中川望 

公有林の経営及び管理      川瀬農科学大学教授 

自治訓練の方法         井上内務参事官 

普通教育            文部省普通学務局長  松木茂助 

部落有財産の統一利用      内務事務官  潮恵乃輔 

自治と青年会          内務事務官  潮恵乃輔 

農事改良の要項         下岡農務局長 

自治と産業組合         農商務技師  有働良夫 

地方監督事務の要項       内務事務官  湯浅倉平 

農村と篤志家          留岡家庭学校長 

等が主要な講義としてあげられる。 

ちなみに、第 2回地方改良事業講習会は同年 10月に、第 3回目は翌 1910年 6月、第 4回目は同年 9月、第 5

回目は 1911年 6月に開催されている。内容はほぼ同一である。 

参加者の顔ぶれは、第 1 回目では道府県官と郡書記、第 2 回目では市町村吏員が中心となっている。第 1 回目

の内訳は不明であるが、第 2回目では記録が残っていて、郡長 11名、県属 9名、郡書記 6名、町村長 72名、助

役 5名、書記 1名、その他 15名の総計 119名である。第 3回目は、県事務官補 6名、支庁長 1名、郡長 62名、

県技師 1名、県属 46名、県属兼警視 3名、県視学 2名、郡書記 29名で総計 150名である。 

宮路正人は地方改良運動が日露戦争が終結した直後から開始されたとして、1906年 5月の地方長官会議で提出

された内務省による「地方事務ニ関スル注意参考事項」を紹介している。それによれば、そのときにあげられた項

目は 11項目であった。その内容は以下のとおり。 

1. 神社合祀勧奨ニ関スル件 

2. 招魂社創立ニ関スル件 

3. 神職任用ニ関スル件 

4. 神職団体ニ関スル件 

5. 地方団体ノ監督指導ニ関スル件 

6. 基本財産ノ充実並保管ニ関スル件 

7. 部落有財産ノ統一並利用ニ関スル件 

8. 地方公債並滞納処分ニ関スル件 

9. 時局記念事業並戦後地方経営ニ関スル件 

10. 警察行政ニ関スル件 

11. 衛生行政ニ関スル件 

この地方長官会議直後の5月17日、吉見群馬県知事は郡市長会の席上つぎのように訓示している。群馬県にお

ける県下町村の重要課題は、 

1. 町村基本財産ノ充実 

2. 部落有財産ノ統一 

3. 勤倹貯蓄 
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4. 滞納ノ矯正 

5. 模範若ハ特殊事業 

6. 町村巡視ノ方法並其ノ結果 

7. 町村合併 

以上、宮路正人『日露戦後政治史の研究』、東京大学出版会、1976年、18～19頁に拠る。 

上記地方長官会議での項目をみると、政府の意図が国家神道を町村に浸透させる目的と国家財政のための町村

財政の整備と確立にあったことが理解される。 

(2) 国家が地方住民の活躍を評価したのは、地方住民が国策としての「挙国一致体制」の  下で兵力と民力をあげて

協力したことによる。民力は増税に耐えての協力である。 

(3) 井上友一はこの地方改良運動の発起者とされているが、彼はこの時期の内務省地方局の代表者として周知の人

物である。彼は自治関係の著作を多く残したことでも知られている。それらの著作にはつぎのようなものがある。

1906 年の『欧西自治の大観』、同年の『列国の大勢と民政』、1908 年の『楽翁と須多因』、1909 年の『救済制度要

義』、同年の『自治要義』、1911 年の『都市行政及法制』、1912 年の『自治開発訓練』などが当時自治行政の実務

家たちに広く読まれた著作である。これらの著作は当時だけでなく、現在においても地方自治ないし都市問題の

資料としての価値を有するとして、その立場の人々には認められているとされる人物であった。 

彼はまた、地方行政改革に情熱を注いだ人としても周知の人物であった。彼の地方自治の知識は欧米諸国一帯

であったといわれ、彼の特徴は単に制度上の知識のみでなく、その土地に居住する住民の生活実感をふまえて

の制度認識だと評価されるものであった。 

(4) 1884年12月に農商務省より公刊された『興業意見』の別冊として用意された「農政計画図表解説」では、移入農具

や種苗等が日本農業の現実にそぐわなかった点が指摘・反省されている。村是作成の基礎となった『興業意見』

は、当時農商務省大書記官であった前田正名が編纂主任であったが、その編纂過程は「5 回に及ぶ地方庁との

往復調査、老農の座談会、勧業諮問会、農区視察員の派遣等徹底的な現実調査」(『明治大正農政経済名著集』1、

社団法人農山漁村文化協会、9 頁)を判断の基礎とするものであった。以後、日本経済の現実を詳細に数字で把

握し、農業政策の体系的確立を意図する傾向が一部農商務省官僚にもみられるようになる。 

ところで、1896 年に京都府何鹿郡地方における蚕糸業改良指導者であった波多野鶴吉によって設立された郡是

製糸株式会社は、郡内二百数十戸の大小製糸家(一部 30 名ほどの不参加はあったが)を株主として結集したもの

で、器械と女工は会社に譲渡され、「郡是」として誕生した製糸工場である。 

(5) 前田の指導によって殖産調査をおこなった福岡県浮羽郡が最初の村是調査とされているが、翌 1897 年には全国

8 農区にひとつの村是が模範町村是として前田の指導により実施されている。前田の指導は、「帰納ならざれば定

則とするに足らず」というものであり、その当時おこなわれた統計調査による数字ばかりでなく、その土地の旧藩時

代の興業方針をも研究し、しかも上記註の(4)に記したように、現地調査を基本とするものであった。政策のための

統計調査と現地主義による地方実態把握は、この時期の国家官僚に共通する姿勢であった。 

(6) 現存する町村是を調査すると、その内容がきわめて区々であることに驚く。町村是を指導した郡長や町長の姿勢

によって、余土村是調査資料のように整然と内容が整ったものがある一方、紙切れ一枚の村是も少なくない。この

事実は何を物語るであろうか。調査が「お上」の指示どおりの数字的落とし込みに堕していたと指摘したのは柳田

の本文中にあるとおりであるが、地方担当者にも上級官庁の意図が明確に浸透していなかった地域も多々あった

ようである。ましてや、地域居住民にとっては、この町村是が貧困脱却の方策であるとは認識されなかったであろ

う。 

(7) この講演は本文でも紹介したように、地域行政担当者を前にしてのもので、柳田自身の考える地域行政と地域経

済運営に当っての心構えと責任をのべたものであるが、このことはまた、地域の実情を無視して行政村創出を図る

(=行政による町村介入)内務省への批判となっている。また、「真正の村是」は村全体の協議でなされなければなら
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ないという地域=村の経済発展を何で図るかという経済振興を、村人自身が内発的にやらなければならないとした

ことは、行政による収奪の否定という側面をもち、柳田の地域経済、地域行政へのスタンスが窺われる。 

ところで、内務省指導の地方改良運動では、日露戦争時に農村の果たした財務的・軍事的貢献を日常的に再構

築すべく次のような諸政策がとられている。 

(イ) 部落有財産(共有林野等)の統合による町村基本財産の造成並び国家財政の基盤創出 

(ロ) 部落民信仰の対象である神社・嗣殿の強制的整理並びにその町村社への神社合併 

(ハ) 村内祭礼と休日廃止、及び国家祝祭日の制定 

(ニ) 旧来農村に存在した若者会の分断とその代替としての青年団の育成 

等々、その諸政策のほとんどが農村生活の日常と密接に関わるものであった。 

(8)  周知のように、柳田の「郷土研究」の端緒をなす著作と位置付けられている『後狩詞記』で紹介された宮崎県東臼

杵郡椎葉村村是は、郡当局の指導を受けつつ、村内各字の委員が、村当局と協力して作成したものである。 

(9)  削除された冒頭部分はつぎのとおり。 

「全国の各地から出てこられた諸君に向かって、一々郷土史を説くことは到底出来ぬ話である。それに我々の郷

土史は実に新しい学問で、まだ国史などのやうに筋路を立て、講説するだけの成績は挙って居ない。故に今は

唯将来の御研究の為に、多少参考となるべき二三の問題と意見とを述べて置いて、各人の最も自由なる批判に

委ねたいと思ふ。私が特に大切と認めて居るのは、研究の方法と資料の採集であって、率直にいふと今までの遣

り方だけでは、政府当局その他の方々が期待せられる郷土史は得られないものと信じて居る。是が今回のこの講

演が、時節がら可なり重要と認めらるべき理由である」。上掲、『柳田國男全集』、第 8巻、66頁。 

(10) 本文中につぎの一節がある。 

   「中央と地方とを問はず政治を講ずる者の目的は唯一つ、即ち国民の繁栄の外には何もあるわけはありません。故

に小さき行政庁でも国の政府と同じやうに、適当な労力の以て遊ぶ人の数を少なくし、適当なる土地の配布を以て

其利用を遂げ、更に適当なる資本の配布を以て一国一村として成るべく多くの貨殖をせねばなりませぬ。而して既

に配布と言ふ以上は、各一私人の私欲ある判断にのみは任せて置かれぬことは明白の道理でありまして、苟くも

公の為に利益を講ぜんとする者は、箇人の希望注文の外に立つて別に一定の判断と見識とを具へて居らねばな

らぬのであります。」 

   また、  「苟くも一方の任を委ねられたる理事者は、公平なる眼を以て十分誠実にこの農業問題を研究し、且つ

更に他人を導かねばならぬのであります。」とも述べている。 

   伊藤幹二・後藤総一郎・宮田登・赤坂憲雄・佐藤健二・石井正巳・小田都富栄編、『柳田國男全集』第 2巻、筑摩書

房、1999年、256～257頁。 

   ところで柳田は、1900 年か 1901 年頃の著作とされる『農政学』において、つぎのような見解を示している。柳田は

経済学を経済原論又は純正経済学、経済史、応用経済学に分類し、応用経済学を私経済学と経済政策学に二分

類している。この両者はその経済行為の主体が個人か国家であるかにより分類されていて、つぎのような説明がつ

けられている。 

   「経済政策に在りては行為の主体は常に国家なれば仮令其希望の方向は種々なりとも最後に於て必ず一点に帰

着せざるべからず、従て其学を修むる者は決して一分科の知識を以て満足すること能はず、例へば農業政策学の

指示する所は単独に最後の判断を与ふること無く、必ず商工其他一切の部門に斟酌し利害を打算して後始て之

を実行することを得るなり。」上掲書第 1巻、194頁。 

   政策の学が特定集団の利害から超越して、悠久な国家の利益のためにその基準を追求しなければならないという

彼の理念は、彼の著作のいたるところに見出せるものであるが、本文中にも記されている。 

   「何となれば国民の二分の一プラス一人の説は即ち多数説でありますけれども、我々は他の二分の一マイナス一

人の利益を顧みぬと云ふわけには行かぬのみならず、仮に万人が万人ながら同一希望をもちましても、国家の生
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命は永遠でありますからは、予め未だ生れて来ぬ数千億万人の利益をも考へねばなりませぬ。況や我々は既に

土に帰したる数千億万の同胞を持つて居りまして、其精霊も亦国運発令の事業の上に無限の利害の感を抱いて

居るのであります。」上掲第 2巻、256～257頁。 

(11) 市場経済化が進行する状況下で、小農が農業を取り巻く経済環境に適応できずにますます困窮する可能性に危

機意識を抱く柳田は、本文の講演で次のように述べている。 

   「今日では外界に目まぐろしい変遷がある上に、箇々の農業者の判断も絶対に自由奔放のものでありまして、自分

は一つ養鶏を遣らう、自分ばかりは果樹で成功して見やうと、思ひ思ひの経営を遣る者もあれば、之を真似たり真

似なかつたり、中々一村の関係だけでも錯綜したものであります。併し箇人の才覚は多数者の永年の実験に比べ

ますとどうしても劣つて居りますから、新手を出す者は割合に失敗が多い。之を恐れて保守的の態度を取つて居

れば、又聞いた事もない遠方から競争が現はれたり、品沢山で商人に足元を見られたり、何の事は無い外界の波

に翻弄せられて居るやうな場合が多く、心掛も悪くなく正直でよく働きつゝ折々損をする、又段々不勝手に成る、旧

式の因果律に慣れた者には天道の是非を疑ふやうなことが屡々あるのであります。自給経済の世の中では「私は

何故に貧乏であるか」と云ふことは愚な質問であつたかも知れませぬ。天災は別として働けば必ずそれだけの報

酬がありました。併し今日では働いても貧乏することがある。故にこの質問は極めて尤なる不審且つ重要痛切なる

疑となりました。」 

   上掲、244頁。 
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第７章 村是と「郷土研究」 

 

 

1. はじめに 

2. 村是調査の経緯 

3. 村是調査と郷土会調査 

4. 『郷土会記録』 

5. 小括 

  

1. はじめに 

 

 村是調査は日露戦後経営の一環として行われた政府による事業である。それ以前から村是調査は

存在していたけれども、日露戦後のいわゆる地方改良運動時に戦後の財政再建を期して地方財源創

出のためにその作成を促進されたもので、現在の地域振興計画書に相当する。この時期においては、

あらかじめ政府によって考案された調査項目に、地方行政庁が数字を入れて提出し、地方の現状と

将来の計画を記入する形式が一般的であった。 

 この村是調査に見られるように、政策に資するための調査を統計数字によって地方の経済状態なら

びに地域の個別的実態を把握する試みは、『興業意見』を嚆矢とするものである。それまでは明治期

において政策を提言する場合、個人が「意見書」というかたちで政府に政策提言を行うことが一般的

であったが、この『興業意見』以来、各省庁においても実態調査に基づく統計数字による科学的な把

握方法が一般化した。 

 この村是調査とほぼ同時期に、柳田は郷土会を開催している。開催の主体は新渡戸稲造であった

が、彼も共催者の立場であり、この会合に対する二人の志はほぼ似通ったものであったと考えてよい。

本論文ではこの村是調査と郷土会調査を比較し、あわせて『郷土会記録』を考察することにより、柳田

の「郷土研究」の特質を分析する。 

 

2. 村是調査の経緯 

 

 村是調査に至るまでの経緯は、松方正義による財政再建策にまで遡ることができる。地方経済状況

を数字によって現況を把握し、それを基礎として将来の振興計画を立案する試みは前田正名による

『興業意見』以来のもので、それ以前にはないものであった。まず、村是調査に至るまでの経緯を見て

いこう。 

 1881 年から実施された大蔵卿松方正義による財政政策は松方財政と称され、その帰結は地方経済

に深刻な打撃を与えたことで知られている(1)。この政策により、当時農民が保有していた農地の半分
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がいわゆる抵当流れとして債権者の手に帰したといわれているが、その影響は農民だけでなく、地方

の商工業をも直撃し、製造業や販売業も壊滅的な打撃を蒙っている(2)。この惨状を憂慮し、地方経済

再生を期して政府に政策提言をおこなったのが前田正名の『興業意見』である。 

 当時前田は、1881年 4月に内務省の勧業部門と工部省と大蔵省の勧業・勧商部門の大部分を引き

継いで設立された農商務省の大書記官の職にあり、『興業意見』は彼を編纂主任として 1884年 12月

に農商務省から公刊されたものである。この書の特徴は、実態調査によって導出された数字で政策を

立案したところにある。各省に対する経費節減計画の厳しかった当時、前田はこの調査のために新た

に省内に第四課を設け、40 ないし 50 名という人員を配して地方調査を実施した。それまでの政策提

言は、既述のように、各個人が「意見書」という形で各問題について上奏し、省議、閣議によりその採

否を行うというものであったが、前田は農商務省第四課をあげて政策のための調査を実施し、この『興

業意見』そのもので政策構想を政府に提起している。各地域の実態調査と政策構想を政府に提示し

たのがこの書の特徴であり、前田の言として有名な「「事実事物に基づきて方針を定める」という調査

方針を実践したものであった。彼のこの政策立案に対する理念は、以後政府の政策立案時の基本と

なり、地方改良運動における村是作成運動に引き継がれていくことになる。 

 

3. 村是調査と郷土会調査 

 

 村是調査とは、既述のように、当時の地域振興計画書で国政に資するための地方の実態調査であ

り、統計数字による科学的データとして活用されるべきものであった。村是の調査項目は、作成方針

が模範的であるとして有名な愛媛県余土村を例にとると、次のようなものであった。まず、「基礎資料」

の部としては「土地」「戸口」「財産」「負債」「教育」「衛生」「公費」「生産」「商業」「労力」「利息」「村外」

「生活」「耕費」「負担」「欠損」「収支」の十七項目がある。これらの項目は統計調査とされていて全項

目に統計表が付されている。統計調査の他に沿革調査の部があり、「地理」「職業」「風俗」「経済」「附

録」の項目で成立している。この統計調査と沿革調査をふまえて「風俗矯正」「勤倹貯蓄」「共同購入」

「小作保護」「土地改良」「児童教育」「青年教育」「織物改良」の各項に実行目標が掲載されている。 

 ところで、この村是調査に関して『時代ト農政』所収の「農業経済と村是」には、村是に関しては村全

体で協議がなされたものでなく、項目の数字の記入についても村当局に依頼された外部の専門家に

よるものであるので、村民の「経済的要求」を反映したものではないとその作成主体を問う感想を述べ

ている。 

 因みにこの地方農政担当者を前にしての講演を文章化した「農業経済と村是」の論稿では、村の経

済事情の個別性に対応して生産力を向上させるためには、政府任せの農政に甘んじるのではなく、

村の実態を知る村当局が中心となって研究し、村民を指導しなければならないという地方農政担当者

の責務を問うものであった。 

 それでは、政府による村是作成運動と同時期に開催されていた郷土会において考案されていた村

落調査項目はどのようなものであっただろうか。郷土会は 1910年から新渡戸稲造を中心として行われ
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ていた研究会であるが、この研究会で本格的な村落調査は神奈川県内郷村において 1918年に実施

されている。その際の調査項目は、それまで郷土会において検討されていたもので 11 項目から成立

している。調査項目は「沿革及住民」「風土」「土地」「交通」「農業及その他生業」「衣食住」「社会生

活」「衛生」「教化」「信仰」「俗伝」の 11 項目である。郷土会の村落調査の目的は、「土地と生活との交

渉を明確にする」というものであった。注目されるのは「衣食住」と「社会生活」、「信仰」「俗伝」の項目

で、「衣食住」と「社会生活」を調査することにより村民の生活の変遷と経済生活の実態を知ることがで

きるようになっていることと、「信仰」の調査によって村民の信仰生活の変遷が、また「俗伝」を調査する

ことにより村の成立時からの歴史と、そのことを口碑によって受け継いできた村民の心意の一端が理

解できることであろう。おそらくこの調査項目のなかで数字によって把握可能なのは、「農業及その他

生業」の項目だけである。この郷土会の村落調査項目は、郷土会の研究記録を調べてみるならば、

彼らの問題意識がより理解可能なものとなる。 

 それでは 1925年に柳田が編纂した『郷土会記録』を見ていこう。 

 

4. 『郷土会記録』 

 

 『郷土会記録』は外遊から一時帰国した新渡戸のために急遽編纂したもので、1925 年発行されたも

のである。「序」によればほぼ柳田自身の手になるものであった。ここに収録されている論稿は一部を

除外して話者の名で雑誌『郷土研究』に掲載されたものであるが、『郷土会記録』には直接話を聞い

た柳田自身が聞き手として大要をまとめ記録しているのが特徴である。また、各例会時の例会者の話

のなかで柳田自身が留意したものや、例会時の感想なども記録されている。 

 この『郷土会記録』中から「三本木興立の話」「豊後の由布村」「大山及び三峰の村組織」を取り上げ

て、郷土会の問題意識を考察していきたい。 

 

(1) 「三本木興立の話」 

 「三本木興立の話」は新渡戸稲造の祖父と父が主体となって行った開墾事業を、新渡戸自身が紹介

したものである。開墾事業は 1855 年に取り組みが行われたものであるが、新渡戸自身の祖父と父親

が実行した経緯から、資金捻出方法や水利事業の取り組み、人集めの方法、開墾の実態、村を切り

開いてからの百姓土着のための方策等々、極めて精緻な報告となっていて、開墾事業の実態につい

て示唆に富むものとなっている。 

 新渡戸の談話で興味深いことが 3点ある。1点は開墾事業、2点目は地名の由来、最後に村民構成

である。 

三本木の開墾はこれが最初ではなかった。当初作助という百姓が開墾に着手して四五軒の集落を

作ったが、村は成長しなかったという。村にはその霊を祀った祠が残っているというが、それほどこの

土地は「茫漠無人の原野」であった。村興立に着手した者を顕彰して霊を祀るということが印象的であ

る。 
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 三本木には「十六丈」という地名が存在する。その地点は開村に関係した人の話では測量の起点と

なった場所で、当時使用した測量道具は村の稲荷社に保存してあるという。開村の記念となるものは、

村民の精神的な拠点となる場所に大切に保存していることが興味深い。 

 村民構成についても新渡戸の話は興味深い。三本木は村全体で六千六百の人口であるが、彼らは

全国各地からの寄せ集めと言えるものであったという。新渡戸が報告をした当時はすでに三代目を数

えていたが、その時点においても出身地による地方的軋轢が生じ易かったということも印象的である。 

 つづいて「豊後の由布村」を見てみよう。 

 

(2) 「豊後の由布村」 

 

 この報告は石黒忠篤によるもので、先の三本木村とは異なり起源も古く、地形は三山に囲まれた高

原に存在する大分県由布村の話である。 

 この村は景光天皇の巡狩に因んだ地名が残るという口碑があるので、起源はかなり古い村である。

この報告で興味深いのは口碑とこの村を長期にわたり存続可能とした理由である。興味深い口碑とは

鶴見嶽に纏わるもので、その俗伝が現在に至るまで村民の行為を規制しているという事実である(3)。も

う一方の村の長期的存続に関しては、村が長期にわたり存続するということは実は簡単なことではな

い。存続可能とする経済条件と村民の農業生産に対する工夫が必要だからである。例えば、先の三

本木村では、当初村の開墾に着手した時は村は成長せずに再び原野に戻っている。また、多大な労

力で村の開墾に取り組んだ新渡戸親子の村でも、開墾後に二年連続の凶作が続き、一旦土着した者

が離散したということがあり、村の生産力は必ずしも順調であったとはいえない。 

 この由布村が長期に存続している理由としては、別府湊と山間地域との物資の中継地であったとい

う地理的経済条件による。また、温泉地帯であったため、温水を利用した促成栽培が盛んであり、養

鯉事業も発達していた。このことが古来行われていた狩猟という生業以外の商業的交易を可能とし、

村民の経済生活に貢献していた。 

 石黒はそれ以外に、一村が多領主によって分給されていたことにより民家が二領に両属する例等を

示し、当時紛争が多かった事実を指摘している。 

 

(3) 「大山及び三峰の村組織」 

 

 この小田内通敏の報告は、先の二報告とはまた異なり、信仰とともに存在してきた大山と三峰という

二つの村のものである。 

 大山は狭い谿に存在する町で運送の便がよく、毎日馬による物資の運搬がなされていた。村民構

成は、350戸のうち農は 100戸、工業戸数として 34戸そのうち木地屋が大半を占め、御師が 75戸で

ある。注目されるのがこの御師の生活変遷である。 

 大山の地元にある神社は古来武士の帰依が深かったが、家康の宗教政策によりそれまでの修験と
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神主が悉く御師にさせられている。その後明治に入って御師は神官の職掌を取り上げられることにな

り、生活に困窮した彼らは旅籠屋として生計を維持せざるを得なくなった。その後陳情が認められて

神社に勤務できた 27 戸以外は、転職と転住を余儀なくさせられている。このように彼らは、時の為政

者の政策と時代の変化により大きな影響を受けて来た。 

 一方の三峰は交通不便な山地に存在する山村である。この村の信仰の起源は古いが時々の信仰

の盛衰に影響を受け、村そのものも幾度かの盛衰を経験してきた。寺以外に宿泊可能な場所がない

ため、信仰が衰微すれば収入も困窮した。 

注目されるのは山地の傾斜地にある「門前部落」の生活と、集落の人々と寺との関係である。集落

の農戸数は 40戸である。わずかな常畠に隠元豆と玉蜀黍を生産しているが、耕地が狭小なために主

食は焼畑耕作によっている。また、山地で地面も制約されているために戸数も昔から増加していない。

門前百姓として存在してきた村民と寺との関係は以前から親密で、今日に至っても寺は住民生活の

面倒を見ており、住民も寺の祭礼時には総出で寺のために労働しているということである。 

 以上の三例の他にも『郷土会記録』には、土地と関わりながら村で生きていく人々の姿やその暮らし

ぶりとともに、時代の変遷によって様相と生活様式を変えていく村を多く紹介している。 

 

5. 小括 

 

 1908 年に広島で行われた報徳講演会の席上柳田は、目を通した村是について「千篇一律」のもの

しか提示できない村当局の村の振興に取り組む意識を批判している(4)。当時彼の農業政策に対する

見解は、政府による統一的な施行よりも地域の実情に精通した村から町、そして市、県というように、

地域単位で積み上げられて実行されていくことが望ましいとしていたので、地域行政に携わる担当官

の意識は決定的に重要なものであった(5)。そしてそれに続けて、農村改良について次のような見解を

示している。「農村改良と云ふことは、要するに人心の改良である。人の考方の改良であ」り、「有志家

の考方を、農村の改良手段として、改良しなければならぬと思ふ」と(6)。 

 地方改良運動とは、既述のとおり、日露戦後経営の一環として、国家財源の増強と国民掌握を推し

進めようという政府による文字通り「地方」を「改良」するための運動であった。そのための政策は部落

有林野統一政策や神社合祀政策等々、直接「地方」に居住する人々の生活を直撃するものであった。

この運動における諸政策に対する柳田の態度は極めて微妙なもので、政府内部に位置しながら冷静

な対応を繰り返している。その理由はこの講演会の席上、留岡幸助の講演について言及したように、

政府の官僚たちが「地方」そのものの理解を欠如していたからであった(7)。農業政策を立案・施行する

官僚同様、地方改良運動を推進する官僚たちもまた、総体的な「村」、村の歴史や村の生活、村に居

住する人々の心意といった「地方」に対する知識や理解が欠如していると柳田は考えていたのである。

おそらく彼は、この村是調査を地方当局が主体的に作成したとしても、根源的に政府内部の官僚たち

の「地方」意識が改革されない限り、根本的な地方改良は為し得ないという見解を有していた。 

 村是調査項目にはなくて郷土会の考案した村落調査項目に取り上げられているものとしては、「交
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通」「信仰」「俗伝」である。しかも郷土会の村落調査の目的は、「土地と生活との交渉を明確にする」と

いうものであった。これらの項目と目的が示すものは、村の成立から始まる経済主体としてその土地で

生活してきた人々の営みの総体であり、現在に至るまでのその土地の人々の歴史であり、その村に居

住してきた人々の心意である。柳田はじめ郷土会に集う専門家たちは、村是調査に替わる国策の「地

方」調査としてこの郷土会の村落調査を考案した。そうであるならば、この郷土会考案の村落調査は、

当初は政府内部の官僚に対する意識変革のためのものとして考案されたものである。「有志家の考へ

方、農村の改良手段として、改良しなければならない」という彼の言はおそらく、そのことを指す。『郷

土会記録』において紹介されている村の多数は、各村の多様性を主張する根拠として紹介された各

「郷土」であり、それらの各「郷土」の経済状況や経済生活の相違は同一の農業政策で統一することが

不可能な事例である。農業政策は各「郷土」の実情に即してなされなければならないという柳田の主

張を代弁するものである。 

柳田は『郷土会記録』に、郷土会第十九回例会で講演者であった十時弥が述べた「郷土研究」に

対する購読者自身の次の希望をさりげなく記している。「過去を研究すると同時に現在を研究し、併せ

て将来の社会政策の確立に、材料を提供することも出来るやうにしたら、余程面白からう」(8)。 

 

註 

(1) 松方財政に対する歴史的評価は大別して2通りある。1つはこの政策によって地方経済が大打撃を受けたことによ

りマイナスに評価する立場と、それとは反対にインフレが収まり財政が再建され、結果的に輸出が促進され経済が

活況を呈したとプラスに評価する立場がある。評価はどうであれ、国民に痛みを伴う改革であったことは事実であ

る。 

例えば、『興業意見』中の 1881年の大阪府の情勢はつぎのようなものである。 

大阪府の情勢 

農工商何れも殆んど衰退を極めたり。若し今日の勢に放任すれば、数年を出ずして立ち行く能はざる困難に陥る

もの、蓋し少なしとせず。乃ち其徴証を挙ぐる左の如し。 

士族中職業に就き、生計を立つるものは凡そ十分の四弱の寡きに居れり。 

農は負債の為に、概ね所有の土地十分の五弱は抵当に入れたるも、到底負債を償ふて再び己の所有地となすべ

き見込なきものの多き、大凡其三分の二にあり。 

工は労益相償はざるが故に、其業に従事し能はざるもの多く、偶々然らざるものあるも、真に碌碌従事する迄にし

て、只空しく不景気の回復するを待つより外なきの有様なり。 

商は貨物を仕入るるも販路に窮し、将来の見込立たず、只管手を縮めて損失を逃れんことを勉むるの実況なり。 

又、府下の物産中、菜種、薬種、楢材、漆等は二十年前を以て今日に比較するに、十分の五程の減退を見る。製

造物中、清酒、奈良晒布、和泉モンパ、堺包丁、宇陀紙の如きも亦同じく、二十年前と今日とは十分の六程迄減

但、著きものに就き之を掲載す。 

農産製造物中、増減の著き二、三を揚ぐれば、綿糸、砂糖、製茶の如きは増加すと雖も、清酒、絞由、素麵等は減

少せり。而して今試みに府下一般の物産を平均せば、敢て減少せざるべしと雖も、近来人口繁殖し、力役者の増

加せしに比すれば、減少せし割合に当るべきや必せり。 

右に述るが如く、府下の現況は実に惨状を極めたり。爰に再び其一、二の例証を挙んに、農は肥料購得金の融通

に支えへ、施肥の不足は素より、甚しきは一握をも施し能はずして、徒らに天候・地力に委するものあり。其極忽ち
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収穫上に影響し、困難は益々困難を加へ、商工にあっては、貨物若くは製造原質等を買得しては損失をなし、又

買得しては失敗を被り、概ね資本の四分を失ひしに至る。況んや恒産なき彼の経済に疎き士族輩に於てをや。既

に斯の如き状況なるに因り、若し今日の儘放任し置かんには、前陳の通り数年を出ずして大なる困難に陥らん。天

の未だ陰雨せざるに牖戸を綢繆するは、今日の急務なりと云ふべし。『興業意見』『明治大正農政経済名著集』、

162頁。 

ちなみに、『興業意見』の「統計乙の部・抄」中に掲載されている各府県の情勢は、大阪府の他に山梨県、群馬県、

富山県、鳥取県、広島県、徳島県、福岡県、函館県である。いずれの県においても、借金をしている農家が八割

前後、農家の五割程がその所有地を抵当に入れている。しかも借金をして土地を抵当に入れている農家の大半

が、その所有地を買い戻すことは困難な状況にあるとしている。この状況を『興業意見』の「人民の生活」の項では、

「負債山の如く、祖先伝来の不動産等売却するにあらざれば之を負債の抵当と為し、旧時生活の地位も保つ能は

ざるもの最も多し。甚しきに至りては草根を採掘して食料の資とするの惨況を見る地方あり。」と記している。上掲、

36頁。 

ところで、この註では文章部分を引用したけれども、『興業意見』は大半が統計調査による数字が主である。前田

始め農商務省の官僚が、いかにこの政策による地方の惨状を憂慮したかが偲ばれるほど膨大な数字によって構

成されている。 

(2) 『興業意見』中には地方の商工業者が休業、廃業を余儀なくされている状況が多数記載されているが、彼らと同様

士族層もまたこの政策により窮地に立たされていた。つまり地方に居住する住民の大半は、この政策により生活苦

に喘いでいたといっていい。 

ところで、時代背景が異なるとはいえ、同じ地方住民が生活の苦況に陥っている状況で、前田と柳田の政策構想

を比較してみると興味深い。 

前田の政策提言の要旨は、すでに外国貿易を行う時代に到達したとの認識から、これまでの慣習を脱却し国際社

会と同一に法律による産業に対する整備を目指すとともに、あわせて国民に対する教育を実施し、国民の意識改

革を行うというものであった。『興業意見』の「方法乙」で提示される政策構想は、大別して 2 つある。ひとつは、松

方財政により苦吟する地方産業に各種の興業銀行を設立して、長期で低利資金を融資して再建の足掛かりとする

というものであり、他は、その資金供給を産業別に 4 期に分けて実施し、段階的・戦略的に地方経済を引き上げよ

うというものであった。この前田の興業銀行を設立して低利資金の融資を実行しようという計画は、当時の金利水

準が高率であったことによる。『興業意見』中の第 2「事業を起すも引合はざる事」の第 1項に「金利の高き事」には

「金利の高きは世界其比を知らず」として 1868年から 1883年までの金利表が記載されている。1881年から 83年

にかけて金利が上昇しているが(1868年では 8分 6厘、その後緩やかに上昇して 81年に 1割 3分 1厘、82年 1

割 3分 8厘、83年 1割 7厘)、前田は「今の工業者が高利の金を用るは一般のことにて、凡 1割より 2割とす。又、

利息至廉なりとと云ふも、8 分以下なるもの決してなし。尚ほ其発起者が創業入費として借入る所の金銭に至ては、

5 両台歩より甚しきものあり。然れども尚ほ起業者は資本に苦しみ、利息の高低を問ふに暇あらずして、力の及ぶ

限りは金策のことに奔走せり。是を以て一も引合ふべき事業はなき筈なり」と記している(前掲、86頁)。 

ところで、この当時の金利に関して石井寛治は「当時の金利水準はまさに暴利というほかないもので、たとえば山

梨県のある器械製糸場の銀行類似会社からの借入金利は、利息制限法(77 年)に表面上準拠して年 15%とされつ

つも、最初に手数料 6%をとられたうえ、ひとたび返済が滞るや延滞利子 15%が加算されるということになっていた。

消費金融の場合は、さらに過酷な条件が債務者を破滅させていったことはいうまでもない」と著書に記載している

(『日本経済史』、東京大学出版会、159頁)。 

  それでは、話を元に戻して、衰退して苦吟する「地方」を目の当たりにして前田が構想した政策は、あくまで政府によ

る政策に対する提言であった。彼の構想自体が政府を主体とするもので、国民はその客体として存在する。それ

に対して柳田の提言は彼の農業政策論も「郷土研究」も、政府に対する提言も当然あるけれども、いわゆる村人
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(国民)に対する提言も同時になされているのが特徴である。政府に対しては構造改革により経営面積の拡大を求

め、農民(国民)に対しては有識者を媒介項として組合の活用を求めた。 

   彼の組合活用の特徴は無資本の小農が組合を活用することで大資本に対抗するためのものであり、朱子の社倉

に象徴されるように、「無」から「有」を生じさせる組み立てとして存在した。そこから生じた利益を集積させることによ

り、経済活動を拡大させていくという戦略である。また、構造改革によって経営面積を自立可能なまでに拡大させる

ことによって、農民自身の手で利益を生み出させ上昇していく契機とする組み立てとみることが可能である。柳田

の構想は農民(国民)がどのようにすれば彼らがやる気をだして自らの力で現状を改革できるのかという観点から考

案されているように思われる。 

(3) 鶴見嶽に纏わる地元の口碑とは、古来この嶽には二人で山に入ると山の神に祟られるという言い伝えがあったに

も関わらず、ある猟師が 2人で入山した時に、山が荒れて眠ることができなかったということである。また、後に片方

の猟師が再度嶽に入山した時、「人でも無く化物でもない者」が出て山刀を破壊したことがあり、再再度同人が入

山したところ、同じ経験をした。それ以後もはや鶴見嶽には猟師が行かないことになったという。 

(4) 柳田はこの講演において、各町村から提出された村是を評して「千篇一律」という語を使用している。例えば、「近

来村是の調査と云ふことが流行して居ります、其村是なるものを見るに、大村も小村も、殆んど千篇一律である、村

に依りては、水田の多い村もあり、畑の多い村もある、其れに依つて是から先の施行すべき方針が夫々違つて居

らねばならぬ、それが違つて居ない、斯の如き村是なれば、寧ろ法令を出した方が簡単で宜しからうと思ふ、是等

は村是の主旨を没却して了つて居るのである」とか、また、「私が昨日も云つた通り、二三十の町村是を見ましたが、

何れを見ても千篇一律の弊があると感じています」等である。実際に現存する町村是の実物を検討してみると、た

しかにどの村是も内容は似通った印象があるので質的には大差ないといえるが、地域を統括する長の意識により

頁数ではかなり大幅な差異があり、粗末なものは紙切れ 1枚の村是もあった。 

(5) 柳田が地方農政担当者に対して、政府からの統一的・中央集権的な法律の施行を受動的に遵守する姿勢を批判

するのはこれまでも度々行われてきたものである。例えば『時代ト農政』所収の「農業経済と村是」の全編を貫く思

想もそうであり、ここで引用している広島での報徳講演会の席上でも同様のことが語られている。例えば「日本国の

最も大きな有難味は、何処にあるかと云ふと、全国の公共団体1万2千5百の内、1万1千以上を占めてをるのは、

農村である、其内若干の漁村を除いても、1 万余の公共団体は、農業が主である、此農村に対して最も有難味を

有してをることを認めなければならぬ、と共に私は此全国の改良の中心、社会改良の根源に付、お話し致したい

のであるが、余り長くなるから、残念ながらお話することは出来ませぬが、其改良の先駆者たるべき村落が、何時も

県庁より説かれつゝあるのである、自分が工夫して遣らなければならぬ農村が、自らなすことをしないと云ふので、

之を放任して置くことは出来ぬ、従つて他から世話もしなければならぬ、又干渉もしなければならぬ、保護もしなけ

ればならぬと云ふことになつてをる、苟くも自分が生活して行うと云ふことに付ては、他より干渉保護を受くるまでも

なく、自分に於て工夫しなければならぬと同時に、其処に拠つて方法を異にしなければならぬ必要がある、国から

出す法例と云ふものは、実に茫漠たるものであつて、全国何れの処に持つて行つても、差支のない様に出来てを

るのである。」また、町村役場で農民に奨励する産物の選定については、役場で十分販路先や価格を調査するこ

とが必要であることを説明し、「要するに土地不便な村に於ては独立して行かねばならぬ、斯う云ふ村に於ては昔

から何々を作つて居ると云ふ、其従来からある、品物を一層進んで行くことにしたなれば、非常に利益がある、併

しながら純然たる農業を以て其労力を適用して行くことの出来る村であれば、副業を為す必要はないのである」と

述べ、十分な土地の調査をせずに副業を奨励する政府の姿勢を批判している。 

(6) これまで「一国の進展」と「国民総体の幸福の実現」という理念を掲げて自身の農業政策論を展開してきた柳田は、

これまで日本の国力が増強し、農民生活を改善させるためには、「地方」を改善していかなくては総体としての国

力の増強とはならないことを提言してきた。しかし政府の農政に対する姿勢に変化はなかった。その行きついた先

が有識者の意識改革であった。この講演においても「農村改良と云ふことは、要するに人心の改良である、従来の
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方は多く誤つてをる、其は人間の知恵が足らぬ爲である、無教育の為である、今日産業の進歩発達の行動を執り

居る、人の考への改良を要するのは勿論、将来進出発展に従事すべき丁年、少年の輩を改良するも、一つの手

段であるが、私は其方よりも、先輩と云はれる、有志家の考方を、農村の改良手段として、改良しなければならぬと

思ふ」と述べている。当時の農民に対する柳田の見解は「日本の内地にはちつとも新聞を見ぬ人がまだ 4 千 5 百

万人ほど居ります。親の田畠を親の農法で耕作して些かも外界の経済事情に適応することが出来ず又適応しやう

とも力めずに、唯世渡りは骨が折れるとばかりで兀々と働いて居る人が存外に多数」というものであった。新聞も読

まず本も手にとることがない農民が多数であると彼は認識していたので、自身の農業政策に対する提言は常に地

元の有識者から農民に伝達・教育してほしいと依頼して講演を行っていた。 

(7) 1908 年に広島中学校で行われた報徳講演会の冒頭、柳田は「農村」の定義について講釈した。「農村」とは「単純

なる村落」でもなく、ましてや「単なる田舎」という「軽々しき意味」でもなく、「深い意味」がある語であると。彼は留岡

幸助の農村観・農民観に対する批判として語の定義に触れたのであるが、1929 年に『朝日常識講座』の第六巻と

して発行された『都市と農村』の第一章「都市成長と農民」中にも実は同様の議論が行われている。それは「ヰナ

カ」と「田舎」の語句についてのもので、「ヰナカ」とは「もと単に民居の中間を意味する地形名」であり、農家と田畠

と細かく入り混じっているものの意であったが、「ヰナカ」という語句に「田舎」が宛てられるに及び変化が生じたと

説明している。「田舎」は「田」と「舎」とではもはやなくなり、「田を作る爲の家、即ち都市に居る者の側から、所領又

は控へ地内の農戸を指す」語になったというのが柳田の解釈であった。 

(8) 『郷土会記録』は柳田自身の手によって書きとめられたものであり、彼が聞き手として留意したことやその感想が記

されているものであることは本文中に既述したとおりである。したがって記されていることによって彼の意識や感想

を逆照射できる点でも興味深い。 
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第８章 「地方学」と「郷土研究」 

 

1. はじめに 

2. 「郷土会」 

3. 「地方学」 

4. 好事の穿鑿 

5. 小括 

 

1. はじめに 

 

日露戦争後に内務省を中心として行われた一連の行政指導は地方改良運動と呼ばれているが、

その目的の第一は戦後の財政危機と、にもかかわらず国際競争上要求された軍備拡張と植民地経

営費の必要性による国家財政基盤創出にあった(1)。この行政指導でとられた諸政策は、たとえば町村

是作成政策や神社合祀政策、部落有林野統一政策、産業組合普及政策等々で、直接地方に居住す

る住民の生活に直結するものであり、その意味ではこれら一連の行政指導は地方再編政策といえるも

のであった(2)。 

これら政府の政策には柳田も国家官僚の一員として参加していたのであるが、これまでの考察によ

るならば、その時の彼の行動からは一連の政策に対する疑問ないし批判の意思が炙り出されてくるよ

うに思われる。例えば彼は、町村是作成政策ではその政策主体を問い、神社合祀政策では民間信仰

の学問知識に疎い政府当局の、民衆の底に潜む「もの」を撹乱することへの危惧の念を示している。

また、部落有林野統一政策では、セーフティネット未構築のままでの、半強制的な政策実施に対する

懐疑の意思を表明していた。彼は政府内の一員として、これら一連の政策の何に疑問をもち、批判の

念を有していた。 

ところでこの時期に、彼はその後の彼の学問にとってきわめて重要な研究会を立ち上げていた。

「郷土会」である。この研究会の主催者は新渡戸稲造であるが、柳田も共催者の立場にあった。周知

のように両者は、学問の出発点が農政学であったというにとどまらず、学者であるとともに官僚の思想

や論理に精通し、国際社会における日本の統治とも無縁ではない経歴の持ち主であった。しかも双

方が提示した「地方学」と「郷土研究」には、共通のある問題意識が秘められている。 

本論文は、当時柳田が関わっていた研究会である「郷土会」と、その会合の主催者である新渡戸稲

造が提唱した「地方学」を考察することにより、両人の内奥の志に迫ってみたい。 

 

2. 「郷土会」 

 「郷土会」は 1910年から新渡戸を中心に行われていた研究会である。後の柳田の回想によれば、こ

の会合は彼の自宅での研究会がそのまま新渡戸邸に移動したものであったらしい(3)。会員の構成メン
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バーは農政学、農業経済学の専門家や人文地理学の専門家、植物学専攻の者等、専門、専攻が異

なる人々であったが、新渡戸の言によれば「この会合は地理学者ばかりの集りといふのではなく、各

種の専門家が、夫々の立場から土地と生活との交渉を明にしやうといふ目的で話合つてゐた」会合で

あったという(4)。1925 年に柳田が編纂した『郷土会記録』によれば、1911 年からの例会では、村落成

立に関する調査報告や村誌に関する話題、各地区への見学旅行、旅行談、村組織の話などの記載

があるけれども、この会合の共通な問題意識は「土地と生活との交渉を明確にする」ことにあった(5)。 

この「郷土会」で日本初の本格的村落調査が、神奈川県の山村である内郷村で行われたのは 1918

年のことであった。同年 8月 15日から 25日までのことで、調査は村内の寺を宿舎として行われた。土

地の選定は柳田であったという。理由は内郷村が「一方の境は高い嶺、他の三方は絶壁を以て川に

臨む」という孤立状態であったことと、村の有力者が彼らの調査に理解を示したことによる。維新以来

の社会変化の影響が少ない土地と思われたからであった。 

調査項目は「郷土会」考案の村落調査様式に沿ったもので、「沿革及住民」「風土」「土地」「交通」

「農業及その他生業」「衣食住」「社会生活」「衛生」「教化」「信仰」「俗伝」であった。興味深いのはこの

調査が、その村の置かれた客観的状況いわゆる村柄と経済状況を明確にするだけでなく、「信仰」や

「俗伝」といったそこに居住する村人の生活の原理形態、いわゆる村人の心の底に潜むものを対象と

していたことである。「土地と生活との交渉を明確にする」という問題意識のなかに、その土地の村人

の心意も含んでいた。すでにこのときにおいてこの会合には、地方民俗の無形な生活原理を把握しよ

うとする意図が現れていたのであった。 

ところでこの時の柳田の感想は「相州内郷村の話」と「村を観んとする人の為に」の双方で語られて

いるけれども、柳田はこの調査の意図をそこで明確に述べている。この会合と調査の目的が「土地と

生活の交渉を明確にする」ということは既述のとおりであるが、本格的な村落調査の真の目的は何か。

この問題を考察する前に新渡戸の「地方学」をまず見ていきたい。 

 

3. 「地方学」 

 

 新渡戸稲造の学問の出発が農政学であったことはよく知られている。その後の彼の経歴を見ると、

台湾総督府殖産局長や京都帝国大学法科大学教授、第一高等学校校長、東京帝国大学法科教授、

東京女子大学学長、国際連盟事務局次長、太平洋問題調査会理事長等々、学者・教育者であるとと

もに、国際社会における日本の位置を考慮しながら活躍した人物である。その経歴は柳田と酷似して

いる(6)。 

 新渡戸の「地方学」は彼の著作である『農業本論』と、講演で語られた「地方の研究」において知るこ

とができる。それではまず『農業本論』からみていこう。 

 『農業本論』は 1898年の刊行である。目次はつぎのようになっている(7)。 

第一章 農の定義 

第二章 農学の範囲 
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第三章 農業に於ける学理の応用 

第四章 農業の分類 

第五章 農業と国民の衛生 

第六章 農業と人口 

第七章 農業と風俗人情 

第八章 農民と政治思想 

第九章 農業と地文 

第十章 農業の貴重なる所以 

 第一章から第四章までは彼の類まれな博識を駆使した諸外国との比較をとおしての農業の定義と

なっているが、第五章以下で彼の農村観と「地方学」提唱の目的が窺われる。第六章で「地方学」の

説明があるが、「地方学」は「ヂカタガク」と呼称すべきもので、田舎を表す Ruris と学問の Rogos で

Ruriology と呼ぶのが自身の「地方学」であるということが述べられている。 

 第六章では「地方」が多様性に満ちたものであることを述べている。例えば、「古歌を尋ね或は各地

方の方言に求めば、最も趣味多き名詞を発見すること無きにあらざるべし」と各地方の相違を前提とし

た地方観を示し、「地方に随ひ地勢、地質、地形に応じて自ら其形成の跡に差等あることを免かるゝ能

はず云々」とその相違の及ぼすところが地勢、地質、地形であるとしている。また、第七章では農業生

産が農民の深層心理に及ぼす影響について考察を加えている。 

実は、第六章以下では、新渡戸が「地方学」を提唱した真意が語られている。例えば、第六章では

「本章に於て村落と称するものは、行政の便宜に基きて形成せられたる、政治の意味に於ける部落閭

閻の謂にあらずして、反て自然経済の勢状が成正したる部落閭閻を謂ふものなり」と述べ、彼の「地

方」は明治維新前のいわゆる「ムラ」が対象であるとしていて行政村ではないと指摘し、つづく第八章

では、「地方自治制は、次の二要件を充足するに由りて、始めて完全なりと謂ふべし」として、第一の

要件を「地方の行政に関することは、直接利害を感ずる関係者即人民の手に籍ること」、第二の要件と

して「行政の局に参する者は、公益の為め、名誉職即ち無給に勤むること」としている。つまり彼は、各

「ムラ」はその地勢、地質、地形に応じて多様に満ちた存在であり、それ故に各「ムラ」の自治は居住

する人々によって行われることが望ましいと述べているのである。この彼の見解は「地方の研究」によ

ってより明確になる。 

「地方の研究」は1907年2月14日、中央報徳会の例会である木曜会で新渡戸が講演したものであ

る。中央報徳会は当時、内務省の外郭団体として全国的な活動を展開していた。彼のこの講演はそ

の後、その機関誌である『斯民』に掲載されている。ちなみにこの例会には柳田も出席していたことが、

その日の参会者名簿によってわかっている。 

 講演の冒頭で新渡戸は、この講演の司会者である留岡幸助の紹介にある「地方」の訓みが違うこと

を指摘して「地方はヂカタと訓みたい。元は地形とも書いた」と述べ、次のように続けている。「然しヂ

カタは地形のみに限らず、凡て都会に対して、田舎に関係ある農業なり、制度なり、其他百般の事に

就きて云えるものにて、夫れを学術的に研究して見たい考で、謂はゞ田舎学とも称すべきものである」
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と。 

 彼がこの研究のための資料としてあげたのが各地方の旧家の記録や随筆物、村鏡等の村の記録、

水帳や明細書等であった。これらは村の制度変遷や風俗習慣を知るためのものであるとしている。ま

た、地名研究、風土記、各所図絵、村落形態、方言、俚歌童謡といったものも村の歴史を知る材料と

なるとした。 

 それではなぜ彼は、当時社会的風潮ともなっていた地方を研究する学問である「チホウケンキュウ」

ではなく、「ヂカタノケンキュウ」を提唱したのであろうか。その理由として本文中には、次のような彼の

言がある。「近時都会の繁栄は盛んなもので、其の為に田舎は次第に衰退を来すが、之は交通運搬

の便利が益す開けて来る結果である」「人が都会にばかり集まつて来ては心配に堪へぬ。田舎には

滓ばかりが残りはせぬかと思ふ」。しかも「田舎の衰微」は農業が衰微するだけでなく「人間の品格を

高くする事が出来ず、又自治制の発達も出来」ないという。それ故に「決して田舎を度外視せず、田舎

に対する趣味と同情とを養ふて、諸君と共に之れを科学的に研究せんと欲する」のだという。しかも本

文末尾には「地方の研究は、第一自治制度の参考にもなり、 (中略) 教育にも効力があるから、成る

べく青年をして地方土着の思想を起さしめなば、国力発展の上に多大に効験が顕はれる」とも述べて

いて、彼の「地方の研究」の真意は「地方」の発達=一極集中の打開と「自治制度の発達」、そして「国

力発展」のための学問としていたと受け止めることができる。 

 この問題をより深く考察するために、柳田が記していた内郷村調査に関する感想と反省を見ていき

たい。 

 

4. 好事の穿鑿 

 柳田が内郷村調査に関しての感想と反省を記した著作は、「相州内郷村の話」と「村を観んとする人

の為に」の二書である。まず「相州内郷村の話」から紐解いてみよう。 

 

(1) 「相州内郷村の話」 

 この著作から知られることは、「私だけの実験は、一言を以て申せば村落調査と云ふものは、非常に

面白いと同時に、非常に六つかしい仕事だと云ふ、是だけであります」との彼の言に端的に表れてい

るように、柳田が失望を味わったと同時に課題もまた認識したということであった。「偏土」のような内郷

村も最近の百年あまりで、東京の近郊とほぼ変わらない様相に変化してしまっていたのであった。「端

的に昔の山村を髣髴」させた文書も何点かは発掘できたけれども、調査時の村人の生活は彼を驚か

せるものであった(8)。 

 調査時は盆休みの時であったにも関わらず、浴衣姿の青年たちによると盆踊りは以前から行われて

おらず、村の祭礼時で神輿を曳くのは十部落中一部落で、他部落はもう以前から廃止されているとい

う。しかし柳田が見たところ、寺山には厳然と輿塚が残存していた。また、家々の調査によると、年中行
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事も改廃が激しいように感じられたとのことであった。これらの変化の中で唯一の例外は冠婚葬祭の

葬のみで、村人の生活の変化は柳田の想像以上のものであった。「偏土」の村、「孤存状態」の土地

であるとして選択した内郷村ですら、もはや彼らの期待したような習俗は残存していなかったことが柳

田を失望させたのであった。 

 ところで、彼がこの調査で過去帳を見た時の感想に次のような感想を述べた箇所がある。過去帳に

よると、一家内の内で一年二年中に三人乃至四人の家族が続いて死亡しているケースがあったという。

伝染病にしては長期に過ぎ、また結核にしては急激であるため、彼はこの死亡理由が栄養失調によ

るものではないかと推測した。そして次のような感想を述べている。「新聞などはいつも時事問題に拘

泥して居りまして、凶作とか飢饉とかいふ普遍的の現象にのみ呼号しますが、此外に突発性の飢饉、

慢性の凶年とも称すべき貧困といふものが、時々箇々の民家を襲ふことがあります」。彼は貧困による

栄養失調のためにこの家族が次々に死亡したと考えたのであった。 

この感想の前には村民の沿革を知らなければならない理由として「唯一群の日本人の集合として、

何れの点に昔の方が幸福で、何れの点に新時代の恩沢を蒙つて居るか、又蒙らせなければならぬか

を考へる時に、始めて村民の沿革を討究する趣意が顕はれる」としているので、柳田の調査目的は村

民の「昔」の生活と「新時代」の生活の比較であることが窺われる。しかもその比較をとおして「新時代

の恩沢を蒙らせなければならぬかを考へる」としているので、彼らの調査結果は今後の統治の在り方

に資するためであると考えることができよう。この彼の真意が端的に表れているのが次の言であろう。

「諸君は決して成金万能を承認せられるやうな御方ではありますまいが、天下泰平国土豊穣の我君が

代の裏面に、永古人に知られざる悲痛事のまれまれにも発現せぬやうにと祈る人々が、外面好事の

穿鑿のやうな形を以て、此種微細なる研究に手を着けんとして居るのを、或は知らずに居られるかも

知れぬと思ひます」。自分たちの調査と研究は社会の貧困をなくすためのものであり、決して物好きに

よるものではないことを強調しているのであった。 

 「相州内郷村の話」では自分たちの調査目的を語っているけれども、それでは「村を観んとする人の

為に」ではどのようなことが語られているのであろうか。 

 

(2) 「村を観んとする人の為に」 

 この書の冒頭で彼は、内郷村調査は学問上失敗であったとしている。その理由は「問題が多岐に失

して順序と統一の無かつたこと、学び得ることは何でも学ばうとした其態度が悪かつた」として、採集し

た資料を学問的に統一する方法がなかったと反省し、今後の課題を見出している。そしてこの著作に

おいて村落調査の目的と調査者の資格と、採集した資料の効用ならびに留意点をまとめている。 

 村落調査の目的として柳田は「生活の変遷」をあげている。この「生活の変遷」とは具体的にどのよう

なものかというと「一つの村が成立する為に、当初必要であつた各種の条件は、今も悉く具はつて居

るかどうか。其中の幾部分は、国が立派になると共に不必要になつたかどうか。或は之と反対に、新た

なる条件の追加せられるものが出来て、其要求を充すが為に如何なる事をせねばならなんだか」と説

明している。「一つの村が成立する為の当初の条件」とは何か。そしてそのものは、国の進展に伴って
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不要になったのかどうか。また、それとは反対に、国の進展に伴って新たな条件が追加されたのかど

うか。このことを知ることが目的であるという。 

 また、この目的に続き彼は、今後の村の生活がどのように変遷していくのか、それで村民が困ること

はないかどうかも、村落調査の目的としている。そして調査者の資格としては、村内のことや村人の日

常の生活を知るためには、地元の調査員が望ましいとしている。 

 以上が村落調査後に柳田が記した反省と課題と調査目的である。これらのことを踏まえて新渡戸と

柳田の学問について考察していきたい。 

 

5. 小括 

 

  日露戦後、内務省を主導として行われた行政改革の主たる目的のひとつは、戦後の国家財政の危

機的状況下において、国家の要求する財政負担に最大限に耐えうるような「地方」を創出させようとす

るものであるとともに、今後国際社会において日本が他の先進諸国と対等に伍していけるように国力

を増強するということであった。 

 この行政指導の中心となった内務官僚たちは、これまでの藩閥政治下の政治家たちとは異なり、海

外に留学経験をもつ学究の徒で、近代的な教養の持ち主が多い。彼らはまた、前田正名の『興業意

見』以来の、実証的で科学的な統計数字を重視して政策を考案する姿勢を有する人々であった。合

理的精神の持ち主であることに関しては、新渡戸や柳田と同一の精神と教養を有していたといってい

い。しかも彼らは、国力の増強とそれを可能とする行政に関しても、新渡戸や柳田と同様の熱情をもち、

国際社会における日本の将来に関しても危機意識は同一であった。 

例えば統計数字を重視して政策立案の参考にする姿勢としては、殖産興業政策時での産業調査

等科学的・実証的な基礎資料の作成をあげることができよう。また、地方改良運動時に各村に提出を

指導された村是の調査項目は、「余土村是」を例にとるならば、まず「基礎資料」の部として土地、戸口、

財産、負債、教育、衛生、公費、生産、商業、労力、利息、村外、生活、耕費、負担、欠損、収支の各

項目に村の実態調査としての統計表を付け、地理と職業、風俗、経済、附録の部が記録を掲載してい

る。 

ところで、内務省地方局の「地方」理解を示すものとして 1909 年に出版された『地方資料一地方諸

般の経営一』がある(9)。これは内務省地方局から発行された「地方資料」の第一号から第十六号まで

の合本であるが、その内容は(内容が重複するものもあるけれども)大別するならば教育・徳育関連、農

業関連、産業関連、生活関連等々となっていて、各号がおおよそ 60頁で構成された 1,000頁未満の

もので、それぞれがどのような人物または団体が国家として模範とされるかを、個人名と団体名を実名

で紹介している。個人で紹介されたものとしては、大半が私財を投入して村の生産上昇に貢献したと

いう内容で、村の取り組みとして紹介されたものは、学童を害虫取りに従事させて村の教育費を捻出

したといったもの等である。また、団体名をあげて紹介されているものは、夜学を有効に活用して村の

風紀や産業を改良したといったものや、僻村が富裕になったのは副業に尽力して学校の基本財産に
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したという内容が多い。また、稲の正条植えや馬耕の取り組みに婦人の力を活用して紹介された村も

ある(10)。 

このような紹介を行うことになった地方局の説明としては、戦時下において地方諸般から地方事績

の多くの報告があって、それが今後の各地方の参考になるであろうとしていて、これらの取り組みが単

に地方吏員の努力によるものでなく「一郷一邑を舉りて其心を一にし其力を協はせ相促かして公共の

事に盡さゝるなし」「或は學校の感化之か中心となれるあり或は篤志者の勸誘之か主因をなせるあり其

他學童の實科學習よりして自ら父兄を啓發したるもあり又は靑年團體の勤勉力行よりして延て一般の

風化を興せる」ものであるとしている。 

この「地方資料」の内容と地方局の説明から受ける印象は、地方に居住する個人や団体が国家の

ために忠節を尽くすことの広告である。政府の意思や政策が先行し、既定の路線上で「地方」に制度

を導入していく地方理解を示していると考えても誤りはないのではないか。 

それに対し、「地方学」や郷土会が提唱した村落調査様式は、どのような作業を「地方」理解のため

の国政指導調査と考え、何を地方的実体として把握するのかを示している。両者は共に地方に居住

する人々の生活過程を重視し、それをどれだけ内在的に包括しえるかという問題意識で調査項目を

選択している。しかもそれらの調査は、地方の生活実体を把握した後に制度化を図る目的であるとも

表明していた。そこには内務省の国政指導調査に対する批判が表れているとともに、画一的な行政

規制に対する反対の意思も見えてくる。 

新渡戸の「地方学」は学問的な方法は体系的には示されなかったけれども、柳田はこの後彼の「郷

土研究」を学問的に体系化していくこととなる。この体系化の中で示された「郷土研究」は様々な意味

合いを伝えていくことになるが、この時期の「郷土研究」は「郷土」を「研究」して国政に資するための学

問という意味があったのではないかということが、この本論文の結論である。 

 

註 

(1) 本論文においては問題を限定して当時政府が抱えていた財政問題に特化して考察しているけれども、周知のよう

に、「戊申詔書」に示されているように、政府はこの時期いわゆる「思想の悪化」の状況にも悩まされていた。例え

ば、アメリカから戻った城常太郎や沢田半之助等が職工義友会と称する労働組合のようなものを結成したのが

1897 年で、同時期に中村太八郎や樽井藤吉等が社会問題研究会を作っている。ここには学者、政党員、キリスト

教信者等が参加している。アメリカから帰った片山潜が講演をし、「中央新聞」社員の幸徳秋水が入会したのもこの

研究会である。社会主義思想が国民の内に広く浸透してきていた。 

「地方改良運動」という名称についても、当時出版された書名に「地方」という題名を付けられたものが著しく多いこ

とが知られているが、この「地方」という語が「社会」の代替として使用されていたようである。『伯爵平田東助伝』に

も「省内に地方改良事業講習会(社会改良事業と呼ぶを当たれりとするも、当時の事情、地方改良事業と呼ぶを便

としたるなり)を設け云々」とあり、この運動は本来「社会改良運動」あるいは「社会改革運動」の意と受け取ってよろ

しいかと思われる。 

(2) これら諸政策の他に、二宮尊徳の理念を地方改良の実行団体とする中央報徳会を結成して、内務、文部、農商務

省の各幹部と法制局の官僚や実業家を幹部として地方報徳会の結成を勧奨する活動や、青年団活動の奨励等も

あった。 
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(3) 「明治四十三年の秋ごろ、新渡戸稲造博士を中心に郷土会を創立したが、その定例会員は石黒忠篤、木村修三、

正木助次郎、小野武夫、小田内通敏、牧口常三郎などという人たちであった。そのときのことは、私が筆記した「郷

土会記録」にまとめられている。石黒忠篤君は、今では政治家になってしまったが、もとは本当のわれわれの仲間

であった。大学にいるころから、私どものやっているものを読んでかぶれていたらしい。 

「郷土会」のもとになったのが、「郷土研究会」という集まりで、明治四十年か四十一年ごろ、私の家で始めたもので

ある。そこへ新渡戸博士が西洋から帰って来られたので、後には新渡戸先生のお宅に伺うようになったが、中心は

やはり「郷土研究会」からの連中であった」。と柳田は「故郷七十年」で回想している。『柳田國男全集』第 21 巻、

241～242 頁。また、「私の処で毎月何回か開いてゐた土曜会と郷土会のうち、土曜会の方は快楽亭、竜土軒と移

つて竜土会となつた。そして郷土会の方も会員が段々増えて来たが、そのうち新渡戸さんの方でも同じやうな会を

してゐから一緒になれないかといふ勧誘をうけた。多分、石黒忠篤君が両方の会に出てゐたので、橋渡しになつ

たのだつたかと思ふ。それで一人二人を除く全部の会員が先方へ合流して行つた」ともある。同、345頁。 

(4) 山下紘一郎「郷土会とその人びと」、後藤総一郎『柳田国男伝』、柳田国男研究会、三一書房、1988年、399頁。 

(5) 上掲、355頁。 

(6) 新渡戸と柳田を繋ぐものとして、新渡戸の祖父と父親が開拓事業に携わった経歴の持ち主であったということもひ

とつある。新渡戸はこのことについて『農業本論』中の「自序」において次のように述べている。 

「回顧すれば、余が始めて農学に志したるは、実に明治九年にして十四歳の春なり。当時東京に遊学し大学予備

門にありしも、尚ほ未だ専門学の何物たるかを弁知する能はざる一青衿なりき。偶今生東北を御巡行あらせられ、

旧南部領三本木駅に御註輦の折りから、辱けなくも伯兄の家を仮りの行在所に充てさせられ、爾時恐れ多くも先

考の存在せし日に、祖父の業を継ぎて疏水の功に尽力し、荒蕪の地を拓きし事ありしを御追賞せられ、異数の寵

賜を辱ふせしのみならず、子弟負荷の任に力むべき趣の御聖旨をも給はりしかば、挙家感泣の余り、われら三人

の兄弟も、祖父の遺志を継ぎ皇恩の隆渥なるに報ひんとて、始めて各自の志を立つることゝなりたり」。「農業本論」、

『明治大正経済名著集』第 7巻、1976年、31頁。 

また、「開拓の困難」と題する一文には次のように述べている。 

「私は開拓の困難といふ事に就ては、小さい時から忘るゝ事の出来ぬ記憶を持つて居る。普通記憶は五歳以前に

遡らないものであるが、私の頭には四歳の頃の出来事で明に記憶に残つて居るものがある。それは頭がよいので

はなくて、その出来事がそれほど強い印象を与へたからである。その出来事とは即ち私の祖父と父とが刻苦経営

した開拓事業である。灌漑の川を掘つたり、橋を架けたり、不毛の地を開墾したり、何千と云ふ人口のある部落を

開いたりして、幾らか此事業に付いては貢献したことがある。其事業が丁度我輩の四五歳の頃に盛んに行はれて

居つたから、眼に見ること、耳に聞くこと、大概開拓のことであつた」として、開拓時の見聞と苦労を書き綴っている

のであるが、柳田は開村時に派生する諸問題や、その処理方法、村生活の実態等々、新渡戸の経験を興味をも

って聞いたことと思う。「開拓の困難」は『新渡戸稲造全集』第 10巻、教文館、1991年、81～88頁。 

(7) 新渡戸稲造『農業本論』、農山漁村文化協会、1976年。 

(8) 柳田が「端的に昔の山村の生活を髣髴し得た」文書としてあげた 3 点を引用しておく。「寛政の頃でありましたか、

御家人かと思ふ江戸の客人が、関所へ来た所が当番の者が居らず、小使を走らせて組頭某の家へ聞きに行くと、

此も不在で叔父に当る袖都と云ふ盲人が、待つて貰つて名主へ聞きに行くがよからうと差出口をしたのを、使が関

所に還つて有の儘に言つたと見えて、後日或筋から鼠阪の関所では座頭を番人にして置くかと捻込んで来た一

件であります。固より二三通の形式的文書ではありましたが、当時の光景は文面に躍如たるものがあるやうに感ぜ

られ、手続書の奥に捺した袖都盲人の爪印が、幅一寸もあるかと思はれたにつけても、端的に昔の山村の生活を

云々」、また、「此村ではさして古からぬ昔、村の旧家で名主をして居た与次右衛門と云ふ人が、落度があつて後

の浅間森で磔物に揚げらけれたことがあつて、其古屋敷は依然としてあります」という話や、「他の一部落では此

前後に、秋元織部と云ふ丸々の下司とも思われぬ百姓が、物語にある長者のやうな豪奢をして闕所になつたこと
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がある。其宅址は今水田で、曾ては周囲に小川を堰いて、舟を泛べたなどゝ云ふ話もある」という 3 点をあげてい

る。 

(9) 『地方資料-地方諸般の経営』、内務省地方局編纂、隆文館、1909年。 

(10) 上掲書には「村民集會所と其利用」と題されたものでつぎのような一文がある。 

「住民の為に社交の中心と為るへき所ありて、各方面の人々此処に集りて公共の事を協議し併せて親睦を圖るは

一郷團結の上に極めて必要なり。奈良縣生駒郡北倭村に於ける『村民集會所』は、元集會協議の必要に應するか

為め、明治六七年の頃初めて大字毎に之を設置したるものにして、其建物は大字の共有なり、今日に於ては、一

面村長命令の傳達機關として、又徴税の機關として共に村治上の用に供せらるゝに至れり。而して尚之を農業補

習學校々舎に充て益々其利用方法を講せり。 

 徴税成績を見るに。十七八年前に於ては、他の町村と同じく頗る不整理を免れさりき。然るに爾後村吏員の熱心

なる勧奨に依り、深く國民納税義務の根本的精神を知れり。故に集會所に於て廻状を出したるの日に於て、既に

九分を収入し延納を許せる者も、納期後一ヶ月以内には完納するに至るの情況にして、十数年以来未た曾て滞

納處分を行ひたることなし、亦以て村民公共心の一班を窺ふに足らん。」本書作成の意図がよく理解できる内容で

ある。 
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第９章 多様な「郷土」  

―― 「椎葉」と「遠野」 ―― 

 

 

1. はじめに 

2. 柳田の農業政策論 

3. 『後狩詞記』 

4. 『遠野物語』 

5. 柳田の「郷土」概念 

6. 小括 ―――多様な「郷土」 

 

1. はじめに 

 

 1909 年、柳田は『後狩詞記』を自刊として発行した。この書は前年の九州旅行の際に、当時の宮崎

県知事の話に興味を抱いた柳田が椎葉村を訪問したことが契機となって執筆されたものである(1)。こ

の書に関して石井正巳は、「柳田個人の「出版事業」とともに、後に民俗学と呼ばれることになる学問

がゆるやかに立ち上がったことが確認できる」と評価している(2)。 

 翌 1910年には民俗学の記念碑的著作とされる『遠野物語』を、彼は『後狩詞記』と同様自刊として発

行した。 

 この両書はともに民俗学史においては民俗学上の著作として評価されていて、一般的にはこの

1910 年前後をもって柳田は農政学に「挫折」して民俗学という学問に移行したとされている。つまり民

俗学史では両書ともに柳田農政学とは内的関連をもたない書として評価されている。 

 しかしながら、この両書を彼の農業政策論争との関わりで捉えるならば、上述の一般論とは別の解

釈が成立する。両著作は彼の農業政策論の継承・発展として評価可能なのである(3)。 

 それでは、どのような意味において『後狩詞記』と『遠野物語』が柳田農政学の継承であり発展であ

るといえるのであろうか。本論文はこのことを明確にしていきたい。 

 

2. 柳田の農業政策論 

 

 これまで述べてきたように、柳田の農業政策論の主張は次のようなものであった。 

1. 市場経済化が進行する明治以後の経済状況下で、農業を一産業として自立させるために農業者

の経営規模を拡大する。経営面積を最低 2ヘクタール以上とする。 

2. 組合を活用することで資本をもたない小生産者が開国後の経済活動に参加する活路を開くように
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する。 

3. 政府による生産政策と分配政策の調和を図る。 

4. 政府による生産者米価と消費者米価の調和を図る。 

5. 政府・公共機関による農科大学、農学校、農業講習等をとおして農業者教育の実施。とりわけ簿

記教育の農業者への浸透を図る。 

6. 政府による適切な労力の配賦。 

7. 農村工業を興す。 

 これらの政策が実現するならば、柳田は、開国によって市場が国際的になった経済環境において、

日本農業は国際競争を闘うことが可能であり、彼の農政論の根源的理念である「国民総体の幸福」が

実現可能であるとした(4)。 

 彼の政府に対する農政批判は多岐に亘っているけれども、その一つに政府の農業政策立案時にお

ける「研究不足」に対する批判がある。柳田によれば、政府の農業政策の立案は東京に居住する 7～

8 人の学者が立案を担当しているが、彼らは日本農村の実態を知らないというのである。日本農村の

多様性と実態に即した立法と農政の実施が政策論争における主張であり、これを改革するためには

農政の実権を府県単位に下ろし、それを政府が取り纏める形式を提言したのであった(5)。「中央」から

出される法律勅令の「空論」と、それらの「見本帖」から「五つ六つの政策を拾い出すに過ぎない」府県

行政に対する不信感が柳田の農政論の根底にあったのである。 

 

3. 『後狩詞記』 

 

(1) 土地の割り換え慣行 

  

 1908年 5月から 3ヵ月間の九州旅行は農商務省の嘱託としてのものであった(6)。この旅行中に前述

の知事との会話の中で彼が興味を覚えたのは、椎葉村の土地保有形態に関するものであった。そこ

では個人所有の宅地と田畑以外はすべて村の共有であるという。そこで彼は知事と同行して椎葉村

を訪問することとなった。 

 この旅行のリポートである「九州南部地方の民風」によれば、九州の山地は畑と畠を区別していて、

畠は白畑で常畠・熟田のことであり、畑は火田・焼畑ないし林叢を指している。大字有・区有の土地を

住民に割り当てるのは組長の仕事であり、割り当て方法には不文の規則が存在したという。その規則

というのは、常畠・常田を多く所有しかつ家族数の少ない家には最小額 3 反歩の面積を割り当て、家

貧しく家族数の多い家には最多額 3 町歩まで割り当てるという慣行に従うというものであった。この村

では「只其所要を充せば足るので、其多きを貪るといふことは、一向はやらぬ」というのが農民の意識

であったという。ただしこれは共有地に関してのことだけで、宅地や開墾した土地に対しては「排他的

究竟的支配権の思想」を住民はもっていた。 

 この共有地分割に関して柳田は、「此山村には、富の均分といふが如き社会主義の理想が実行せ
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られたのであります。『ユートピア』の実現で、一の奇跡であります」と評価している。 

 

(2) 土地の生産 

 

 椎葉村訪問時に訪問目的を柳田に直接聞いた千葉徳爾によれば、彼の目的は椎葉村の経済振興

が山茶とこんにゃくで可能なのではないかというテーマを抱いてのものであったという。実際に椎葉村

を訪れた彼は、天然の産物である山茶と椎茸が将来的に見込みがある産物との感想を抱くのである

が、住民が急峻な傾斜地に水田を作り米作していることに注目した。山麓の平地から運賃込みで一升

20 銭で入手可能であるのに、労力と資本が引き合わないにもかかわらずなぜ住民が米作にこだわる

のか。 

 柳田によれば、地味、気候、人口及び資本が稀少の点を考慮するならば、このような山村に適合す

る農作物は粟、黍、芋、甘藷、煙草、麻等であるという。住民が多大な労力と資本を投入してまでも米

作に拘泥しているのは、中央政府が米産の増減のみにより農業の盛衰を判断する現状を反映してい

るのではないか、または「経済学以外の理法」があるのかと考えたのであった(7)。 

 この椎葉村を含む九州南部を訪問して、この地域における製茶業が外国輸出商品として更なる発展

が期待可能なのではないかとの感想を柳田は抱いた。例えば、日向の山村では粗製茶の改良に取り

組み、筑後の黒木町では県農地試験場で紅茶の栽培を始めて、それを見本としてロシアに送るという

試みを開始し、熊本県では天然茶製造輸出事業はすでに行われていた。適地適産の考えで土地の

生産を考慮するならば、天然に生育する茶を活用してこの地域の経済発展を期待できるとの感想を

彼はもったのである。 

 

(3) 村是 

 

 柳田が椎葉村を訪問した時期は、地方改良運動という政府による財政基盤創出と縦割り行政による

国民掌握のための施策が積極的に導入されていた時期に対応している。本文序文中に言及されて

いる「宮崎県西臼杵郡椎葉村是」、いわゆる『椎葉村是』はこの時期に作成されたものである。 

政府主導による村是作成事業は、1908年の「戊申詔書」渙発を契機として開始された。1904年から

05年にかけての日露戦争は戦費17億、戦死者・戦病死者10万名余りという規模で闘われた戦争で、

この戦費 17億という数字は 1903年度国家予算のおよそ 7倍であった。このため日露戦後の国家的

課題は、欧米列強に対しての国家的自立を保持しつつ国力の増強を図るということで、そのために民

力と国富を増強し、しかも国家の課題を理解し協力する国民の養成ということであった。この課題から

町村是作成事業が提起されたのであった。 

 町村是作成の際の基本方針は、①納税組合による滞納矯正、②基本財産の蓄積方法の設定、③

勤倹貯蓄組合の設立、④産業組合の設立、⑤耕地整理、⑥農会奨励・農事改良の企画、⑦夜学また

はその他の方法による青年風紀の矯正等であった(8)。 
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 要するに政府の意図は、国家財政基盤の創出と人心掌握を最末端の町村にまで下ろして把握する

というところにあった。 

 このような背景で作成を指導されていた町村是であったが、柳田の『時代ト農政』中における「農業

経済と村是」や、1908年 7月 31日から 7回に亘って『広島芸備日日新聞』紙上に掲載された「町村是

に就て」には、当時の作成状況と府県担当者や住民の意識に対する批判が展開されている。府県担

当者と住民が、自らが居住する土地を正確に把握して、土地の経済発展を何で図っていくのかを協

議して作成したものが少なく、「殆んど千篇一律」であるというのである。府県担当者は十分調査をして

勧業しているのか、住民は生活向上を期して取り組んでいるのか疑問を呈している(9)。 

 ところで、周知のように、『椎葉村是』は住民主体で作成されたことで知られている。各字から 14名の

「委員」を選出して村当局の指導により作成されたものであった。住民の内発性と府県農政担当者の

協議による村是作成という点で、この『椎葉村是』は柳田の意に叶うものであった。 

  

(4) 古日本の民俗を窺知すべき九州の山村 

 

 この椎葉村訪問において、柳田がとりわけ興味を抱いたのが住民による猪狩りであった。『後狩詞

記』の「序」に記されているように、彼は「鉄砲といふ平民的飛道具を以て。平民的の獣即ち猪を追掛

ける」ということが、「正に現実に当代に行はれて居」て「古来の慣習は今日尚貴重なる機能を有つて

居る」ことに衝撃を受けた。 

 住民による猪狩りは猪による農産物被害を防御する目的であったが、狩猟の作法には期間や方法

に厳重な慣習が存在した。 

 例えば狩猟の期間は陰暦 9 月下旬に開始され翌 2 月までとされた。猟法も「狩を為さんとする当日

は。未明にトギリを出し。其復命に由り狩揃ひを為し。老練者の指図に依り各々マブシに就き。後セコ

をカクラに放つ。オコゼを有する者は背負籠に之を納めて出る」に始まり、慣習に則って行われた。 

 また、山で撃ち落とした猪を分配する家をヲダトコと称するが、この家は一定しており、分配方法も

「撃主には射中てたる方の前肢と肝とを与ふ。其前肢の目方は総量の 5分の 1なり。其後又撃主をも

加へて平等に分配す。撃主には草脇を与ふることもあり。其肉の量は前の場合に同じ。其他セコは一

人に二人分を与へ。猟犬の分は又一人前とす」というように厳重な慣習が存在した。 

 狩上の紛議も警官や法廷に持ち出されることなく慣習によって解決された。裁判になった時は庄屋

が判士になった。つまり椎葉村における狩猟はすべて慣習に従って行われているのであった。 

 上記の狩猟方法だけでなく、椎葉村には「中世思想の遺響」として言語にも「古日本の民俗」の残存

が認められた。旧家を「サムラヒ」、それ以外の住民は「鎌サシ」、下男を「デエカン」、下女を「メロウ」と

称した。「デエカン」は代官のことである。「近代こそ御代官はよき身分であつたが。其昔は主人を助け

る一切の被管は大小となくすべて。代官であつた」と柳田は注記している。 

 椎葉村では土地保有形態と狩猟方法、そして言語において「古日本の民俗」が 20世紀の初頭にお

いてもなお実態として残存していたのであった。 
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4. 『遠野物語』 

  

(1) 成立に至る経緯 

 

 『遠野物語』は 1910年 6月 14日に自刊として発行された。部数 350部であった。いわゆる「聞き書

き集」である。 

 1908年11月4日に水野葉舟の紹介で初めて柳田を訪問した際の早稲田大学の学生であった佐々

木の日記によれば、「学校から帰つてゐると水野が来て、共柳田さんの処へ行つた。お化話をして帰

つて」と記され(10)、また柳田の手帳には、「水野葉舟、佐々木喜善二人来て話、佐々木は岩手遠野の

人、その山里はよほど趣味ある所なり。其話をそのままかきとめて「遠野物語」をつくる」とある(11)。そし

てこの月の 13 日には、自ら佐々木を訪ねて聞き書きに書き入れを行っている。柳田の当時の肩書が

内閣法制局参事官に宮内書記官をも兼務する官僚であることを考慮するならば、その行為は異例の

ことであった。しかも佐々木は単なる遠野の「お化話」をしたつもりであったが、話を聞いた柳田はその

場で「「遠野物語」をつくる」と手帳に記したように既に『遠野物語』の構想を練っていたのである。 

 佐々木の語る遠野の話の、何が柳田をそれほど衝き動かしたのであろうか。 

 

(2) 研究史の整理 

 

 現在でこそ日本の原風景を映す著作として評価されている『遠野物語』であるが、発行当初は周知

のように、あまり反響を呼んではいない。自刊としての発行であり、知友に贈呈するために書かれたた

めか、論評は彼の周囲にいた人々のものだけである。その論評も概ね文学作品としての評価であっ

た。 

 1935 年に『遠野物語拾遺』を追加して『遠野物語 増補版』が出版されると、1937 年に桑原武夫が

『文学界』に掲載した「遠野物語から」という「文学の美しさ」と「文体の見事さ」を評価した評論を掲載

するが、これも文学作品としての評価である。 

 『遠野物語』の知名度を格段に上げたのは 1970 年に『読売新聞』に寄稿した三島由紀夫の論評で

あろう。三島はこの論評において柳田の文体と文章を絶賛したが、これも文学作品としての評価であ

った。注目されるのは、この論評で三島が『遠野物語』を「日本民俗学の発祥の記念塔」としたことであ

る。これによってこの著作の世間的な評価が定着することとなった。この三島の論評と 1968 年に出版

された吉本隆明の『共同幻想論』において『遠野物語』が引用された前後からこの著作の注目度が大

きくなったといえる。  

 以上、これまでの『遠野物語』の読まれ方を概略したが、この著作以後、「民俗学」という学問が民間

伝承を資料として扱い、民俗を研究対象とする学問であるという見解が定着したために、この『遠野物

語』を柳田の農政学における主張と関連づけた研究がほとんど見受けられなくなった。周知のように、
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この著作によって彼は農政学に「挫折」したこととなったである。 

 しかし、柳田はこの 1908年から 1910年前後において、全国各地で農事に関する講演を行い、農業

視察旅行を度々繰り返している。『農業政策学』や「土地と産業組合」、「産業組合の歴史」「地価高き

に過ぐ」「天草の産業」等の発表や、地方改良事業講習会で「農業経済談」を講演し、『時代ト農政』を

刊行したのが 1910 年、同年法政大学で『農業政策』の講義を開始したりと農業政策関連の仕事を続

行している。『遠野物語』はしたがって、柳田の農政学との関連において考察した方がむしろ自然な

のではなかろうか。 

 ここで注目される研究が藤井隆至の遠野物語論である(12)。氏は、この著作は柳田の農業政策論と

深い関係にあり、農業政策のあるべき姿を追求する過程で『遠野物語』を必要としたとしている。この

立場は「深化説」とよばれるもので、柳田の農業政策論からつづく「郷土研究」という学問が政策立案

基礎となる農民生活の歴史を実証的に把握するための学問であり、彼の農業政策学を深めた柳田な

りの社会政策学であるとするものである。 

 この立場から『遠野物語』を彼の最初の著作である『最新産業組合通解』と関連させて読み解くと、

前者は後者での主要論点を拡充させた著作であるとする。『最新産業組合通解』で柳田は、産業組合

法という法律そのものは西洋から導入したものの 1 つであるけれども、日本農民は江戸時代から協同

組合組織をつくって運営してきた実績があるとしているが、氏はこの『遠野物語』は、これまで国民の

間に十分に発達してきている組合思想を、人間の「生き方」という根源にさかのぼって読者に自己認

識させ、協同組合の人間的基礎にしようとした農業政策上の著作であると結論づけたのであった。 

 

(3) 現実性と現代性 

 

 『遠野物語』は 119話で構成されている。「題目」が 40あり、119話がそれぞれ 40の「題目」に分類さ

れている。40ある「題目」は、「地勢」「神の始め」「里の神」「カクラサマ」「ゴンゲサマ」「家の神」「オクナ

イサマ」「オシラサマ」「ザシキワラシ」「山の神」「神女」「天狗」「山男」「山女」「山の霊異」「仙人堂」「蝦

夷の跡」「塚と森と」「姥神」「館の址」「昔の人」「家のさま」「家の盛衰」「マヨイガ」「前兆」「魂の行方」

「まぼろし」「雪女」「河童」「猿の経立」「猿」「狼」「熊」「狐」「色々の鳥」「花」「小正月の行事」「雨風祭」

「昔々」「歌謡」となっている。 

 それではどのような話で構成されているのか見ていくことにしよう。 

 

 本文の二話はつぎのようなものである。 

 

二 遠野の町は南北の川の落合に在り。以前は七七十里とて、七つの渓谷各七十里の奥より売買の

貨物を聚め、其市の日は馬千匹、人千人の賑はしさなりき。四方の山々の中に最も秀でたるを早地峰

と云ふ、北の方附馬牛の奥に在り。東の方には六角牛山立てり。石神と云ふ山は附馬牛と達曾部との

間に在りて、その高さ前の二つよりも劣れり。大昔に女神あり、三人の娘を伴ひて此高原に来たり、今
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の来内村の伊豆権現の社ある処に宿りし夜、今夜よき夢を見たらん娘によき山を与ふべしと母の神の

語りて寝たりしに、夜深く天より霊華降りて姉の姫の胸の上に止りしを、末の姫眼覚めて之を取り、我

胸の上に載せたりしかば、終に最も美しき早地峰の山を得、姉たちは六角牛と石神を得たり。若き三

人の女神各三の山に住し今も之を領したまふ故に、遠野の女どもは其妬を畏れて今も此山には遊ば

ずと云へり。 

 

 この話は「題目」では「神の始め」に整理されている。早地峰山と六角牛山と石神山は女の神が領す

るので、土地の娘たちが女神の嫉妬を畏れてこの三山では遊ばないという話である。遠野の娘たちに

とってこの三山での遊びはずっと以前から禁忌であり、それが現在も継続しているということを伝えた

話である。 

 「地勢」で整理されている五話もこれに似た話である。 

 

五 遠野郷より海岸の田ノ浜、吉利吉里などへ越ゆるには、昔より笛吹峠と云ふ山路あり。山口村より

六角牛の方へ入り路のりも近かりしかど、近年此峠を越ゆる者、山中にて必ず山男山女に出逢うより、

誰も皆怖ろしがりて次第に往来も稀になりしかば、終に別の路を境木峠と云ふ方に開き、和山を馬次

場として今は此方ばかりを越ゆるやうになれり。二里以上の迂路なり。 

 

 村人が山男と山女に出逢うのを回避するために、これまで通っていた峠とは異なるルートを開拓した

のは「近年」の話であるが、遠野郷の人々は迂路を承知で新しいルートを拓いている(13)。上記二話は

「現在」も土地の人を精神的に拘束する話として紹介されているが、後に柳田が「郷土研究」の体系化

として提示した「三部分類」のうちの「心意現象」を思わせる話である。 

 つづけて五五話をみてみよう。 

 

五五 川には河童多く住めり。猿ヶ石川殊に多し。松崎村の川端の家にて、二代まで続けて河童の子

を孕みたる者あり。生まれし子は斬り刻みて一升樽に入れ、土中に埋めたり。其形極めて醜怪なるも

のなりき。女の聟の里は新張村の何某とて、これも川端の家なり。其主人人に其始終を語れり。かの家

の者一同ある日畠に行きて夕方に帰らんとするに、女川の汀に踞りてにこにこと笑ひてあり。次の日は

昼の休に亦此事あり。斯くすること日を重ねたりしに、次第に其女の所へ村の何某と云ふ者夜々通ふ

と云ふ噂立ちたり。始には聟が浜の方へ駄賃附に行きたる留守をのみ窺ひたりしが、後には聟と寝た

る夜さへ来るやうになれり。河童なるべしと云ふ評判段々高くなりたれば、一族の者集まりて之を守れ

ども何の甲斐も無く、聟の母も行きて娘の側に寝たりしに、深夜にその娘の笑ふ声を聞きて、さては来

てありと知りながら身動きもかなはず、人々如何にともすべきやうなかりき。其産は極めて難産なりしが、

或者の言ふには、馬槽に水をたゝへ其中にて産まば安く産まるべしとのことにて、之を試みたれば果

して其通りなりき。その子は手に水掻あり。此娘の母も亦曾て河童の子を産みしことありと云ふ。二代

や三代の因縁には非ずと言ふ者あり。此家も如法の豪家にて○○○○○と云ふ士族なり。村会議員
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をしたることもあり。 

 

 二代に亘って「河童」を産んだ家の話である。初校本と初版本を比較すると、当初は人名が記されて

いたという(14)。しかし人名が伏字であっても、読む人が読めば人物も「豪家」も特定できる内容である。 

 

 1906年 11月 20日の『遠野新聞』に次のような記事が掲載された。 

 熊と格闘 上郷村仙人峠は今は篠切りの季節にて山奥深く分け入りしに泡雪に熊の足跡あるを見出

し同村細越佐藤末松を先頭に七八人の猟夫等沓掛山をまきしに子連れの大熊を狩出したれば狙ひ

違はず一発まで見舞たれども斃るゝ気配あらざれば畑屋の松次郎は面倒臭しと猟銃打ち捨て無手と

打組みしも手追ひの猛熊処きらはず鋭爪以て引掻きしも松次郎更にひるまず上になり下になり暫が

間は格闘せしも松次郎が上になれば子が噛み付くより流石の松次郎も多勢に無勢一時は危く見えし

も勇を鼓して戦ひしに熊も及ばずと思ひけん松次郎を打ち捨てゝ逃げんと一二間離れし処を他の猟

夫の一発に斃れしも松次郎の負傷は目も当てられぬ有様にて腰より上は一寸の間きもなく衣類は恰

もワカメの如く引き裂かれ面部に噛み付かんと牙ムキ出せばコブシを口に突き込みし為め手の如きは

見る影もなき有様にて今尚ほ治療中なりとは聞くも恐ろしき噺にて武勇伝にでも有り相な事也 

 

 この記事は本文の四三話で語られた出来事を掲載したものである。前記の五五話同様、この話も実

話であった。この『遠野物語』に掲載されている話の大半は実話であり、また読む人が読めば人物も

家も特定できる書き方を柳田は採用している。一見民譚ともとれる話も、遠野に居住する人々におい

ては現実のものとして作用しているのは前記の二話や五話のとおりである。 

 1931年に『遠野物語』の話者である佐々木喜善が『聴耳草子』を出版しているが、前掲の『遠野物語 

増補版』の「再販覚書」中に柳田は、「聴耳草子は昔話集である」と評して、自身の著作とは質が異な

る書であると述べている。この柳田の言は、『遠野物語』序文における「況や我が九百年前の先輩今

昔物語の如きは其当時に在りて既に今は昔の話なりしに反し此は是目前の事実」であり、「此書は現

在の事実」であると述べていることと対応していて、彼自身この『遠野物語』が「事実」を記したものであ

ることを強調している。つまり、この書中の話はすべて「目前の事実」であり「現在の事実」であった。 

 それでは、『後狩詞記』とこの『遠野物語』を柳田の農業政策学と関連させて考察するとき、どのよう

に結論付けられるのであろうか。 

 

5. 柳田の「郷土」概念 

 

 1907 年か 1908 年頃、柳田は自宅において今日「郷土研究会」と名称されている会合を主宰してい

る。この会合は、彼の旅行談を義姉に語っていたところに、滝沢敬一や小山内道通敏、牧口常三郎な

どが加わったものであった。その後 1910 年には会場を新渡戸稲造宅に変更し、名称も「郷土会」に

変えている。この会の定例会員は石黒忠篤、木村修三、正木助次郎、小野武夫といった人々に加え、
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先の「郷土研究会」のメンバーが名前を連ねていた。会員には農政学、農業経済学の学者、人文地

理学者、植物学を専攻する学者等々であり、その活動内容は、各自の旅行見聞談や調査報告、各自

の研究報告、メンバーとの見学旅行等々であった。 

 ところで、既にこの頃柳田は「郷土」という名称を使用しているけれども、彼の「郷土」概念とはどのよ

うなものなのであろうか。 

 実はこの時期での「郷土」概念についての彼の説明は明確ではない。しかし、既述のように、当時の

彼は、地方の実情に疎い「東京の専門家」が主体となって立案する農業政策に疑問を抱いており、経

済事情の地方的差異を勘案した農業経済学の構築が急務であるとしていた。 

『時代ト農政』中における「農業経済と村是」によれば、「今日の時節に必要なのは西洋の農業経済

学の普及では無く、日本の農業経済学の開発」であり、「将来の農業経済学の研究には是非とも町村

がうんと力を入れねばならない」としているので、町村を単位とした研究が必須であるとしていることが

理解できる。 

 また、「経済事情の地方的差異なるものは略々町村と町村との間を打ち止めとして居る」とも述べて

いるので、各町村の地方的差異を明確にし、各町村の経済現象の「其由来と趨向とを明らかにし」た

研究が、新しい学問には必要とされていた。 

 以上から類推するに、おそらく当時の彼が用いた「郷土」とは、町村を単位としたものであると考えら

れる。町村を単位とした土地と人間との関係、経済上物質上の観察から導出される農業政策こそが、

居住民においても日本においても最もよい農業政策となると柳田は考えていたと思われる。 

 

6. 小括 ―――多様な「郷土」 

 

 各「郷土」を「研究」することは、柳田においては、農業政策に資するという目的のためであったので、

その研究は事実を踏まえた正確なものでなければならなかった。『後狩詞記』や『遠野物語』で事実性、

正確性が強調されたのはそのためである。 

 たとえば『後狩詞記』では、その序文中に、「其中に列記する猪狩の慣習が正に現実に当代に行は

れて居ることである。自働車無線電信の文明と併行して。日本国の一地角に規則正しく発生する社会

現象」であると記し、『遠野物語』の序文には「此は是目前の出来事なり」、「要するに此書は現在の事

実なり」と事実性と現実性が強調されている。両書で書かれたことはともに事実であり、現実の事柄で

なければならなかった。 

 柳田は近代化が進行する同時代の日本において、「中央」から遠距離に存在する「椎葉」と「遠野」

ではまったく異なる生活が存在するという「事実」を示している。このことは各郷土を研究するならば、

研究した郷土の数だけ多様なデータを得ることになるという、郷土の多様性主張の根拠として、この二

書は柳田によって書かれたのであった。 

 

註 
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(1) 『柳田國男全集』第五巻の「解説」には、1908年6月12日に熊本県会議事堂で「農界の危機」と題する講演を行っ

た際、その滞在中に広瀬という弁護士から奈須の山地焼畑農業のことを聞いたことが、柳田の椎葉訪問の契機と

なったとしている。 

野本寛一『柳田國男全集』第五巻「解説」、1989年、546頁。 

(2) 石井正巳『柳田国男全集』第 1巻「解説」、1999年、777頁。 

(3) 『後狩詞記』と『遠野物語』を柳田の農業政策論と関連させて初めて体系的に論じたのは藤井隆至である。氏は

『後狩詞記』を『農政学』と、また『遠野物語』を『最新産業組合通解』と関連させて研究し、それぞれが農政学上の

主張を継承・発展させたものであるとした。氏の研究は、柳田の「郷土研究」は柳田農政学を継承・発展させた学

問であるという「深化説」の立場をとる。 

(4) 柳田農政学の根源的理念は、国際環境を踏まえて日本全体の将来を考察したときに、欧米列強に伍して自立し

て繁栄する道筋を探ったところにある。彼は統治者レベルの展望で、日本、国民、国民経済を考察した。その視点

で彼の農政学と「郷土研究」を捉えないならば、彼の学問は理解不可能ではあるまいか。 

(5) この時期での柳田の政策提言としては、『時代ト農政』、『広島芸備日日新聞』1908年 7月 31日から 8月 7日に掲

載された「町村是に就て」を参考。もう 1点 2付記するならば、この時期での彼の批判は直接生産者である農民に

対しても向けられている。彼の農民への批判は、行政に保護と救済を求める行政依存体質に対してである。この

批判と激励は彼の農業政策学において一貫していて、彼の主張する政策が実現するためには農民の内発性が不

可欠であった。 

(6) 柳田の椎葉訪問は、農商務省の嘱託という説と、国立公文書館蔵任免録による内務省からの嘱託という 2 説があ

る。 

(7) この「経済学以外の理法」とは何であろうか。1909年『山岳』に掲載された「山民の生活」によれば、柳田は「一種の

仮定説」であるが、稲の栽培耕作こそが日本人の生活の痕跡を語る特性であるとして、田にする土地があるという

ことが新村開発の際の「欠くべからざる」条件であったとしている。「物恐ろしい山間へ始めて入込むのですから殊

に産土の神の力に依頼する必要」があったので、米が必要であったとした。椎葉の人々も、神に捧げるために米

作に拘ったと思われ、「経済学以外の理法」とは宗教上の理由と考えられる。 

(8) 宮地正人『日露戦後政治史の研究』東京大学出版会、1973年、23～24頁。 

(9) 伊藤幹治・後藤総一郎・宮田登・赤坂憲雄・佐藤健二・石井正巳・小田富英編『柳田国男全集』第 23巻、筑摩書房、

2006年、603頁。また、同じく第 2巻、256頁。 

(10) 鎌田久子「『遠野物語』下染め」『岩手日報』、1975年 2月 24日。 

(11) 山下久男『佐々木喜善先生とその業績』遠野市教育委員会、1982年。 

(12) 藤井隆至『柳田国男 経世済民の学』名古屋大学出版会、1995年、233～255頁。 

   藤井隆至『『遠野物語』を読もう』「ブックレット新潟大学 54」、2010年。 

(13) 後藤総一郎によれば、境木峠を通るルートは「近代になるまで駄賃付けを主とした内陸部と沿岸部を結ぶ輸送の

幹線であり、情報や文化の行き交う道であった」(後藤監修・遠野常民大学編『注釈 遠野物語』筑摩書房、1997 年、

58 頁。)ということであり、また、実際にはこのルートの方が海岸部に抜けるには笛吹峠よりも近距離であることが知

られているので、この点に関しては柳田の誤解であろう。 

(14) 伏字の部分には「白岩市兵衛」という固有名詞が入っていたというが、石井正巳によれば、柳田は草稿本以来あっ

た固有名詞をぎりぎりのところで伏字にしたという。 
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第１０章 被差別部落政策と柳田の見解 

 

1. はじめに 

2. 明治初期における被差別部落政策 

3. 地方改良運動期の被差別部落政策 

4. 「所謂特殊部落ノ種類」 

5. 小括 

 

1. はじめに 

 

 『故郷七十年』における柳田の述懐によれば、彼は会員による旅先での見聞談を自宅で開催し、そ

の会合を「郷土研究会」としていた(1)。1907 年か 1908 年頃であったという。この会合が 1910 年に「郷

土会」に発展していく。 

 柳田の地方理解という観点からこの時期をみるならば、農商務省の嘱託として各地の講演を開始し

た 1905 年以後、産業組合の普及活動をとおして地方実態に対する理解が深化していった時期であ

ったといえる。全国各地域の産業構造やそこに居住する人々の生活実態を視察することにより、日本

の社会問題を「郷土」で「研究」する調査方法を研究することは、これまでの彼の関心からみるならば、

当然のことであった。 

 1925 年に柳田が編纂した『郷土会記録』によれば、「郷土会」の活動は、村落成立に関する調査報

告、村誌に関する話題、各地区への見学旅行、村組織の話、村落調査といったものであったという(2)。

この『郷土会記録』には、1913年 1月 29日での第 14回から年代が明記されている 1916年頃までの

報告が記録されているが、既述のとおり、柳田が「郷土」で「研究」する関心が明確になったのは 1905

年頃であると思われるので、その頃からの彼の著作年譜をみてみると、1908 年の『後狩詞記』、1909

年「山人の生活」、1910年『遠野物語』『石神問答』「十三塚」「山民の生活」等々と、各郷土に居住する

人々の生活と、人々の生活を規定する信仰生活に関する研究が続いている。 

 ところで、この時期の彼の著作年譜を紐解き続けていくと、実は、彼の関心が郷土に居住するある特

定の人々に向けられていることにも気付いてくる。例えば1911年1月に発表されている「木地屋物語」

や同年 4 月の「踊の今と昔」、また、1913 年に創刊された雑誌『郷土研究』の創刊号に掲載された「巫

女考」等の著作である。これらの著作で扱われている対象はみな、郷土に居住するある特定の人々で

あった。被差別部落とそこに居住する人々である。 

 なぜこの時期に柳田は、被差別部落民を研究対象とする著作を発表しつづけたのであろうか。本論

文はこの課題を明確にする。 

 

2. 明治初期における被差別部落政策 
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 被差別部落の起源には諸説が存在する。戦国期において戦国大名が、武具の製造を職業とする職

人を一か所に集めて定住させたことを契機とする見解や、太閤検地の際の検地政策の過程で身分が

固定化されたのではないかとする見解等があるが、いずれにしても、17 世紀後半には宗門改め制度

の整備に伴って、これらの人々が制度として賤民身分が固定化され、被差別部落に居住することにな

る。 

 江戸期の賤民身分は多様で、その呼称も多様であり、しかも地域により独自の賤民身分も存在した。

例えば彼らの呼称も、「穢多」「非人」といった呼称だけでなく、「鉢叩」「茶筅」「鉢屋」「シュク」「サンカ」

「乞胸」「藤内」「物吉」等々存在していた。しかも、「穢多」と「非人」はその従事する職業が分かれてい

て、穢多は斃牛馬の処理や皮革製造、警刑吏等に従事し、非人は物貰いや芸能等に従事していた。

彼らはみな、1871 年における「賤民身分廃止令」の「穢多非人等ノ称被歯廃候条、自今身分職業平

民同様タルヘキ事」という布告により平民に組み込まれ、賤民身分は廃止されたのであった。しかし、

周知のように、その時々の政治的・経済的な状況のなかで、法制度上は廃止された「身分」ではあっ

たが、彼らを取り巻く「差別」そのものは現実に存在し続けたのである。 

 それではここで、どのような「政治的・経済的状況」が彼らを取り巻いたのか、明治初期から見ていく

ことにしよう。 

 おそらく、彼らの生活に大きな影響を与えた布告や政策には、1871 年の斃牛馬処理権の廃止と、

1873年から開始された地租改正条例の発布、そして1881年からの松方デフレ政策があげられるので

はないか。最初にあげた斃牛馬処理権とは、牛馬が死んだ場合、捨て場に運搬された死体の処理は

「片づけ料」を賤民身分に支払って処理させていたのであるが、それは彼らの特権であった。その特

権が賤民廃止令発布の 5カ月前に廃止された。 

 地租改正条例の発布と開始もまた、彼らのそれまでの特権を奪うことになる。それまで旧賤民の所

有地は「除蠲」とされ、租税が免除されていたのであるが、地租を負担しなければならないことになっ

た。「平民」としての義務を強いられることになったのである。 

 周知のように、松方デフレ政策は各地域の多くの国民生活に大打撃を与えた政策として知られてい

る。『朝野新聞』の 1887年 12月 6日によれば、全国で餓死者が 1200人以上との記事が掲載されて

いる。この政策は、被差別部落の生活も直撃した。しかも、農村に滞留していた貧農層が都市に流入

し、都市部にスラムが形成され、都市の被差別部落に貧民が流入したのもこの時期である。被差別部

落とスラムは、貧困かつ不衛生な生活状態におかれ、以後そのことが社会問題化していく。また、農

村での被差別部落においても、引き続き極めて貧しい状態に置かれていた。 

 ところで、建前としての法の下の平等が実現化された後、それでは差別は解消されていったのであ

ろうか。例えば軍隊内の入営拒否や警察官の不採用、また各府県に残る資料が示しているように、国

家機構内部や各府県当局においても差別意識は残存した(3)。 

 根強い差別意識の残存は、上記のような国家機構や府県当局だけでなく、例えば銭湯への被差別

部落民の入浴忌避が示すように、一般民衆内部にも存在した。その理由の一つは、被差別部落民の
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劣悪な生活環境にその原因が求められる。1877年に長崎や横浜で発生したコレラや、1879年に松山

で発生しその後全国に蔓延したコレラ(この時のコレラは 3月に発生し、年末までに患者数 16万余人、

死亡数 10 万余人を数えた)が、被差別部落とスラムがその蔓延地とみなされたことでも知られるように

一般的な偏見となっていた。 

 また、当時、被差別部落民は異民族であるという俗説も存在した。俗説とは彼らを、神功皇合の「三

韓征伐」時における捕虜の子孫であるとか、豊臣秀吉の朝鮮出兵時の捕虜の子孫であるとして、日本

民族とは見なさないものであった(4)。俗説にはまた、長年にわたり部落内部での血族結婚を、当時遺

伝病とされていたハンセン病との関係を指摘するものも存在し、ハンセン病患者が被差別部落に多い

との偏見もあった。これらの俗説や偏見が民衆意識を形成し、差別意識を助長したと思われる。 

 ここでは、明治初期の政策として、建前としての「法の下の平等」は実現したけれども、被差別部落

民は依然として差別意識が残存する状況下に置かれていたこと、そして貧困による劣悪な環境で生

活を余儀なくされていたことを確認しておきたい。その解決はまた、当時の政府の課題でもあった。 

 

3. 地方改良運動期の被差別部落政策 

 

 日露戦後経営の課題は、国家財政の財源確保と国民掌握の二つに集約することが可能である。そ

のための政策は財源確保のための増税ならびに地方財源の掘り起こしと、国家神道と行政村を活用

しての地方民衆の掌握であった。 

 しかしながら、この政策の実行を被差別部落にのみ限定して考察した場合、政府に新たな課題を喚

起している。財源確保のための増税は税の滞納者を多く現出させていくことに帰結しているし、地方

民衆掌握の観点からは、被差別部落は他の村落と一線を画していて一つの行政村としては機能して

いなかったので、行政村としての統一が必要であった。例えば、村落行事や共同作業では、被差別

部落民は除外されていたのである。困窮度を増す彼らの生活状態や、行政村の統一性からも、政府

は被差別部落政策に着手せざるを得なくなっていた。 

 まず、内務省がおこなった調査は、全国的規模での被差別部落民の人口及び戸数と、生活状態の

調査であった。既述のように、被差別部落民の生活は、日露戦後経営による増税のためにより困窮度

を増していたので、内務省主導による地方改良運動においても部落改善事業は主要な政策のひとつ

になっていった。 

 この時期における内務省の被差別部落政策を示す一つのエピソードがある。このエピソードは地方

改良事業で本格的に被差別部落政策に乗り出す以前のものであるが、内務省のこの政策運営にお

ける姿勢を表現するに足るものであると思われるので、紹介しておきたい。これは、広島県の部落解

放研究所が紹介したもので、内務省の方針に基づき同県賀茂郡役所が竹原町役場に照会したときの

ものである。 

 この時の照会は「特種部落民調ノ件」として残っているが、部落差別は地方の発展を阻害するもの

ではあるが、被差別部落が衛生や教育を重視しない結果、感染症や犯罪が多発しているとの答申を
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している。全国に数多く残るこの時期の答申は、概ねこのような内容であり、内務省はこの結果を受け、

被差別部落の貧困を是正すれば、彼らの生活水準や教育事情、風紀状況も改善されると了解したと

思われる。この結果、内務省は被差別部落改善のために、警察権も動員してその改善に取り組んだ。

柳田の著作である「所謂特殊部落ノ種類」中にもこの時期の内務省の政策に言及した箇所がある。そ

こには「現時ノ当局者ノ中ニハ往々ニシテ特殊部落ノ賤シマルヽ理由ヲ最モ簡単ニ解釈シ、(ｲ)職業ノ

不愉快ナルガ故ニ(ﾛ)生活ガ粗野ナルガ故ニ及び(ﾊ)貧窮ナルガ故ニ此ノ如シトナシ、此三点ダニ改

良スレバ即チ可ナルモノヽ如ク考フル者アルガ如シ」とある。要するに、内務省主導の地方改良事業

における政策も、被差別部落民の職業変更と生活改善の方針で進められていったと考えることができ

よう。 

 

4. 「所謂特殊部落ノ種類」 

 

 数ある柳田の被差別部落に関する著作において論文「所謂特殊部落ノ種類」を選択した理由は、そ

の他の著作がある特定の階級や事象に限定して客観的分析を加えたものであるのに対して、「所謂

特殊部落ノ種類」はこの問題に対する彼の立場を明快に表明していると思われたからである。この著

作中において柳田は、この問題の社会的意義を説くとともに、内務省の政策についても論評を加えて

いる。 

 それでは、当時遂行されていた内務省の部落改善事業に対する柳田の見解を考察する前に、まず、

被差別部落を彼がどのように把握していたのか見ていきたい。 

 

(1) 柳田の被差別部落に対する見解 

柳田によれば、当時「特殊部落」と称されていた被差別部落には、経済条件と社会上の地位を異に

する様々な種類が存在した。大別すれば「穢多」と称される人々の部落とそれ以外の名称で呼ばれる

人々の部落であるが、「穢多」以外の被差別部落は、地方によりその名称や生活状態は大きく異なっ

ていた。両者は死畜を取り扱うか否かということで明確に区別されると考えてほぼ誤りない。 

地方毎におけるその名称や生活方法においてきわめて区々である彼らにおいて、しかしながら、

いくつか共通する点が見出された。 

類似点の一つは土着の形式であった。彼らの土着した場所は、いずれもその村落のもっとも不用

な空間であった。例えばそれは、村境の原の中や山林の外れ、湿地川原のようないずれも耕作に不

利な土地であった(5)。これらの事実から柳田は、彼らの土着が各町村における最後の開発よりもなお

遅れて、最後に村に入って土着したのではないかと推定している。 

土着後の「穢多」とそれ以外の人々を取り巻く経済状況は、しかしながら、一様ではなかった。「穢

多」は兵乱が終息して泰平の世に至っても、斃牛馬の処理に処理料が支払われる慣行が生じたため、

それが彼らの特権的な収入源となっていった。彼らの生計はこの特権とともに皮革製造や警刑吏とい

う職があり、他の被差別部落民と比較すると安定していたといえる。しかも明治期に至って肉食の風潮
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が盛んになり、靴も多用されることになった。そして日清・日露の戦争では、皮革業が隆盛となり、財を

成した「穢多」も多くいたという。 

それに反して「穢多」以外の人々にとり、土着後の生計維持と時代の変遷は都合のよいものとはな

らなかった。耕作地が限定されていただけでなく、職業が不安定であった。彼らが従事した職業は、

いわゆる農民の年中行事に寄生する形での宗教行事と、大社・社寺に保護を受けての宗教活動等で、

大勢の家族や仲間を養育するに足るものとはいえなかった。したがって漂泊という形式でいわゆる除

地に群居する集団となっていった。また、両者の経済生活にも明確な区別は付け難く、弦の製造販売

や葬式における穴掘り、牢番、道路の掃除等、同様な職を営んでいた(6)。 

ところで柳田は、足利時代以降の資料から、当時における「職業」の概念に被差別部落民が従事す

る職が多数包含されていることを受け、時代の変遷によって彼らが民衆から賤視されていく理由を分

析している(7)。土地と結合して農を営む農民とは異なり、漂泊を通常とする人々は、小領主が地方割

拠する時代においては猜疑の眼で見られやすく、農民側から交際を遮断したことがその始まりとの認

識を彼は示している(8)。 

要するに、柳田の被差別部落に対する見解は、従来の通説に疑問を呈しているだけでなく、被差

別部落民が開発後の各村落に土着した最後の住人であることを示して、耕作では生計を維持するこ

とが不可能であったために、雑多な職業に従事せざるを得なかったとした。そして、その結果、戦国時

代の地方割拠の時代に至り、一般農民から賤視されることになっていったのではないかというのが彼

の説である。 

それでは柳田は、根拠のない差別意識になお晒され続けている被差別部落問題に対して、どのよ

うな改善策を提言したのであろうか。 

 

(2) 部落改善事業に対する柳田の見解 

 被差別部落の貧困と、それによって喚起される劣悪な衛生状態と低教育水準の改善を目指して内

務省により実行されていた部落改善事業では、それまで被差別部落を指しての呼び名であった「旧

穢多村」や「新平民部落」という呼称を、「特殊部落」「特種部落」と改称して使用した。被差別部落が、

一般の村落を指す「部落」と異なる「特殊」「特種」な「部落」であると前提としての呼称で、いわゆる行

政用語である。その後も内務省は、この呼称が差別意識を包含しているとして「細民部落」と改称して

いる。柳田は本書の冒頭において、この内務省の処置に対して「彼等ガ部落ヲ特殊ナリトスル一般ノ

思想存スル限ハ、百ノ用語ヲ代フルモ無益」としている。そして、内務省はこの被差別部落問題が、彼

らの職業や生活、貧窮のために生じていると解釈して、これらの点が改善されるならば解決されるとし

ているけれども、彼はそれを疑問として、次のような見解を示している。 

 柳田によれば、彼らの生活が向上することには異論はないけれども、生活が向上し職業が変われば

それで交際や通婚が対等となるのか疑問であるとしている。彼らの一部には、既に相応な資力をもち、

通常の職に就職しても、差別意識が残存していたからであった。また、改善事業が生活改善を主たる

目標としているけれども、どのような政策もすべての国民を「富者」とすることが不可能であると同様、
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被差別部落民全員の生活を「改善」することが可能かは「覚束ない」としている。 

 しかもこの問題に憂慮される事柄は、彼によれば、それだけではなかった。被差別部落民が抱持す

る反社会的感情と、彼らの生活が改善された場合の地方経済組織に及ぼす影響であった。柳田によ

れば、内務省は、これらの課題を見据えたうえで改善事業を推進するのでなければならないのであっ

た。しかも、直接この案件処理を担当する地方担当者は、この問題の理解が不十分のために、誤った

判断による処分が見受けられると述べている。そして内務省の調査もまた、政策上精緻なものとなっ

ていないと苦言を呈している。 

 それでは柳田は、この問題をどのような方策によって解決していこうとしていたのであろうか。 

 

(3) 柳田の提言 

 柳田がこの問題解決のために提言したのは「今ノ最完全ナル改良方法ハ論理上目的物ノ消滅ノ他

ニ之ヲ求ムベカラズ」、つまり、被差別部落の消滅であった。この観点からするならば、「抛擲」が最上

の策であって、内務省が行っている調査や注意はむしろ目的に反していると彼は述べている。 

 ところで、本書において柳田は、この被差別部落問題の解決のために政策を提言している。彼によ

れば、「穢多」の人々は定住して職業に従事しているので、数において多数を占めてはいるが、一般

国民に溶け込むのはそれほど難しいことではないという。彼らの「改良」は「中古伝説ノ忘却」又は「其

成立ニ関スル理解」により可能であり、その上で通常の救貧対策を実行することで実現されるとしてい

る。 

 柳田によれば、解決が難しいのは未定住の人々であった。いわゆる「サンカ」と称される人々である。

彼らは未定住のために実態が把握されにくく、警察等による長期にわたる追跡や圧迫により反社会的

感情が強い傾向があった。しかも漂泊の境涯により社会的教育の場をもちえないため、その犯罪は残

虐になりがちであった。 

 彼らに対してまず実行しなければならない政策は「編貫ノ事業」、彼らの戸籍を作成することであっ

た。その上で彼らに、自らの境涯が先天的な階級制度によるものではないことを開示し、これまで彼ら

を取り囲んでいた籬を払う方策を講ずべきであるとしている(9)。 

 

5. 小括 

 

 これまでの柳田研究史において、彼の被差別部落に関する研究は、いわゆる民間信仰史上の研究

として受け取られることが多く、柳田がこの時期に抱いていた問題意識をその後喪失していったとの

脈絡で論評されることが大半であった。例えば、この時期の柳田は「差別をめぐる問題群を、漂泊と定

住にかかわる歴史的な枠組みにおいて読み抜こうとする、あきらかな志向性を」有していたが、「「巫

女考」と「毛坊主考」を頂点として、その後はしだいにゆるやかな終息へと向かった」が、後年彼が提起

した常民の概念には、彼らが排斥されていたという赤坂憲雄の受け止め方や(10)、「(この時期の柳田の

著作は)被差別部落の系譜、具体的には聖俗の系譜とその変遷過程に解明に目が向けられていっ
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た」とする説(11)、また、地方改良事業における政策のあり方に目をむけながらも、柳田の被差別部落

研究を結局は「漂泊者」と「定住者」との関連において捉えている永池健二の説等(12)、枚挙に暇がな

い。果たして、柳田の被差別部落研究は彼の学問において、どのように位置付けられるべきものであ

ろうか。 

 もし、彼の問題意識が民間信仰史の解明に向けられていたのであるとすれば、なぜ本書の冒頭に

おいて柳田は「穢多非人ノ問題ハ必シモ単ニ歴史上ノ珍タルニ止ラズ。現在ノ社会生活ニ対シテモ

大ナル交渉アリ」としてこの問題のもつ「現代性」を強調し、内務省の政策を批判して自らの代替案を

提示しているのであろうか。しかも、直接この問題を処理する立場にある地方吏員の判断・処分に対し

て苦言を呈しているのであろうか。また、彼は、被差別部落問題が現実の社会に及ぼすであろう影響

について言及し、彼らの有する反社会的感情と実体経済に与える影響を指摘している。そして「而モ

今日ノ調査ハ政策上精緻ナル判断ノ資料ニ供スベキモノ未ダ具ハラズ、少々ハ暗中模索ノ嫌ナキニ

非ザルハ不本意千万ナリ」との感想を述べているのである。これが果たして、民間信仰の解明を目指

す者が述べる感想なのであろうか。 

 強いて柳田の被差別部落研究を民間信仰史と関連させて考察するとしたならば、彼の「国民」概念

に即してならば可能となるであろうか。本書において彼は、被差別部落民と農民の関係を以下のよう

に把握しているからである。例えば、「穢多」以外の被差別民である「鉢叩き」や「茶筅」、又は「鉢屋」と

称される人々は、一般農民との通婚はしないまでも「百姓同志ノ交際ハ公認セラルゝアリ」、また「「シュ

ク」と称される人々は「金銭ノ都合ニテハ必シモ之ヲ避ケズ」というように、一般農民との交際は存在し

たという(13)。その理由は何か。 

 また、「穢多」以外の被差別民は「疫癘風雨旱蝗ヲ防ギ五穀牛馬ノ増殖ヲ求ムル者ノ為ニ、年々村々

ノ民ニ守リ札ヲ配リ慣例トシテ少許ノ農産物ヲ貰受ク」ことを生業とする人々であった。彼らは得度の制

が厳密に施行されている時代において「身分ナク学問ナク保護者ニ乏シキ」人々であり「而モ彼等ハ

信心道力ニ由リテ並々ノ寺僧ヨリハ却リテ民間ノ尊敬帰依ヲ得ルコト多」い人々であった。つまり、宗教

を同一として常に農民の側に存在し続けてきたのが、この被差別部落民であった。そうであるならば、

柳田は明らかにこの被差別部落民を「国民」として見做している。 

 このように柳田の被差別部落研究を捉えるならば、彼のこの研究の根底に存在した問題意識は、彼

自身が述べているように「特種部落の人々の、荒々しい空気から彼等を救うて淳朴なる田舎の人と伍

する事」を目的としたものであり、彼の二大理念の一つである「国民総体の幸福」の実現に向けてのも

のとすることができる(14)。柳田はおそらく、東京に居住する有識者はもちろん、国民一般の人々もその

存在は耳にしたことがあったとしても、その起源も生活実態も知識としては明確になっていない被差

別部落の人々の歴史を掘り起こすことによって、被差別部落民の幸福の実現を目指して研究をしたの

であった。 

 

註 

(1) 『柳田國男全集』第 21巻、241～242頁。 



94 

 

(2) 『郷土会記録』に記されている発表者の講演内容は以下のとおりである。この時期の「郷土会」会員と柳田の「郷土

研究」の問題意識の異同が読み取れる。 

講演年月日 回数 報告者 タ イ ト ル 備  考 

1913年 1月 29日 第 14回 高木敏夫 「阿蘇南郷谷の話」 阿蘇南郷谷はどのような村か 

村の特色を示す  村落報告 

1913年 3月 3日 第 15回 石黒忠篤 「農家の構造」 農家の構造についての調査研究  数

十の題目 

1913年 3月 30日 第 16回   埼玉県北足立郡大和田町大字野火留

止の一泊旅行 

武蔵野新開の荒い生活を理解 

1913年 4月 25日 第 17回 二宮 徳 「伊豆白浜と丹波の雲

原」 

村の経済生活 

「狭い日本の島の中にも、四囲の状況の

異なるにつれて、種々雑多の経済の営

まれて居ることがよく分る。」 

1913年 6月 14日 第 18回 新渡戸稲造 「三本木興立の話」 三本木の原野開発の話 

村開発とはどのような経緯で実行される

のかを詳細に報告 

三本木村の 6,600 人の人口構成は全国

各地からの寄せ集め 

村開発時の村民の連帯 

三本木稲荷の位置付け … 村安泰の

祈りと村民の絆の拠り所 

1913年 7月 25日 第 19回   当番の講演者十字弥の希望の言を柳田

が書きつける「約一時間に亘る話に先つ

て、「郷土研究」に対する購読者自身の

希望として、過去を研究すると同時に現

在を研究し、併せて将来の社会政策の

確立に、材料を提供することも出来るや

うにしたら、余程面白からうと云ふやうな

ことを述べられた。」 

1912年 11月頃   

 

石黒忠篤 

 

石黒忠篤 

 

 

「豊後の由布村」 

 

「湯坪村と火焼輪知」 

記録不明瞭につきここに挿入との一筆あ

り 

土地の口碑 

土地の経済生活 

土地の特性 

境界争いの経緯 

1913年 9月 26日 第 20回 小山内満通敏 「大山及び三峰の村組

織」 

大山の特性 

信仰によって栄えた村 

時代の変化による村の変容 

法師 … 幕府の宗教政策により栄える

幕府の庇護がなくなる明治以降、法師の
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旅籠屋として生計を維持 

横浜が繁栄して参詣人が増加 

観光地化 

三峰の特性 

信仰によって栄えた村 

周辺に門前部落あり 

芸人を優遇 

焼畑耕作 

門前百姓と寺との関係 … 昔から親密 

祭り時は寺のために百姓が働く 

 

 第 21回   阿夫利山蓁野地方への研究旅行 

 第 22回 小田島省三 「信州延徳沖水災の話」 低地による水害多発地域 

土地に残る伝説 

口碑 

土地の家屋構造の特色 

1914年 2月 28日  小野俊一 「我国の地方病一斑」 恙虫病その他地方病に関する報告 

講演年次不明 

1912年ころ？ 

 石黒忠篤 「鹿島の崎の新田」 大田新田の土地の特色 

柳川新田の土地の特色 

  田中梅吉 「鹿島の崎」 口碑 

砂害 

寺子后神社の名の由来 

土地の経済 

  中村留二 「小笠原島の話」 土地の特性 

伝説 

1914年 9月 16日 第 27回 横井春野 「黒川能の話」 黒川能の口碑  伝説 

黒川能の歴史と分析 

1914年 10月 14日  第 28回 草野理学博士  「屋久島と中硫黄島」 ２つの島の起源 

屋久島の特性 

伝説 

２つの島の差異 

1914年 11月某日 第 29回 田中阿歌麿 「諏訪湖の研究」  

1914年 12月 9日 第 30回 那須 皓 「代々木村の今昔」 時代の変化による郊村の変貌 

移住民の生活程度と意識 

地形、土質 

経済状況の変遷=都市化 

地価の高騰 

利息で生活しようという意識を喚起 

土地投機の気風 

田舎の特徴の喪失 

1915年 2月 10日 第 31回 柳田国男 「俚謡集を読む」 農家行事に関する風習の話 
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1915年 5月 10日 第 34回 有馬頼寧 「汐入村の変遷」 東京郊外農村である汐入村変遷 

明治期になってからの経済事情の変化 

地価の騰貴 

耕地の減少 

1915年 6月 9日 第 35回 阪部保治 「居宅と迷信」  

1915年 10月 20日  第 36回 新渡戸稲造 「桜島罹災民の新部落」 土地の説明 

島民の気質 

土地の特性 

土地の生産物 

1916年 1月 12日 第 37回 出席者各員が

短い話をする 

新渡戸 

ストライザー 

 

 

 

 

 

  

 

 

三本木野開発談の追加 

「日英国柄の相違の多くは、彼我国民の

久しい経済生活の相異に基くことが認め

られる。一例として人と家畜との関係」 

  等々 

柳田の感想 … 「郷土研究に総論の必

要になってきたことなど、此会合の為に

次第に痛切に感ぜられ云々」 

1916年 2月 9日 第 38回 小此木忠七郎  「刀鍛冶の話」 時代時代の社会状況が、刀鍛冶の技芸

の上に影響 

刀鍛冶の発達した地域は、対大陸の警

備と関係？ 

1916年 4月 8日 第 39回 尾佐竹猛 「伊豆新島の話」 島の地理説明 

経済状況 

東京府管轄下 … 財政難 

島内信仰の特徴 

衣食住、婚姻、労働、年中行事、伝説、

盆踊り、歌謡、妖怪話の説明と紹介 

  中山太郎 「富士講の話」 富士講 … 関東地方にある富士山を

対象とする団体 

名前の由来 

信仰の説明 

  有馬頼寧 「隅田川の船」 隅田川に在る船の種類と用途の紹介と

説明 

  中山笑翁 「四谷旧事談」 伝説 

江戸期以来の土地説明 

(3) 今日史料として残存する軍隊内や警察内部のこのような事例は多数存在すると思われる。例えば、『近現代部落

史』黒川みどり・藤野豊編、有志舎、2009年、3～5頁。 

(4) 法学者小原新三は、1910年、『国家学会雑誌』(第 24巻 10号)に「奈良県下ニ於ケル特殊部落民改善ノ方針」と題
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する論文を掲載した。その中で彼は、被差別部落の起源を「三韓ノ俘虜」であるとして朝鮮民族の俘虜に求めてい

る。柳田も「所謂特殊部落ノ種類」においてこの論文に言及し、次のような感想を述べている。「殊ニ況ヤ今ニ於テ

此徒ノ来歴ヲ闡明スルガ如キハ、事学会ノ外ニ漏ルヽニ於テハ其結果或ハ無害ナルヲ保シ難シ。 (中略) 頗ル

学徒ノ言説ノ無用ナラザルヲ感ゼシム」(「所謂特殊部落ノ種類」『柳田國男全集』第 24巻、252頁。)。 

(5) 柳田によれば、穢多以外の被差別部落民も多くは村外れの「不用の地」に土着したという。彼らの名称には、彼ら

が土着した土地の名称が付けられたというのが彼の説である。例えば、「鉢屋」の「ハチ」は邑落の堺であり、「シュ

ク」は地境の意と思われるという。「算所」又は「産所」は不用地の意であり、「サンカ」は川原に小屋掛けしたのがそ

の名称になったとしている。そして次のような彼の考察の結論を記している。「此等ノ例ニテ見レバ、此輩ノ土着ハ

思フニ各町村最後ノ開発ヨリ猶後ナリシナルベシ。東北ナドノ人口稀少ナリシ地方ハ別トシテ、其他ノ場合ニハ既

ニ普通民ノ居住セル土地ニ後ヨリ来リ、其明示又ハ黙示ノ許容ノ下ニ土着セシモノナルベク、若シ公然荒野ノ開拓

ニ従事セリトスレバ、到底斯ル不利益ノ条件ニ甘ズベシトハ考ヘラレザルナリ」。 

(6) 柳田によれば、穢多以外の被差別部落民の多くは、「迚モ宗旨ニテハ飯ガ食ヘヌ故ニ、久シキ間色々ノ兼業」をし

たという。その理由は、耕地が狭小で耕作だけでは生計の維持が不可能だったからである。例えば「茶筅」「ササ

ラ」は竹製品の製造をした。また、彼らが従事した職に、「牢屋刑場ノ番人変死人ノ取片付葬場墓穴ノ世話道路ノ

掃除山野溜池ノ番」をあげ、「斯ル勤務ニテ公ヨリ及村ノ各戸ヨリ若干ノ給料ヲ受」けていたとしている。 

(7) 柳田によれば、足利時代以降制作された絵巻中に、当時の職人の概念を表す箇所が見受けられるという。その絵

巻には、今日「職人」とされる手工業者以外に、「神主陰陽師修験者医師」を挙げると同時に、「「イタカ」地者餌取

皮作り」も掲載されているという。このことから彼は、当時の「職人」の概念は、「公家武家社家寺家及農民ニ非ザル

者」つまり「土地ニ拠リテ生活ヲ営マザル階級ノ全体ヲ意味セシモノヽ如シ」としている。上掲、261頁。 

(8) 続いて、被差別部落民が一般民衆から差別されるに至った理由を、柳田は次のように分析している。「小領主ガ地

方ニ割拠シテ相闘ヒシ場合ニハ常ニ猜疑不安ノ眼ヲ以テ視ラレ易ク、或ハ政略軍略ノ都合ヨリ時ニ一地ニ招居エ

ラルヽコト無キニ非ザルモ、是レ唯一小部分ニ止リ、其他ノ者ハ概シテ排斥ヲ受ケテ到ル処権力者ノ保護ヲ被ムル

能ハザリシモノナラン。若シ然リトスレバ村々ノ農民ガ彼等ヲ軽蔑シテ容易ニ其団体ニ参加セシメザリシハ寧ロ此

結果ニシテ、「ホイト」等ヲ賤民ナリトスル諸種ノ如キハ、却ツテ他ノ多クノ民間慣習ニ随伴スル説明的伝説ト共ニ後

代ノ発生ニ係ルモノナルベシ」。 

また、「戦国ノ時代ニ一処不住ノ客僧等ガ密書ノ使ヲ勤メシハ隠ナキ事ナリ。近江ニハ此目的ノ為ニ領主ノ保護ヲ

受ケタル山伏ノ一村アリ。音曲ヲ以テ諸大名ニ近キタル坐頭ノ徒ガ屡細作反間ノ用ヲ為セシコトハ軍書ノ類ニ見ユ。

薩摩大隅ニハ其功ヲ以テ大ニ取立テラレタル盲僧ノ寺多ク、其旧記ハ頗ル当時ノ戦略ノ裡面ヲ語レリ。曾テ備前

ニ於テ大規模ノ穢多殺戮ヲ行ヒ、池田家ノ二士主命ヲ奉ジテ一村ノ穢多根絶セシコト因幡志ニ見エタリ。固ヨリ

Outlawry ノ結果トシテ人命ヲ粗末ニセシ為ランモ、亦以テ当時ノ政治ト大ナル交渉アリシモノナルコトヲ察スベシ」

とも記している。上掲、262頁。 

(9) 柳田の提示した被差別部落政策で注目されることは、被差別部落の外側からの改善のみで政策目的が達成され

ないとしていることである。例えば穢多部落の改善に対しては「穢多ハ数ニ於テハ甚大ナリト雖、其改良ハ唯一歩

ニシテ、或ハ中古伝説ノ忘却又ハ其成立ニ関スル理解ヲ以テ簡単ニ之ヲ常人階級ニ迎入ルヽ望アリ。其上ハ尋常

ノ救貧対策ヲ以テ一様ニ之ヲ善導シ得ベシ」としているし、また彼ら以外の被差別部落民については「之ニ対スル

必須ノ政策ハ順ヲ追ヒテ多々アルベキモ、何ヨリ必要ナルハ編貫ノ事業ナリ。土着ハ既ニ彼等ガ同類ノ大多数ガ

到達セル第一ノ進境ナレバ、少ナクモ此点迄ハ急速ニ此等ノ落伍者ヲ収容シ、次ニハ所謂特殊部落ノ特殊タル

所以ハカノ印度等ニ存スルガ如キ先天的ノ階級制度ニ在ラザルコトヲ自他ニ開示シテ、以テ三四百年来ノ不愉快

ナル藩籬ヲ撤却スルノ道ヲ講ズベキカ」としている。また、本書の冒頭では「近北海道平原又大都会人波裡、古関

東奥羽広漠未開地入込多特殊部落、此如始助。即最初外部観察絶縁以、次内部於伝説忘却由、新時代彼等兄

弟常人積以其武陵桃源出来」という感想を記しているので、柳田が被差別部落に対する政策を達成したとする分
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岐点が、彼ら被差別部落民自身が差別意識から解放された時であると認識していたことが理解される。柳田によ

れば、被差別部落民が自らの歴史を「忘却」した時が政策達成なのであった。 

(10) 赤坂憲雄「差別」、野村純一・三浦佑之・宮田登・吉川裕子編『柳田國男事典』、2008年、319～324頁。 

(11) 宮本袈裟雄「解説」『柳田國男全集』11、筑摩書房、1990年、647～656頁。宮本はこの「解説」において、

柳田の「所謂特殊部落ノ種類」の一節を引用して、この書が「被差別部落の系譜、具体的には俗聖の系譜

とその変遷の解明に目が向けられていったと思われる」としている(654頁)。 

(12) 永池健二「解説」中の［補論］『柳田國男全集』4、筑摩書房、1989年、519～535頁。 

(13) 「田舎」における特殊部落民と一般農民との関係について、柳田が論じている箇所である。江戸において

は、穢多の総取締である弾左衛門が幕府の厚い保護を受けて、いわゆる「非人」と称される人々よりも「上

位」に位置するとされる慣行があったが、田舎ではその逆の慣行がみられたという。「例ヘバ鉢叩ト同種ナ

ル茶筅又ハ鉢屋ノ類ハ一般ニ穢多ヨリハ一段上ノ者ト認メラレ、通婚ハセヌ迄モ相火ヲ忌マズ、彼等モ亦

農作ヲ営ミ人別帳ハ分離シテモ百姓同志ノ交際ハ公認セラルヽアリ。南都奈良坂ノ「シユク」ノ如キハ、

穢多ニ臨ムコト恰モ平人ガ彼等ニ対スルト同ジ位ニ威張リ、今日ハ外見殆ド普通ノ小農ニ同ク、只些シク

筋悪シトシテ縁談ナドハ六ツカシキモ、金銭ノ都合ニテハ必シモ之ヲ避ケズ」と記している。 

また、一般農民と被差別部落民との関係について、被差別部落関連の他の著作ではどのようなものであろ

うか。例えば、『踊りの今と昔』中には、念仏踊は「雨乞又は牛馬の病の折ばかり踊る」例や、輪踊は「普

通何れの村の盆踊にてもある」こと、腰輪踊は「田植神事」、灯籠踊は「鶏は日の象徴にて竜は水の象徴な

るが如し。此二の天然力は農作の為に最も重要のものなり」としている。また、村の踊りには家筋が存在

していて、昔日は特定の家筋の者が専門としていたが、「此等の徒は追々村の御霊会にも招待せらるゝこと

少なくなりしより、終には転住又は転業して其数を減じ大社大寺の特別の保護ある所にのみ残存するに至

りしと思はる」との記述もある。また「巫女考」中には「以前の小さい社会に於いては眼にこそ見えない

が村の神様ほど親密なる保護者は外には無かったのである。故に毎年の風雨寒温及之に伴ふ収穫の多少、

或は流行病の早く鎮まるか烈しいかの如き、凡そ百姓が独力で判断し兼ねる大小の問題に付てはいつも其

助言を求めた」とある。また、「之を要するに日本の巫女と云ふ階級は、社会組織の然らしむる所、一時人

為的に出来上つた国民の中の一分派に過ぎない。其特権の職業を廃すれば再び百姓の中に混入して了ふの

は寧ろ其当然の特権」との記述もある。また、「毛坊主考」中では「農業木樵を為すこと常の百姓並み」で

ある毛坊主の様態を描き、「辺土の百姓は如何にして其霊界の需要を充して居たかは疑問である。最初には

只勝手気儘に死んで往つたのかも知れない。併し生涯の罪の絆はどうにかして解いて死なねばならぬとな

ると、引導なり血脈なり兎に角三途川の通行手形を発行するだけの機関は、への字なりにも具へて置かな

ければならなかつた。そこで多くの毛坊主が移住し来り又は開業するの必要が起つたのである」と記して

いる。 

(14) 1912年産業組合中央会から刊行された『産業組合』第 83号中に掲載された「農村問題の二三」において、

柳田は次のような感想を記している。「特種部落問題、之れも常に私の頭を放れぬ問題である。サテ、之れ

を如何に改善して行くかは、浮浪人取締問題と同じ事で、今日のところ国家は之れなり次第にして格別ど

うしなければならないと迄考へず随つて消極的手段に出でゝ居る様に思はれる。 (中略) 特殊部落の人々

の、荒々しい空気から彼等を救うて淳朴なる田舎の人と伍する事が出来たら、どんなに幸福なことであら

うか、私は是れ等も私等の好研究題目として居る」。上掲、『全集』24巻、139頁。 
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第１１章 「郷土研究」の意義 

 

 

1. はじめに 

2. 『青年と学問』の要旨 

3. 柳田の「学問」 

4. 「郷土研究」と「民俗学」 

5. 「郷土研究」の意義 

 

1. はじめに 

 

 『青年と学問』は 1924年から 1927年にかけて柳田がおこなった講演のうち、10編を纏めて 1928年

に日本青年館から発行された。この著作は講演の題目である「青年と学問」の冒頭に述べられた「学

問のみが世を済ふを得べし」の言にあるとおり、自身が開発した「郷土研究」以外に「世」を救う学問は

ないということを強く社会に向けて宣言した書である。 

 彼の学問はその初発から、開国後に市場経済化が進展する社会の中で、農業者の経済的自立を

志向するものであったが、時代の移行とともに経済社会の一極集中化とそれに伴う地域間格差と所得

格差が明確化したことを受け、「郷土研究」の実践的な活用を決意するのであった。 

もう一点、彼の決意を促した要因を挙げるとするならば、大正末期から昭和初年にかけての複雑な

思想状況がある。当時、第一次世界大戦後の国際情勢を受けて、国際社会と可能な限り協調して議

会制民主主義による社会改革を志向する人々と、天皇中心の国家改造を志向する人々、そしてマル

クス=レーニンの理論による共産主義革命をめざす人々等による社会改革への要望がせめぎあって

いた。柳田の提示した「郷土研究」を中心とする国家観、国民観、農村観、農民観等々はおそらく、上

記の陣営が提示したそれらと比較、対照しなければ理解不可能であり、彼の危機意識の本質も理解

できないであろう。 

 ところで、「郷土研究」の研究成果を踏まえた柳田の日本経済に対する構造改革論と農村改革論は

『都市と農村』で詳述されることになるが、この『青年と学問』中にも「郷土研究」を活用した国家形成と

国民形成の展望が語られている。 

 本論文は『青年と学問』で明らかにされた柳田の「郷土研究」の意義を明確にしたい。 

  

2. 『青年と学問』の要旨 

 

 『青年と学問』の講演題目は、「青年と学問」「旅行の進歩及び退歩」「旅行と歴史」「島の話」「南島研

究の現状」「地方学の新方法」「農民文芸と其遺物」「郷土研究といふこと」「Ethnology とは何か」「日本
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の民俗学」である。この著作の背景については藤井隆至の詳細な研究があるので、それを参照された

い(1)。これらの講演に共通する論点は、人類学と人種学研究の国際的進展を受け、それらの学問と問

題意識と研究方法を同じくする学問を日本においても確立し、日本から世界に向けて発信したいとい

う柳田の強い意欲と、確立した学問を公民教育をとおして国民の社会認識に役立て、現実の社会改

良に反映させたいという彼の願いである。 

 柳田のメッセージは、直截的には次代の日本を担う青年に向けられたものではあるが、これらの講

演内容は当時のすべての国民に対してのものであると考えてよい。なぜならば、これらの講演の基底

には、国際社会における日本全体の将来に対して責任を有する国民一人ひとりの自立した判断力の

形成を問題としているからである。 

 例えば、「青年と学問」では、これまでの学問が国民の貧困救済になんらの解決を与えるものではな

かったことを反省し、今後の学問には正確な日本認識と国際知識の必要性を説いている。そして、今

後の日本の進路については、出先の外交官や軍部の意向に判断を委ねるのではなく、国民一人ひと

りが自らの判断を選挙をとおして政治に反映させていかなければならないとしている。そして日本が

国際社会のなかで分担すべき学問は、近隣諸国との相互理解のための学問であって、その目的は国

際社会との協調・連帯にあると述べているのである。彼の視線は国民全体にあったと考えてよい。 

 また、全講演に共通する国際性は、言うまでもなく国際連盟委任統治委員会委員としての彼の経験

が反映されたものであった。周知のように彼は、3 年間に亘って職務としての海外生活を経験した。そ

の生活中、これまでも培ってきた国際性とともに、西欧先進諸国ならびに大国と称される諸国の利害と

直接向き合うことにより、国際社会における日本の位置や後進諸国の立場を深く認識するに至ったの

であった。 

 それでは、柳田が日本において樹立し世界に向けて発信しようとした「学問」の内容をみていこう。 

 

3. 柳田の「学問」 

 

柳田が国民(この著作では青年であるが)に向け呼びかけた「学問」とは、どのようなものであったろう

か。 

「青年と学問」中では、その学問の役割として生活苦の救解、現代社会相の分析、国の進路につい

て正確な判断を与える、正確な国際知識を与える等々が述べられている。 

また、その学問は人類に新しい世界観を提供し、これまで見出されなかった社会法則をも説明する

ものであるという(2)。 

その学問の方法についても彼は述べていて、史料としては後世に伝達する目的で保存されたもの

だけでなく、偶然残存している生活痕跡を参考にするものであるとしている(3)。 

彼の学問はここでは、国際社会に存在する民族と種族、彼等の文明の多様性を認識し、「平和本

位の国際主義」を確立する学問であるとしている。 

 「旅行の進歩及び退歩」では旅行も「学問」であり、その意義が、人類の集合生活に新しいなにもの
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か、幸福をもたらすなにものかを付与することができるかどうかにあるとして、人類生活の幸福増進に

貢献するものが「学問」であるという見解を示している。 

「旅行と歴史」中で柳田は、「自分たちの学問」は「人間を研究する学問」であり、これによって人類

の生活は方法次第で改善、改良が可能であること、社会に対する批判力が養成可能であることを指

摘している。 

また、「自分たちの学問」である「偶然残存した文字以外の記録から出来るだけ過去を知ろうとする

学風」は、地方の多様性を認識するためのものであり、日本人が同一国民として共栄するためのもの

であるとしている。ここでの彼の学問は、社会に対する批判力を養成し、生活改善の方法、方策を見

出すものであり、国民が同一国民として共栄を築くためのものであるとされている。 

「南島研究の現状」「地方学の新方法」「農民文芸と其遺物」でも彼の志向する「学問」は、民族結合

をもたらし、人類の苦悩を救済するものであることが明言されている。「学問」の方法も、「主として文字

以外の資料から、田舎の生活の過去と今日との繋がりを尋ね」「事実を基礎と」し、「平民の歴史」で隠

されている部分を明確にするために、一つの共同生活体に残存する口碑や方言、トナヘゴトや、文字

に無縁であった人々の命名技術や比喩の形態、諺、民謡等々を研究対象にするとしている。 

ここまでみてくると理解できるように、彼の「学問」はその方法や史料を検討すると「郷土研究」である

ことがわかる。 

彼はこの後日本各地に残存する上記の資料を採集し、差異性によって比較・分類し、この『青年と

学問』を 1931年に『郷土研究十講』と改題して出版するなど、1934年には『民間伝承論』ならびに『国

史と民俗学』を、また、1935 年に『郷土生活の研究法』では三部分類法を提起するなど「郷土研究」の

体系化に向けて研究を深化させていくのであった。 

それでは、彼が国民に向けて呼びかけた「学問」である「郷土研究」と、柳田自身も使用した「民俗

学」という「学問」は、どのような学問なのであろうか。 

 

4. 「郷土研究」と「民俗学」 

 

柳田が関東大震災後の不況と小作争議が多発しているこの時期に、しかも都市と農村の地域間格

差と所得格差が進行しているこの時期に、国民に呼びかけた学問が「郷土研究」であったことは判明

したが、それでは「郷土研究」と彼自身も使用している「民俗学」とは、どのような学問なのであろうか。 

彼の「郷土研究」の初発の志が「南島研究の現状」で語られている。 

日本という同一国内において、経済条件が相違することにより生産に制約が生じるために、都市部

近郊の平野にのみ適用される政策では、単に経済問題にとどまらず一般文化の諸問題や精神生活

面でも不均等が喚起されるために、政策の基礎となすべき資料としてこの研究に着手したと(4)。 

彼は自身の「郷土研究」が政府の政策の基礎となる資料の根拠として着手されたとしているが、そ

れではこの著作中で語られている研究目的である「生活苦の救解」や正確な社会認識、公民教育と

の関係はどのように理解できるであろうか。 
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この著作中で彼は、「新国家主義の中央統一に於ては、一本の法令で全人民を律する迄は兎も角

も、一箇の生活標準によつて外部から彼等を引纏めようとして居る」「生存の事情の首府や京阪附近と

ちがつた国が、閉口するのは知れたこと」とも語っているが(5)、この「一箇の生活標準」による「外部」か

らの法令により、農業政策が行われ、交通体系が整備される等の政策が施行されたことにより、時間

の推移により衰退する地域と発展する地域が現出した(6)。地域間格差の拡大であり所得格差の拡大

である。しかし「その土地土地の特殊事情を、若し住民が自身講究しなかつたら、他に考へてくれる人

は有り得ない」「従つて統一的指導の大部分が、杓子定規になることを防ぐ途は無い」(7)。国民の主体

的な社会認識の必要性が強調されるのは、国民の内発的な要求によってのみ現実的な生活改善が

実現されるからであった。国民の内発的な生活改善の要求は選挙をとおして実現される。彼が公民教

育に力点をおくのは、国民の正確な社会認識を基礎とした自由な選択によって生活改善が実現され

る点にあった。 

 柳田は自身の学問がエスノロジー又はフオクロアであると語った後、自らの学問を「民俗学」であると

訳した時に「仕事の持場が狭くならないか」という懸念を表明している。柳田によれば、フオクロアは当

初は自国のみの研究であったものが、各国の社会の進展における同一法則と、他民族間の共通性を

研究する学問に成長したが、これはほとんどエスノロジーの問題意識と重なるものであった(8)。このエ

スノロジーの進歩によって欧米先進諸国ならびに「白人」たちの弱小国、小民族に対する「狭隘なる民

種優劣観」が改善されたと考える彼は、この学問が国際社会に存在する全民族が生産した文化と文

明の肯定と、多様性の尊重に貢献するものであると評価したのである(9)。したがって、彼の学問を「民

俗学」であるとするには、その研究内容を単に日本民族固有のものを対象とするだけでなく、国際社

会に存在する各民族や社会の比較と綜合が必須となる。その前提としての自国の研究であった。自

身の研究を「平和本位の国際主義」を確立する学問とする所以である。 

 要するに彼の「郷土研究」も「民俗学」も、国際社会における日本の位置という視点が存在していた

のである(10)。 

 

5. 「郷土研究」の意義 

 

柳田が日本平民の歴史を研究する視点には、また、「群れ」としての日本人が形成してきた社会形

成の様式を見出すという目的も存在した。そのことについて彼は、次のように述べている。「所謂蛮民

土人の社会にも進化があつて、今現前するものは同時に又、彼等が歩んで来た前代を説明する。さう

して只之に由つてのみ、彼等の将来を推測することが出来る」。彼は前述の政治家や官僚による「外

部の生活標準」ではなく、これまで存在した日本人の「内部」の社会形成力を探ることを研究課題とし

ていたのであった。 

しかも彼は、この「内部」の社会形成力を積極的に評価していたのであった。このことは彼が述べた

次の言によって知ることができる。「若し諸君が縁あつて祖先の生活の痕を熟視せられるならば、決し

て多数の人が曾て想像したやうに、散漫乱雑なもので無かつたこと、我々の社会組織は本来丈夫な
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る織物の如く、又其綾と紋様とは、今日あるものよりも遥かに精巧であつたことに心付き、単にきれぎ

れの片端を手に取つて、感動し讃嘆するだけでは永く居られず、如何にして以前は斯くの如くであつ

たか、それが如何にして変化したか等の、無数の疑問が次々に起つて、自ら制することが出来なくな

るであらう」。 

 彼は日本人の有する「内部」からの社会形成力を単に積極的に評価するにとどまらず、その力を今

後の社会改革に資するべく、他の研究者との連携を図ろうとするのであった。「(「郷土研究」の)自然の

成長は行く行く社会心理の側から、若くは経済組織の改造、公共倫理観の再建設、其他色々の実地

の事業を準備する為に、研究を進めて行く人たちと、合同はせぬ迄も提携し得る場合は多いだらうと

思ふ」。後の『都市と農村』で明らかにされる経済改革と倫理改革を考えるならば、この経済組織の改

造とは地域経済の形成であり、公共倫理観の再建設とは農民の勤労意識をエートス化することによる

国民意識の改革を指している。 

 柳田はこの著作で「郷土研究」を学問的に体系化することを宣言した。その目的は、「郷土研究」を

活用して一極集中の是正を図るために経済的には地域経済の構築、また、一部の知識人や軍人によ

る政治改革ではなく全国民による社会改革の実現にあると表明したのであった。このことが『青年と学

問』で語られた「郷土研究」の意義である。 

 

註 

(1) 藤井隆至『柳田国男 経世済民の学』、名古屋大学出版会、1995年、第 9章。 

(2) 「青年と学問」中に柳田はつぎのように述べている。 

「希臘羅馬の一つの文明から引続いて、二千年近くの間も耶蘇教の信仰に包まれて、寒い国ばかりで成長

した欧羅巴式の文明が、太平洋の中央に散布する此等の島々の人の持つて居たものと、共通で無いのに

は何の不思議も無いが、だからそれは価値の低いもの、少し試みて到底完成する見込の無かつた劣質脳

髄の所産であるかの如く、何の根拠も無く久しく推断して居たことの誤りが、見事に看破せらるべき時代が

来たのである。白人侵略といふが如き突然且つ偶然の歴史的変化が無かつたならば、後に如何なる珍しい

形をとつて、此文明は成熟したか知れなかつたのである。全然西洋のものとは法則を別にして、しかも大な

るもの又美しきものゝ芽生はたしかにあつたのである。」 

また、 

「日本の今の人類学で遣つて居るやうな、骨格其他生理諸相の比較研究、それから外部に現はれた生活

技術器具材料、挙動言語の容易に観測し記述得るもの以外、更にその今一つ底に潜む民衆心理の動きと

影響、例へば宗教の最初の刺戟となつた夢やマボロシの色々の変化といふやうな、至つて取留めの無い

種族現象の痕跡迄が、調べて行く方法があり、調べて見れば追々に何物か至つて大切なる社会法則を説

明するといふ見込が立つた。」    

伊藤幹治・後藤総一郎・宮田登・赤坂憲雄・佐藤健二・石井正巳・小田富英編『柳田國男全集』第 4巻、筑摩

書房、1998年、23～24頁。 

(3) 柳田が目的は多くの歴史家と同一ではあるが、方法が新しいとして提示したものが以下のとおり。 

歴史的な残存史料には二種類のものがある。 

後世に伝達するために保存されたものと、偶然保存された生活痕跡として残存しているものである。これま

での史料は、文字によるもののみが歴史的史料とされていた。 
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後者の史料としては以下のものを用いる。 

1.偶然別途の目的をもって保存したもの。例えば文学的資料から当時の生活を想像・類推する。 

2.金石文等による年代や人名事蹟。 

3.いわゆる遺物・遺跡。 

4.人間の外貌・骨格。 

5.言語。 

6.歌謡・昔話・謎・諺等の民間文芸。 

7.風俗慣習。 

4 以下は後の三部分類につづいていくもので、民間伝承と称されるものである。活字によらないこれらの資

料は、前代人のものの見方やものの考え方を示すものとされる。 

 (4)  上掲『柳田國男全集』第 4巻「適用し難き経済調和説」を参考。81～82頁。 

(5)  上掲、39頁。 

(6)  明治維新以降の島の交通手段の変化について、柳田はつぎのように論じている。 

    「汽船が走り乗合航路が開けることは、通例は交通の改良を以て目せられるが、之に因つて小舟の数の減

じた結果は、島から島への往来が却つて個々の住民の自由では無くなつたのである。陸上に於ける馬籠

人力車自動車の変遷も、効果が之と略似て居る。此御蔭に枝路といふものが皆役に立たなくなり、ガソリン

土ぼこりの幹線国県道の外は、殆ど皆辺鄙となり在郷路となつた。但し此方面は自転車のチリリンがあつて、

まだまだ之を緩和することが出来るが、海上にはさういふものが少しも無いから、小さい島々は山村よりも住

みにくゝなつたわけである。」上掲、66～67頁。 

(7)  上掲、106頁。 

(8)  エスノロジーの問題意識と方法について、柳田は次のように記している。 

「多くの種族の種々の環境に在るものを比較して、甲から乙への推移を辿り、若しくは一方の前代記録と、

他の一方の現在の状態との間の類似共通を究めること、それが必然的に将来のエスノロジーの中に、包

含せらるべき学問」。 

上掲、153頁。 

(9)   「環境か遺伝か、はた又隠れたる第三第四の力であるかは知らず、何にしても世界多くの民族には、それ

ぞれ別の人種であるが故に、即ち又別の文化の流れがあつた。外界感化の勢の強烈なる今日ですらも、

尚欧羅巴人の学問が前以てきめて置いたやうな、途筋ばかりはあるいて居なかつた。」 

上掲、170頁。 

(10)  「郷土研究」を主体的に国民が学ぶ意義を、柳田は次のように表現している。 

「故に単なる蒐集採録を以て能事了るとせず、集まつた材料を静かに書斎に於て整頓し、又その経験を

携へて再び出て捜索し観測するならば、其収穫は当然に外国に倍加すべきで、行く行くは独り同胞日本

平民の前代に付て、より精確なる理解を得るに止らず、、更に之を他の比隣民族の生活と比較して、後始

めて日本人の極東殊に太平洋に於ける地位、所謂有色人種の互いの関係などが、明白に誰にでもわか

ることであらう。又必ずしも明白とまでは行かずとも、少しでも多く知れば少しでも親しみが増して来て、同

情が起り従つて理解が可能になる。小さな島々には助けに乏しい住民が居ること、彼等を苦しめ滅ぼさうと

する粗暴なる文明力は、西から来ようと東から来ようと、又我々の中から現れようと、必ず抑制しなければな

らぬことを感じて来る。又是と同時に、民族の弱点がどこに在り、強味が何れに在るかもわかつて、国とし

て結合しなければならぬ程度方法も明らかになる。子弟同胞を本当に幸福にする手段も見出される。之を

要するに将来日本人としての支度が出来るのである。」上掲、26頁。    
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第１２章 「郷土研究」からの反論 

 

 

1. はじめに 

2. 『日本農民史』の主題 

3. 小作争議の原因と民法の制度としての欠陥 

4. 「村落共同体」の概念 

5. 小括 

 

 

1. はじめに 

 

1920 年前後の日本社会は、産業革命期をとおしての産業化(industrialization)と、それと併行して進

行した都市化(urbanization)の展開により、産業構造と人口構造に著しい変化がみられた。これにとも

ない大都市-地方都市-町-村の序列関係が明確になり、地域間格差と生活水準格差が拡大してい

た。 

事実この時期は、都市における労働争議と農村での小作争議の件数の増加により特徴付けられて

いて(1)、農村での小作争議件数は 1926年に 2,751件、1935年に 6,824件とその 2年にピークを示し

つつ減少したり増加したりしていた(2)。日本経済史の面からするならば、この 1920 年代は小作争議が

増加した時代として位置付けられている。 

柳田国男は、この都市と農村での所得格差と生活水準格差の原因とその解決策を『都市と農村』に

おいて論じているが、その前に刊行された『日本農民史』も同様の問題意識で書かれている。 

なぜこの時期に、柳田はこの書を世に問わなければならなかったのか。 

本論文は、『日本農民史』執筆における柳田の動機を探ってみたい。 

 

2. 『日本農民史』の主題 

 

(1) 執筆動機 

   

  1926年、柳田は『日本農民史』を早稲田大学政治経済科講義録第49回に発表している。本書を執

筆した動機は、序文によるならば、近代化による特殊な問題が各国の農村生活に生じて、その解決の

ために自国の農村史を研究する必要性がでてきたということと、既存の日本の農民史研究が「最初か

らの傾向」と「限られたる目的」を有するために、農村を正当に理解することができないというものであ

った。ここには彼の既存の農民史に対する不満が表明されている。 
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 それでは、当時の農民史を取り巻く状況がどのようなものであったのかを見てみよう。 

 明治維新以後の近代日本の歴史学の系譜は、大別して 4 つに分けることができる。一つは東京帝

国大学を中心とする実証史学いわゆる官学アカデミズムの系譜と、皇国史観の歴史学、民間史学の

系譜、そしてマルクス主義歴史学である。 

 実証史学の系譜は、官府的修史事業として発足し、ドイツのランケ史学の影響の下に伝統が形成さ

れた。活字として残存する史料を丹念に積み重ねて一つの歴史像を構成しようとする歴史学である

(3)。 

 皇国史観の歴史学は、江戸中期以降の儒者および国学者の国体論・尊王論にまで遡ることができ

る歴史学で、明治以降の天皇制やナショナリズムとも関連しつつ、昭和初期からは政府主導の国家主

義的イデオロギーとして強力に押し出されてきた歴史学である(4)。「国体」という特殊な価値を打ち出し

て、天皇統治の正統性と永遠性、家族国家観による国民の天皇への絶対的な帰属のみを価値とす

る。 

 いわゆる民間史学と呼ばれる系譜は、幕末維新をくぐりぬけ、これから新しい欧米に対抗する近代

国家を創造していこうと、実践的な熱情に裏打ちされた人々によって受け継がれ、言論によって活躍

した歴史学の系譜である。彼らはいずれも専門的な歴史家ではなく、アカデミズムに立てこもるいわゆ

る専門史家に対抗していた(5)。 

 マルクス主義の歴史学はいわゆる唯物史観の歴史学を土台とし、マルクスによって創りあげられた

歴史学の概念、方法、目的を継承した人々によって発展したものである(6)。日本におけるマルクス主

義は 1920年前後から多くの人々を思想的に捉えて発展していった。 

彼等の問題意識がいずれも日本全体の将来にあったので、各研究者の研究部門は多様でも、彼らの

最終的な問題意識は日本の近代化のあり方の位置付けと今後の方向性にあった。 

 以上の歴史学における立場を農民史との関わりで捉えるならば、次のような結論になるのではなか

ろうか。 

 実証史学の歴史学は、活字による歴史学の再構成を主眼とすることにより、活字をもたない農民の

側からの視点での歴史というよりも、いわゆる「官」の側で残存した資料にから農民史を再構成する作

業となる(7)。 

 皇国史観の歴史学は平泉澄の「豚に歴史がありますか」という言に端的に示されるように、そもそも

農民史への関心がなかったといえよう。 

 いわゆる民間史学は徳富蘇峰や山路愛山という言論人に代表される系譜であるが、学問としての農

民史はもちえていない。 

 マルクス主義の歴史学は、既述のとおり、階級闘争史観による農民史研究であった。この階級闘争

史観による農民史というものが、どのようなものであるかは後述する。 

 要するに、柳田が批判した「既成の農民史」とは、実証史学の歴史学とマルクス主義の歴史学による

農民史の可能性がある。彼の批判の内容を検討する前に、『日本農民史』の内容を見てみよう。 
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(2) 『日本農民史』の内容 

 

 『日本農民史』は序論につづけて第一章「農村」、第二章「農家」、第三章「農民と其境遇の変化」か

ら構成されている。それではまず各章の内容からみていこう。 

 

(a) 第一章「農村」  ――― 日本の村の多様な起源 ――― 

 

 第一章の「農村」において展開された柳田の見解のなかで、注目されることが二点ある。日本農村の

特質を理解するために柳田が提示した分析視角と、彼がこの章でおこなった「村」の分類である。 

一点目は、序文において彼が述べたところの「国柄」、つまり「環境の拘束」、いわゆる日本の地形

上の特徴とでもいおうか、それが日本農村に及ぼしている影響を重視して農民史を研究すべく提言し

ているところである。彼は、この地形上の特徴が国の制度や慣習・習性上に影響をあたえている事実

に触れ、日本固有の歴史を研究する必要性を提言している。 

彼は、日本の地形は渓谷が多く、渓流が平野に流れ出ようとする谷の入り口等に小さな盆地が多く

あるので、そこに多数の村が成立したという見解を示していた。 

稲作農耕民族にとって、灌漑施設の整備が第一条件となって国家が発生し、その国家の性格が地

形によって大きく影響されるという議論にマルクスの「アジア的生産様式」の概念がある(8)。ここに柳田

の比較史に連なる視点に注目したい(9)。 

注目される二点目は、柳田が村の分類を試みているところである。彼は「成立事情の異なる村」とし

て、「自然にできた村」と「作られた村」とに分類している。 

 「自然にできた村」とは柳田によれば、住民の先祖がつくったもので、例えば隠田や出作百姓あるい

は田屋百姓とよばれるものである。この場合の「自然」というのは「外部の力に頼らず住民の先祖が自

身でこしらえた村」の意である。 

 一方「作られた村」とは、たとえば官道の脇に農家が集落を形成してできた村をいう。明治において

もこの類の村の形成は多く見受けられたが、明治以前においてもこのような集落の形成を予期して政

府が道路を開通した例は多い。官道には伝馬役の必要性から馬持ち百姓を招致する必要があったり、

移住者を奨励したりして「町」を作ったりした。 

 新田開発の村も「作られた村」であった。新田開発には「共同開発」とよばれる方式と、「一手開発」

によるものとに方式に大別された。 

 「共同開発」による村とは組合による事業のように、参加するメンバー各自が入費と労力を持ち寄り、

開発した土地を適当に分割することを前提として開発に従事する方式であり、惣縄とか惣受という地

名で現在も残っている。 

 「一手開発」方式による村の開発とは、有力な豪農が大勢の百姓と下人を集めて、豪農自身の資力

で開発する方式である。この場合には通常、豪農自身の名前が村に冠されることとなる。 

 柳田によれば、「現在」においては偶然村人が相隣同士となっている観があるが、村を開発・成立さ
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せるときは互いに連帯・協力した歴史があるという。 

 ところで、柳田によれば、どのような開村のされ方であっても、村を成立させる場合には当時の農法

に基づいて農家一戸分に入用な土地算定量を算定し、開村した土地の最大限度まで農民を収容し

たという。したがって、「村の成長」があるところまで達すると、他村とは無関係に農法を変更するとか、

農業の範囲を超えて収入を模索する必要を生じた。農業範囲を超える収入を可能とするか否かは、

その村にこれと適応する経済状態があるかどうかということが密接に関わってくる。純農村地帯と、商

品加工生産を可能とする地域に存在する村では、成立条件が異なるために、「村の成長力」には著し

い差が見られるという。この「村の成長力」を規定するものは、各村の性質と歴史であると柳田は述べ

ている。つまり、村の成立も多様であったが、各村のその後の成長力もまた多様であった。 

 この第一章の「農家」において柳田は、日本の村の多様な起源を中心に述べている。日本の村は

「元来一粒の種が発芽し成長したものでは無い」という彼の言に端的に示されているように、日本の村

のすべてがその起源は多様であるというのが彼の主張であった。しかし、その起源は多様であったが、

どの村においても、その開村時から村の運営や日常生活にいたるまで強固な村の主体性と連帯が存

在したことを柳田は指摘し、彼がこの書を執筆した時期には「以前の結合の意味までが不明に帰して、

村人自らが村を偶然の集合のやうに考へるやうな傾きを生じた」として、各村に居住する村人でさえ、

連帯意識が希薄となり、その結合の意味が不明となっていると指摘している。 

 

（ｂ）第二章「農家」  ―――「家族」の多様な生活状況 ――― 

 

 つづく第二章で柳田は、「農家」を「自作農」と「小作農」に大別し、歴史のなかで農家の家族がどの

ように生活してきたのかをまとめている。この章での彼のまとめ方は、農村の過剰人口がどのような経

緯でもたらされたのかということと、それに対して農民たちがどのような工夫によって対処してきたのか

という視点であった。 

 柳田のいう「農家」というのは、強固な土地との結合によって代々農業を営んできた直接生産者の総

称で、「本百姓」とよばれる自作農と、「小作農」ないし「借地農」とに大別される。 

 「本百姓」というのは、柳田によれば、村という公共団体の中堅をなす階級であり、直接公費分担者

のことで、「一年一度の大祭の為に、順番又は抽選で頭屋に指される家」のことであったが、この階級

がしだいに没落し経営面積が縮小するのは、農村に商品貨幣経済が展開し始めたことと、「兵」と

「農」が分離したことによって、「農」における長子単独相続制が崩壊し、分割相続制が一般化したこと、

そして農法の変化、つまり農具の改良、作物・種子の変化等によるというのが柳田の見解であった。 

 長子単独制から分割相続制への移行は、家族制度と労働組織の変化をもたらした。古来、集約的

な労働を必要とする日本農業においては、労力蒐集と労力組織のために大家族制が一般的な形態

であった。たとえば、奈良の正倉院に残存する古文書には一戸が70人から80人の単位が通常であり、

飛騨の白川では 50人以上の大家族で住んだことが知られている(10)。 

 この大家族制が時代とともに小家族制へと変遷してきたのは、長子単独制度における総領の立場に
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ある人々が、労力需要の時期にまで大家族を一家として養うことが、経済的に不合理であると考えた

からであった。そこで総領たちは、成長した次三男に配偶者を与え、自らの屋敷近くに独立した一家

をもたせて農作業の忙しいときにのみ労力を蒐集するという方法を考案した。ただし、そのときに、経

済的に自立可能とはさせず、総領への依存度は残すようにした。これがいわゆる名子=名親制度であ

る。一般に名子の特徴とするところは、主家のために一定の日数だけ労力の賦役をすることであると

柳田はまとめている(11)。農家の家族生活は、このように、家族形態も労働形態も時代の変遷に対応可

能なように、農民が主体的に時代に適応するように変更してきたというのが、この章における柳田の主

張である。 

 

(b) 第三章「農民と其境遇の変化」 ―― 時代による農村の多様な変化―― 

 

 第三章において柳田は、農民をとりまく環境と農村生活が時代の変遷によってどのように変化したか

を考察している。 

 まず彼は、農民の離村をとりあげている。「離村」というのはつまるところ、農業から他業種への職業

の移動であるが、1920 年代までの離村は、本籍地に籍を残して寄留するというのが通常であった。し

たがって各村の人口は、前年に比してあまり増加しないというまでで、農村における労働力の減少に

よって農村衰退現象を憂慮するには及ばないというのが彼の見解であった。ただし当時の労働力の

移動は農村の有能な壮年と青年の離村が大半で、「量」のレベルではなく「質」の問題であるという認

識を柳田はもっていた。 

 ところで、柳田によれば、日本においては「出稼ぎ」というかたちでの季節的な労働力の調節は、慣

行として以前から存在するものであった。わが国の農民の大半は、生計維持が困難なほど経営面積

が狭小となってからは、極度の質素をしての生活と家計を補う出稼ぎを余儀なくされてきていた(12)。小

作農は自作農よりも更に過酷な境遇であった。これまでの経済システムにおいても過酷な生活を余儀

なくされてきた小農たちにとって、明治になってからは、より経済状況の過酷さが増すこととなったとい

う。その原因は、前述したように、大家族制から小家族制へと家族形態が移行したことにより、農民の

経営面積が極度に狭小となり再生産が不可能となったことと、農村における過剰人口の増加により小

作農数が増加したためであった。そのために農民の離村に拍車がかかった。この時期での離村問題

は柳田によれば、これまでの農村における労力の季節的移動とは異なり、実は人口の求心的移動、

つまり一極集中であるというのが彼の分析であった。 

 日本経済が一極集中化現象を呈しているとするならば、もはや農村はこれまでと同様な生産物の分

配方法は不可能となり、農業の生産方法そのものも変更を余儀なくされるというのが柳田の見解であ

った。しかもこの農村の変化は過渡期にあり、農村の激動を収束させうる新しい経済システムはまだ見

つけ出されてはいなかった。 

 以上、この『日本農民史』で柳田が明確にしたかった日本農民の歴史は、日本の村の多様な起源、

家族の多様な生活状況、そして時代による村の多様な変化ということであったこと、しかも時代による
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生活状況の変化に対して、農民や農民の家族が主体的に変化に対応してきた事実を「郷土研究」の

研究成果として明確にしたということを確認して、柳田の小作争議に対する見解を考察しながら、彼が

意図的に隠した本書の主題が何であったのかを探っていきたい。 

 

3. 小作争議の原因と民法の制度としての欠陥 

 

(a)  小作争議の原因 

 

『日本農民史』第二章に、小作争議に対する柳田の見解が述べられている箇所がある。彼の見解

のなかでとりわけ注目されるのが、小作争議の原因と地主=小作関係という賃貸借契約に対する彼の

見解である。 

地主=小作関係においては、本来納税義務を負っているのは地主である。明治になってからの地

租改正事業の結果、地租が一定の金額で徴収されることとなり、地主は米を売却して金銭で地租を支

払うようになった。しかしながら、小作料が依然として現物で納められる慣行があったため、明治以後

高騰する米価と地租の乖離分が地主の収入に帰することとなった。これらの事実を背景に、柳田は小

作争議の原因を次のように規定している。 

「昔ながらの年貢米が量られるのは、単に地租米納時代の惰性だと言ふよりも、寧ろ新時代の小作

希望者の競争の結果」(13)、「耕作者は多く土地は足らず」という本文中の一文にあるとおり、彼は、農

村の過剰人口により小作を希望する者が多いために小作料の引き下げがなされず、地主の譲歩を引

き出すことができないという認識を示していた。「是が所謂農民組合即ち小作人の聯合の、新たに農

村の経済組織に甚大なる影響を及ぼさうとする」事情、つまり当時の農村の動揺は、農村の過剰人口

が原因であるとしていた。 

 それでは、もう一つの注目される彼の見解についてみてみよう。彼は、当時の地主=小作関係は単

純な賃貸借関係ではないという見解をもっていた。柳田によれば、日本農村における家族制度と労働

制度の変遷によって地主=小作制度が形成されたという。集約的な労働を必要とする日本農業におい

ては、前述したように、古来、労力蒐集と労力組織のために大家族制が一般的であった。 

この大家族制が時代ともに小家族制へと変遷してきたのは、既述のとおり、長子単独制度における

総領の立場にある人々が、労力需要の不要な時期にまで大家族を一家として養うことが、経済的に不

合理であると考えたからであった。そこで総領たちは、成長した次三男に配偶者を与え自らの屋敷近

くに独立した一家をもたせ、農作業の忙しいときにのみ労力を蒐集するという方法を考えた。ただしそ

の時、経済的に自立可能とさせず、総領への依存度は残す形にした。これがいわゆる名子=名親制

度である。前述したとおり、一般に名子の特徴とするところは、主家のために一定の日数だけ労力の

賦役をすることであると柳田はまとめている。 

ところで、大家族制の下でも名子=名親制度においても、総領は常に他の農民とともに労働する直

接生産者であり、農民と同様なものを着て、一つ鍋で煮たものを食する「農業者」であった。そして総
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領は義務として冠婚葬祭時だけでなく、日常的に名子の生活の面倒をみなければならなかった(14)。

たとえば飲食物等の実物給与をし、または草山薪山の採取を許可し、危急のときは臨時の補助をす

る等の「無形の補給」を与えて彼らの周年の生活を支えていた。この名子=名親制度が時代とともに地

主=小作関係に移行したのであるが、両者間の「久しい情誼または不文の慣行が、目に見えぬ利益を

後者に提供したことは事実」であると柳田は考えていて、このことが両者の関係が単純な賃貸借関係

ではないとする根拠であった。 

 そのような地主=小作関係が変容し始めたのは、土地兼併がすすんで不在地主が多くなってからで

あった。そのために「久しい情誼」や「不文の慣行」という両者における信頼関係が徐々に薄くなり、地

主=小作関係は民法下における「単純な」賃貸借関係に少しずつ変容してきたと柳田は考えた。 

 

(b)  民法の制度としての欠陥 

 

ところで、柳田はこの件に関して、この時期での民法の土地賃貸借関係が、制度として日本の「国

情」に沿っていなかったことに問題があったという見解を示しているが、この問題を『都市と農村』中の

分析と併せて検討してみたい。 

 地主=小作関係は、土地の権利者と実際の耕作者が異なり、両者が法的に賃貸借契約を結ぶことに

よって成立する。小作争議が農村を激動状況に陥らせた時期に、直接生産者である小作人の耕作権

を確認しようという議論が盛んになったが、耕作権とは地主からの土地返還要求に対して小作人が法

的に対抗できる占有権のことである。 

柳田は日本においては明治以前、直接生産者が土地に対する権利の中心であるべきはずである

のに、「法理は彼らを私領内の労働者として見ようとし」て、私的所有権が確立した明治以後は「又新

たなる直接耕作者の一つの層が、土地と彼等との中間に現れかかっていた」という土地制度に対する

見解を示しているが、たとえ耕作権が権利として認められたとしても、農村の過剰人口により土地への

「飢渇」が「急迫」である限り転貸はなくならず、直接生産者の利益が阻害され続けると考えていた。こ

のことを法的に解決しない限り、耕作権が確認されても不完全な改革でしかないという立場であった。 

 ところで柳田が、歴史的に日本における地主=小作関係が単純な賃貸借関係ではないという認識を

もっていたことは、既述のとおりである。「情誼」や「不文の慣行」に支えられていた関係を、単純な賃

貸借関係にしたのは不在地主の増加と、もうひとつの理由としては、「外国法の真似をした民法が不

完全」、「新時代の法制は、全体として日本の国情の考究が周到で無かつた」、「不動産所有権の擁

護が稍偏頗に失して居た」という認識を示しており、制度としての民法に欠陥があったという見解であ

った。その理由として彼は、民法作成時における概念適用の硬直性と、民法の不動産所有権の賃借

権に対する優位という二つをあげている。 

 ところで、彼のこの硬直した概念の利用を避けることの必要性の強調は、実はこの『日本農民史』全

体を貫く主張である。たとえば、本書は「農村」という語の概念の説明から始まっている。当時「農村」と

いう語は、単に「ヰなか」という意味で使用されていたけれども、彼は「ヰ」という語の本来の意味と歴
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史的変遷を説明してつぎのように述べている。 

日本には「都」といえる場所はひとつしかなく、それ以外の場所が本来「ヰ」であったが、「ヰ」のな

かから追々に「城下」ができ、その地域の外側に住む人々は必ず農業に従事していた。このことは明

治に入り市町村制が導入されてからも同様で、広大な田舎が市の行政区域に編入され、市にも町に

も村にも商業交通の中心といえる地域とそうでない部分とが混在していて、当時の「農村」が町村のな

かの村ばかりを意味するものではないというのが彼の見解であった。つまり、彼は、日本では農業を営

む地域において農業生産力が拡大して都市を成立させてきた、都市成立を担ったのは農民であると

いう認識を示している。 

 硬直した概念の利用を避けることの必要として、彼は「農民」という語もあげていて、「農民を個々の

穀粒の如く、一つの概念で見て居る者ばかり多い」と当時、ある立場において主張されていた農民観

を批判している(15)。この問題については、後に詳述することになるが、彼は誰の農村観、農民観を批

判していたのであろうか。 

 

4. マルクス主義の立場による農民観と農村観 

 

 『日本農民史』の執筆が小作争議を背景としていたことは既述のとおりである。そしてその内容はこ

れまで見てきたように、日本の「村」の多様な起源であり、家族の多様な生活状況であり、時代による

「村」の多様な変化であった。本書序文にあるように、当時柳田は日本農村の「数百年の変化を正当

に理解する為」の書物がないと考えていて、「近年世に出た日本の農民史を見ると、故意でない人の

著述にも一揆暴動などの事変が多過ぎ」て、「平常時の農民生活を知」らないと、小作争議を「直接に

闘う人々の武器にはならずとも、彼等を正しい断定に導く」ことができないと思っていた。彼が目指した

日本農民の歴史は、「平常時の農民生活」の歴史であり、小作争議で揺れる農民を「正しい断定に導

く」ことのできるものでなければならないものであった。 

 また、本書の末尾には「歴史の我々に教へることは、年代とゝもに変化して行かぬ経済事情は一つも

無いといふことである。過渡期には必ず動揺の為に悩む人があるべきにも拘らず、実際は追々に方

法を改めて、次々の時勢に適応して行くものだといふことである。今後の農業の変遷は避けたくとも避

け得る見込は無い。問題は只如何にして無益なる混乱動揺とその犠牲者の数とを、最小限度まで少

なくし得るかといふに止まつて居る」とあるように、彼は時代による経済事情の変遷によって、農村を取

り巻く経済状況の変化があることはいたし方の無いことであるという認識はもってはいたけれども、その

時に、「無益なる混乱と動揺」と「犠牲者の数」を最小限度にしなければならないと考えていた。 

 しかも彼は、「其改造の計画としては、出来るだけ病の源を治めなければ、双方共に徒に混乱の苦

悩を味はねばならぬ」と当時の小作争議の戦術を批判していた(16)。当時、農村問題を研究し、日本社

会を憂慮していた思想的立場のひとつに日本マルクス主義の立場の人々がいた。彼らは小作争議で

揺れる農村と、そのような状況を生み出した日本の近代化について厳しく批判の目を注いでいた。 

 それでは、マルクス主義の現状認識と現状分析はどのようなものであったのかを、当時のマルクス主
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義の農村観と農民観に考察を加えてみよう。 

柳田のこの著作より少し時代が後に刊行されたものであるがその後の学界に大きな影響をもった著

作に、山田盛太郎の『日本主本主義分析』がある。彼の著作をとおしてまずこの問題にアプローチし

ていこう。 

 

(a)  山田盛太郎の農村観と農民観 

 

 この著作は日本資本主義の性格を分析したもので、1934 年に刊行された。山田の農村観と農民観

を示すものとしては、著作の第三編「基柢」中の「半封建的土地所有=半農奴制的零細農耕」に言及さ

れている。 

 第三編のなかで山田は、地主=小作人関係で発生する小作人の労働を「徭役労働」と捉え、つぎの

ように規定している(17)。第三編の目次には、「徭役労働=労働地代(作り子、名子、被官百姓、幕人制

度)。隷農制的=半隷農制的従属関係における一極」とあり、その説明として「現物年貢(生産物地代)よ

りも一層、原始的な形態は、徭役労働=労働地代で、それは典型的な農奴制型として、隷農制的=半

隷農制的従属関係における一極として現れる」とし(18)、直接生産者が事実上強制されて行う労働であ

るとしている。小作人の地主に対する労働は、柳田が考えるような「不文の慣行」ではなく、山田にとっ

ては「封建的な」残存物として規定されている。 

 そのような山田の視点から結論される当時の農業は、「二層の従属規定〔隷農制的=半隷農制的従

属関係再出確保、圧倒的優位の地主資格ならびに全剰余労働吸収の地代範疇成立の規定〕をもつ

所の、また、封建的=半封建的地代形態〔労働地代、生産物地代の形態〕をとる所の、半封建的土地

所有関係=半農奴制的零細農耕」であり、当時の農村は「土地所有の寄生化(大農場小作制、寄生的

不耕作地主、中間寄生的管理人)と耕作農民の債務農奴化（＝およびプロレタリア化）とを間断なく再

生産し、それをますます堪えがたきものならしめる」ものであった。 

 つまり、山田の農村観と農民観は、農奴のように天皇制に従属する「アジア的」「封建的」な「残存物」

であった。 

 それでは、山田以外の日本マルクス主義の農村観と農民観はどのようなものがあるであろうか。山田

と同時代の学者であり思想家である猪俣津南男について考察していこう。彼の『農村問題入門』を中

心に考察していきたい。 

 

(b) 猪俣津南雄の農村観と農民観 

 

 猪俣は 1889 年新潟市に生まれた。数々の曲折を経てウィスコンシン大学の大学院で農業経済学と

哲学を習得し、Ph.Dを1920年に取得して1922年に母校である早稲田大学で農業政策と経済学史を

担当する教授として迎えられている。ここでとりあげる『農村問題入門』は、1937 年に中央公論社から

発刊された著作であるが、この年の 12 月に検挙されこの検挙がもとで 42 年に死去した猪俣にとって
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は、この著書が最後の単行本となっている。 

 柳田との関連で彼の著作をみるならば、著作中に柳田の『日本農民史』からの引用が散見されてお

り、思想的立場を異にしつつも猪俣は、柳田の農民史観から学問的影響を受けていたことはほぼまち

がいない(19)。また、彼は、1934年に改造社から出版された『窮乏の農村』に明白なように、農村を足で

歩き、農民生活を自分の目で確認しようとした。その点においても柳田との共通性は指摘できよう。 

 それでは、猪俣の農村観と農民観についてみてみよう。 

 『農村問題入門』第三章第四節「村落共同体の特質」において、猪俣はつぎのようにまとめている。 

 猪俣によれば、明治・大正期まで存続した「村落共同体」の最初の型は、平安時代上期に出現した。

「村落共同体」出現の契機となったのは、開墾運動と人口移動であった。開墾による「新村落の設立」

は、もはや血族的なつながりは切れていて、その地域内で個別的世帯をもって一定の生産を営む

人々の共同体に転化した。ここでは、家及びその付属物の庭は耕作者の私有であるが、当初は土地

一般は共有であった。のちに耕地は私有となるが、山林や原野、荒蕪地は共有のままであった。 

 猪俣は、日本村落共同体の特質として、つぎの三点をあげている。 

 第一に「水」の共有。第二に「水」に対する共同の闘争及び共同の支配。これは灌漑設備の共有と

いうこと。第三に生産の共同。これは、水稲の生産工程の特定の短い時期に要する異例的に多大な

労働を、個別的耕作者の結合労働によって営むものである。「日本の村落民が発展させた結合労働

の形態は驚くほど多種多様なものである」と猪俣は評している。 

 ところで、そのような所有と労働における共同性は、彼によれば、「村落共同体」の内部秩序をも決

定していった。 

 まずそれは、成員間の社会的関係における根本的な平等性であった。そして、合議と多数決による

集団意思と集団行動であった。いわゆる「村の寄り合い」による「村の取り決め」である。根本的に民主

的な社会秩序が存在したという。 

 それと併行して、選挙によらない「村の長」をもつという「伝統的な従属関係」も存在したことが、民主

的な社会秩序にもかかわらず、家父長的な社会秩序の存続を許し、専制的・独裁的な形態を「村落

共同体」にもたらすことになったとしている（20）。 

 猪俣の「村落共同体」概念の特徴は、農民の主体性を認め、開発者たちの共同的労働と「相互扶

助」（21）を評価しつつも、その孤立性を指摘し、そこに政治的・社会的な農民意識の水準の低さをみて

いるということにある（22）。 

 また、さきの地主＝小作関係における賦役労働の見解については、自由な賃貸借関係においては

賦役労働は存在しないという見解にたち、小作人を「アジア的奉公人」とし、明治以後の地主=小作関

係を「アジア的下僕的隷従関係」としている。山田同様猪俣も、地主=小作関係における賦役労働を

「地代」概念で捉えており、柳田のような「不文の慣行」「情誼の関係」という視点はない。 

山田と猪俣は同じマルクス主義の経済学者として一つの系譜に括られるけれども、周知のように山

田は講座派を代表する論客であり、猪俣は労農派にも講座派にも一線を画す論客である。その思想

的立場はかなりの距離が認められる。にもかかわらず両者には、その農村観と農民観に同一の傾向
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が認められる。それは当時の日本の農村と農民を、欧米先進諸国の物差しによって評価する視点で

あり、発展段階論という一つの観念で括ろうとする立場である。 

 

5. 小括  ――― 「郷土研究」からの反論 ――― 

 

 柳田の『日本農民史』における主張は、既述のとおり、日本の村の成立の多様性であり、労働組織

単位である家族の、時代の変遷に主体的に対応を図ってきた実態であった。農民たちが意識的に、

時代に適応する生活方法を選択して生きてきたことを、柳田は「郷土研究」の研究成果から主張した

のであった。 

 日本マルクス主義の農村観と農民観は、発展段階論や階級闘争史観をベースとして、地代形態の

概念や土地所有の概念等で日本農村を分析しているけれども、その立場での農村や農民に対する

見解は後進性を過大視し、その自立性や自律性を評価するものではなかった。明治以後の地代形態

が前代の遺構であっても柳田はそのことを「封建的」とせず、大家族制から小家族性への移行にとも

なう生活慣習の残存物であると認識していた。また、彼は村の運営方法や生活実態を明らかにして、

村の生活様式が自立的で自律的なものであることを明確にして、日本の「村」が主体的な歴史を築い

てきたことを主張している。 

 これまでの彼の「郷土研究」の研究成果によれば、日本文化と伝統の担い手は農民であったというこ

と、それらを生みだしたのは彼らの生活の場である「村」であったことを明確にすることがこの『日本農

民史』を執筆した柳田の真の動機であったと思われる。 

 

註 

(1) 西田美昭『近代日本農民運動史』、東京大学出版会、1997年、25～26頁。   

(2) 西田によれば、同盟罷業・同盟怠業・工場閉鎖を伴う労働争議は 988件と 1931年にピークとなっている。参加人員

は 1930年にピークを迎え 8万 1329人。上記のような形態をとらない争議を含めて件数と参加人数をみると、労働

争議は第一次世界大戦から直後にかけての第一期高揚期と昭和恐慌期の第二期高揚期に分けられるという。 

   西田によれば、労働争議の件数と参加人員のピークが昭和恐慌期であるのに対し、小作争議では、35年に件数、

26年に参加人員のピークを示し、昭和恐慌前後にそのピークを示しているのが、注目に値するという。 

   また、小作争議の内容を検討すると、小作料の減額などの積極的要求を示す小作料関係争議が 26 年まで 80%以

上を占めるが、その後地主の土地と利上げに対して小作契約の継続等を求める消極的な小作関係争議の割合が

昭和恐慌前後を通じて急速に増大したという。 

   西田は労働争議と小作争議の性格を昭和恐慌期にポイントを当てて分析して、その政党支持傾向と思想傾向の

違いに大きな相違があることに注目している。1927年 9～10月に、2府 37県で施行された府県会議員選挙は、定

員 1488 人中、既成政党である立憲政友会と民政党が 1387 人を占め、無産派諸政党は 216 人の立候補者のうち

28 人の当選者にとどまった。無産派政党はこの時期、右翼社会民主主義を標榜する社会民主党と、左翼社会民

主主義を標榜する日本労農党、右翼改良主義を標榜する日本農民等とがあり、西田によれば、「主義・主張・行動

において 27年 9－10月には妥協しがたいまでに無産党各派は対立する状況に立ち至っていた」。 

   こうした状況のなかで、無産党各派が獲得した得票数と当選者数の傾向には、注目すべき特徴があった。それは、
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左翼の労働農民党の支持者が圧倒的に農村部にあったということと、無産党の圧倒的多数の得票が農村部で獲

得されたということであった。この現象に関して、西田は、この府県会議員選挙において惨敗を喫した社会民衆党

の中央委員である赤松克麿の総括を紹介している。赤松は「……共産主義を奉ずる労農党が、最も共産主義を理

解し難い農民大衆の間に多くの投票を獲得し、共産主義の発生地たる都市の近代的プロレタリアの間に多くの功

果を収めなかった……」と述べている。上掲、西田『近代日本農民運動史研究』 

(3) 実証主義の歴史学は官府的修史事業として発足した経緯から、官の側において残存する史料・資料や、残存す

る公家や文字をもつ人々の日記、活字として残ったものによる歴史の再構成が基本となる。  

例えばこの歴史学における一つの実績として我々は原勝郎の「東山時代における一縉紳の生活」(『現代日本思

想体系』第 20巻、筑摩書房、1966年、336頁 )をもつ。 

この論文は 1917年京都大学の雑誌『芸文』の 8月号から 12月号に連載され、のち『日本中世史の研究』に収め

られた。この論文は、三条西実盛という公卿のなかでは中の上か上の下に位すべき家筋の人間の、20 歳から 81

歳に至るまでの日記をもとに、その家庭における私生活と廷臣としての公生活、そして文学者としての生活を叙し

たものである。 

(4) 皇国史観の歴史学は昭和初期に政府主導による国家主義的イデオロギーとして歴史教育に利用された。いわゆ

る人物主義、教化主義の歴史学である。この歴史学者としては平泉澄が有名である。この歴史学の本質は個々

の英雄、個々の治者が歴史を動かすというものである。 

(5) 民間史学はいわゆる明治リベラリズムや大正デモクラシーの流れを受け継ぐ歴史学の系譜である。 

古来日本の史学は「官」の立場で管理されていた。六国史以来朝廷や幕府の正史を編纂してきたのはすべて官

府の役人であり儒者であった。したがって民間の歴史学は史料操作も考証もいわば素人の余技の性格を免れず、

科学としての歴史学とは程遠いものであった。明治以後の民間史学もその流れを汲んでいて、基本的に史料操

作もアカデミズム本来の厳密さからは遠いものであった。 

(6) マルクス主義の歴史学は、マルクスによって樹立された歴史学の概念、方法、目的を継承する人々により発展し

た資本主義を分析し批判する歴史観である。 

日本においてはロシア革命を契機として経済学と歴史学においてマルクス主義が大きな影響力をもった。 

周知のように、日本のマルクス主義の研究は、日本の近代化をどのように分析してその後の日本の歴史に活かす

ことが可能であるかという立場から、講座派と労農派の二つの立場に大別される。 

講座派は明治維新による近代化の評価でマイナス面を大きく捉え、労農派は明治以前からの国民による資本の

蓄積を評価し、明治維新による近代化の評価もプラス面を評価する立場である。本文中の山田は講座派であり、

猪俣は労農派である。 

両者は立場を異にするとはいえ共通性をもち、マルクスの資本主義社会の分析のカテゴリーを全面的に前提とし

ている。どのような現実も概念なくしてはありえないとする索出的=HEURISTISCHな立場による分析をおこなう。 

(7) 柳田は農民史と資料との関連について本文中に次のように述べている。 

「農商務省の初期には政府に余力があつて、頻りに大日本農史や農政類典の類を編纂して刊行した。多く集めら

れた古来の記録の中から、肝要な事項を抽き出して年代順に列記したものである。ところが記録は江戸時代を除

けば、却って京都の平和であつた所謂院政時代から前に多く、源平以後殊に足利期に入ると、殆ど書いたものを

残して居らぬ。其為に此類の編纂物は、昔ばかり詳しくて、中世の数百年を一跨ぎに飛越して居る。しかも今日の

村生活を築き上げた基礎は、西洋も同様に十七世紀前からの、武家移動の時代にあつたので、それを顧みなか

つた今までの書物は、研究と称する価値が無い」 上掲、『柳田國男全集』第 3巻、412頁。 

ちなみに、柳田は自己の研究対象が「村」であったので、文字をもたない農民の歴史資料として民間伝承を掘り

起こしていくことになる。 

(8) アジア的生産様式の概念はマルクスその人によって提出された概念ではない。マルクス自身はモンスーン地帯
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の稲作農耕民族における村落の性格を分析したが、彼のこの研究が第 2 次中国革命の勃発により成立した国家

社会を分析するときに、様々な研究者によって議論され、そのときに提出された概念である。極端にいえば、研究

者の数だけ解釈が存在するといえる概念である。当初は村落の分析から出発した概念であるが、1920 年代から

は「所有」と「階級」の視点からの分析が中心となっていった。 

例えば猪俣の「アジア的生産様式」の概念は以下のようなものである。 

猪俣によれば、ギリシャやローマのように典型的な階級分化が進行した形態を「古典的形態」とすると、古代アジ

アにおいては原始血族的な共同体は解体してもなお氏族共同体やその直接の発展形態たる共同体が残存し、

奴隷制度が個別的所有とはならずに共同体的所有として発展する。そのような形態で制約される奴隷労働と、そ

れに相応した特殊の土地所有とによって特徴付けられる生産様式が「アジア的生産様式」であると。 

この生産様式が見受けられる地域では、私個人的土地所有ではなくアジア的な国家的土地所有へ発展すること、

奴隷の役割も社会の全生産体制を捉えることなく、共同体中の成員たる者の生産労働が多かれ少なかれ大なる

比重を占める。この原因はアジアにおける人口灌漑の重要性に拠るというのが猪俣の見解である。 

猪俣によれば、ギリシャにおいては農業全体の興廃を左右するような「機関」は必要とはされずに土地の管理が

可能であったので、社会的生産力の増大につれて土地の個別的占有から私個人的所有への発展も可能であっ

たが、アジアにおいては人口灌漑の諸施設を社会的に創定し管理する「機関」なしでは農業を続行することが不

可能であったために、土地の私個人的所有の発展すべき余地がなかったという。 

この議論は中国やロシアで成立した社会の性格を分析するときに盛んになされた。 

(9) 古島敏雄は『土地に刻まれた歴史』において、稲作と日本国土の関係を通史的に概観してまとめている。彼は日

本農業の特徴を稲作として、そのための水供給については、平原に水路を通して水を導き灌漑するという方法で

はなかったことを、この書で述べている。それは、山から流れ出る小河川、渓流が平野に流入しようとする谷の入

り口、または湖沼、そして低湿地帯等々であったとしている。「弥生時代の大和平野中心部は 50メートル等高線よ

りやや低いところまで、湖沼地帯をなしていたと考えている。大和川が亀が瀬地峡をへて河内平野に出るあたりで

当時なおせきとめられていたと考えられるであろう。四周の山々から流れ出る諸河川はこの湖沼に流れこみ、そ

の下流部は乱流し、あるいは流路をかえ、そのところどころに成立した三角州的高みに弥生人が住居を定めてい

る姿を考えてよい。土器面に絵を描いた土器片が出土しているが、そのなかには舟をこぐ人々とともに水鳥の描

かれたものがある。これは唐古の地がここにのべた湖沼に近く、水鳥に富むことを示すものであろう。そのことはま

た三角州状の微高地の周辺に湿地の多いことを示す。降雨があれば水を湛え、時に水を流す周辺の湿地が、特

別の人工を加えないで稲作用に用いられたものと言ってよい」(32～33頁)。 

   このような湿地中の微高地において農耕を営む方法は、天候によって河川の氾濫に遭遇しやすく、水田や居住地

を失いやすかったので、人々は少しずつ山麓部に移動していったという。「古い弥生集落は、その地の洪水防御

を完成し、新しい灌漑様式を発見するという方向の発展を直線的に示すことなく、前期古墳の時代には新しい遺

跡を平野地帯には作らない。古墳時代に入ってやや下った後、この地帯にも旧川西村島根山古墳を作るような動

きもあらわになるが、同じ方向の発展は顕著ではなかった」(41～42頁)。 

   その後、大和平野に大小の古墳が見られるようになるのであるが、古墳を出現させるような統一的な権力が存在し

たとしても、大和川と淀川の本流に沿って治水灌漑が可能となり、耕地が進出したわけではなかった。 

古島がこの書で明らかにしたことは、日本の初期の稲作の特徴は本格的な河川灌漑ではなく、平野地帯を全

面的に耕地化したものではなかったということであった。このことは、日本社会の特質を考察するうえで注目に値

する。いわゆるアジア的生産様式の議論に連なる問題意識であるからである。古島敏雄『土地に刻まれた歴史』、

岩波書店、1967年。 

(10) 柳田は論文「農村家族制度と慣習」(1927 年)で、大家族主義の実例として白川の大家族を紹介してつぎのように

述べている。 
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「飛騨の白川の大家族は、一家のうちに五十人以上の多人数が住むので、家屋の構造もそれに従って大きい。

屋根の左右がのびて低く地につき、前後があいて出入りが出来る様になつて居る。そして、五階になつて居るが、

主人夫婦がナンドと称して別に寝室を持つて居るだけで、あとのものは二階三階に一同枕を並べて寝る。それだ

けの大家族だから、便所の如きも、八畳の間位の大きな穴を掘つて、それに梯子のやうなものをかけ渡して、一

度に二十人以上のものが用を便ずることが出来る様になつて居る。 

 白川は、宗教は一向真宗の方で、毎朝必ず数珠を手にかけて、霊前に礼拝するのであるが、その数珠が家の

中の一定の場所に、ずらりとかけ並べてあつた。多分そのかける順序にも、家族の席順といふやうなものが現は

れて居るだらうと思ふが、それは聞かずに過ぎてしまつた。 

 白川ではまた娘は決して嫁に行かない。男の方からやつて来る。娘を嫁にやらない風習は、他の地方にもある

が、その原因は主として、労力を減ずることをいやがるところから来たものである。一般に農村で嫁をもらふことは、

一つには必要な労力の移植である。    （中 略） 

 白川の風習で最も注意すべきことは、食と住とが共同であつて、其の責任が家の主人にあり、衣だけが個人の

責任になつて居ることである。食と住とは何と言つても最も共同的なもので、衣は最も個人的なものである。最も共

同的なものが一家の代表者たる主人の責任になつて居て、最も個人的なものが最初に個人の私となつて居ると

いふことは、後にだんだん変化が起つて来ることを予想せしめる制度である」。 

伊藤幹二・後藤総一郎・宮田登・赤坂憲雄・佐藤健二・石井正巳・小田富英編『柳田國男全集』第27巻、筑摩書房、

1999年、375～376頁。 

(11) 柳田は名子の賦役がどのようなものであったのか、つぎのように記している。 

「それでは名子は名親に対して幾干の賦役を納めたか言ふに、之は土地の一般的事情と、名子に給与又は貸与

してある家、屋敷、田畑、山林、放牧地の広狭によつて賦役負担に軽重があつた。（ｲ）家、屋敷、畑一町二反乃

至一町五反、之に相当する秣場、薪山、放牧地の使用を許してもらふ代りに、旧四月から旧十月までの七ヶ月間

に、百二十人乃至百三十人の賦役を納めたところもあり、（ﾛ）宅地百五十坪、畑約五反、山約三町位に対して、

五六十人位の賦役を取ったところもあり、種々の差異があったことは当然である。 

 地頭が名子から賦役をとつて何に用ゐたかも、土地の事情、地頭の家の個々の事情によつて、種々の相違が

あつた。田植ゑ、草取り、刈入れ等は勿論、家事用にも使へば、薪取り乾草刈り等にも使つた。所によつては女

は主に農事に男は主に漁業に使つた。名子の本家に対する賦役は男が行かなければならぬといふことはなくね

女も一人前として働きに行つた。そして男と女の働きに行く日数も略半々位の所があつた。多くの名子の中には、

大工、鍛冶、屋根葺、木挽等の職人も居て平常は世間相手の仕事をして居て、本家の必要な場合には必ず行つ

て働くといふ、特殊なものもあつた」。 

上掲、380頁。 

(12) この頃の日本マルクス主義者がしばしば使用したいわゆる「動物的生活水準」である。柳田も農民のなかには低

水準の生活をおくる者が多数いたことを次のように記している。 

「百姓の奢りは破滅の原因だ。心掛け悪いとすぐ乞食になるといつたのは、即ち真実であつて虚喝ではなかつた。

しかもそれが怖ろしさに身を慎み過美を戒めたといふのは、やがては又その虞が稍少なくなつたときまれば、何と

かして少しは良い暮しがして見たくなる理由である。奢侈といふものゝ定義は実は不足であつた。百姓の所謂身

分相応なるものは、実の処は米を作りつゝ自分は干葉や大根の交つたかて飯を食ふこと、藁で髪を結ひまた藁の

中で寝ることなどであつた」。 

上掲、『柳田國男全集』第 3巻、459頁。 

(13) 柳田は小作争議の原因が高額地代にあるのではなく、農村に滞留する過剰人口にあるという見解をもっていた。

明治以後の寄生地主の激増の契機が、地租改正事業と現物小作料にあるとして、つぎのように述べている。 

「明治になつて地租が一定の金額を以て徴収されることになり、米の価の方は地租改正時代の石五円乃至六円
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から、段々に今日の石三十円にまで進んだのだから、地租を米に換算して見れば段々減少した勘定で、地租と

年貢米即ち小作料との差は益々大きくなつた。今では二つの者の関係は何もないのである。然るにも拘らず、昔

ながらの年貢米が量られるのは、単に地租米納時代の惰性だと言ふよりも、寧ろ新時代の小作希望者の競争の

結果である。別の言葉で謂ふと、今の小作料は必ず米を以て一段歩一石以上も納めねばならぬといふ理由は無

くなつたのだが、地主の方では昔の米年貢の時と、全然同一の条件でならば貸さうと謂ひ、小作人の方ではそれ

でも承知だから貸して下さいといふ、新たなる協定の結果である。従って小作料の改定は交渉次第のもので、双

方契約の自由を妨げられぬに於て、之を引下げることは差支えないのだが、如何にせん通例は耕作者は多く土

地は足らず、地主の方に小作料を引下げて、借手を迎へる必要は少しも無く、是でいやなら返せ他へ貸すと、今

迄は強く言ふことが出来たのである。市街地の地主家主などは、斯んな場合に進んで賃貸率を引上げることさへ

出来た」。上掲、『柳田國男全集』第 3巻、448～449頁。 

 ところで、当時の小作料に対する見解については、猪俣にも農村における過剰人口が原因で小作料の引き下

げがなされないという視点が存在する。彼はこの農村における過剰人口を「アジアの大群衆」の日本的密集部隊

と称しているが（猪俣『農村問題入門』、194頁）、この小作料と過剰人口に関しては、つぎのように述べている。 

「小作料が高過ぎると思ふ者は、いつでも小作を止める自由はあった。そこは封建領主に対する隷農のやうなも

のではなかった。だが、彼が小作を止めたにしても、それなら私に作らして貰ひませうと地主に頼む者は幾らでも

あった。だから、地主は小作料を下げる必要はなかった」(上掲、猪俣、『農村問題入門』、249頁)。 

(14) 大家（本家）の義務として柳田はつぎのことをあげている。 

「本家はオホヤ（大家）とも言ひ、名子や手子の面倒を見てやるのは、其の義務であつた。だからふだん割りの

いゝ代りに、困難な時にもそれを逃れる事は出来なかつた。親方の内には必ず手をつけない倉庫があつて、飢饉

とか不作とかの場合に、名子や手子を餓死させないだけの準備は、絶えずしてあつた。そればかりではなく、親

方の家にはまた余分の着物、膳、椀、カンザシの類に至る迄も、特に用意してあつて名子の家の冠婚葬祭といふ

様な必要な場合には、何時でも貸してやる事になつて居た。つまり今日の地主小作の関係や、工場労働者の関

係とは、頗る趣を異にしたものであつた」。 

上掲、『柳田國男全集』第 27巻、379頁。 

ところで、この地主・小作関係の不文の慣行について、猪俣はつぎのように述べている。 

「両者の間の関係は尚ほ本質的に家父長的な関係であった。地主は例えば、凶作でも何でも小作料を払へとは

言はなかった。家父長的な意識の強い村人達もさうは言はせなかった」（上掲、猪俣、193頁）。 

(15) 柳田が『日本農民史』を 1937年に改版したときの言である。その一部は次のようなものである。 

「現在の経済史学はどちらを向いて見ても、不消化の兆候が可なり著しい。文書記録類の発見が一時に累積して、

気永に之を租借する人が追々と少なくなつて来たからである。其上に之を書き残して置いてくれたのが、必ずしも

今日の滋養を念とした良き料理人では無かつた。或は疎明しなければならぬ立場があつたり、或は株守すべき

利害があつたり、さも無い場合にも農民を個々の穀粒の如く、一つの概念として見て居る者ばかり多かつた。  

（中 略）  さうして一方には被治者側、即ち個々の農民の経験と選択、乃至はその無意識に踏襲して居る生活

様式の中から、又別途の史料を見出さうと努めて居るのである。彼等の判断も必ずしも常に幸福なものでは無か

つた、もしくは今から振返つて見て、斯く来たのが誤りで無かつたか。あゝ行く機会もあつたのでは無いかと、迷ふ

場合は少なくとも幾つかある。その疑惑や悔恨を彼等と共にしたことが、偶然に読者をして、何物かと思い当らし

める結果になつたのではあるまいかとも考へる」。上掲、『柳田國男全集』第 3巻、479頁。 

(16) 柳田は『都市と農村』で各政党諸派の小作争議の戦術を全面的に批判するが、1927年9月18日付『東京朝日新

聞』論説にもつぎのように述べている。 

「地方の実情においては、無産大衆の過半は今尚何者かに捕はれて居る。それが無明の因習である場合もあれ

ば、また中味の不確なる新標語である場合もあつた。今までは彼等を尚混迷に陥れなければ、これを利用する途
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が無いと断定して、さうしようとした人が多かつたのであるが、如何なる犠牲を払つても、新たに起こつた政党のみ

は、その故智を踏襲させたくない」（上掲、『柳田國男全集』第 27巻、394頁）。 

(17) 山田盛太郎『日本資本主義分析』､岩波書店、1977年、223～263頁。 

(18) この「隷農」という語については、猪俣の説明によれば、つぎのようなものである。 

「「農奴」や「隷農」は、一面ではとにかくすでに土地その他の生産手段の法律上または事実上の所有者であり、

そしてとにかく「自営農民」なのであって、自己の生産手段をもって労働した」(上掲、猪俣、『農村問題入門』、101

頁)。「「奴隷＝隷民形態の時は、土地の生産物は、耕作者が奴隷である場合はもとより、公民（奴隷）である場合

でも、初めからすべて土地所有者たる国家又は貴族に所属した。だから、彼等耕作者は、稲を刈取ってもそれを

すぐ自己の住居へ持込むことは出来なかった。彼等は先づ官の代表又は代理たる者（例へば里長や保長）の一

定の場所に穫稲を運び、所有者が取った残りを自己の生活資料として与へられた。然るに、農奴＝隷民形態の

場合になると、彼等の占有する土地片の生産物は初めから彼等に所属し、収穫物は直ちに彼等の住居へ持込む

ことが出来、それに対して彼等は単に豪族自営の田畑で労働する義務、又は穫稲の一部分を給付する義務を果

すといふことがその条件であり、たゞさやうな義務が自由な契約からは発生せず、土地所有者に対する人格的隷

従関係の一面として生ずるといふ点で自由農民と異なる」（同上、117頁）。「農奴＝隷農たるこの隷属生産者は土

地、農具その他の占有者であり、その永世的占有用益の権利を認められてゐる点で、以前の奴隷＝隷民と異な

ってゐる。従って彼らは、さゝやかながら自己の計算によって農業を経営するといふ意味で自営農民であり、とに

かく一の独立した生産者であって、自己の土地の生産物は初めから彼等に所属する」（同上、131頁）。 

(19) 猪俣の『農村問題入門』のなかで引用されている彼以外の文章はおそらく、その大半が柳田のものであると思わ

れる。例えば、142 頁の農民武士の説明は『柳田國男全集』第 3巻 439 頁『日本農民史』中のものである。167 頁

の引用は『全集』の 443頁、188頁のものは『全集』448頁等々である。 

(20) 猪俣のいう家父長制の家父長の概念とは、(1)父系にせよ、母系にせよ、とにかく家長は、家族の共同経済を指導

し組織し統制した。(2)家族の財産は大部分家長に属した。(3)この世帯共同体は自由人と共に非自由人たる奴隷

をも包容し、それをも家族員として扱った。(4)家族の成員の間には、幾つかの家族的身分の階層が出来ており、

そのいづれもが家長の強大な権力に服した。(5)家長は家族全体を代表した、というものである(上掲、猪俣、71

頁)。そして、村落共同体内部での家長の役割については、つぎのように述べている。「わが村落共同体は、根本

的に民主的な社会秩序の存在にも拘らず、常にまた、選挙によらざる「村の長」を持ち、そして共同体の成員は彼

に対して伝統的な従属関係を取り結んだ。彼は外部に対しては村落共同体を代表した。この長たるものは、概し

て他の成員よりも比較的大なる富を持ち、且つ比較的大なる家族を持つものだった。この共同体はまた、自己の

内部においての一定の身分的階層-伝統的な、従って必ずしも富の大小によらざる-を持ち、それ故にまた政治

的権力によらざる従属関係を持った。個々の家族にあっては、その内部構成は大体に古い「大家族」のそれを継

承し、家長が大きな権力を持ってゐた」(同、71～72頁)。 

(21) ここで猪俣の言う「相互扶助」というのは、生産を共同することによって生じるもので、どのような形であれ村落共同

体内部では、村の一員であれば生命が保証されていたということを述べている。猪俣はつぎのように述べている。

「そのいづれの時期たるを問はず、村落共同体の内部においては、常に、成員の間の社会的関係における根本

的な平等性は保たれた。この一種の平等性は、すべての成員の生産への参加といふその平等性から直接的に

発生する。だから、共同体の成員達は一人残らず「生きる権利」を保証されてゐた。成員相互の関係の根本的な

ものは、「生きつ生かしつ」であった。粉飾ぬきの「相互扶助」であった」(上掲、猪俣、69頁)。 

(22) 猪俣の農村観・農民観の結論である。彼はつぎのようにまとめている。「村落共同体の孤立性は、日本の社会全

体の著しい停滞性の、最も重要な一因であった。村民の孤立無援の状態は、東洋的宗教の温床となった。人々

は、何でも与へられた現状を、それがいかに最悪のものでも、天命として受取り、「宿世の因縁」として諦めることを

学んだ。支配者階級は支那からそれを輸入してあらゆる村落に植ゑつけた。村落はますます迷信の巣窟となっ
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た。すべて新しいものとの接触がないこと、従って新たなる諸欲望を持ち得ないことは、村民の大多数をして、考

へ得べき最低の生活水準の甘受に慣れさせたばかりではない、更に村民達を伝統的慣習の奴隷にしてしまった。

これらすべては何を意味したか。それは日本の社会の基本的大衆の生活から、一切の新しい活動様式を奪ひ、

広汎な社会的活動の可能性を奪ひ、歴史を創造して行く精力を奪ったことを意味した。社会全体の著しい停滞性

は当然であった。従ってまた、農業そのものゝ惨めな後れ方も当然であった」(上掲、猪俣、77頁)。 
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第１３章 郷党の自治の恢復 

 

 

1. はじめに 

2. 三つの希望 

3. 日本の村の歴史 

4. 新しい結合の精神 

5. 小括 ――― 郷党の自治の恢復 ――― 

 

 

1. はじめに 

 

1929年、朝日新聞社から発行された『朝日常識講座』全 10巻中の第 6巻として発行された『都市と

農村』中において柳田は、農村の自治の回復を図る方策を提言している(1)。彼がこの書を世に問うた

時期は、明治維新以来の近代化にともなう地域間格差と所得格差が進行した結果、農村では小作争

議が多発しており危機的状況下にあった。 

柳田はこの書において、農村に危機的状況をもたらした原因とその解決策を全面的に論じている

のであるが、その解決策として彼が提示したものは、日本経済の抜本的な構造改革案と農村における

自治回復策であった。 

この論文においては、柳田が提示した解決策のうち、農村における自治回復策がどのようなもので

あったのかを明確にしていきたい。 

 

 

2. 三つの希望 

 

 小作争議に明け暮れる農村の状況を憂慮して柳田は、農村がどのような状況になれば農村に居住

する住民が満足を感じることができるのかとして以下の 3点をあげている。 

最初は、働こうというときにいつでも仕事があること。次はその反対に、現在従事している職業をや

めたいと思うときにいつでも他業種に転職が可能であること。そして最後に、職業の選択において各

自が正しい判断を下すことができる智慮を具えること、以上の 3 点を自らの農村の「理想」的状況ない

しは「念願」としてあげている。 

彼のこの「理想」あるいは「念願」の前提としては、農村に農以外に雇用と再生産が可能な産業が存

在することが必要である。彼はこの書において、明治維新からすでに 50 年前後も経過した大正末期

から昭和初期において、どのような方策によって日本社会の構造改革が可能であるのかということも
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論じているのであるが、ここでは農村人自らによる経済自治の回復策と意識改革策に限定してとりあ

げたい。 

柳田のこの希望の言は、農村人の政府への保護政策を求める姿勢に対する批判として出された(2)。

柳田によれば、政府はこれまで農業保護のために、米籾の輸入に関税をかけるだけでなく穀価維持

政策によって市価の維持を図り、その他補助金を整備してきた。政府は政策として「其他金融の便宜

倉庫の設備、それよりも更に有効なる直接の奨励補助の如き、殆ど手段の尽し得る限りを試みんとし

て」きた。しかしこのような政府の努力にもかかわらず、明治維新以来、農村は疲弊し生計維持が不可

能な農民が多数輩出されてきていた。 

しかしこの頃の農業生産力はというと、柳田によれば、維新以来の農業はけっして衰えていないば

かりでなく、むしろ新種の農産物が増加し農業技術も土地の生産力も上昇が認められるという。茶や

麦類など産額は増加せず、木綿や葉藍等利益が見込まれずに生産されなくなった種類はあったとし

ても、新種の農産物の種類は増加していたという。 

つまり小作争議が多発していた時期の農業生産力も政府の農業保護の補助政策も、衰退していた

とはいえない状況下において、農村そのものが疲弊していた。柳田はこの要因のひとつに農民自身

の意識が作用していると考えた。政府の保護がなければ農業は成り立たないとする農民自身の意識

が、農村を貧窮に落としていると考えた。 

それでは柳田は、この農民意識をどのような方策によって改革しようと考えたのであろうか。 

 

3. 日本の村の歴史 

 

 柳田の農民意識の改革案を見る前に、彼が日本の村をどのように捉えていたのか見てみよう。 

 彼は自身の郷土研究の研究成果によって、次の 2点を「村」の特質として評価していた。最初に、村

に経済の統一があったということ。つづいては、村の運営が村の居住民によって自立的に運営されて

いたということである。それではこれらの点について、彼の見解をまとめてみよう。 

 

(1) 村の経済の統一 

 

(a) 「結」 

 

 村に経済の統一があったということは、各村がどのような開発によって成立したとしても、一村を単位

とする共同生産が不可欠であったことに由来する。古来村の労働は各戸独立のものではなく、一定の

慣行が存在した。特権がある家の田植えには必ず出て働く旧例があり、その他村人各自の間には「手

間替え」の仕来りがあった。これはいわゆる「ユヒ」=結といわれるもので、田植え時ばかりでなく屋根葺

きや家の普請のときに行われる共同作業である(3)。この「結」と称される慣行は日本全国この名称で行

われていたものであり、柳田は「最初の生産組合」として紹介している。柳田によれば、この慣行は村
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全体の共同作業であったから、当初は収益の分配にも一定のルールが存在したが、久しい年月のう

ちに変化がみられ、近代においては分配方法が各々の業主に属すようになったとしている。 

 

(b) 添挊 

 

 各村では村の経済の統一を図るために、村の人口が過剰となったときは村全体で工夫してその解

決策を模索した。このことは、村の開村時に、その当時の農法に基づいて一戸分に入用な土地を算

定して土地を分割し、農民全員に土地が割当たるようにしたからであった。したがって、村の人口の増

加分だけ、独自に農法を工夫するなど収入の増加を工夫した。 

 自給農民の手作りの家用品であった繭や野菜類、藁細工竹細工等の生産品が、交易の商品として

余剰商品として生産された。これがいわゆる「添挊」といわれるものである。「添挊」には讃岐の円座、

泉州の櫛、三島の菅笠等があげられる。 

  

(c) 入会権 

 

 村の経済を自立して再生産可能としたものに、いわゆる入会権と呼ばれる山野雑種地の利用権があ

った。いわゆる草山とか薪山と称される「村の山」の存在は、村民に薪炭や肥料を供しただけでなく、

家用農用の器具の生産を可能とするものであった。鋤や鍬は金属の部分のみ外部から購入すべきも

ので、近世に至るまでは農民自身が製作すべきものであった。しかもこの「村の山」は、凶年時の村民

の命も支えるものであった。 

 この入会権が認められなくなったことも村の変容の一つの要因であった(4)。 

  

 村の経済の統一を可能としたものは村内の自立的な共同作業であったが、その基底に存在したもの

は「村限りの問題は村全体で解決する」という掟であり慣習であった。それでは村の自立的な運営を

可能とした慣習についての柳田の見解をみてみよう。 

 

(2) 村の慣習 

 

 村の「慣習」は、生産と労働を共同でおこなうため長い歳月をかけて築きあげられた「ルール」である。

既述のような労働の一致、休みの統一といった労働にまつわるものだけでなく、不文の慣行は生活全

般に及んでいて、相互制裁力ともなっていた(5)。柳田はこの「慣習」のなかに信仰の痕跡も見出してい

る。 

 労働と信仰を共有して村人が「久遠の歳月に亘って」築き上げてきたこの「慣習」は、農業という勤労

をとおして日本の伝統文化を形成し、村の「鞏固無比の結合力」を築き上げたと柳田は評価していた

が、反面、この「慣習」のもつマイナスの側面にも着目していた。この「慣習」には克服しなければなら
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ない弊害が存在したからであった。 

柳田が慣習のもつ村の統一力のなかで弊害と認めたものは、村の統一力の根底に存在する村人

の意識であった。古来村の議決は、いわゆる「村に長あり邑に君あり」という言に示されているように、

「村の顔役」の判断により衆議が決定される仕組みとなっていた。衆議は「おさまり」を重視し、顔役の

「顔」を立てることが通例であった(6)。 

この実力ある人物に服従してその保護に頼るということが、村に居住する個人の利害が一致してい

た時代では大きな弊害とはならなかったが、近代になって各人の利害が区々となると大きな抑圧とし

て作用する可能性をもった。そして盲従雷同することが村に居住する絶対条件であるかのごとく、無

意識裡に村人が考えているそのことが、村の自立心の減退につながると柳田は考えた。もはや近代

においては、村人各個人の利害は区々であり、村人は自己の社会的位置の確認と銘々の利害を個

人の責任において考えなければならないとした。このことが柳田の唱える農民の「自己省察」であり

「自尊心の啓発」であった。 

それではどのようにして村人は、新しい結合の方式を獲得することが可能であると柳田は提言した

のであろうか。 

 

4. 新しい結合の精神 

 

 彼が提言した新しい結合の方法は組合を活用することであった。現存する組合に農村を幸福にする

には限界が認められれば、新しい組合を創設してもよしとした。古来から存続した村の経済組織の長

所である相互の熟知と信頼と数の力を活用して、しかも銘々の個人的利害を認識した者同士が、外部

の人間に引きずられて行動するのではなく、自立した判断で組合に結集することが新しい村の結合

につながると柳田は考えた。この「新しい結合」の形態が彼のいう「組合」である。 

 柳田がこの著作を著した当時、自作農の大半も小作農と分界が立てられないほど境遇の似た細小

農であった。したがって農村改革案を考察しなければならないのは小作農に対するだけでなく、直接

生産者の利益をどのような方策で改革するのかという農村全体の問題として考えなければならない、

社会的・経済的に救われなければならない人々のための「組合」を創設しなければならない、それが

柳田の提言した組合の活用であった(7)。 

 しかし新たに創設した組合活動を有意義なものとするためには、これまでの農村人の「美徳」であっ

た村の中心人物に対する「同化」と「追随」の気風から脱却し、組合活動の意義を理解し、行動できる

人物の養成が必要であると彼は考えた(8)。そうでなければ、これまでの農村活動と同一の保護=服従

関係により、村の中心人物の私的な利害を達成させるだけであるとした。これにより柳田の農村改革

案のひとつである組合の活用という提言は、組合活動を可能とする人物の養成ということに収斂され

ていく。 

 しかも柳田は、彼の提言した組合活動を有意義にする「穏健なる組合人の資格を作ること」という人

づくりに加えて、農民のもつもう一つの「美徳」を追加して「郷党の自治を恢復」させようとした。 
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5. 小括  ―― 郷党の自治の恢復 ――― 

 

 柳田が「郷党の自治の恢復」をするときの基底に据えようとしたのは農民の勤労意識であった(9)。古

来農民は、驚くべき忍耐と工夫により、耕作を技芸の地位にまで完成させてきた。村全体の共同作業

を可能とさせたのも、行政に依存することなく自立して村を運営可能としたのも、彼らの勤労意識から

生まれた自律心にあった。 

 その勤労意識が日本の伝統を形成してきたことを柳田は自身の「郷土研究」の研究成果において次

のように列挙している。共同作業による相互扶助の精神が、常に漂泊者に対する扶助の精神として発

現され、その村の接客法が貿易の起源となったこと、贈答があらゆる儀式の基礎となったこと、行政に

依存せずに村を運営するために、常に経済情勢の変化に警戒心を怠らずその対応に努め、消費の

自由を各家庭の生産能力に応じて制限を加えあるいは承認して、ひとつの集団としての統率に努力

してきたこと、それらが長い年月に亘って鞏固な農民の道義心を形成してきたこと等々である。 

 今後農民は、政府の慈善や救済に依存せず、自分たちの村で経済発展を図るにはどのようにする

べきであるか、どのような組合を創設してどのように活動していくべきであるのか、様々な案を自ら考

案し、それが村の実地と合するか否か、実現の見込みがあるかないか等々、村人の業務として協議し

ていかなければならない。そのときは、村人各自が自らの利害を客観的に自立して判断し決断してい

くであろう、そして協議したそのことを実現させるために組合を活用し、計画的に行動すること、そのよ

うな自治訓練を継続させていくことが可能となれば、郷党の自治が回復していくであろうと柳田は農民

に向かって提言したのであった。 

 

註 

(1) 『朝日常識講座』は昭和 3年 10月から発行された。その内容はつぎのとおり。 

下村宏 『人口問題講座』、米田実 『世界の体勢』、大西斎 『支那の現状』、 

緒方竹虎『議会の話』、関口泰 『労働問題講座』、柳田国男 『都市と農村』、 

牧野輝智 『物価の話』、土岐善麿 『文芸の話』、鈴木文四郎 『婦人問題の話』、 

   杉村広太郎(楚人冠) 『新聞の話』の全 10巻。 

   柳田の『都市と農村』は、1926 年に刊行された『日本農民史』と内容においてセットとして考えることができる。両書

とも小作争議を背景とする農村の改革案ではあるが、後者は主としてマルクス主義が唱える日本農村の歴史認識

に対する反論であり、前者は明治維新からほぼ 50 年を経過した日本経済論となっている。また、『日本農民史』で

は自身の郷土研究の研究成果から、農民の古来からの実績を評価し、危機的状況下での冷静な対応を呼びかけ

る内容となっているが、『都市と農村』では明治維新以後からの経済的要因を分析して、どのような要因から都市と

農村が現状を呈しているのかを、都市民と農民双方に呼びかける内容になっている。 

   更にいえば、両書とも、小作争議が多発するなかで、マルクス主義者の歴史認識と農村改革案、並びに小作争議

の戦術に対する批判となっている。マルクス主義の歴史認識によれば、農村の変容は資本主義がもたらす当然の

帰結であり、小作農民をプロレタリアートとして位置付け彼らの地主に対する闘争が資本主義の変革をもたらすとし

ていたが、柳田は農村に資本が蓄積されないのは経済社会の一極集中化現象によるものであるとした。 
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   『都市と農村』中ではしたがって、明治維新以来の経済社会を分析してその変化が一極集中現象であること、それ

を克服するにはどのようにするべきかという構造改革案が提言されている。また、農村における直接生産者が、耕

作した利益に預かるにはどのようにするべきか、都市と農村が共存するにはどのようにするべきか等も提言されて

いる。 

(2) 1906年『日本農業雑誌』第 10号に発表された「自治農政」においても柳田は、安易な農政を繰り返している政府と、

農政を自身の問題と考えずに補助金や救済のみ求めようとする農民の姿勢を批判してつぎのように述べている。 

「中央から法律勅令が澤山に出て居るから、地方の行政は制限を受けて居るには違ひないとしても未だ活動の餘

地が随分有るだらうと思ふのに、どの府縣でもどの府縣でも、人口の少ない山國でも、交通のはげしい平野地方で

も府縣の農政と言へば、版でおしたやうで、採用時期の遅速こそは有るが、皆僅かな見本帖の中から五つ六つの

政策を拾ひ出すに過ぎないのは、一つは官吏の手の廻らないためも有らうが、一つには朝野共に研究不足の致

す處であつて、殊に生産業者がまるつきり政府任せの形であるのは、如何したものであろうか。殊に補助金でも出

れば随分嚴しい罰則の附いて居る法令でもすらすらと通るのは、餘りとしても未成年者的で、自分は反則はせぬ

から罰則は有つても無くても關はぬと言へば夫れまでだけれども、見す見す自分等の利益になる事を刑罰を以て

威嚇せねば實行せぬやうに外部からは見えて不體裁な話である」としている。そして、「少なくも、被治者の方にも

出來る限りは自力を以て發達するの覺悟が有つて、官廳の力と相補充するの心がけが無ければならぬと思ふの

で、今のやうに何から何まで政府の世話に任せ限りと言ふやうな趨向は好ましくない」「こゝの處でこそ自主の光を

發揮して第一着に自分の問題は自分で解決する方針を採り、力の及ばざる部分だけを政策の力に訴へると言ふ

やうにしたら善い」としている。 

柳田においては、政府の農業政策に対する批判と農生産者の意識改革は、農政実務官僚として実務に携わって

いた当初からの懸案事項であった。 

(3) この著作中で柳田は、「結」を前代の共同生産として紹介している。 

「(結は)近世の農業に於ては、必ず約同一数量の労力を以て償還することになつて居るが、家族と農場とに大小

の差がある場合には其計算は決して容易で無い。以前の計算は恐らくは食物の供給を主とし、秋になつて又若干

の生産物を分配する習ひがあつたのであらう」としている(上掲『柳田國男全集』第 4巻、289頁)。 

また、「ユヒには古くから団結の結の字を宛てゝ居て、其範囲は農耕の作業には限らなかつた。最も完形に近く保

存せられた居るのは網曳きであつて、此漁獲物は浜で分配の終了する迄は、まだ何人の私有とも認められなかつ

た。現在ユヒといふ語を使つて居る例は知らぬが、由比又は手結といふ地名は、全国に亘つて多く遺つて居て、

悉く此種の協同作業を行ふに適した広い浦辺である。之を個人の取勝ちに任せることは何でも無かつたに拘らず、

今尚同じ約束の下に、後で分配をして居る実例は少なく無い。それから狩猟に於ても大なる獣だけは、殆ど常に

此方法を以て捕獲して居た」(同、290頁)。 

また、「農業の方でもユヒは元田植の日に止まらず、恐らく刈入の協力が終つて後に、始めて分配の問題を決した

ものと思はれるが、土地の私占が夙く行はれて、作業場の価値が強く認められ、業主と手伝との主従関係が先づ

現れ、其上に生産の期間が長くて、ユヒを植付の際だけに限ることが出来た為に、次第に分配が前払ひになつて、

日傭との差別が判らなくなりかけた(同、290頁)。 

以上のように、柳田はこの「結」の組織を、古来から存在した村の固有の共産制度として捉えている。 

(4) 入会権が行政により認められなくなったのは地方改良運動のなかである。地方改良運動は日露戦争の戦後経営

の課題として、国家財政の基盤の創出と国富の増強、そして国家の国民に対する掌握という政府の強い要求から

開始された。第二次桂内閣における内務・文部・農商務省等によって統一的に打ち出された諸政策は、主に民衆

の宗教政策と町村財政の基盤を強固にすることであった。入会権の禁止が政府によって打ち出されたのは、町村

の基本財産蓄積のために部落有林野を町村の財産とするためであった。 

部落有林野を町村の所有とするのは、所有権を町村に移行させ林業経営を行わせるためと、山野を開拓させ宅
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地を切り開くためであり、町村財政の基盤を強固にするとともに結果的に国富の増強に繋がる政策として期待され

た。 

この結果、農民の入会権と共同使用権が制限され、林野から肥料を採取するための火入れ等が禁止されることと

なった。 

宮路正人の『日露戦後政治史の研究』には松崎蔵之助と横井時敬のこの政策への見解が紹介されている。周知

のとおり両者は共に東京帝国大学で農業政策学の教授を勤め、松崎は柳田の大学時の指導教官であり、横井は

政策論争相手であった人物である。 

前者の松崎に関しては明治 43年の生産調査会での発言が紹介されている。 

「松崎蔵之助は部落有林野の必要性を強調して「(従来の)五反百姓ガ兎モ角モ忠実ナ国民トシテ居ッタノハ、五

反ノ外ニ尚生活及家族ヲ維持致シマス手段ガアッタ為メデアル。其手段ハ即チ部落有ノ林野ノ為メデアリマス。」 

また、「(統一すれば、部落民は町村有林野からあがる収入だけ)町村費が軽減されるの幸あるべき故、差引きて利

益なしと云ふべからざるが如きも、無料にて得たる当時と、代価を払はざるべからざることとなった今日とは、其間

大なる差異あるを如何すべきである。商売人ならば、差引計算などの議論も当然と聞ゆるが、そこは物品経済を全

く脱却せざる所の農業家、殊に我小農の如きに至っては、売って得たる金を以て其需要品を購ふと、己が造りたる

生産物を直に利用するとの間には其得失の差少なくないのである。」と明治 43 年 11 月刊行の『中央農事報』128

号に掲載された横井の一文を紹介している。宮路正人『日露戦後政治史の研究』、東京大学出版会、1973 年、42

頁。 

これに対し柳田は次のように述べている。 

「共有地は困つた人々の多く働く場所と為つて居たのに、行政は心無く之に干渉して、所謂整理と分割とを断行し

てしまつた。最初に濫用せられたものは開墾権で、大抵は民食を足はすといふ名目の下に、都合のよい土地だけ

を資力ある者の持高に、編入してしまふのも古くからの習ひであつた。焼畑切替畑の一作づゝの利用が、貧人に

許されて居たのも斯ういふ部分で、年貢が山地の軽いまゝだから、地力一杯の生産を期する要は無く、誰でも孤立

して是だけは播き刈ることが出来た。それが出来なくなつてから、次第に慈善と救助が必要になつた」としている

(上掲『柳田國男全集』第 4巻、291頁)。 

古来村には草山や薪山と称される村の山があり、そこで薪炭だけでなく建築資材や肥料、食料の用途に充てられ

るもの等、村民が自由に活用することが可能であった。村の山の使用が制限されるようになると、村民は金銭で購

入しなければならなくなり、金銭収入の必要性が大となり、また換価作物の生産量を多くせざるをえなくなり、生活

が狭隘になっていった。 

(5) 村の統率は共同と連帯をもって行われていたが、その根底に存在したのが「制裁」であった。この制裁は村からの

追放まで含んでいたが、よく知られているのがいわゆる「ハチブ」である。この制裁は以前は金鍋(カンナベ)かるは

せると言われたもので、炊器を背負わせて村から追放するというものであった。また、葬祭時や婚姻時に手伝わな

い形での制裁も存在した。 

(6) 柳田は村に古来から存在した結合方法を次のように評している。 

「村には素より有力なる共同があつて、其一致は時として必要以上にも強固であつたが、それは在来の大きな力を

取巻いて、新たに来り加はる者を纏ひ附けるといふ式のもので、其分子は不揃ひであり、中心は亦彼等の外に在

つた。東方民族の是が一つの特色のやうにも考へられて居る。人が最初から定まつた役割を以て、団体生活に入

つて行くといふ習慣は、我邦でも至つて古く、且つ今日も尚盛んに行はれて居る。以前は身分格式と謂ひ、此頃

は貫目といひ人格といふ漠然たる語を以て呼ばれるが、会長と理事とになりさうな人が大よそ極まつて後に、最も

従順無為なる会員が募集せられる」と(上掲『柳田國男全集』第 4巻、282頁)。 

彼はこの村において古来から存在した結合方法のマイナス面、つまり、人が自立して考え判断し行動しようとする

意欲を最初から認めようとしない、そして村の中心人物と反対意見を阻止しようとする空気を打開することが、今後
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の村の改革に必要であると認識していた。彼のいう「穏健なる組合人の資格をつくる」というのがこのことである。 

(7) 柳田が活用を勧めた組合はまず産業組合であった。彼は言う。「数ある組合の中では、産業組合などが比較的広

汎な目的を有し、従つて小さな地域内に自立して、土地の事情に適した計画を立て得るのみならず、誰でも困る

者は加入してよい組織になつて居た」がしかし、現実においてこの産業組合には一つだけ不本意なことがあった。

それはこの活動と組織を「組合の特に有用なるべき階級に及ぼし得なかつた」。それは、「旦那衆の思ひ付」により

「近似の境遇に居る者だけを糾合して、愈々自衛の範囲を際立たせる結果」となったからであるという。つまり組織

化しなければならない対象を結果的にはずす形で運営していたのである。しかし産業組合の本質は、「僅少の篤

志者が、完府の厳密なる監督の下に、普通は好意の独裁を敢てし得る団体」であるので、「村民の多くは之を悪事

をせぬ会社位に見て」もよろしいのではないかと述べている。 

周知のように、彼が農政実務官僚として最初に携わった仕事は、この産業組合法の普及と活用である。柳田は資

力の乏しい直接生産者が組合を活用して資本を集めて大資本に対抗することを提言していた。結集した資本を活

用して土地を共同購入し組合を共同運営して自らが希望する企画を実現するように考え、各地を講演して産業組

合法の普及に努めてきた。 

また、早稲田大学の講義録である『農政学』においても、農生産増殖策として土地の欠乏を感じる多数の小農間に

組合を設け、共同の事業として開拓を勧めることが政策の急務であるとしている。 

つまり、彼の小農に対しての組合活用の奨励は、生涯をとおしての提言であった。 

(8) 1906年『農業世界』第 1巻第 3号に掲載された「馬政私議」には、経済主体としての農業者と農政を担当する県の

指導者に対する柳田の見解が表明されている逸話が紹介されている。この逸話は「福島縣廳の關口君」と柳田の

会話に対して、彼が受けた印象を綴ったものである。 

柳田が「馬の利は蠶の利に如かず、今熱心に幼馬を飼育する者、時としては損益償ふこと能はらざらんとす、故に

縣是産馬を奬勵せんとせば、之に先ちて必ず郷土と時代に適合せる有利の生産方法を討究すべし、若し農民を

して之に依りて自ら利を収むることを得せしめば、馬の頭數は獎勵を須たずして勵年々倍加すべし」と言ったこと

ばに対して、相手は柳田の言に疑問を表明して「強馬の孳殖は國家一日も緩にすべからざるの事務なり、今適當

なる經營法を究明して後、始めて其飼養を勸誘すべしと言はゞ、是れ江水を決して轍中の鮒を濟はんとするの迂

策なり、且や馬の改良は決して私經濟上の利益のみを以て説くべきものに非ず、軍國の急は更に之よりも急なるも

の有ればなり」と反論した。 

柳田は彼の言がポーツマス条約締結の世論を背景とするものであることを認めながらも、地方農政担当者のこの

ような考え方が農業者に与える影響を憂慮して次のような見解を示している。農業者が自家の利を捨て公に殉じ

て全然悔いる様子がないことは理解できるけれども、このような単純な判断や計算の疎漏は経済主体としての農業

者の一つの短所ではないのかと。そして各種の教育機関が農業者に対して今なすべきことは、最も進歩した牧畜

技術の習得と経営方法を教えること、すなわち収入と支出のバランス、生産費と市場動向を見極めて不利な生産

をやめ有利な作物に転換すること、つまり経済技術を教えることなのではないのかと。 

この柳田の見解は農政実務官僚としての彼が、当初から主張していた農業の経営的自立、農業者の経営者として

の自立の方策と一致している。彼の根源的な志が表明されている。 

(9) 柳田は農民の勤労意識を「古風なる労働観」としてつぎのように記している。 

「私などに取つてのうれしい発見は、労働に関する至つて古風な考へ方が、まだ村だけには残つて居たといふこ

とである。今になつて之を説立てるのも詠嘆に近いが、労働を生存の手段と迄は考へず、活きることは即ち働くこと、

働けるのが活きて居る本当の価値であるやうに、思つて居たらしい人が村だけには多かつた。是が都市との最も

著しい差別であつて、何故に働いて居るのに尚生きられぬかといふ疑惑の、最近特に農村に於て所以でもあるが、

もと促迫無き労働に携はつて居た者で無ければ、到底此様に生と労働とを、一つに結び付けて見ることは出来ぬ

のであつた。外から見た所では祭礼でも踊でも、骨折は同じであつて、疲れもすれば汗もかいて居る。山野に物を
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採りに行く作業などは、其日によつて遊びとも働きともなつて居る。それを近世の都市式人物ばかりが分界を立て

ずには置かなかつたのである。田植は苦しいから労働の内として置くが、苦しいといへば只暮して居ても苦しかつ

た。」上掲『柳田國男集』第 4巻、236頁。 

また柳田は、この農民の勤労意識を支えたものとして 3つのものを「村独特の 3つの経験」としてあげている。 

「其一つは勤労を快楽に化する術、即ち豊熟の歓喜とも名づくべきもので、都市では唯僅の芸能の士、学問文章

に携はる者などが、個人的に之を味はひ得るのみであるが、村では常人の一生にも、何度となく其幸福を感じ得

たのであつた。 (中略)  第二には智慮ある消費の改善を以て、尚生存を安定にする道が幾らもあるといふこと。

其反対の側面から言ふならば、保守固陋を以て目せられる田舎風の生活にも永い年月の間には種々なる取捨選

択が行はれ、又往々にして其失敗に悩まされて居たといふことである。 (中略) 気永なる観察を以て実験を得、

且つ土地の生産を之に基いて調節してゐたのが我々の農民であつた。 (中略)  第三の特に大切なる一点は、

土地其他の天然の恩沢を、人間の幸福と結び付ける方法、是も社会が些しばかり複雑になると、はや濫用が始ま

り妨碍が起つて、恥かしい程我々の制度は拙劣であつたが、狭い島国では無くとも、人は此より外に進んで物を

豊かにする途を持たず、又田舎者以外には専門に之を掌る者は無いのであつた。」 上掲『柳田國男集』第 4巻、

239～240頁。 

この時期の柳田は、自身の学問の目的の一つに「公共倫理観の再建設」ということをあげていて、本文中にも言及

したように農民の勤労意識をエートス化して国民意識の改革に取り組もうとしていた。これがいわゆる「学問の実際

化」であるが、このことについては別稿でとりあげたい。 
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第１４章 歴史主体としての自覚 

 

 

1. はじめに 

2. 都市と農村の共生 

3. 政治主体の実現 

4. 『明治大正史 世相篇』の主題 

5. 小括   

 

1. はじめに 

 

 柳田の『明治大正史 世相篇』はこれまでどのような評価を得てきたのであろうか。この著作のテクス

ト分析の主たるものとしては7名の研究者のものが存在する。『平凡社東洋文庫』の益田勝巳の解説、

『講談社学術文庫版』の桜田勝徳の解説、『新編柳田國男集』の見田宗助の解説、『漂白と定住と』に

おける鶴見和子の分析、『柳田國男全集 26 巻』『現代社会学の名著』並びに『歴史社会学の作法』

中の佐藤健二の分析、そして『柳田国男 経世済民の学』における藤井隆至の分析、『柳田国男 常

民文化論』における色川大吉のものである(1)。 

 これら諸氏の論文中、この『明治大正史 世相篇』を柳田の近代化論として捉えているものは鶴見論

文と佐藤論文、そして藤井論文と色川論文の 4 論文で、当時の歴史状況を踏まえて論じているのは

藤井論文だけである。 

 藤井論文はこの著作が書かれた時期が昭和恐慌前後の時期であることを踏まえ、柳田のこの著作

が当時の状況と密接に関係するものであること、しかも国民の生き方を問う柳田の倫理政策であると

位置づけている。 

 それでは、「世相」という斬新な視点で明治と大正の歴史を鳥瞰して、柳田は当時の人々に何を提

言しようとしたのであろうか。本論文は柳田の『明治大正史 世相篇』を彼の「郷土研究」と関連させて

その主張を明確にしていきたい。 

 

2. 都市と農村の共生 

 

柳田国男は 1931 年に『明治大正史 世相篇』を刊行している。日本近代史におけるこの時期は、

「日本の近代化」の帰結が概観できる時期となっていた。経済史的にいえば一極集中的な経済矛盾

が既に露呈していて、農村部と都市部との生活格差・所得格差が深刻な社会問題となっていて、両者

の間に感情的対立を喚起していた。 

彼がこの矛盾の是正案を分析して改革案を提示したのが 1926 年の刊行となる『都市と農村』にお



 

 

132 

いてである。この著作で柳田は 1920 年前後からの社会に現出した諸状況に言及し、「我々は市人た

ると村人たるとを論ぜず、既に社会をもつと住みよいものにしようといふ志を抱いて居る」として、「国民

総体の立場」から都市と農村の共生という視点でその解決策を提言した。 

農民には、歴史的に農民が居住する村を行政に依存せずに自主的に自立的に運営してきた事実

を自身の「郷土研究」の研究成果から示して、農民に精神的な自尊心を喚起している。そして「現在」

都市と農村間において喚起している諸問題にはどのようなものがあり、なぜこのような問題が生じてい

るのか、正確な社会認識と自己認識の必要性を説き、自己の生活を客観視する習慣を養うことを提言

した。また、どのように行動すれば現状を脱却可能であるか、単に政府に救済を求めるのではなく、自

らが主体的に現状を改革すべきであることを切言し、その方策を提言している。 

 都市民に対しては、都市民を農民の「従兄弟」と位置付け、農村の問題がなぜ喚起され、農村問題

を解決するためには何が必要であるのか関心をもつことの必要性と、正確な社会認識の必要性を強

調している。 

 しかも柳田は、農村に農村問題が存在するように、都市にも都市問題が存在することに言及してい

る。都市問題として彼があげたものは、土地独自の生活方法を活かした特色ある文化の創造であり、

それを可能とするために土地に根ざした産業を創出して都市民の生計維持が可能な状況を創出する

こと、そして放縦な都市の消費風俗を改善して商業主導の消費を改善すること等々である。彼が提示

した都市民の課題とは、生産と消費のバランスのとれた都市の建設と、正確な社会認識の必要性であ

った。 

 要するに柳田は、『都市と農村』の著作において、明治・大正年間をとおして進行した地域間格差、

所得格差を改革するには、農民と都市民が双方とも正確に社会問題を認識して、協力して社会改革

を実行しなければならないことを提言したのであった。つまり「国民」として両者が協力して社会改革を

実現しなければならないとした。 

  

3. 政治主体の実現 

 

 『明治大正史 世相篇』の主題に入る前に、ここで柳田が 1924年に『憲政』第 7巻第 5号に発表した

論文をみてみよう。それは「新しい政治は民衆化」と題するもので、その主張は題名どおり政治の民衆

化の実現を求めたものである(2)。 

 まず、日本は立憲国民と称されているが、その実一般国民は政治上完全な権利は有していないとし、

この弊害を助長したのが政治は知識人階級がなすべきものという「所謂思想上の貴族」で、彼らが政

治を「一部特定階級の独占」に導いたと批判している。そしてその結果、国民の間に政治を「過重視

する」傾向を生み、政治が実生活と懸け離れた高尚なものと国民が考える要因となったとしている。 

 この傾向を是正するためには文部省の国民教育を改革して、政治が国民に密着したものであること

を教育しなければならないとし、国語の使用方法も漢字制限を断行し、国民大多数が理解可能な平

易なものに改革しなければならないとしている。 
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 柳田は政治の民衆化を「党外愛国者の至当な叫び」としこの論文をつぎのように結んでいる。「最近

稍々此種の傾向を見受くるに当つて、尚ほ思想的貴族を形作らんとする儕輩が多く、依然として政治

が高尚な民衆より一段高き所に脚地を求めて、恰かも坊主の如く其の政綱政策を成るべく抽象的に

漠然たらしむるが如き、時代錯誤の演ぜられつゝあることを、故に苟くも普通選挙の実施を期待する者

は、一日も速に此の思想的貴族を打破して、新しき政治過程に入るべく其民衆化に努めねばならぬ

と思ふ」。 

 彼のこの論文は第 15回総選挙当日の 5月 10日に憲政会本部から発行されたもので、本文中にあ

るとおり、彼は普通選挙の効果が「普通人」の考えを反映するのか疑問視していた。 

彼がこの時期の選挙結果が国民の意思を反映するものであったのか疑問視し、政治を国民の身近

なものに是正しなければならないという見解をもっていたことを確認して、続いて『明治大正史 世相

篇』の主題にはいりたい。 

 

 

4. 『明治大正史 世相篇』の主題 

 

(1) 『明治大正史 世相篇』の構成と各章の要約 

 

周知のように柳田は、明治大正の歴史の推移を世相で鳥瞰することに挑戦した。この斬新な取り組

みは、「多数の人々」に「共同の認識」を得ることを可能とするためである。したがって彼は、「生活の最

も尋常平凡なもの」を取り上げて、明治大正の歴史の推移を「現在」を立脚点として示した。 

 彼が「世相」として取り上げた項目を見てみよう。『明治大正史 世相篇』の編別構成は以下のように

なっている。 

第一章    眼に映ずる世相 

第二章    食物の個人自由 

第三章    家と住心地 

第四章    風光推移 

第五章    故郷異郷 

第六章    新交通と文化輸送者 

第七章    酒 

第八章    恋愛技術の消長 

第九章    家永続の願い 

第十章    生産と商業 

第十一章  労力の配賦 

第十二章  貧と病 

第十三章  伴を慕ふ心 
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第十四章  群を抜く力 

第十五章  生活改善の目標 

 

 各章の要約は以下のとおり。 

 

第一章 

 

 第一章は色彩文化と衣料、音の変化について論じている。 

色彩文化の変化には近代の開放と「晴」と「褺」の混乱があったと指摘し、その変化を可能としたの

は伝統的な「禁色」から人心が開放された結果であるとしている。伝統的な「禁色」からの開放とは、古

来存在した日本人の宗教意識において使用不可能な色彩の拘束が、歴史のなかで変容してきた事

実のことである。 

 衣料の素材と色彩の変化は染色技術と生活方法の変化により、国民生活に適合するものが受容さ

れて「現在」の状況となっているとしている。しかし仕事着はまだ未完成であり、衣服の変化は今後も

継続していくとしている。 

 音の変化は鉄道や電信等、新時代における技術革新により追加された音もあるが、虫の音や野鳥

の囀り等生活の中で耳にとまらなくなった音もあるとしている。 

 

第二章 

 第二章は食物論である。 

生活方法の変化により食物の香りの統一性が失われてきていること、古来存在した宗教意識の変

容と家の統制力の弱体化により、共同飲食の機会が失われ個別飲食の傾向が強くなったこと等が指

摘されている。 

 

第三章 

 第三章は住宅論である。 

住宅の構造はこれまで居住する側の住み心地よりも前代生活の拘束が大きく作用していたことを指

摘している。また、労働組織の統制力と家の統制力が弱体化するとともに、一家内においても個別の

生活が可能となった。個別生活を可能とした大きな要因としては、家に間仕切りが可能となったこと、

近代にはいり各家庭に障子が採用されたこと、行灯、洋灯、電気等が普及したこと等で、各部屋が明

るくなったことをあげている。 

これにより個人意識の成長も認められるようになったとしている。 

 

第四章 

 第四章は風景論である。 
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風景が集団の力で変更可能なものであること、土地の美観は大勢の意思を集めて成立させること

が可能であることが述べられている。 

 

第五章 

第五章は故郷論である。 

村の故郷の新しい変化は昂奮の増加であること、近世の特色は生まれた土地の外に生活の場を定

めようとした人の増加であること、そして生まれ故郷の存在を客観できたのは異郷を知ったからである

こと等が述べられている。 

 

第六章 

 第六章は交通論である。 

交通手段の変遷とそれによる旅行の変化が指摘されている。 

 

第七章 

 第七章は交際論である。 

近代の特色は酒を利用して社交をする必要性が増加したこと、これは郷土を異にする人々が即団

結して労働する機会が多くなったことによる。また、共同飲酒という神と人が一つ甕のものを飲むという

宗教的な信仰が衰退したことを指摘している。 

 

第八章 

 第八章は婚姻論である。 

土地と婚姻の繋ぎが薄れ土地以外の婚姻が可能となったこと、個性が多様化して見合い結婚が衰

退してきたこと等が指摘されている。 

 

第九章 

 第九章は家庭論である。 

近世以来の家の移動に伴い、家の永続を願う心理が弱体化してきたこと、産土思想が弱体化して

きたこと等により日本人が古来持ち続けていた宗教意識が変化してその結果、固有信仰が変容してき

たことが指摘されている。家が分裂して生まれた土地から他郷に出て行く人が多くなり大家族制から

小家族制に移行して、各家庭での家族を大切に想う家庭愛の成長が見られるようになったことも近世

の特徴であるとしている。 

 

第十章 

 第十章は生産論である。 

近世の特徴は農の家業の中から生産しないものが多数となり、例えば衣料、履物、飼料、味噌、醤
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油、漬物、建築材料、家具、燃料等々これまで農家が自前で生産していたものが金銭によって購入さ

れるようになったことであるとしている。その結果、いわゆる純農という米しか作らない農家が増加した

こと、農以外の労働によって周年の家計を維持していた農家が金銭購入品目が増加して農という家

業が成立しなくなってきたとしている。他方、農閑期にこれまで労働に当てていた時間を、読書や趣

味に費やすことが可能となったとしている。 

 また近代に入り、資本の小さい地方工業が都市の大資本に併呑される傾向が見られたことが指摘さ

れている。都市の大企業は国民にとって何が入用であるかによって生産せず、効率重視の大量生産

をおこなうので、生産過剰という現象を生んでいると述べている。 

 

第十一章 

 第十一章は労力論である。 

明治・大正期の画期的な現象は人の移住であるとしている。そして、女性の社会進出や親方制度

の崩壊がこの時期にみられ、労働における個人の自由が増加したことが指摘されている。今後は失

業を生まないように組合による適切な労力の配賦が必要であるとしている。 

 

第十二章 

 第十二章は人間災厄論である。 

近代の特徴は「貧」に対する意識の変化がみられたことであるとしている。国民の意識の中に、貧困

を脱却し経済的生活を向上させようという気風がでてきて、このことが国民進出の強い動力となってい

るという。 

 しかし前代よりも共同防貧の意識は薄弱化してきて、貧の孤立化を生んでいるとしている。貧の防衛

は社会的でなければならないとしている。 

 

第十三章 

 第十三章は組合論である。 

 組合による共同団結の自治力を薄弱にしたのは、伝統的な自治力に理解を欠いていた政府内の官

僚に原因があるとしている。その結果、無駄な組合が多数乱立することとなり、組合の発展が阻害され、

組合に参加することになった人々は従来の自治心を喪失することになったという。 

 しかし、生産方法や消費生活の考究から生活改善が期せられるという考えが普及したことは評価で

きるとしている。 

 また、青年団や婦人会の普及は、問題の社会的解決に向けての意識改革を生み、団結心の芽生え

がみられるようになったとしている。 

 

第十四章 

 第十四章はリーダー論である。 
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 諸集団形成時に団結の核となる英雄、選手、指導者、親分、政治家等々について論じている。 

 新しく始められた選挙制度や数多くの協同事業を有意義なものとしえなかったのは、国民自身に問

題があったとして、今後は国民一人ひとりが教養を習得し各個人が自立した判断力をつけなければな

らないと指摘している。現在存在する社会的問題を克服するためには正確な他郷知識が必要であり、

同じ境遇にある人々と結合し、問題を社会的に解決する必要があるとしている。 

 

第十五章 

 第十五章は学問・教育論である。 

 明治・大正のこれまでの歴史は、国民の教育によって訂正の余地がまだあるとして、今後に期待し

ている。これまでの歴史には国民にとって、無益な努力や馬鹿げた流行等も数多くあったが、次の 3

点において評価できるとしている。 

 まず、政府が学問を育成してきたことが成果をあげていること。学問の目的が社会利益にあることが

国民に普及しているとしている。 

 次に外国からの知識を過大評価することが是正されてきていること。このことによって西欧諸国の文

献の翻訳が学問ではないと認められ、ようやく日本の学問が独立できたとしている。 

 つづいて、現在の生活が改善すべきものであると国民が理解できていること。今後は生活改善の目

標は教育をとおして個人を育成し、団結によって社会的に改善していくことになるとしている。 

 

(2) 『明治大正史 世相篇』の主題 

 

 それでは『明治大正史 世相篇』の主題は何であろうか。 

 この書は明治大正の歴史を世相をとおして総括するという斬新な手法を用いて書かれた書である。

この手法を採用した柳田の意図は、「国に遍満する常人といふ人々が、眼を開き耳を傾ければ視聴し

得るものゝ限り、さうして只少しく心を潜めるならば、必ず思ひ至るであらう所の意見だけを述べた」と

いう一節のとおり、国民に理解可能な明治・大正史の解説にあったと考えられる。したがって第 1章か

ら第 15章までの編別構成は、いずれも国民の生活に密着した項目が採用されている。 

 それでは彼は、国民に理解可能な明治・大正の歴史の解説によって、何を示そうとしたのであろうか。

本文中にはこの問いについて、「昭和の最も複雑なる新世相の上に」「眼に見耳に聞いたものを重ん

じて」、「国民としての我々の生き方が、どう変化したか」の問題を考察すると明記してある。つまり彼は

明治・大正の歴史を鳥瞰して、国民としての我々の生き方がどのように変化したのかを解説しようとし

たのであった。 

 明治・大正という時代はそれまでの幕藩体制下と異なり、開国という急激な西洋文明と当面すること

により、これまで未知であった数多くの技術や制度、文学、思想等々が導入され、それらを国民が吟

味・咀嚼する暇もなく無意識に選択を繰り返してきたという時代であった。それらの選択の結果が「日

本の近代化」の結果として現実のものとなっていた。必ずしも国民が熟慮選択しての結果ではなかっ
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たはずである。 

 この結果としての日本の近代化の諸相が果たして国民にとって最善の選択であったのか、そのこと

を前提として柳田は、「現代」の国民の生活方法を分析して次のことが認められるのではないかと著作

をとおしてまとめてみた。 

 まず、日本人の宗教意識の変化が「現代」の国民生活に認められるということ、次に家制度の変容と

生まれ故郷から他郷に移住した人々が多数となり、大家族制から小家族制に生活形態が変化してき

たこと、そして近代にはいり交通手段、経済組織の変遷によって国民を取り巻く生活方法が変化して

きたこと、その結果これまで生活上の問題は村組織で解決してきたことが個人的なものとなっていると

いうことである。 

 『明治大正史 世相篇』の主題は上記のように国民の生き方の変化を明治・大正の歴史のうちに総

括するということであったが、実は柳田はその主題をとおして国民に対して課題を投げかけていた。そ

れは上述のように、国民の無意識の選択は果たして国民にとって最善のものであったのかということ

であった。 

 

5.小括 

 

 柳田は今後の歴史が「訂正」できると確信していた。「明治大正の後世に誇つてもよいことは、是ほど

沢山の煩雑なる問題を提供して置きながら、まだ一つでも取返しの付かぬ程度にまで、突詰めてしま

わずに残してあつた」、「我々が自由に之を論評して、訂正の出来る余地の十分にあること」と述べて

いるからである。そして「今までの無益な色々の努力、馬鹿げた流行」をこの書で考察してみたけれど

も、「今日当然と認めらるゝものゝ中に、まだ何ものかの条件の必要なるものが、欠けて居るので無いか

といふことも考へて見なければならぬ。我々の生活方法には必ずしも深思熟慮して、採択したといふ

ことが出来ぬものが多い」として、国民に現在の生活方法の再考を促した。 

 彼が「現在」の国民生活の中で最も問題としていたのが「孤立貧」であった。「我々の生活ぶりが思い

おもいになつて、衣でも食住でも又其生産でも、個人の考へ次第に区々に分かれるやうな時代が来

ると、貧は孤立であり、従つて其防禦も独力でなければならぬやうに、傾いて来ることは致し方が無

い」と柳田が述べているように、この貧困は明治大正年間において新たに生起したもので、村の変容

と小家族制を受けて国民の生活方法が変化したことにより、その克服方法がきわめて個人的なものと

なっていた。 

 彼がこの貧困を克服するために提言した方策が国民の団結であった。「少なくとも今の生活は改善

すべきもの、それも、個人の思いおもいの工夫で無く、同じ憂いを抱く、多くの者が団結して、始めて

世の中に益がある」。「我々は散漫なる孤独に於て、まだ自分の貧苦の問題をすらも、討究して見る力

を持つて居なかつた」。 

しかも彼が述べているその団結方法は、「郷土研究」を基礎としなければ有意義なものとはならない

のであった。「我邦は久しい歴史の因縁から、非常に変化の多い天然と社会とを、一つの版図の中に
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包括して居つて、単なる一部面の普通といふものから、他を類推する危険の殊に大きな国である。地

方は互いに他郷を諒解すると共に、最も明確に自分たちの生活を知り、且つ之を他に説き示す必要

を持つて居る。それが出来なかつたら大きな団結は六かしい」。つまり彼は、明治大正年間で新たに

生起した貧困を克服するには、他地域の実態を正確に知り、他地域の住民とも協同して社会的に貧

困を克服しなければならないと国民に呼びかけたのであった。 

ここで整理してみると、彼が当時の時代の課題で最も問題としたことは国民の貧困であり、国民が正

確な社会認識の下に団結するならば貧困を克服できると考えていたということである。彼の「団結」と

いう言には組合や講、青年団、婦人会による団結ばかりではなく、もっと広がりのあるより社会的な団

結も視野に収めていたかも知れない。例えば、正確な社会認識を基礎とした国民による、普通選挙を

通じての政党政治の新しい枠組みの構築ということもあるであろう。正確な社会認識をもつ国民による

選挙によって、当時拡大していた格差社会を是正する公平で公正な富の再分配システムの構築とい

うこともあるであろう。地域を異にする同じ問題意識をもつ人的ネットワークの構築ということもあるであ

ろう。要するに柳田は、種々の時代の課題に対し、国民が正確な社会認識を基礎として取捨選択して

いくことが歴史の「訂正」に重要であると国民に提言したのであった。 

もう一つ柳田がこの著作で明確にしたかったことがある。それは歴史を「訂正」する主体が国民であ

るということである。世相という切り込みで明治大正の歴史を総括するという試みは、既述のような政治

の民衆化という彼の主張にみられるように、一部の「思想的貴族」による歴史の訂正ではなく、一般国

民の生活実感をとおした歴史の訂正こそ重要であるという彼の立場を表明したものである。 

そのためにこそ「郷土研究」という学問が国民にとって必要であり、国民が「郷土」を「研究」した学問

を学ぶことによって正確な社会認識と自己認識を知識として獲得し、社会改革に資することが歴史の

訂正に欠かせないことであると彼は提言したのであった。 

『明治大正史 世相篇』は、国民に歴史主体の自覚を説いた柳田の提言の書であったということで

ある。 

 

 

 

註  

(1) 『明治大正史 世相篇』のテクスト分析は本文中に述べたとおり七名のものが存在する。ここでは佐藤論文、色川

論文のものを取り上げて論じてみたい。 

佐藤氏は、記述のとおり、三書において『明治大正史 世相篇』のテクスト分析を行っている。氏が『世相篇』に論

評した書は以下のとおり。 

① 杉山光信編 『現代社会学の名著』 中公新書 1989年 

② 『柳田國男全集』第 26巻 「解説」 筑摩書房 1990年 

③ 『歴史社会学の作法』 岩波書店 2001年 

これら 3書に共通する氏の『明治大正史 世相篇』( 以下『世相篇』と略記 )に対する評価は、この『世相篇』に対

して発刊時点の 1931 年においてどのように受容されたか証明する研究がないということ、『世相篇』の構想と方法
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が歴史社会学の先駆的業績であったとする点である。氏の述べている『世相篇』の構想とは、柳田の「採集と整理

と分類と比較との方法さえ正しければ、我々は社会史を、自然史のような共同の認識において描きうるはずであ

る」と構想したことであるという。 

また、方法とは記述方法のことで、当初柳田が採用したのが明治に始初めて発刊された新聞記事から資料採集

したことであった。そしてその結果が「話題の提供地は、都市に偏りがちであった。新聞に多くとりあげられたのは、

けっきょくいわゆる「先端的」な例外に他ならず、『世相篇』が論ずべき尋常平凡な生活の変動をその例外から推

察しなければならないという不便が生まれた」としても、「新聞のデータが「自明性」に裂け目を作り出す事例として、

うまく使われていることを評価すべき」としている。 

また、柳田自身が採用し題名を付けた『世相篇』で掲載されている 8 枚の写真については、「『世相篇』が現代の

生き方の観察・分析という主題をもち、政治の課題でとじられる骨格を強調している」としている。 

 

色川は『常民文化論』中で『世相篇』を論評している。 

彼は自身の『明治精神史』を完成させた後、一時代の民衆思想の把握方法について難問を抱えていた。それは

一時代の民衆思想の総体をどのように把握できるかということであった。彼のその難問に解決を与えたのが『世相

篇』における柳田の方法であったという。 

色川は「一人のエリートも登場させず正面から歴史学の定石をふみやぶった(いつ、どこで、誰が、何をしたか、と

いう固有名詞の歴史叙述の常識をまったく無視した)この柳田の実験の成功に、衝撃的な感動をおぼえ」つつも、

『世相篇』の「成功」は最初の 4、5章(とくに第 1～3章)くらいで、それ以外の章は柳田自身が自序で認めているよ

うに、「不手際なもの」、「失敗した」ものではなかったかとしている。 

それでは『世相篇』のどの部分が「不手際なもの」「失敗した」ものと色川が考えたのかを、色川自身の分析を具体

的にみていこう。 

   第 1 章の「眼に映ずる世相」に対して色川は、「柳田は社会の変化をイデオロギーの変化や生産関係の変化に重

点をおいてとらえるのではなく、常民の、色や音や香りや味やふだん着や足袋や下駄などに対する感覚の変化を

通じてとらえるという驚くべき方法を提示している」として一定の評価を与えているが、この色川の捉え方ははたし

て正鵠を得ているだろうか。 

柳田がこの章で主張したかったことは「社会の変化」を「常民」の感覚の変化のうちに捉えることではなく、生活方法

を国民が無意識裡に選択してきた結果としての「近代の国民の生活方法の実態」ではなかったか。その結果、国

民の生活方法には、宗教意識の衰退が認められ、近代技術による衣服の染色や素材が多様になったことを明確

にしているのである。この章における色川の分析には疑問があるとせざるをえない。 

つづく第 2章から第 10章までは色川自身の論評を尊重するとして、第 11章では彼は次のように論評している。 

第11章は「労力の配賦」で労力論である。この章の内容に対し色川は、「柳田は当時の流行思想であったマルクス

主義の知識人などとは違った創見を提出できているであろうか」、「柳田國男は資本主義というものの苛酷な一面

にあまりにも知識がなさすぎた」、「あれほどの読書家でありながら「資本」の運動法則というものの認識を持ちあわ

せていない」と述べている。 

この章は昭和恐慌を背景とする経済状況のなかで、都市に失業者が多数溢れている時期において、過剰人口を

抱える農村から「出稼ぎ」という形で都市に人口が流出する問題を取り上げているのであるが、柳田の主張は、これ

まで労力の配置という問題は親方制度が機能していたが、その親方制度はこの時期にはすでに崩壊しているとい

うこと、労力の配置という問題に関しては、本来労働組合が果たすべき任務であること、その労働組合が階級闘争

に多忙でこの役割を放棄しているということ、そして今後は今までの親方に代わるべき新たな組合を組織して労働

力の指導・統制をすべきであること等である。 

ところで色川は、柳田の著作を読むのはこの『明治大正史 世相篇』一書ではなさそうではあるが、既述のようにマ
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ルクス主義者の知識人に対する対案を提出できていないと述べている。しかしこの章においては開陳してはいな

いけれども、『農政学』以来柳田は一貫して地域経済構築論を主張してきていたのであって、そのことこそが資本

主義打倒を主張するマルクス主義者に対する批判であり、「マルクス主義の知識人」とは異なる「創見」ではなかっ

たか。昭和恐慌を現出したような要因を分析して、それが資本主義のもたらしたものであるのか、あるいは日本の

近代化において別の要因が存在したものなのかという問題は、柳田の学問がその初発から追究したものであり、そ

の解答が日本経済の一極集中によるものであるとし、その是正のために打ち出した方策が地域経済構築論であっ

た。柳田の「郷土研究」はその研究から構築された学問である。 

また、色川は柳田を「資本の運動法則というものの知識を持ち合わせていない」と論断しているけれども、色川のい

う「資本の運動法則」とはマルクス主義者のいうものであろうか。それならば、この書全体はいわゆる特定のイデオ

ロギーの持ち主に対する提言ではなく、それらとは無縁な一般国民を対象とするものであるので、彼らに理解可能

な事柄のみで論を組み立てているわけであるので、特定の「思想貴族」にしかわからない用語を使用しなかったの

はむしろ柳田の矜持ではあるまいか。 

しかも柳田の『農政学』以来の経済学には、アダム・スミスやリカード、また J.S.ミル等特定の経済学者の実名こそあ

げてはいないけれども、古今の経済学者の経済理論を彷彿させる言説が多数ある。色川の批判は理解できない。 

第十三章の「伴を慕ふ心」に対して色川は、「淋しがりやの日本人が〝類を求め伴を慕う〟心の動きを新しい世相

の中に見ようとした」と理解しているが、柳田の主張はそのようなものではなく、明治以後に創られた組合は自治組

合に無理解な官僚のために、共同団結の自治力が薄弱なものとなってしまったということと、日本には古くから講

や無尽のように自主的な団結が存在していたということ、付和雷同や御付合い、お義理といういわゆる日本的な価

値判断から脱却して自立した判断力の必要性の提言、組合という共同団結に結集する場合も、自立した判断によ

る参加ではなく群れて「群衆」となることの危険性や群集心理の危険性の指摘である。 

柳田のこの章における末尾は「現在は寧ろ多くの無意味なる団結を抑制して、個人を一旦は自由なものにすること、

それが有用なる組合を成立させ、又予定どほりの事業を成し遂げさせる手段と言つてもよい」となっている。つまり

この章は、共同団結するためには個人の自立した判断力が必要であること、団結の中身が「群集」であってはなら

ないことを提言したものである。 

柳田が自ら選択し命名した写真の一葉がこの章の「野次馬心理」の項に掲載されているけれども、そこには「馬を

愛するものの顔」という題が付けられている。そこには、国民に共同団結して歴史の訂正を提言する柳田の厳しい

批判が込められているのである。 

また、第 15章に対して色川は、「「生活改善の目標」は、斬進主義者柳田國男の良識にもとづく改善の目標を列記

したものであって、とりわけ常民自身がどのような生活改善の目標をかかげているかをとり出したものではない。そ

のため平凡で平板な記述に終わっている」としているけれども、この章こそは今後国民が「郷土研究」の学問と教育

によって、社会的に生活改善をしていかなければならないというこの書全体の結論であるわけで、色川の批判は

的外れとしかいえない。 

実際この『明治大正史 世相篇』という書は、 

① 柳田は国民が無意識裡に生活方法を採用・改善していくということ 

② その継続的な選択が開国以来の「日本の近代化」という「現実」となっていること 

③ その結果としての「日本の近代化」の諸相には、必ずしも国民が深思熟慮したものだけではないということ 

④ しかし、まだ歴史は「訂正」可能である、よりよい今後の日本を構築するには国民が学問と教育をとおして社会

的に社会改革していかなければならない 

ということを国民にアピールした書として受け止めるべきものである。単に歴史叙述の方法が成功しているとかそう

でないと評価して終了させられるべき書ではないと思う。柳田の真意を汲みとらなければならない。 

(2) 伊藤幹治・後藤総一郎・宮田登・赤坂憲雄・佐藤健二・石井正巳・小田富栄編『柳田國男全集』第 26 巻、筑摩書房、
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116～119頁。 
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第１５章 社会改造に資する学問 

 

 

1. はじめに 

2. 歴史の訂正の提言 

3. 既成の社会科学批判 

4. 固有信仰の追究 

5. 小括 

 

 

1. はじめに 

 

 一般に 1930 年代は、柳田の学問にとって「郷土研究」の体系化の時期であったといわれている。事

実この時期の彼は、「分類」をキーワードとして語彙に関する著作を次々に世に送り出していた(1)。そ

の集大成となるのが『郷土生活の研究法』である。 

 この『郷土生活の研究法』中の「郷土研究とは何か」の一節にゾラの小説が引用されている。柳田は、

ある青年が貧しい労働者の家に来て貧困の原因を説いた時に、労働者の家族が熱心に青年のことば

に傾聴する場面を紹介して、「日本にも亦そんな時期が来た」として、この著作執筆時において当時

の国民にとって貧困が切実な疑問となっているとの認識を示している。 

 民俗資料を第一部の有形文化、第二部の言語芸術、第三部の心意現象と三部に分類することによ

り、彼がこの体系化によってめざしたものは果たして何であったのであろうか。そしてそのことは当時

の国民の切実な疑問とどのような関連をもつのであろうか。 

 本論文は、この「郷土研究」の体系化に対する柳田の根源的な目的を追究することを課題とする。 

 

2. 歴史の訂正の提言 

 

 『郷土生活の研究法』の発刊に先立つ1931年、柳田は『明治大正史 世相篇』を発行している。この

書中において彼は、明治・大正の歴史をイデオロギーを排した五感によって理解可能な歴史書として

著述した。その真意は、開国によって洪水のように流入した先進諸国の知識や技術を、必ずしも当時

の国民が深思熟慮して採択したというものではなく、したがって「現在」の日本の近代化の諸相が、日

本固有の歴史を省察したときに「最善」のものであるといえるかどうか国民に反省を促すためであった。

そして彼は、明治大正の歴史を総括して未だ訂正の余地があるとして、国民に歴史の訂正を呼びか

けたのであった。 

 「歴史は多くの場合に於いて悔恨の書であった。彼際あゝいふ事をしなかつたら、斯うも困らずに居
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られたらうといふ理由が発見せられ、それがもう完結して後の祭りとなつて居るのであつた」という彼の

言に端的に示されているように、これからの日本全体の将来に対して、国民一人ひとりが責任を負っ

て社会を「最善の形」に創造する必要性を提言した。 

ところで、そのための解決策は実は『明治大正史 世相篇』の締め括りの章に述べてあって、「郷土

研究」を学ぶことであるとされている。つまりここでは彼の「郷土研究」は、国民が歴史主体として日本

社会を創造していくときに、社会改造に資する学問として位置付けられている。それでは、「郷土研

究」はどのような意味において社会改造に資する学問であるといえるのであろうか。 

このことを具体的に追究する前に、柳田が当時の学問、とりわけ社会科学を取り巻く状況をどのよう

に考えていたのかをみておきたい。 

 

3. 既成の社会科学批判 

 

 柳田が既成の歴史学に不満を抱いていたことは既述のとおりであり、本書においても彼は、「郷土研

究と文書史料」や「資料の採集」の項で、文書史料の限界や伝記式歴史学に対する疑問をくりかえし

述べている。彼のこの不満が民間伝承を学問的に体系化することに向かわせた。 

 ところで本書においては、目立たないけれども彼は既成の社会科学に対しても不満を表明してい

る。 

柳田が「郷土研究」を学問として構築しなければならないと決断したのは、20 世紀初頭における農

業政策論争がひとつの契機となっている。政府の農業政策は各郷土の実情を無視したもので、日本

全国の農業地帯を一括りにみた法律による一般化=平均化を図るものであった。しかも政府の農業政

策は、職業としての農業の自立化と職業人としての農民の自立化に対しても理解が欠けるものであっ

た。このような政府の農政に対して柳田は、各郷土の多様性の尊重と農民の自立を主張してきたので

あった。 

 しかし 1920 年前後において柳田が「郷土研究」をとおして主張していることは、政府の農政批判とと

もに明らかにマルクス主義の主張を意識したものとなっている。彼が1920年代後半に『日本農民史』と

『都市と農村』を刊行したのは、その内容において農村と農民の歴史に対する当時のマルクス主義者

の認識に対する批判として提示されたものと受け止められる。 

 彼が二書を刊行した時期は、都市では労働争議、農村では小作争議が激化していた時期に対応し

ていた。当時の状況がマルクスが『資本論』で予言した資本主義のもたらす当然の帰結であるとする

認識が支持を集め、ロシア革命の影響とともに急速に支持を拡大しつつあった。マルクス主義者たち

はそれまでに形成された日本資本主義を分析して、自らの理論が唯一の科学的根拠をもつ学問であ

ると主張した。 

 周知のように、当時のマルクス主義者の主張する日本資本主義に対する見解には大別すれば二通

りの見解が存在した。いわゆる「講座派」と「労農派」のふたつである。「講座派」とは 1932 年に岩波書

店から刊行された『日本資本主義発達史講座』において展開された理論を支持するグループの総称
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であり、「労農派」は1927年に発行された機関紙『労農』を支持するグループの総称である。両者の相

違は当面の革命戦略上の対立にあったが、ともに自らの歴史分析、つまり階級=所有分析による歴史

分析の方法が「科学的」なものであるという認識では一致していた。 

 しかるに柳田が「郷土研究」で採用した方法は、「現在」の生活に残存する生活方法から「出来るだ

け多量の精確なる事実から、帰納によつて当然の結論を得」るというものであった。彼は「郷土研究」

が対象としなければならない事物を網羅的に丹念に拾い上げ、それらを遡行的に追究して進化の痕

を一目瞭然にすることが「科学」であると考えた。その方法こそが日本人と日本社会が辿ってきた歴史

を科学的に明確にするものであるとした。例えば彼が「民俗資料の分類」の項で、「我々のやらうとして

ゐるのは現在の事実を採集して、これを並べてみた上で、その全体から以前の形を帰納し、それを拠

り所にして、古い信仰の姿を明らかにする」という言にも彼の考えが窺われる(2)。彼の「社会科学の我

邦に於て軽しめらるゝ理由は、この名を名のる者が往々にしてあまりに非科学的だからである」という

認識には(3)、彼の「郷土研究」に拠らなければ日本社会と日本人が辿ってきた歴史は理解不可能であ

るとする柳田の自負心を窺うことができよう。 

 つまり柳田の社会科学の方法は、外国から輸入された学問の体系と概念によって日本社会を理解

する方法ではなく、また、既存の書物の中に存在する事柄によって組み立てられた認識によるもので

もなく、日本社会の中に現存する社会事象と民族の事実から日本の「事実」を「発見」することをまず

求めた。それが彼の民俗の採集、蒐集作業である。この成果を「眼に見えたもの」=いわゆる「有形文

化」と、言葉として存在するもの=いわゆる「言語芸術」と、信仰を中心とする心意現象=行動、とに形態

的に整理し、それらを内容的に分類した。こうして有形現象から言語伝承そして心意現象(生活意識)

まで明確に形態を認識することにより、はじめて社会全体の把握が可能であり、貧困脱却策等の社会

を考察する条件が整うとした。学的思考の出発点にはこのような認識の枠組みが不可欠であるとして、

柳田は既成の社会科学の方法論を批判したのであった。 

 

4. 固有信仰の追究 

 

(1) 三部分類 

 

(a) 有形文化 

 

 既述のとおり柳田は、民間伝承の資料を「分類」をキーワードとして三部に分類した。第一部に有形

文化、第二部に言語芸術、そして第三部に心意現象とする三部の分類である。第一部の有形文化と

は視覚によって理解可能なもの、第二部の言語芸術は聴覚によって理解可能なもの、そして第三部

の心意現象とは視覚や聴覚では理解不可能なもので「単に感覚に訴えるもの」であるとしている。 

 この三部の組み立ては柳田によれば、三部の心意現象こそが「実はこれこそ我々の学問の目的で

あつてあとの「一部」と「二部」の二つは、謂はばこれに達するための途中の階段」であるとしている(4)。 
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この「一部」として位置付けられている有形文化は項目が一から一九に分類されているが、彼がこれら

有形文化の基底に存在するものとしているのが「固有信仰」の存在であった。この「固有信仰」とは、群

の形成から村が形成され明治維新によって村が変容するに至るまで、生産と労働を共同するなかで

培われたものであった。この「固有信仰」の存在が、日本人の生活様式と生活方法の基底に存在して、

時代の推移のなかで有形文化としてあげられている項目のそれぞれに影響を与えつつ、今日まで残

存しているというのが彼の見解である。 

 例えば、 

一の「住居」は、労働組織と生産方法の変化が大家族制から小家族制への変化をもたらし、その結

果「火」と「照明」と「燃料」が住居のなかで分裂したこと。 

三の「食物」は「晴」の食事と「褻」の食事が存在して、「晴」の食事は神に供える食事であり、神に供

えたものを家族が食することにより神と人が連結したと考えていたこと。 

四の「資料取得方法」は神が祀られていた場所に市が立ち交易の場所となり発展していったこと。 

六の「労働」では大人数の労働を可能とするためと信仰により、盆踊りや酒宴がおこなわれていたこ

と。盆踊りは稲につく虫、風、旱、疫病等を追い払うため「生活の必要から来たもの」で、酒宴は神を祭

る「大切な作業」としている。 

七の「聯合」は信仰と相互扶助を目的として結合していたとされている。 

一五の「神祭」から一九の「童戯と玩具」までは固有信仰の派生としてまとめられていて、群の生活

から村生活における信仰を基底とする生活意識と方法をとりあげたものである。 

まず、「神祭」は、歴史を遡るにしたがって各村の歴史と分断不可能なもので、祀る神も区々である

こと、しかしどの村の神も農神として祀られていたとしている。春祭はその年の農作の豊凶を占う年中

行事、夏祭は稲の生長の災いを防御する年中行事、そして秋祭はその年の収穫物を神に捧げるため

に各部落ごとの御宮でおこなわれるものであった。 

現存する祭の際に歌われる神歌は神語りの一部で、それから語り物やその他の文学が発生し発展

し、神語りのおもしろい部分が伝説に転化したとしている。また、巫女が舞う神態から日本の文学、芝

居、その他の芸術に進化したという。 

競技もまた、神祭と密接な関係を有する神意卜定の一方法で、同じ神様を祀る氏子同士に問題が

発生したときに、勝負を競ったことから始まったものとしている。 

要するに、有形文化として柳田が分類した項目の基礎には、群が形成されて生産と労働を共同す

る際に発生する豊作の祈願や労働の掟が固有信仰を生み、日本人の生活方法や生活意識に多大な

影響を与えつつ今日に至っているというのが柳田の見解であった。つまり柳田によれば、固有信仰こ

そが日本の伝統文化を築いてきたものであった。 

 

(b) 言語芸術 

 

 言語芸術の研究は、柳田によれば、言語が動的に変化する諸相を追究することにより、前代人の国
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語力とこれまでの日本人の社会観やものの感じ方を知ることが可能であるという。 

なぜならば、言語の変化は各郷土に居住する人々の内部生活を表現するものであるからである。 

 彼は言語芸術として八項目をあげているが、二項の「新文句」では境涯の変化により表現技術に著

しい差異が生じていることを指摘している。これは山村や漁村という距離をおいて会話する地域では、

短い会話が求められるのに反して、近距離でしかも非開放的な地域における会話は、修飾が多く複

雑な言い回しが認められるという。 

 また五項の「唱へごと」では以前の信仰の残存が認められることを指摘し、六項の「童言葉」は大人

の真似の残存であるとして種々の神託を聞く手段であるとしている。 

柳田はこれら言語芸術を分析することにより、千年二千年前の日本人の土地の共通した問題を決

定した方法がわかるとしている。また、この言語芸術で確認されなければならないことは、言語芸術が

群の共同の作業であったということであった。群の満座の承認がなければ言語として定着していかな

かったとしている。 

 

(c) 心意現象 

 

 この「心意現象」の項を歴史学の方法論として大きく捉えるならば、この視点はこれまでの歴史学の

方法における画期をなすものである。なぜならば一国の歴史を考察する場合、社会経済現象をみると

きに、一つ一つの現象が人間の群れとしての心意現象に包まれて見えてくるものとして理解されてい

るからである。この歴史学における方法は、アナール学派の mentality の訳語として社会科学の世界

で広められたものと同一である(5)。彼は、稲作を中心とする中心的経済活動は、種々の宗教的、習俗

的なパフォーマンスが纏わりついて現出することを意識にいれて日本の歴史を分析しようとした。 

 彼が「心意現象」の分類をとおして試みたことは、開国以前の日本において大多数の日本人の意識

の内奥に存在していた社会観や道徳観、人生観がどのようなものであったのかということであった。例

えば道徳観については「「ずるい」、「ぞろべつたい」、「なまける」といつた一つゞきの行為は悪いモー

ラルとしてあつて、さうした不徳を冒すときは皆なから「笑はれる」ばかりでなく、延いては「家の名折

れ」となり、「村の恥」となると言つたり、また「義理がわるい」とか「義理をつとめる」とか或は又「人情が

欠ける」といつた類のモーラルは、悉くユヒに於ける他人との交渉に発したものであつた。日本の道徳

観念といふものは、元はこんなケチなところにその基礎があつた」との柳田の言に認められるように、

生産の共有を基礎として培われたものであった。 

 また、人生観は日本に残存する「禁為」から推察することが可能であった。「禁為」には「禁為」を犯

すと親の死に目に遭えないとか、気違いになるとか、縁遠くなるとか全国に共通する制裁が伴ってい

て、これも群れの掟を犯さないという意識の名残と理解可能である。 

 注目されることは、柳田が生活技術の項で郷党教育について述べている点である。この郷党教育と

はいわゆる村の道徳を次代の郷党に教育することであるが、柳田はこの郷党教育について学校教育

におけるような教師が行うものではなく、村に居住するごく普通の村人が「或る意思と計劃の下に、今
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よりもよい村人を造らうとする仕事」であるとして特に留意を促している。 

 この郷党教育は「生活技術」の項で紹介されている。この「生活技術」とは柳田によれば、知識を材

料としてどのような方法をとれば暗黙の目的に添った活き方が可能であるかを教えるものである。彼は、

この知識には親の教育と自らの知識欲の他に、この郷党教育を付け加えていた。 

 この郷党教育はまた、家庭教育とは対立するものであるとも柳田は述べていて、前代の教育方法で

ある集合倫理を教育する郷党教育の本質が、「公」と「私」の論理で考察するならば、「私」を抑制し

「公」を視野に収めて事象を考察するものであったことが理解できる。 

 この背景で前代の社会観を考察するならば、自らが属する社会がよりよい形で繁栄していくことに積

極的に自らも参加していくことに努める社会観を有していたとすることができる。 

 つまり、前代の心意現象には生産と労働を共有するうちに培われてきた固有信仰がその基底に存

在し、その心意が開国後の先進諸外国の多くの知識が流入してきたあとも無意識裡に日本人に受け

継がれているというのが彼の結論であった(6)。 

 

5. 小括 

 

 「大体近世に社会改革と称し、生活改善といふものは問題の巣であらう。これが声ばかりで何たる効

果もなかつたといふことには、方法や当事者の失敗も多からうが、その背後には所謂時世に適せず、

もしくは自然に反したと称せらるゝものもあると思ふ。その「時世」なるものは果して何であるか。また人

間の所業にして、自然であり、自然に反するといふことは何を意味するか。単なる抽象的の論理に堕

しさるまいとすれば、翻つてその改められんとする事態の、成立ちと根強さ、引抜いて棄てることの困

難なるわけを吟味してみる必要が出るのであった」(7)。この一文は「自ら知らんとする願望」中の「学問

の実用」の一節である。その前には「私たちは学問が実用の僕となることを恥としていない」という有名

な言があり、それに続くものである。この一文はどのように解釈できるのであろうか。 

 この書は昭和恐慌という日本の危機的状況下のなかで執筆されたものである。周知のようにこの恐

慌は別名農村恐慌と呼ばれるように、米と繭を生産する農村に大打撃を与えた。しかも開国以来の日

本の近代化の過程は、柳田によれば、経済社会の一極集中現象をもたらし、所得格差と地域間格差

が拡大化する状況下にあった。 

 しかしまた、柳田によれば、この状況下においても、今後の日本全体の将来は国民の意思により、

歴史の訂正は可能でもあった。 

 本文中の別の箇所では「今の農村の動揺苦悶の底にも、善し悪しは別として、古い信仰の名残のあ

ることは、これを認めずには居られぬであらう。切つて棄てるにせよ、はた堅く守つて放たないにせよ、

それを確かめるためには我々の通つてきた過程を知つて居らねばならぬ」とある(8)。以上の背景でこ

の言を考察するならば次のように解釈できないであろうか。 

今後の歴史の訂正を進めるべき時において、在るべき日本の姿としてすでに「内」にあるものを有

効に育てて歴史の訂正に資するべきであるか、あるいは外側から枠組みを創って日本を創造すべき



 

 

149 

であるかを柳田自身が自問していると解釈できないであろうか。なぜならば彼は、日本の多く残存す

る禁忌を語るときに「しかし我々はかうした大小のタブーを守りながらしかも新文化の尖端を走つてゐ

て、それで果して良いかどうか、或いはこんなものはすつかり棄てゝしまはねば本当の新文化になり切

れないか、これは将来の問題として残されてゐる」と述べているからである。 

 彼は「郷土研究」の目的を、現代の生活事実を取り上げて「新時代にかぶれている部分」と「現代の

インテラクチュアルな部分」と「無意識にやっていること」を明確に分けることであるとしていた。我々の

精神世界の深奥には古代から歴史貫通的に受け継がれてきた生活意識と生活技術がなおも残存し

ており、とりわけそれらは山間の地域や漁村という地域に居住する人々には深く残存している。日本を

取り巻く国際環境を踏まえて日本全体の将来を考察するとき、これまでの日本の歴史を尊重して社会

改造を断行して歴史の訂正を実行することが「自然」であるのか、それとも別の選択肢があるのか、柳

田はその選択を「郷土研究」という学問を体系化することにより国民の選択に委ねたのである。なぜな

らば「郷土研究」という学問は、「郷土」を研究することにより日本固有の歴史を明確にする学問だから

である。 

 それでは、「郷土研究」はいかなる意味において国民の貧困に解答を付与するといえるのであろう

か。ここには彼の対象にアプローチする場合の学問の方法である「比較」の方法によって説明が可能

である。 

 「郷土研究」という学問の契機となったのは、各郷土が経済的に自立する方向を郷土人により模索・

研究することに資するべく開発されたものであった。まさしく国民経済に切実に関わった研究として提

示されたものである。各郷土人が郷土の経済的自立の方策を模索することにより、他の「郷土」と比較

することが可能となる。郷土人が居住する郷土と他の郷土との生産、市場、交通、分配等々社会組織、

社会構造にまで問題意識が拡大化していくならば、彼らは居住する郷土をより深く、より実態に即して

認識が可能となるであろう。そして彼らの研究が拡大して世界的な視野で日本という国を考察していく

ならば、はじめて日本の特質が理解可能となるのであった。柳田はこのことに関して、「国内の地方研

究が次第に全帝国の政治意見と生活の理想との上に反映し」、その結果において国民による社会改

造に行き着かざるをえないということを述べている(9)。 

 柳田の「郷土研究」は国民による社会改造に資する学問であったというのがこの論文の結論である。 

  

 

註 

(1) 柳田は語彙蒐集に大きな意義を認めていた。それは前代人の国語能力を見るためばかりではなく、言葉の地方

毎の異同が明確になされていないと「郷土研究」の三部分類が意味をもたないからであった。彼は農民生活の地

方的異同を「分類民俗語彙」として纏めている。この「分類民俗語彙」は 1935 年の『産育民俗語彙』以降、『婚姻習

俗語彙』『分類農村語彙』『葬送習俗語彙』『禁忌習俗語彙』『服装習俗語彙』『分類漁村語彙』『歳時習俗語彙』『居

住習俗語彙』『分類山村語彙』そして『族制語彙』と続いている。 

柳田が『郷土生活の研究法』を執筆した当時、辞書に標準語としてある語数は約十万語であったが、農村や山村、

漁村では土地限りの言語である方言は通意方法として現存していて、古来からの通意方法を探るためには方言の
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分類が必須であった。 

(2) 伊藤幹治・後藤総一郎・宮田登・赤坂憲雄・佐藤健二・石井正巳・小田富栄編『柳田國男全集』第 8巻、1998年、筑

摩書房、328頁。 

(3) 上掲書、259頁。 

(4) 上掲書、347頁。 

(5) アナール学派と柳田の「郷土研究」との比較については別稿で取り上げる。 

(6) 周知のように、日本人の歴史意識の特質について取り上げた論稿に丸山政男の『歴史意識の古層』がある。丸山

の古層論と柳田の郷土研究の比較については別稿で取り上げたい。 

(7) 上掲書、260～261頁。 

(8) 上掲書、261～262頁。 

(9) 上掲書、第 4巻、『青年と学問』、366頁。 
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第１６章 「郷土研究」から展望する社会 

 

1. はじめに 

2. 「郷土研究」の一側面 

3. 第三部のもつ意味 

4. 「郷土研究」が創出する国民 

5. 小括 

 

1. はじめに 

 

 この章では、前章において提起されたひとつの視座である、「郷土研究」が創出しようとする社会が

外側から枠を設けて社会を創出しようとする学問ではなく、これまで蓄積されてきた生活方法や様式

を尊重して社会を作り上げようとする学問ではないかということについて考察してみたい。 

 柳田の「郷土研究」は、しばしば彼の著作中で強調されているように、きわめて実践的な性格を有し

ている。「学問救世」とか「実学」と言われているように、社会に有益な学問として彼は「郷土研究」を開

発した。それはどのような意味においてであろうか。 

 「郷土研究」は、これまで無視されていた活字をもたない「平民」の過去を、民間伝承といわれる生活

の中に残存する諸要素を資料として再構成する学問である。「平民」生活の進化の経路を一目瞭然に

提示して、「現在」に至る経緯を示すものであった。したがって「平民」がもつ疑問には、例えば経済的

な疑問でも、生活様式の疑問でも、言語の疑問でも解答可能な学問である。「平民」にとっては自己

省察の学問であった。 

 しかしながら、これから述べるように、「郷土研究」はそのベクトルが過去に向いたものではなく、柳田

においては将来に向けて開発されたものであった。「将来」に向けての現状認識に資するための学問

であって、「自己省察」によって獲得された知識はその後に活かされるべきものであった。それでは、

このことについてこれから述べていきたい。 

 

2. 「郷土研究」の一側面 

 

 1931年、柳田は『明治大正史 世相篇』を刊行している。この書は「国に遍満する常人といふ人々が、

眼を開き耳を傾ければ視聴し得るものゝ限り、さうして只少しく心を潜めるならば、必ず思ひ至るであら

う所の意見だけを述べた」、つまりごく一般の人々に対して、明治・大正という日本の近代化過程を概

観するために、「世相」の推移で説明を試みたものである。 

 この書で彼は、色彩、食物、住居、風景、故郷の在り様、交通形態、酒、「家」に対する意識、生産、

労働形態、貧困、組合、選挙という順に明治以降の推移を説明し、日本の近代化はまだ「訂正」の余
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地があることを確認して、この 2 つの時代の総括をつぎのように述べている。第１に、学問が社会を益

するものであることが国民の共通認識となり、学問を習得することによりよい社会となること、第 2 に外

国偏重の風潮が薄れ、日本社会に関連した学問が尊重されるようになったことである。そして一番大

きな変化は、現在の生活が個人による努力や工夫により改善されるというものでなく、多くの人の団結

によらなければ為し得ないことが国民に理解されるようになったことである。この国民の団結を可能と

し、生活を改善するための学問が柳田によれば「郷土研究」なのであった。「郷土研究」は、個々の

「郷土」において郷土人が団結して生活改善を目指す学問であると同時に、各「郷土」が連携・団結し

てよりよい日本社会を構築することにも必要な学問として位置付けられている。つまり、「歴史の訂正」

に資する学問が「郷土研究」なのであった。 

 柳田によれば、明治・大正の歴史は国民が熟慮、選択して「現在」に至ったものではなかった。その

ための学問は未だ構築されていなかったからである。「日本の近代化」という自国の歴史に対する

様々な可能性を考察し、決断して選択していくという手段と方法をもたなかったのである(1)。「郷土研

究」は国民の疑問に解答を与える学問として構築されたものであった。 

 「郷土研究」はこのように、過去に遡って物事の経路を説明するだけでなく、国民が今後の歴史を創

りあげるための学問であり、「将来」の方向に向けたものである(2)。 

 

3. 第三部のもつ意味 

 

 1935 年に刀江書院から発行された『郷土生活の研究法』は、周知のように、柳田が「郷土研究」の学

問的体系化を目指して民俗資料の分類をおこなったものである。この書では第一部「有形文化」、第

二部「言語芸術」、そして第三部を「心意現象」と命名して民俗資料を三部に分類している。第一部の

「有形文化」は視覚によってその差異性が理解されるものであり、第二部の「言語芸術」は聴覚により

その差異性が理解可能なもの、そして第三部の「心意現象」は無形文化の分析である。ここでは第三

部の「心意現象」に限定して考察してみたい。 

 柳田は第三部の「心意現象」という無形文化を分析するにあたり、無形文化を「知識」と「生活技術」、

そして「生活目的」に分類している。無形文化として存在する夥しい知識の中で、彼が「知識」を分析し

て抽出しようとしたのは、過去の人々がもっていた人生知識であった。「生活技術」もまた、柳田が抽

出しようとしたものは、現在に至るまで残存する昔ながらの生活技術であった。「生活目的」とは、人は

何のために生きるか、人生の究極的な目的を分析することであるが、彼はそれを、「幸福」や「家の継

続」ではなかったかとしている。 

 ところで、三部の「結び」に「郷土研究」の目標として柳田は、「現在の生活事実の中を、新時代にか

ぶれてゐる部分がどれだけ、現代のインテレクチュアルな部分がどれだけ、それからまた無意識にや

ってゐることがどこまで、とはつきり分けてみること」であるとしているので、これを「知識」と「生活技術」

とを踏まえて考察するならば以下のようにまとめることができないであろうか。つまり、柳田がこの「心意

現象」で明確にしたいとしたのは、明治以前の「郷土人」の行動様式なのではないかということである。
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一部の「有形文化」と二部の「言語芸術」は、現在に至るまで過去から蓄積され人々によって継承され

てきた生活方法と生活様式であった。これらの生活方法と生活様式は当然のことながら、経済行為を

営々と営んできた人間の行為を反映するものである。これらを手掛かりに彼が探ろうとしたのは「郷土

人」のエートスではなかったか。 

 この結論を、柳田が何に応用しようとしたのかという考察の前に、ひとつだけ述べておきたいことがあ

る。 

 

4. 「郷土研究」が創出する国民 

 

 柳田の農業政策論と「郷土研究」は根源的に同質の学問である。彼の農業政策論は、農業政策の

みを考察したものではない。自身の農業政策における提言を実現させるためには、不可避的に国民

の意識改革を必要としたので、国民の意識改革の提言が著作中に多く述べられている。このことは

「郷土研究」も同一で、「郷土研究」はそれまで扱われなかった民俗資料による歴史学の構築にとどま

らず、彼がこの学問によって発掘した研究成果は、国民に対する意識改革の提言となっている。この

ことについてこれから述べてみたい。 

 柳田の農業政策論をどの著作までとするかは、異論があるかもしれないが、おそらく『日本農民史』

までとすることができるのではないか。この著作までは彼は、農民問題と農村問題を中心に政策を考

察しているけれども、その後の『都市と農村』に至ると、文字どおり都市と農村の両方を射程に収めた

日本経済論を展開しているからである。 

 彼の最初の単行本ともいえる『最新産業組合通解』から『日本農民史』に至るまで、著作中では農業

政策の提言と同時に、農民の経済的自立と精神的自立が必須のテーマとして繰り返されている。例え

ば、『最新産業組合通解』では、産業組合の活用は無資本の小農が組合を活用して経済的自立を獲

得する手段として提言されているが、組合活用の意義はそれにとどまらず近代的自我を獲得する一

手段としても提言されている(3)。また、『農政学』では、農民が経済的自立を果たし自立した判断で経

営を営むことの重要性を指摘し、そのことが政府の責務であるとの認識を示している(4)。「農業界に於

ける分配問題」、「中農養成策」然りである。 

 それでは、「郷土研究」ではどうであろうか。 

 「郷土研究」開発以後彼が述べる「学問」は、その大半が「郷土研究」の意である。彼はその「郷土研

究」の研究成果の蓄積をふまえて国民に種々の提言をおこなっている。「郷土研究」の研究成果とは、

民俗資料によって掘り起こされた明治以前の村組織における農民生活であった。例えば、『日本農民

史』では日本の「村」の歴史を掘り起こし、労働と生産、生活を共同で運営する農民の実像を紹介して

いる。村の運営は基本的に自治によって運営されており、真の執行力をもつのは村の寄合とよばれる

組織であった(5)。必ずしも一部の上席に座る者の意見が反映されるものではなかった。村の生活が連

帯組織であったことには弊害も認められたけれども、柳田は行政に依存することなく自治によって村

内運営を図ろうとする農民意識を評価している(6)。また、『都市と農村』中にも自立と自律精神で経済
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情勢に対応してきた農民の歴史を紹介している(7)。自治による村内運営を長い年月可能としたのは、

伝統的な村の教育の存在であったことも『都市と農村』中に記されている(8)。この村内教育は、自治を

可能としただけでなく、農法や生活意識の継承も役割ももっていた。柳田が、「郷土研究」による明治

以前の村生活の掘り起こしによって国民に提示しようとしたのは、行政に依存することなく経済的、精

神的に自立して生活を運営していた農民意識ではなかったか。 

 柳田が「郷土研究」という学問で創出しようとした国民像は、彼の農業政策論もそうであるが、経済

的・精神的に自立し、自己の自立した判断力を有する国民、今日的にいうならばむしろ公民と称すべ

き国民であったと思われる。 

 

5. 小括 

 

 柳田農政学と「郷土研究」において創出を図ろうとした国民が、経済的自立・精神的自立を果たした

いわば「公民」であることは前述したとおりである。それと同時に彼は、「郷土研究」という学問をとおし

て国民にもうひとつあるものを求めた。 

 柳田農政学と「郷土研究」を貫く二大テーマが、後発資本主義国として近代化を果たさなければなら

なかった日本の国力の増進と、国民総体の幸福の実現であったことは既述のとおりである。彼は、日

本が、西欧先進諸国と同等ないしそれ以上の国力を蓄積して、当時の国際社会において自立できる

とともに、幕藩体制下で分裂していた国民が統一され、彼らが総体として幸福である状態を創りあげよ

うとした。この理念を農業政策論に限定するならば、『農政学』の末尾の言に端的に表現されている

(9)。 

 彼は、自身の農業政策論と現実の乖離が大きくなってきた頃、「郷土研究」の考案に着手する。「郷

土研究」の研究が蓄積されるとともに、行政に依存することなく長期にわたり自治運営を可能とし、統

一力を保持しえた村の基底に存在したものに行きつくのであった。それは、各村における慣習の存在

であった。村の「掟」と言い換えてもよい。「郷土研究」の最終目的が各「郷土人」の行動様式であった

ことは、このことによる。この慣習によって培われてきたものが農民の自治能力であり、組合意識であり、

そして勤労意識であった。 

 農民の自治能力については、柳田はそれまでの彼の著作中において度々言及しているけれども、

たとえば 1933 年に執筆された「農村生活と産業組合」の中にはつぎのように述べている。「地方の道

徳と云ふやうなものは、同じ一つの県内或は同じ一つの郡内に於てすらも大変に差等がある。村柄或

は土地柄とも云ひ、どうも彼処は風儀が悪くていかんと云ふことを云ふ。同じ行政の支配を受け、同じ

歴史を持ち、同じ産物を持つて居る所でも、或る村は大変篤実なる良い村であり或る村は甚だ風儀の

面白くない所であると云ふことが起こるのは誠に不思議である。 (中略) 之は善いか悪いかは別とし

て、とにかく各地方が自治をして居つた証拠である。 (中略) 道徳的自治、社会組織的の自治と云ふ

か、広い意味に於ける人間の自治と云ふものを、誰が支配したかと云ふと皆之は村がやつた。 (中

略) 
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とにかく其責任は自分等が負ひ其結果は皆自分等が按排した。即ち自分で造つて行つては其結果

を按排して進んで来た。それ程まで我々は共に外部から干与なしに自分で成長して来たのである」(10)。

柳田は村が長い年月をとおして自治訓練を積んできたと述べている。 

 柳田によれば、村が長期にわたり訓練を積んできたものは、組合意識も同一であった。連帯意識と

言い換えてもよい。このことも彼は、自身の著作中に度々言及している。たとえば『都市と農村』中には

つぎのような一節がある。「村の結合の如きは本来鞏固無比のもので、外に対して守つて最も力ありし

のみならず、内に一個の卓越した意思を保持する場合にも、常に所謂一糸紊れざる統制を成し遂げ、

たまたま是と争はんと欲する者は、必ず粉砕せられざるは無かつたのである。多くの慣習は此間に固

定し、其遵奉は、直ちに各員の権利とも威力ともなつた。故にその最も円熟した外形から見ると、後に

発達した組合とよく似ては居たが、村の方には始から自然の中心といふものがあつて、各分子は層を

為して之を包んで居た」(11)。日本の村が明治維新以後、幾多の経済変動に呑まれて変容を余儀なく

された後に襲われた昭和恐慌時に執筆されたこの書では、この、村で継承されてきた組合意識を近

代社会に適合させるための多くの提言がなされている。それが、正確な社会認識と自立した判断力の

必要性とともに「郷土研究」の根幹をなすものである。 

 農民の勤労意識もまた、彼が評価する明治以前の村が育成した美徳であった。『都市と農村』中に

はこの勤労意識を、勤労を快楽に化する術であり、智慮ある消費の改善を以て尚生存を安定にする

方途をもつ分別であり、土地その他の天然の恩沢を人間の幸福に結び付ける智慮であると説明して

いるが、「生きることは働くこと」という勤労意識に貫かれているのが、この農民の勤労意識であるとい

ってよい。この意識は、生活と労働を共同する村生活が築き上げた農民独自の勤労意識である。 

 以上、こけまでの考察のとおり、柳田の「郷土研究」の最終目的が各郷土人の個別の行動様式であ

り、その行動様式が慣習によって育成された自治意識や組合意識や勤労意識であるとするならば、

彼が期待したこれからの日本社会は、新たな枠組みによってのものではなく、これまで各郷土が築き

上げてきたものを基礎とするものであるとすることができる。各郷土の発展のあり方がたとえ区々であ

っても、その統一体が日本という一国であれば、「一国の発展」と「国民総体の幸福の実現」という彼の

理念は実現されることになる。 

 

 

 

註 

(1) 『明治大正史 世相篇』第 15 章には「生活改善の目標」という章名がなされている。その冒頭にはつぎの一節があ

る。「歴史は多くの場合に於て悔恨の書であつた。彼際あゝいふ事をしなかつたら、斯うも困らずに居られたらうとい

ふ理由が発見せられ、それがもう完結して後の祭りとなつて居るのであつた。然るに明治大正の後世に誇つてもよ

いことは、是ほど沢山の煩雑なる問題を提供して置きながら、まだ一つでも取返しの付かぬ程度にまで、突詰めて

しまはずに残してあつた点である。我々が自由に之を論評して、訂正の出来る余地の十分にあることである」。つま

り、明治以後の歴史は国民が熟慮・選択した結果のものではないけれども、今後の歴史は、国民が正確に社会認

識をし、熟慮・選択するならば、訂正の余地が十分にあるという彼の認識である。裏を返せば、国民意識が変わらな
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いならば、その後の歴史も悔恨のものとなるという彼の危機意識がある。 

(2) 柳田の「郷土研究」は「平民」にとっての自己省察の学問であるというのが、彼の自身の学問に対する位置付けであ

った。このことについては、例えば『都市と農村』中にはつぎのような記述がある。この記述は小作争議が激化する

農村を前提としてのものである。「農村の改革は何時でも時期が遅れる。従つて無益の苦悩を重ね、又不必要なる

破壊を伴なうて、しかも適切に現状と相応せざる変更を以て、満足しなければならぬ場合が多かつた」。しかし、農

村改革に対する国論は統一していない。この状況において、「どれかゞ誤謬であり、若しくは虚偽であるかも知れぬ

といふ危険と共に、正しいものを見付け出す興味も加はつて来た。比較は練習の便宜を供し、学術と統計とは段々

に思慮を正確にする。此上は只問題の討究の為に、自分の生活を客観する習慣を、養ふことが出来ればよい」とし

て、国民に正確な社会認識の必要性を勧めている。国民の正確な社会認識と自立した判断力の育成によって、適

切な社会改革が進められていくことが可能であると柳田が考えていたとすることができるとともに、彼の「郷土研究」

が将来の方向にベクトルが向いていたとすることが可能である。また、彼の「郷土研究」はこのように、民間伝承を掘

り起こしての新しい歴史学の樹立という学問的意図だけではなく、国民の意識改革に資する目的でのものであった

とすることが可能であり、その意味においてきわめて実践的なものとすることができよう。 

(3) 『最新産業組合通解』中の有名な一文に、つぎのものがある。「蓋し組合制の特色にして我国の如く数百年の間養

成せられて而も漸々廃弛せんとする郷党の結合心を恢復し、社会道徳の制裁によりて個人の弱点を匡正し、唯利

的原動力の外に純粋の対人的信用制を設けて以て国民の品性を上進せしめんとするものなり」。柳田は『都市と農

村』における日本の近代化過程の中間総括において、日本経済の改革は一極集中の是正とともに、国民の意識改

革が必要であるとしているが、すでにこの段階において、「郷党の結合心」が地域の発展にとって不可欠なもので

あるとの認識を示し、併せて『都市と農村』第 8 章「指導せられざる組合心」と第 9 章「自治教育の欠陥と其補充」中

で主張されている、これまでの農村で養成された農民意識の課題が指摘されている。 

(4) 柳田農政学における主張には、経営的に自立した農民を育成し、自立的な経営判断を育成することにより農民の

社会的上昇を促すこともそのひとつであった。『農政学』中にはつぎの記述がある。「自給を以て生産の標準とする

旧来の細農制を改めて、農を以て一の独立の生産職業と為し、分業の理法に従ひ専門的に其生産方法の発達を

計らしむるの必要あるなり、是れ昔日の日本の農政と現代の農政との間に、根柢に於て一の差別を存するの所以

なり」。また「放任は寧事の自然の状態なり、されば当事者の智識が各其時代に適応せる農業を行ふことを得るなら

ば、是最幸福なる農業国にして、国家は少なくも此部分に於ては其活動の区域の減少するを喜ぶべきものなり」。 

(5) 柳田が理解する村内自治の記述としては、『日本農民史』中につぎのものがある。まず「庄屋」。この職は世襲制で

あったが、これは「寧ろ行政上の便宜」であったと彼はみていて、「成るべく支配者の利害を下に向つて代表させよ

うとして、特に少数の農民に優れた地位を与へようとしたが、而も彼等も百姓である故に、農業者としての立場は他

の村民と一致」していたとしている。庄屋の下には「百姓代・年寄・組頭」などがいた。それ以外に、「村の口きゝとい

ふ者があつて、庄屋無能の場合は之を助け、又は其行為を牽制して、村民多数の意向に反する行動を不可能なら

しめたのは事実」。また、何か事がある際には「村の寄合が真の執行力」であったとしている。そして「村役人」の数

は多く、また順番にこの職を務める家も多数あり、多数の意向によって村が機能していたと柳田は理解していた。 

(6) 註(5)も自立的な村内自治に対する柳田の見解であるが、『都市と農村』中の第 8 章「指導せられざる組合心」も、慣

習によって築き上げられてきた農村の連帯と自治意識についてまとめられたものである。 

(7) 柳田によれば、日本の村では、開墾当初において開墾地を区割りする場合、開墾に参加した農民全員に土地が行

き亘るようにしたために、村内人口が増加してくるとそれに対応するために農法を工夫したりあらたな収益源の捜索

に努力した。たとえば『都市と農村』にはつぎのような記述がある。「人口が多くなつて土地の開墾が之に伴なはなく

なれば、必ずしも外からの奨励を須たずして、村には昔から様々の所謂添挊があつた。自給農民の手作りの家用

品が、少しでも巧者になり且つ地の利を得ると、直に持出して交易の種に供すべく、成るべく多くの余剰を生産せ

んとしたことは、繭でも野菜類でも藁細工竹細工でも変りは無い」。また「埋立開墾などの米田一色と称する部落で
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さへも、畦には大豆を播き、土手の根には菜を作り、軒には鶏を飼ひ背戸には竹の子を育てゝ、売れるならそれも

売らうとして居る。手が剩るから少しは夏蚕でも掃き立てゝ見ようといひ、若しくは頼まれて隣村の茶山にも働きに行

くといふのが、何で単一なる農業と言はれやうか。家の生活方法としてこそ統一があるかも知らぬが、生産としては

複雑を極めたものである。 (中略) 量はをかしい程少ないにもせよ、一戸で十五種二十種の作物を、それぞれ作り

分ける技倆を有つて居る農夫は、恐らくは我邦以外には居らぬので、又さうしなければ進んだ今日の生活に堪へ

なかつたのである」。 

(8) 『都市と農村』中には、村人の長年の自治に対する継続的な努力と警戒意識についての記述がある。前掲『全集』

第 4巻、307～309頁。 

(9) 『農政学』の末尾にはつぎの記述がなされている。「農業政策の研究には新たに重要なる一方面を加へ、単に生産

政策の実効を期するに留らず、猶別に分配の帰趨に注意し、時としては一部の国民の圧迫を救済するが為に、幾

分生産の進歩を犠牲とすべき必要も生ずるなり、而して何が故に此の如くすべきかと言はゞ、国が生産の増殖を目

途とするは、之に由りて猶一層大なる目的即ち国民総体の幸福を進むるの用に供するが爲にして、生産其物は個

人にとりても国にとりても決して其終局の目的に非ざればなり」。『全集』第 1巻、281～282頁。 

(10) 『全集』第 29巻、89～91頁。 
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第１７章 「郷土」で研究する「日本」 
 

 

1. はじめに 

2. 「郷土研究」の基本的性格 

3. 明治農政への批判 

4. 日本に適合する農業政策学の必要性 

5. 「郷土」でおこなう研究 

6. 「郷土研究」の第一義 

7. 「前代」と「当代」の比較 

8. 小括 

 

1. はじめに 

 

 1900 年に東京帝国大学を卒業した柳田国男は、農商務省に入省し、農務課に配属された。同年 3

月に公布された産業組合法施行の実務を担当するのが仕事であった。以後彼は、組合の意義を説く

ためとその普及のために全国各地に赴くこととなる。 

 各地を回っての組合普及活動は、農商務省から法制局に異動してからも続けられた。この過程にお

いて彼は、東京に居住して政府の政策を立案する人々と地方実態との乖離を認識するとともに、農政

実務を担当する地方官や農民意識を直接見聞する経験を得た。産業組合普及活動をとおして実感し

た感想を率直に記して上司に叱責を受けたという有名な『最新産業組合通解』の序文や、『時代ト農

政』中の講演内容、また、「郷土研究」に認められる傾向等々、政府の農業政策だけでなく内務省の

地方政策に至るまで、この間における政府の各政策に対する彼の感想は、著作中いたる箇所に見出

すことが可能である(1)。この時期において柳田は、各地に残存する民間伝承の蒐集を開始し、「郷土」

で日本社会を考察する「郷土研究」の研究に着手することとなる。 

 ところで、これまでの柳田研究史においては、彼の「郷土研究」は各郷土の民俗を研究対象とし、そ

のことを目的とする学問であるとの評価が一般的であった。それ故に多くの研究者は、日本各地に残

存する有形・無形の民俗を研究対象とし、それらの科学的な意味づけをすることが柳田の「郷土研究」

であるとしたのであった。もし、彼の「郷土研究」をそのように規定するとしたならば、それでは彼の著

作中に表出されている政府の政策に対する疑念や憂慮は、どのように受け止めることが可能なのであ

ろうか。 

 本論文は、日本が近代化の歩みを開始したこの時期に、柳田が「郷土」で研究する学問を構築した

理由を探るとともに、彼が具体的に「郷土」で何を研究しようとしたのかを明確にしていきたい。 
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2. 「郷土研究」の基本的性格 

 

 日本が近代化を開始したこの時期に、「郷土」で日本社会を研究する学問を樹立した柳田の問題意

識を課題とするとき、彼が在学中に学んだ学問と、彼が明治以降の社会をどのように認識していたか

ということ、そして彼の経済史観を知ることは重要であると思われる。私見によれば、彼の「郷土研究」

はそれら三者を基底とするものであると思われるからである。それではまず、彼が在学中に学んだ学

問から見ていこう。 

 周知のように、柳田は東京帝国大学法科大学政治科に入学している。1897 年のことである。当時の

東京帝国大学が官僚養成機関であったため、彼はそこで国家学とそれに付随した法学や経済学、そ

して政治学等を学んでいる。この時期の経済学の主流は社会政策学派の経済学である。この学問は

ドイツ歴史学派の経済学とも称され、資本主義先進国であるイギリスに対抗して国家建設を進めなけ

ればならなかったドイツにおいて主流となった経済学である。その特徴は、その国固有の歴史や文化

を尊重して社会政策はなされるべきであるとすること、社会問題は社会政策により改良されるべきであ

るとするところにある。後述するように、柳田の「郷土研究」の発想は、この経済学のそれと対応するも

のである。それではつづいて、彼は明治以降の社会をどのように認識していたのかを見ていこう。 

 「新時代の市場の形勢は、常に彼等(地方の居住者たる農業者、工業者、漁業者、林業者、運送業

者等のこと)小規模の産業者に不利にして、信用の制度、交通の方法は、益々開発せられるゝにも拘

はらず、其便益は事実上企業者の壟断する所となり、彼等が社会より受くる所のものは単純なる圧迫

のみ、其永久に包蔵するものは唯人間の不平等に対する怨嗟の念のみ」(2)。また、「新時代は全く共

同事業の時代にして、孤立独行の無勢力不利益なることは着々として事実によりて証明せらるゝのみ

ならず、経済力の不平均なる分賦は多数の弱者をして其地位を維持するは到底自力の能ふ所に非

ざることを感ぜしむるに至り」(3)、という文に認められるように、柳田は明治以降の経済システムにおい

ては、資本をもたない小生産者は社会的に上昇する機会を得られないと認識していた。大資本を有

する者はますます資本の集積を可能とし、無資本の者と「一大溝梁」で「限劃」される社会が「現今経

済社会」であるとしている。 

 もう一点、柳田が「新時代」である明治期において顕著に認められるものとしたのが、社会の変容に

ともなう農民意識の変化であった。例えば『産業組合』中にある「数百年の間養成せられて而も漸々廃

弛せんとする郷党の結合心」とあるように(4)、それまで生活と農作業を協同で営む裡で形成されてきて

いた農民間の連帯意識や結合心が、農村生活の変容にともなって徐々に希薄となってきていたと柳

田は認識していた。 

 柳田が捉えた農民意識の変化はこれだけではなかった。近世農村制度の自治制度により培われて

きた農民の自立心も、時代の推移につれて減退してきたとしている(5)。この両者における農民意識の

変化により、農民は明治期に至ってから、政府による政策的救済を求める傾向が増してきていたと柳

田は認識していた。 

 この政府による政策的救済を求めたのは、農民だけではなく、あらゆる「階級」に認められる傾向で
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あり、しかもこの「国家の干渉」を「歓迎」する傾向は世界一般の実況であるというのが、柳田の当時に

おける認識であった。そのために、政府が施行する経済政策については、政策効果の見極めや当否、

先後の選択等、きわめて重要となってきているのであった。しかも、日本は後発資本主義国として、当

時の国際社会において自立可能な国力を創出するとともに、同時に「国民総体の幸福」をも併せて実

現していかなければならないということが彼の二大理念であったので、柳田は明治以降に現出した状

況を見据えた政策の組み立てを早急に構築していかなければならないと考えていた。 

 柳田の「新時代」の認識は以上のようなものであった。つづいて、彼の経済史観をみていきたい。 

 彼の経済史観の特質は、早稲田大学の講義録として知られている『農政学』の第一章「農政学の目

的」に語られている。彼は人間社会の経済的現象を喚起する要因として二点あげている。ひとつは

「天然的動力」であり、他は「人為的動力」である。「天然的動力」は、柳田によれば、気候の寒暖、地

理的関係、民種、民俗といった「宇宙の理法に基きて自然に其効果を発揮する無意識的の事実」であ

り、「人為的動力」とは労働や個人の行為等一切を包含する「人の計画希望に由る意識的活動の総称」

であるという。そして「凡そ一国一個人が富めりといひ衰微すと称するもの皆二種の動力に淵源せざる

はあらず」という結論に至る。つまり、柳田は、地理的要素や気候、風土という環境的要因の他に、人

間の経済生活を規定する動因として「人の計画希望に由る意識的活動」を認めていた。いわゆる経済

主体の意識的活動が、一国の経済を創造し動かしてきたという認識を有していたのであった。この二

つの動力が各国の経済現象を規定し、固有の現象を生みだしてきたと彼は考えたのであった。 

 後述するように、柳田の在学中に学んだ学問と彼の新時代認識、そして経済史観が「郷土研究」の

基礎となっていく。 

 

3. 明治農政への批判 

 

 柳田の「郷土研究」の基礎をなすものが上記の 3 点であるとするならば、彼の「郷土研究」開発の契

機となったのは政府の農業政策に対する批判であった。彼の農業政策論の骨子に関しては、本論文

の第 1章と第2章においても論述しているけれども、「郷土研究」との関連において再度検討してみた

い。前回は主として彼の官僚時における主張と政府の政策との考察であるが、彼が自身の農業政策

論を展開した時点における農業を取り巻く諸状況は、実は明治初年の制度改革によって喚起された

諸問題がその後もずっと引き継がれていたものであり、その意味ではこの明治初年の改革は、政府の

農業政策を象徴するものであると思われるからである。 

 明治に入っての土地制度と農村関係における制度改革としては、1971 年の鑑札制の廃止と同年施

行された田畑勝手作の許可、翌年の土地永代売買の解禁、そして1973年に条例として布告された地

租改正事業の開始等をあげることができる。鑑札制の廃止により人々は自由な移動が認められ、田畑

勝手作により土地利用の自由を得、土地永代売買の解禁により土地の自由な処分権が認められたこ

とになる。そして地租改正事業によって土地の所有権が確立された。 

 これら一連の制度改革のなかで、その後の社会と農民生活に最も大きな影響を与えたのは地租改
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正事業であったといってよい。周知のように、この事業における地租額の決定は、農民の実態に即し

たものとはいえなかった。現地調査による地租額の決定よりも、政府の思惑が優先されたものだった

からである。政府は事業開始後の 74年末までの進捗状況によって、この度の貢租総額が旧貢租総額

よりも大量の減租となる見込みがわかったので、いわゆる地租の「目的額」である内示額を提示してそ

れを体系化し、あらかじめ政府によって決定されていた府県毎の平均反収を基準として一筆の額を決

定させるという方針を打ち出した。実行された地租額は、一筆毎の反収から積み上げられて出された

数字ではなかったのである。当時「押付反米」といわれたもので、これによって決定された地租の負担

は重く、以後自作農から小作農への没落が広範に認められることとなる(6)。 

 また、地券の交付方法も、その後の農民生活に大きな影響を与えた。幕藩体制下においては田畑

の売買が禁止されていたので、農民の金融融通方法は通常、質入れの形式で土地の移動が行われ

たが、その方法は複雑を極めたものであった(7)。政府は地租改正事業において、質入れ者や永小作

人を整理する方針をとり、小作料を徴収していた者を地主と認めたために、質入れ者たちは単なる小

作人とみなされ地券は交付されなかった(8)。 

  これら明治初年の制度改革を柳田はどのように評価したのであろうか。この問いについて、明治期

に至るまでの農民経営に対する彼の見解から考察していきたい。 

 柳田によれば、明治初期に広範にみとめられた小規模な農民経営は、日本農業の当初からのもの

ではなかった。それ以前は大規模な農場経営の存在があったという。大農場は当初、「家長」と称され

る地主が、その家族と多くの「下人」を指揮して自ら手作をおこなっていたものであった。これら大農場

が減少して小規模化した原因は、一村内における分割相続の流行であった。この経営方法を可能と

したものは兵農分離であった。中世においては軍事上の必要から、多くの一族団を統括することによ

り領地を保全する必要があったけれども、武力と絶縁した大農の家では、もはや多くの一族・郎党を日

常的に統一させておく必要性は喪失したのであった。 

 大農場の小規模化は、手作地主の減少、つまり小作農家の増加という側面からも把握できる。柳田

によれば、一族団を統括しての地主手作による大農場経営方法が、田植えと刈り入れ時のみ「田人」

と呼ばれる日雇い労働者を集めての経営に変化したのは、季節的需要の著しい農業経営において、

平素から多くの人員を内部に留保しておくことが経営的に不経済だったからであった。この経営方法

が手作地主の減少へと変容していったのは、一村内における非農業生産の芽生えとその展開に関連

している。柳田のいう「農家の商業化」であった。例えばそれは、酒や味噌の醸造であり、養蚕・製糸・

木綿・麻等の栽培や製造であり、茶や煙草、素麵等々の交易商品であり、後にそれらが発展していわ

ゆる「農村工業」とよぶべきものであった(9)。これらの産業に従事する農民が多くなりはじめると、地主

が日雇いを雇用すべき時期に、人員の供給不足や賃金の上昇を招来することとなり、地主が耕作地

を請負させて耕作させる「請負耕作」が増加した。明治初年に認められた多数の小規模経営は、柳田

によれば、大規模経営が解体した帰結であった(10)。 

 ところで、日本農村には「年季奉公」という慣行が存在していた。この慣行は通例 10 年を上限として、

ある一定の期間地主の土地を分担して耕作するものであった。地主と年季奉公人との関係が、通常



162 

 

の地主=小作関係と異なる点は、この関係が、地主側の生涯にわたる「保護」を前提として成立してい

たことである。かねて取り決められた年季期限の終了が近くなると、地主は年季奉公人に家を与え、

結婚の世話をし、狭小ではあるが生涯生活が可能となるだけの耕地を請け負わせるのが通例であっ

た。 日本の慣行における彼らの関係は単純な賃貸借関係ではなかったのであるが、後年この関係が

小作争議にまで発展した原因のひとつに、柳田は「外国法を真似た民法の不完全」さを指摘し、政府

が法整備にあたり「日本の国情の考究が周到ではなかった」との見解を示している(11)。 

 ところで、後述するように、柳田は日本農業と西欧農業においては、共通点と相違点があると考えて

いた。相違点のひとつに彼があげているのは、日本の全耕作面積が小規模であること、耕地所有者

数が多数であり、その大半が自ら農業経営に従事していて耕作の労働も自らおこなっているということ

で、したがって一人当たりの経営面積が狭小であるということであった。この、日本農業の「現実」に及

ぼした明治初年の制度改革の影響について柳田は、自作農については租税が高く、その純益率は

高くはなかつたと高率地租が経営を圧迫したことを指摘し、小作農にとっては、地租が金納であるにも

かかわらず、小作料が米納の慣行を変更しえなかったために、時代の推移につれて上昇した米価の

恩恵に浴すことができなかったことであったとしている。また、社会に与えた影響としては、土地の売

却が公認されたことにより、農民の土地に対する愛着心を喪失させ、土地を投機的売買の目的物とす

る風潮を喚起したと指摘している。農民にとっても社会においても、この改正がよい結果をもたらすも

のではなかったとの見解を柳田は示している。既述のように、地租改正の帰結は不作・不況時に大量

の農民の没落をもたらし、後年柳田が「追々と農を止めて他に転職するものが多くなつて、一国の農

業人口は日一日と減つて行くばかり」と講演で述べたような惨状を呈したのであった(12)。 

 欧米の農業政策に追随して、「自由」と「権利」を「国民」に公認した政府の政策であったけれども、

農業を一産業として自立させる政策抜きで実行したために、脆弱な経営基盤であった多数の農民に

とっては困窮度を増大させるものであった。農村内に農業を母胎とした資本蓄積の可能性も、政府の

政策により喪失していった。彼の「郷土研究」は、政府の一連の農業政策に対する根源的な批判から

出発していると思われる(13)。 

 

4. 日本に適合する農業政策学の必要性 

 

 1909年7月に実施された第一回地方改良事業講習会の席上、柳田は「農業経済と村是」という表題

の講演をおこなっている。講演の骨子は、日本の現実問題に資する農業政策学や農業経済学が未

構築であるとして、その開発の必要性を説いたものである。彼は、日本と西欧の農業では、共通点も

あれば相違点もあると考えていた。彼の考えた両者の比較が『農政学』中に記されている。以下、相違

点に限定して考察していきたい。 

 柳田によれば、両者の相違点の第一は、国土中における農用地に供される面積の相異である。フラ

ンスは全国の土地の 6割 8分が農用地であり、ドイツでは 5割 5分、しかるに日本は牧場等を加えて

も 1割 6分であった。農業組織についても差異が認められた。フランスでは小農が大多数を占めてい
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たが、そのいずれもが 1 町歩以上の経営面積を有する農民で構成されていた。そしてフランスでは、

農業者の産業組合が整備されており、組合が政府の指揮・監督を離れて自立して動いていた。イギリ

スで一般的な農業組織は、地主が小作人に土地を貸与してその小作人が労働者を雇用して経営す

るというものであったが、小作人の大半は富裕であった。むしろ小作人に雇用されている農業労働者

が貧窮であり、経済的に自立していないという国であった。それと比較して日本は、耕地所有者数が

多数であり、その大半が自ら農業経営に従事し、しかも耕作の労働もまた自らおこなうというのが通常

の形態であった。しかも、日本では、経営面積が狭小で農法が収約的であり、農生産が各種の生産

物をとおして国内の需要に応ずるにとどまり、国民の最も需要とする穀類も外国の補充に依存してい

るというのが実態であった。しかも柳田によれば、日本農業においては、農民の大多数は経営面積が

狭小のために、生計維持が困難であるというのも大きな特徴であった。また、両者の農業を比較したと

きにおいて、大きな相違は家畜使用の有無であった。この点に関して柳田は、「東西の農業発達史上

最顕著なる差異」「今日の農業状態にも大なる影響を及せるもの」であるとしている(14)。 

 以上、両者の農業を考察して、柳田は西欧から輸入された学問である農業政策学の理論を、そのま

ま日本に適用することはできないと考えていた。そして、次のように結論するのである。「経済政策の

学は本来国民的(National)にして、一国に就きて特に研究すべきものなれば、農政学に於ても農の通

用性を明にしたる次には、猶個々の国に於ける特別の状況を知るの必要あり、何とならば現在及未来

の農政問題は此の特別の状況夫自身に付きて起るか、然らざれば必ず此と大なる関係を有するもの

なればなり」。彼は、日本農業の現状に適合する農業政策学の研究と構築が急務であると考えてい

た。 

 ところで、この講演中に柳田は、自身が構想する新しい学問について言及して、次のように解説して

いる。「私が学問々々とえらさうに申しますのは横には国の全部、縦には過去と未来とを包含した総括

的の研究」であると。彼の言に即するならば、空間的には日本全体を、時間的には、現在を立ち位置

として、将来を俯瞰する問題意識で過去の歴史を総括する研究とすることができよう。この言の前後に

は、経済学は当面している経済現象を研究して「その由来と趨向とを」明確にして、将来発生が予測さ

れる問題に関して可能な限りの解決をする学問であるという旨の発言と、「国の生存のために最も必

要なる将来の問題の解決」という言がある。文脈からするならば、彼の新しい学問は経済学と関連し、

国策とも関連しているものなのであろうか。そして、彼の言う新しい学問が「郷土研究」なのであろう

か。 

 

5. 「郷土」でおこなう研究 

 

 既述のように、農商務省に入省した柳田が最初に担当した業務は、産業組合普及に関するもので

あった。その一環として地方視察をおこなった彼が感じたことは、例えば「予は各地方を巡視して農民

個人の栄枯盛衰転変の甚だしきを目撃して寒心に堪へぬ」という感想に認められるように、地方農業

者の疲弊した様相であり、今後の政府の農業政策如何によっては、農民の困窮度がより拡大するかも
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しれないという危機意識であった(15)。 

 この、政府の農政に対する疑念と批判は、柳田の農業政策論全体を貫くものである。その根底に存

在する彼の意識は、政府の農政担当者が地方の実情に疎く、しかも地方実態を知ろうとする姿勢がな

いというところにあった。前掲の「農業経済と村是」においては、東京という政府の「膝元」の一例が述

べられているが、その小範囲の東京でも共通の経済事情が少なく、区域を三分して三様の立法を要

するという認識を示している。このように各地方の経済事情は個別であり、多様であるから、農業政策

は中央集権的・統一的になされるべきではないと柳田は考えていた。「適当なる地方調査が無い時は

日本の如き変化の多い田舎を取扱ふこと、恰も牧場の羊を取扱ふ如くにして、時々の経済政策を立

てゝしまふ故に、一の地方の感謝が屡々他の地方の閉口を伴う」「自分が曾て農政はあまり中央の裁

断に任すべきもので無いと論じたのも此為」とも述べている(16)。 

彼が「郷土」で研究をおこなうという提言を政府内部から発信していくのはおそらく、政府中央にお

いて農業政策を立案し施行していく人々に対する批判からであった。上司や同僚等、彼らの意識や

言動を熟知する立場からの批判である。彼らは「書物」や「書類」や「概念」で「郷土」を理解する人々

であり、「郷土」の実態を知らない人々であった。「農業経済と村是」中には、農業政策は町村を主体と

してなされるべきであるとの提言があるが、その理由は彼らが「最も近く現実に接近している」からであ

った。「郷土」で研究をおこなうということは、「郷土」の現実から「郷土」を理解するという研究姿勢のこ

とを指す。彼が内郷村で現地調査を実行したように、内郷村を理解しようとするならば、その土地に出

向いて調査しなければならないのであった。 

ここでは、彼の「郷土研究」開発の契機は、当時政府の農業政策を立案し施行していた人々の、

「地方」理解の深度と姿勢からであったことを確認しておきたい。 

 

6. 「郷土研究」の第一義 

 

 「郷土研究の第一義は、手短かに言ふならば平民の過去を知ることである。社会眼前の実生活に横

たはる疑問で、是まで色々と試みて未だ釈き得たりと思はれるものを、此方面の知識によつて、もしや

或る程度までは理解することが出来はしないかといふ、全く新しい一つの試みである」(17)。これは『郷

土生活の研究法』中の「郷土研究とは何か」の一節である。そして、この書の結びは「現代の生活事実

の中を、新時代にかぶれてゐる部分がどれだけ、現代のインテレクチュアルな部分がどれだけ、それ

からまた無意識にやつてゐることがどこまで、とはつきり分けてみることがこの学問の一つの目標であ

る」と書かれている(18)。この、「郷土研究」の「第一義」と結びの言は、どのように解釈できるのであろう

か。まず、「郷土研究」の第一義について考察していきたい。 

 周知のように、柳田の「郷土研究」は、地方居住民の生活方法と生活技術に対するその由来と来歴

を研究するものである。この学問の開発の契機となったのが、既述のとおり、当時主流であった政策

担当者や東京に居住する知識人の、地方理解の深度と姿勢にあったので、柳田においては、彼らの

地方理解に資する学問が必要であるとの認識であった。 
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 しかしながら、彼が「郷土研究」の開発を想起した理由は、実はそれだけではない。 

 柳田によれば、明治維新を画期として、地方産業者を取り巻く経済環境が一変したという。現物経済

においては、生産量が増大すればそれが即直接生産者の利益に結実したけれども、明治以後の市

場を媒介とする市場経済下においては、生産量が増大しても、生産方法やその選択等により、生産

者は常に貧困の危機にさらされる複雑な経済環境へと変化したのであった。しかもこの経済環境では、

資本の多寡が決定的に経済的優劣に作用する。したがって、市場経済化した時代においては、自ら

の生活と村の存続を維持するためには、時代に適応する新しい知識が地方産業者にとっては必要と

なってきたというのが、彼の認識であった。「自給経済の世の中では「私は何故に貧乏であるか」と云う

ことは愚な質問であつたかも知れませぬ。天災は別として働けば必ずそれだけの報酬がありました。

併し今日では働いても貧乏することがある。故にこの質問は極めて尤なる不審且つ重要痛切なる疑と

なりました」。当時の柳田の述懐である。つまり、柳田は、当時の「平民」が抱く社会的疑問のなかで最

たるものは、自己の貧困に対するものであると考えていた。したがって、彼のいう「郷土研究」の第一

義とは、「平民」が貧困である現状を説明するためのものであると理解することが可能である。 

 それでは、この「郷土研究」の第一義を受けて、つづく結びの言である「この学問の一つの目標」は

どのような解釈が可能であろうか。 

 

7. 「前代」と「当代」の比較 

 

 1922 年に郷土研究社から刊行された『郷土誌論』は、1914 年に雑誌『郷土研究』に掲載された「郷

土誌編纂者の用意」を始めとする 6編の論文から成立している。その中に、次の一節がある。「箇々の

郷土が如何にして今日有るを致したか、又如何なる拘束と進路とを持ち如何なる条件の上に存立して

居るかを明らかにし、其志ある者をして此材料に基いて、どうすれば今後村が幸福に存続して行かれ

るかを覚らしむるやうに、便宜を与へてやらねばなりませぬ」(19)。この中の「箇々の郷土が如何にして

今日有るを致したか」というのは、柳田のいう「村の沿革」のことであり、「如何なる拘束と進路とを持ち

如何なる条件の上に存立して居るか」とは彼のいう「環境の拘束」である。村の沿革と個々の村の環境

の拘束を明確にする研究は、「村の幸福な存続のため」であった。 

 柳田によれば、当時存続している村はすべて、時代の変遷と環境の拘束に適応し得たからであった

(20)。この二つに適応できずに消滅した村は多かったという(21)。村の沿革の説明は同書中の別箇所に

「一群の日本人の集合として、何れの点に昔の方が幸福で、何れの点に新時代の恩沢を蒙って居る

か、又蒙らせなければならぬかを考へる時に、始めて村民の沿革を討究する趣意が顕れる」とあるの

で(22)、その討究が「前代」と「新時代」における日本人の生活全般を比較するときの資料としてのもの

であることが理解される。また、環境の拘束の研究についての説明も、同書中に地図の準備は「村の

改良の第一着手」であり(23)、その主旨が、地理上の差が村の生活要件に及ぼす影響を探索するだけ

でなく、環境の拘束と生活方法の選択の適否を探り、政策に及ぼす影響を見極めるものであったこと

が知られる(24)。 
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それでは、これらの研究が何のために必要であるのか。柳田は次のように述べている。「此から後

の村の生活はどう変遷して行くか。それでは困るかどうか」(25)。また、「我々の子孫の幸福と不幸の分

岐点であるかも知れぬ将来の計画に、頗る参考となるべき好材料が散佚するから、我々は大にあせ

つて村の観察を流行させたいと願ふ」(26)。郷土を研究する目的は、将来の「計画」を作成するための

ものであり、「前代」と「当代」の比較はその計画に資するものであった。しかも彼の研究目的はそれだ

けではなかった。「彼等に猶乏しい経済の知識を供与して、どうしても新時代に向くやうな勤勉方法を

択ばねばならぬと考へさせるには、先づ自ら彼等箇々の境遇を知て居る必要があります」と述べてい

て(27)、すでに扉が開かれている新時代に、地方産業者が自立して生活が可能となるようにとの期待を

込めた学問でもあった。そして、「新時代」を「当代」と解釈するならば、『郷土生活の研究法』中の結

びの意味も解けてくる。「現代の生活事実」は「村の沿革」の今日的状況であり、結びの言の後者の部

分は「新時代」に生きている各郷土人の心的領域のことであった。 

 

8. 小括 

 

 「春が来れば何人も冬の洋服を脱がぬ者は無い。古いレジムが消えて行くのが、即ち新しい社会の

真の姿である。我々は決して不可能事を保存せんとするやうな急進保守党ではありませぬが、多勢の

者が大きな眼を開けて見て居りながら、何物が如何にして日本から消えて行くかも気付かずに、空々

として自分たちばかり洋式の新時代に入って行き、而も沢山の同胞が前にも後にも拠り所を失つて、

彳んで居るのを笑はうとするのを非難します。苟くも国民性に基いて国の運命を論じ、或は又代議制

度の未来でも説かうとする気なら、稀にはちつと農夫の心中にも入つて考へて見るがよろしい」(28)。こ

れまでの研究史では、柳田の「郷土研究」は、日本各地に残存する民俗資料を掘り起こし、その科学

的研究をすることであるというのが通説であった。しかし、これまでの考察からするならば、それは手段

であって目的ではない。 

 有名な「郷土研究」の三部分類は民俗資料を三部に分類している。第一部は「有形文化」。これは目

による採集で、「住居」、「衣服」から「遊戯と玩具」までの 19項目から成立している。第二部は「言語芸

術」で、「新語作成」から「語り物と昔話と伝説」までの 8 項目がある。そして「心意現象」が「知識」から

「生活目的」までの3項目で、これが第三部である。三部分類のうちの第一部と第二部の採集項目が、

村の沿革を示す資料である。そして第三部が「新時代」と「前代」における「郷土人」の心意の比較を

可能とする研究となる。これらの研究は、柳田の言に即して理解するならば、「前代」と「新時代」にお

ける「一群の日本人の生活全般」を比較する材料としてのものであった。それでは、「郷土研究」にお

ける彼の目的は何か。 

 明治維新以前と以後における各「郷土」の生活実態とその土地に居住する人々の意識を探ることに

より柳田が求めた資料は、各「郷土」別の近代化の進展具合であった。日本全土をいくつかの「郷土」

に分割して得られた資料により、各「郷土」に適合する政策を個別に立案して施行するためである(29)。

その政策は農業政策にとどまらず、各「郷土」の生活全般を対象とするもので、その土地に適合ししか
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も居住民の「計画と希望」に即した政策全般であった(30)。その政策は、近代化の進展に対応して各

「郷土」が生き残るためのものである。そして日本が近代化過程において国力を増強し、国民総体の

幸福をもたらすものでもあった。なぜならば、柳田が憂慮したことは、市場経済というこれまで国民が

未経験で、知識ももたない経済体制に適応することができるのかということだったからである。しかも彼

が重視したことは、個々の国民が自らの意思で「どうしても新時代に向くやうな勤勉方法を択ばねばな

らぬ」と考えることであった。政策的客体から脱却して政策的主体となることであった。 

このように考えるならば、柳田の「郷土研究」は、明治以降の政府の政策によってもたらされた日本

社会の歪みを改善するために開発された、日本と国民を対象とする社会政策学と規定することが可能

である。 
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(9) 柳田の「農業の商業化」の概念は、日本の近代化過程における「ありうべき」国民経済の形成の在り方を示すものと

して注目されるものである。彼は古来存在する農民による交易商品を「添挊」と呼び、その中から江戸時代におい

て農村の産業に成長、発展するものが生まれたとする見解を示している。しかもこの農村内における産業化は、行

政の指導や意思によるものでなく、その村に居住する各農民の自由な意思と判断によって生み出され、成長した

ものであるとしていた。これら農村内の産業は、一村内で生まれ成長すると、ある地域にわたる交易商品ともなり、

また産業化していったものであった。このような、ある一定の地域をひとつの領域として、商品貨幣経済の萌芽が

江戸時代の日本にいくつか存在していたというイメージを、彼はもっていた。そのことを彼自身の説明によれば、

つぎのようになる。 

柳田は、農民による余剰確保のための努力を「添挊」と呼び、つぎのように説明している。「添挊」とは「自給農民の

手作りの家用品」で、「交易の種」であった。その中には「繭」「野菜類」「藁細工」「竹細工」等があった。これらは

「村に親しい産業」であったとしている。この「添挊」は土地による生産力を補うためのもので、過剰人口を吸収する

ための農民による工夫であった。農民の工夫は日常的なものであった。「埋立開墾などの米田一色と称する部落

でさへも、畦には大豆を播き、土手の根には菜を作り、軒には鶏を飼ひ背戸には竹の子を育てゝ、売れるならそれ
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も売らうとして居る。手が剩るから少しは夏蚕でも掃き立てゝ見ようといひ、若しくは頼まれて隣村の茶山にも働きに

行く」というのが通常の農民の生活であり、生活を支える意識であった。これらの選択や工夫は、農民各自の自立

した判断に任されていたものであり、行政の指導に基づくものではなかった。「各自の私経済の実験に基いて、

追々と力をその最も便宜且つ有利とするものに傾け、終に今日の養鶏家や果樹園主、又は牛乳屋などにもなるこ

とが出来たのである。其中でも養蚕は全く新しい一つの産業であつた」としている。柳田によれば、農村内の産業

は、耕作農民の中から生み出されたものであり、それらの製品は農民自身によって生産されたものであった。地域

において生産されたものが、その地域で消費されていたのである。 

国民経済の在り方は、各国により異なるものであるが、柳田が志向したものは、上記のように農村を母胎とした農民

の手による民富の形成であったことが理解される。 

ところで、1991 年に柏書房から刊行された『農民生活史事典』では、農村工業として 19 品目を生産過程を含む絵

図入りで紹介している。各品目は「木綿」「麻」「生糸」「葛布」「藍」「紅花」「酒」「油」「醤油」「塩」「砂糖」「茶」「煙草」

「素麵」「葛粉」「漆」「蝋」「紙」「畳表」である。「農村工業」の章には、つぎの紹介文がある。「近世の工業は、原料

は農村で、加工・仕上げは都市でという図式であったが中期以降著しい変化を見せる。それは農村および都市の

庶民の生活の向上という需要を背景に、地方領主の特産品の保護育成、都市のギルド的規制強化による技術者

の地方分散、生産品の流通網拡大などをもたらした。明治 7年の統計では酒など食品の全生産額の 7割、織物な

ど繊維製品の全生産額の 7 割が三都以外のいわゆる地方で生産されている。絞油業における水車の利用、酒造

業における三度仕込みや清酒の法、酒樽の技術の向上、綿織物における問屋制家内工業や萌芽的マニュファク

チュアなど、新しい技術と経営形態も生まれていた」。『農民生活事典』、199頁。 

(10) 『日本農民史』中に、次の記述がある。「之を要するに確かに百五十年か二百年の間に、日本の農村生活の外形

は、浦島太郎が驚くほど変化してしまつた。本百四用の増加即ち無制限の分家と、地主の利害から割出した必要

以上の小百姓の取立が、経済単位を極端まで縮小して、生活の改良に必要なる消費能力を抑圧して居るのであ

る」。『全集』第 3巻、448頁。 

ところで、ここで注目されることは、分家の流行や請負耕作の普及は、柳田によれば、その当時の農民の計画や希

望により彼らの意思による結果であった。例えば、分家の流行は家の存続と総領以外の子への愛情との「抵触」と

してのものと彼によって捉えられている。この「抵触」に決断を促したのが兵農分離だったというまでである。また、

本文中に述べたように、請負耕作の普及は、地主による経済的合理性の結果であった。この普及もまた、兵農分

離により一族・郎党を一団としてまとめる根拠が喪失したからであった。要するに、農民経営の変容は、その当時

の農民による決断と経営改善の結果として柳田は理解していた。 

(11) 「新時代の法制は、全体として日本の国情の考究が周到で無かつた。一方には国民の対等意識、即ち貸す人借

る人の関係を、単なる貧富の差と見ることを許しながら、他の一方には不動産所有権の擁護が稍偏頗に失して居

た。農を保護すと称して其実は農地所有者を保護して居たから、帳場地主又は不在地主と呼ばれる非農民が、農

民の利益を掣肘したことは、金貸肥料商等以上であつた」と述べている。『全集』第 3巻、450頁。 

(12) 1901 年 11 月 21 日から 4 回にわたって『信濃毎日新聞』に「産業組合談」として掲載された中に、以下のように述

べている。「日本(の農用地)は牧場や何かを加へてもやつと一割六分にしかなりません、後は大概不用地で年々

幾ら宛か開墾しては居りますが、其開墾された処も大概は畑地になつて仕舞つて水田と云ふのは少しも増して参

りません、それ故追々と農を止めて他に転職するものが多くなつて、一国の農業人口は日一日と減つて行くばかり

です、それで減るなら減るで打ち捨てて置くがいゝ寧その事農業はすつかり廃して仕舞つて日本全国を工業ばか

りにして仕舞へと云ふ事なら別に何も申上る必要はありませんが、苟くも農を以て国の大本として==縦令大本とま

で行かなくとも少くも其一要素とする以上此の過少農を保護して行くと云ふ事は国家現今の急務だらうと思ひます、

殊に遠き未来は知らず近き将来に於て地租を離れて国の収入を得ようと云ふ事は迚も出来ない相談として見ます

なら其担税力を養ふため農業者を保護すると云ふ事は最も必要の事と申さねばなりませぬ」。『全集』第23巻、192
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頁。 

(13) 現物経済から市場経済に移行しようとする日本農村が、経済システムの変化を受けて当然その様相を変えていく

ことは、柳田ももちろん承知していたことであった。彼が問題としたのは、その変化の質である。 

同様な時期を迎えた西欧諸国の農村を概観した彼の感想に、つぎのようなものがある。 

「歴史の教ふる所では、農村生活の平穏無事、これだけは何れの国でも、歳月の進むと共に追々に毀れて行くも

のと考へられてある」として、例えばイギリスでは多くの青年が離村したために、荒村が国内に多くできたが、国は

繁栄し、国民は後悔していない。イタリアでは北米に移住した南部海岸地方に、廃墟となった村があるが、これは

イタリアという国が、国民の一部を失ったということを意味するだけで、「現在の幸福の消長を測定する尺度と為す

には足らない」。また、北米では、東部各州が一度開発した場所が原野になるほど離村が進み、州の生産力が減

退して問題となったが、「現在はその弊害は受けていない」。彼が問題視したのは、「国民の幸福度」と「国力」の形

成における経済構造の質であった。それでは、日本はどうであろうか。 

本文中にも記述したけれども、柳田が実務官僚として活躍した時期に至るまでの日本の近代化過程は、脆弱な経

営基盤しかもちえていない小農だけでなく、豪農と称される大農をも没落させる経済政策であった。当時国民の 7

割を占めていたとされる農民層の大半の動揺を招来させ、苦悩・混乱させたものと評価できる。柳田農政学を一言

に評するならば、彼の農業政策は、うちたてられるべき日本経済の構造が、農村に資本を蓄積させていくつかの

市場圏を構成する多数中心の経済構造であったとすることができる。そのような構造を有する国家形成が、「国民

総体の幸福」と本来の「国力の増強」をもたらすと彼は考えていた。しかしながら、1929 年に彼が『都市と農村』に

おいて展開した日本経済論は、一極集中による地域間格差と所得格差により、都市と農村間では大きな格差が拡

大した資本が偏在したものであった。政府の近代化政策による農村社会の変容は、柳田によれば、「国民総体の

幸福」と「国力の増強」をもたらすものとはならなかったといえよう。 

(14) 両者の比較については、各項目にわたり『農政学』中に考察されている。前掲、『柳田國男全集』第 1 巻、210 頁

等。 

(15) 1908 年 6 月 14 日、16、17、18 日発行の『九州日日新聞』第 5 面「雑報」欄に、「農民の危機」と題して掲載された

柳田の講演中の一節である。『柳田國男全集』第 23 巻、577 頁。また、例えば、『郷土誌論』中「農に関する土俗」

には次の一節がある。「洋服を着た人の無識、乃至は髭ある人の迷信は、尋常隴畝の中に営々する者の無識迷

信よりも遥に有害であります。彼等は時として、凡て人間のした事は必ず何等かの意思何等かの動機に基かぬも

のは無いと云ふ、至つて単純なる法則をも無視することがあります。東京などゝ云ふ処は、人で言へば成金で、ま

だ一向に統一した文化も何も無いのに、その狭い東京眼で呑込めぬ程の事物に接すると、すでに無意味なものと

即断してしまひます。自分が馬鹿な人に限つて馬鹿と云ふ語を濫用します」(同、『全集』第 3巻、183頁)。 

(16) この柳田の言は、農村や農民生活を全く知らない立場に位置する者が政策主体となる時に、概念の虜になりやす

いということに注意を促しているものである。この言の前には次のように述べている。「江戸時代の地方(ヂカタ)の

書物には、大部なものが多いにも拘らず、村の観方を述べた本はやはり少ないやうであります。其は多分主たる目

的が税収に在つた為でもありましやうが、全体に城下で生れた役人などゝ云ふ者は、昔も今も概念に捕はれ易い

もので、其為に村に生活する人たちの受けた迷惑は何程であつたか分りませぬ。古代の民勢論の中に風土記の

作成を大切な事に見て居た理由は全く此に在るので云々」(同、『全集』第 3巻、176頁)。 

(17) 上掲、『柳田國男全集』第 8巻、202頁。 

この、「郷土研究」の第一義とされている「平民の過去を知る」という意味を、どのように受け止めることが可能であろ

うか。この言葉の意味は、単に「平民」の歴史を理解するということではない。「平民」が創りあげてきた歴史を研究

して、創りあげられた歴史を分析することによりその時々の人々の工夫と労苦を理解するという意味である。彼の他

の著作からは、それだけでなく、その時々の人々の思考や工夫の「限界」も理解しなければならないという意味も

述べられている。そうすることにより、各「郷土」の現在の生活を一旦客観的なサンプルとして固定化して、現状の
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土地利用や生産物の選択、労力の配賦状態等々の適否を考察しようとしたのではないかと思われる。 

   また、「郷土」で日本を研究する立場の対極として、柳田は次の一例をあげている。「家につき又故郷に就いても同

じことで、日本は地方的に久しく色々の異なる暮らし方をして居た国だが、是まで政治家などの頭にある村なり農

家なりは、各人めいめいの限られたる見聞によつて、一つの型をこしらへて、それが全国を代表するやうに思つて

居るのである。千差万別賢愚貧富の錯綜した今日の社会相は、そんな穀物の粒のやうな揃つたものゝ中から生れ

て居ない筈である」。同、『全集』第 8巻、202～203頁。 

(18) 上掲、『全集』第 8巻、368頁。 

(19) 上掲、『全集』第 3巻、118～119頁。 

(20) 時代の変遷と環境の拘束に適応できた村のみが存続することができたという彼の考えを述べた箇所に、つぎの一

文がある。少し長くなるが引用しておきたい。「古い村が何が故に人と同じく、老い且つ死する傾を持つて居るかと

申しますと、一言にして答ふれば世中が変るからであります。誰しも始めて永住の地を択ぶ時には、日の最も清冽

な、芝刈りにも洗濯にも、往来の労最も尠なき場処を求むるのは、古今共通の人情でありましやうが、是は唯所謂

泰平の逸民が、野中の一軒家を構へる場合の標準でありまして、今一段と生存の価値を重んじ、物質以上の要求

を抱くやうになりますと、出来ぬながらも時代々々の智慧相応に、即ち住心地をよくする工夫を致します。ムレ(群)

と語源を同じくすると言はるゝムラ(村)の必要は、斯の如くにして起つたので、寂寞と危険の二つは、至つて原始的

な、且つ何よりも大きな人生の不便であつたのです。 (中略) 目に見えぬ危険の中には、当節生活難などゝ云ふ

語で総括して居る一種の大危険もありました。避けても避けきれぬ此等各種の不便を、今から見れば些しはをかし

いやうな方法をも混同しつゝ、昔の人はそれこそ一生懸命の努力を以て、排除しつゝ進んで来ましたので、其労苦

の痕跡が、乃ち彼等の生活の様式に最もよく表はれ居る故に、箇々の村はそれぞれ発生の時代の特色を示し、

仮令隣同士に続いた二村でも、最初の条件の相異は、今尚著しく其形状の上に名残を留めて居ります」。上掲、

『全集』第 3巻、130～131頁。 

(21) 時代の変遷と環境の拘束に適応できずに消滅した村の例として、柳田は次の二村をあげている。「常州高倉の山

中には、寒気に由つて、全戸退転したと云ふ新田があり、駿州大井川の奥には、猛獣に食はれてしまつたと伝ふ

る村さへある」。上掲、『全集』第 3巻、131頁。 

(22) 上掲、『全集』第 3巻、148頁。 

(23) 上掲、『全集』第 3巻、160頁。 

(24) 柳田が村の地理を研究した理由はいくつかあげられるが、そのうちのひとつにつぎのようなものがある。「成程通

例は一番先に入込んだ部落が最も無理の少ない且つ都合の好い場所を選んだでありましやうが、其時世の智力

次第、乃至は土着後の境遇などが、山の上へも導けば川の端にも止らせる。而も其因縁が村に存する限、永遠に

附纏うて村の生活を制限し、或は政策の効果を加減する」(『全集』第3巻、177頁)。この言によれば、柳田は、政策

効果を最大にするために村の地理を研究したというのも、理由の一つとすることができる。 

(25) 上掲、『全集』第 3巻、152頁。 

(26) 上掲、『全集』第 3 巻、152 頁。柳田が、農民史ないし経済史を研究・分析する場合の視座としては二つあげること

ができる。一つは時代の変遷であり、もう一つは環境の拘束である。この二つに工夫して適応することにより、村も

村民も生き残ることが可能であった。その場合、例えば「今日当然の事と認めらるゝものゝ中に、まだ何ものかの条

件の必要となるものが、欠けて居るので無いかといふことも考へて見なければならぬ。我々の生活方法には必ず

しも深思熟慮して、採択したといふことが出来ぬものが多い。それに隠れたる疾があつても、些しでも不思議なこと

は無い。問題は如何にすれば夙く之に心付いて、少しでも早く健全の方に向ひ得るかである。是を人間の智術の

外に見棄てることは、現在の程度ではまだ余りに性急である」という言に見られるように(『明治大正史 世相篇』『全

集』第 5 巻、524 頁)、当時の判断が必ずしも最善のものではないという判断が彼にあった。当時の判断の検証と、

今後作成する「将来の計画」を最善のものとすべきであるという志が、この「郷土研究」の根底に存在する柳田の真
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意ではあるまいか。 

(27) 引用した部分には、柳田が村の種類の分類を試みた意図が記述されている。少し長くなるが、彼がなぜ村の分類

を試みたのかという真意がよく理解されると思われるということと、「郷土研究」の理解に役立つと思われるので、こ

こで説明を加えてみたい。 

彼は、村の種類を 6種に分類している。第 1種は「新田百姓の村」である。これは、江戸中期の人口増加にともなう

食料の増加と労力需要により、広大な不用地を開発して村となった。この村の特質は、開発時から市場交易を前

提としたことである。第 2 種は第 1 種の村とは全く正反対の性格を有する草分百姓、又は隠田百姓の村である。こ

の村は、戦国期から江戸初期にかけ作られたもので、いわゆる落人等が山間や谷会いに逃れて作った村である。

したがって、外界との交渉が薄く、新しい経済環境の影響は受けにくい。第 3種は根小屋百姓の村である。地方の

小領主がその統卒の便宜のために作ったもので、農作を目的として作ったものでないために耕地が狭く農業には

不適であるが、道路や川筋といった交通に便がよろしいために、収入補充の手段がある。第 4 種は門前百姓の村

である。大社・大寺が縁故者に付与して居住させることによりできた村で、その社や寺が繁栄すれば開けていく。

開村当初の理由から、農業に対する意欲は薄い。第 5種は名田百姓の村である。この村は、荘園新立当初から直

接開墾した者の子孫が居住していると言ってもよろしい村である。戦国期を経て、数としては少ない。第 6 種は荘

園が成立する以前から村として成立していた村で、いうならば班田百姓とも名づけられる村である。この村は、荘

園成立後は周辺の荘園の生活様式に同化されて、上古の特質はすでに消滅していると思われるというのが、柳田

の見解である。 

これら、村の種類を分類して、彼は何を意図したのであろうか。その答えは引用部分の後に記されている。柳田に

よれば、昔から「精農」と称される農業に専心する農民たちは、ある程度の耕作規模を有する農民から出ているが、

所有規模が限定されている「根小屋百姓」には期待できない。また、優等な作物を奨励して収益力を増加させるこ

とは、個々の家で生産した残り部分を販売する「草分百姓」に奨励しても、熱心な取り組みを期待することは難しい

と思われる。それに反して、金銭消費の機会が多い新田場では、多く奨励をしなくても自発的に市場換価商品に

熱心に取り組むことが予想される。また、この種類の村の居住民は、土地を換金して他郷に出ることも多く認められ

ることも予想されようというのであった。そして次のようにつづけているのである。「一概一律な行政をして成績を見

ようとするのは不自然な話で、結局は手段の為に目的を忘れることにならねば幸であります」。つまり、村の成り立

ちに応じた行政指導が必要であると説いているのであった。 

(28) 上掲、『全集』第 3巻、184頁。 

(29) 柳田の「郷土研究」における「郷土」の範囲はどこを指すのであろうか。この問題については別稿で取り扱うことに

する。 

(30) 日本の近代化を概観できる時期に柳田が日本経済論として執筆した『都市と農村』では、各「郷土」が生き残り、居

住民が総体的に幸福に暮らすためには、「消費自主の必要」と「地方の生産計画」の必要性を説いている。居住民

が主体的に消費計画と生産計画に取り組むことにより、それまで進展した一極集中の経済構造を打開することが

可能であり、市場組織も改編されるとしている。上掲、『全集』第 4巻、316～321頁。 
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第１８章 柳田の「郷土」概念 

 

1. はじめに 

2. 柳田の「村」概念 

3. 「郷土」の範囲 

4. 「個別」から「類型」、「抽象」へ 

5. 政府の「地方」意識 

6. 小括 

 

1. はじめに 

 

 この章の課題は柳田の「郷土」概念を明確にし、併せてその歴史的意義を考察することである。彼は

「郷土研究」という学問を着想し開発したけれども、実は、「郷土」の内容についての具体的な説明は

乏しく、柳田の「郷土」概念は曖昧なまま今日に至っている。事実「郷土」の範囲も何処を指すのかも

確定していない。しかしながら、彼の「郷土」概念は、彼の「村」概念を基底としていることは疑いをい

れないものである。なぜならば、彼の「郷土研究」は、村で生産を営み生活してきた「平民の過去」を

対象としているからである。 

 それではこの課題にアプローチするために、柳田の「村」概念から考察していくことにしよう。 

 

2. 柳田の「村」概念 

 

 柳田の「村」概念については、開村・開墾、経済活動、村内運営方法、日常生活、そして慣習の 5項

目に限定して考察していきたい。彼の「村」概念を考察するときに、注意しなければならないことは、彼

が「郷土研究」とのかかわりで対象とする「村」は近世村落社会の「村」であるということである(1)。そのこ

とを念頭において考察していきたい。 

 柳田によれば、古来村の開村は多様であった。外部の力に頼らず住民の祖先が作ったものもあれ

ば、官道の脇に伝馬役や住民を招致してできた村もあり、新田開発によってできた村もあった。しかし

どの村にも共通していることは、村落団が一族団ではないということであった。例えば、新田開発にお

いては、一定期間内に有祖地としての生産が求められるために、一時的に人員を多数集めて開発を

成就しなければならなかった。参加者は最初から区々である村も多かった(2)。新渡戸稲造が「郷土会」

において発表した「三本木興立の話」でも、三本木村の人口は「全国各地からの寄せ集め」であった(3)。

村の構成メンバーは当初から血族団とは言えなかったのである。 

 このように村は、単一の祖先をもたない人々の集合体であっが、柳田によれば、村には経済の統一

があった。生産活動と労働を共同していたからであった。生産の共同は周年を単位とした稲作や田畑
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の生産であったが、労働の共同は道路や橋の普請といった公の仕事以外に、共同水車や共同倉庫、

共同風呂、共同井戸等の設備、林業関係では炭焼き、薪作り、植林等も共同労働であった。生産と労

働の共同は、労働方法の一致と休日の一致をもたらし、ひとつの村落内に一定の慣行と慣習を喚起

することになる。これら村落を単位とした生産と労働を統一していたのが「村の寄合」と称される農民の

自治組織である。柳田によれば、庄屋職は行政の便宜によるものであったが、村民多数の意向を反

映させる村の機関は「村の寄合」であり、これが真の執行力を有していた。各村には夫々「土地の掟」

があり、村限りの問題は各村で対処するということが暗黙の前提となっていた。各村の村内自治は村

独自で運営されていたのであった。 

 村落組織が果たした役割はそれだけではなかった。柳田によれば、各村落組織は村の居住民の生

活変化に対応して相互扶助に努め、時代の変化による経済状況にも常に警戒心を忘れず、適切に

対応する機能も果たしていた。居住民の生活防御の役割も果たしていたのである。 

 以上のように、柳田の「村」概念は、行政と距離を保持しつつ、農民自身が主体的に村落運営をおこ

なうことにより村の存続と居住民の生活防衛をおこなってきたというものであり、それを可能としたのが、

生産と労働を共同することによって育成されてきた連帯意識と相互扶助の精神であるというものであっ

た。 

 

3. 「郷土」の範囲 

 

 明治政府の地方自治制は初年における大区・小区制施行から始まり、1878 年における郡区町村編

制法・府県会規則・地方税規則といういわゆる三新法制定により大区・小区制の廃止を経て、1888 年

の市制・町村制公布で一定の一元的な支配機構の確立にいたったとされている。1889 年における町

村合併と町村制施行により成立した新町村は「行政村」と称され、徳川時代の藩政村にほぼ一致する

それまでの旧町村である「自然村」と区別されることになった。自然村はこの時に大字(いわゆる部落)

とされているが、この大字はそれよりさらに小単位の集落である洞、坪、耕地、組と称される小集落か

ら成立していた。また、この時に自然村は、それまで行政上もっていた地方的権利主体を剥奪された

と考えてよい。柳田の「村」は、その著作中に認められるように、最大の範囲で「大字」を指しているよう

である(4)。大字は既述のように、行政村が成立する以前において国家機構の経済的・行政的な末端

機関であった。それでは、彼のいう「郷土」は「村」と同一の範囲を指しているのであろうか。 

 例えば、柳田が現地調査をしたことで知られている内郷村は、二つの大字で成立している。この大

字は10部落を内胞していた。柳田の調査時において、すでに土地の民俗は変化していて、村で統一

的な盆踊りも実施されず、祭礼時に神輿を曳く部落はただひとつだけであったという。また、各部落の

境には、近接して必ず左義長場と道祖神である石塔があり、毎年火中に入れられる石をもつ部落が 2

ないし 3 見受けられたとしている。祭礼は土地の祭りであり信仰を同一とするものであるので、柳田の

記述によるならば、10 部落毎に神社(ないしそれに替わるもの)をもち、個別に祭礼が開催されていた

と思われる。そうであるならば、彼の「郷土」は「村」ではなく、大字より小集落である先述した「洞」「坪」
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「耕地」「組」を指していると考えてよいのではなかろうか。部落毎にある道祖神によって集落の「内」と

「外」が明確に分界されていることが居住民の民間信仰と地域社会を表明しているので、おそらくそれ

が柳田の考える民俗の最小単位であると思われる。 

 

4. 「個別」から「類型」、「抽象」へ 

 

 1918年『新時代』2巻 1号に原題を「村の話」として掲載され後に「村の種類」と改題された論稿にお

いて、柳田は村の種類をその成立により 6種類に分類している。その時の分類は「大字」を対象として

いた。分類の基本としたのは、村の土着当時の条件である。各個別の大字を、土着条件を基礎として

分類した結果、6 種類に分けた村は、経済環境や居住民の性向等に類似した性質を示すことが判明

している。 

 例えば、主として江戸中期以降に新田開発によって成立した「新田百姓の村」は、開発方法の相違

により住民の信仰や風俗等の異同はあったけれども(5)、経済環境としては共通していて市場交易の交

換経済を主として成り立っており、本来村において自給しなければならなかった生活必需品の供給が

外部から供給される仕組みを有する村であった。同様に彼は、個別の村を住民の土着当時の条件に

より分類を試み、住民気質と経済環境を抽出して類型化をした。彼の村概念は抽象化されて「村」が

果たしてきた役割が柳田により明確にされたのは既述のとおりである。 

 1935 年発行の『郷土生活の研究法』において柳田は、「郷土研究」の「第一義」が「平民の過去」を

知ることであると記している。そのために彼がおこなったのが民俗資料の蒐集であった。その理由は、

農民は文字をもたない人々であり、そのために農村には活字として残存する資料が制約されていた

からであった。その土地の歴史を探り、居住民の歴史を再構成するためには、各土地の民間資料の

蒐集に頼らざるを得なかったのである。 

 周知のように、彼はそれまで蒐集した民俗資料を、差異性に基づき分類した。いわゆる民俗資料の

三部分類である。そして分類された各項目はまた、項目ごとに類型化され抽象化されて説明されてい

る。彼が蒐集した膨大な民俗資料は、例えば「出来るだけ多量の精確なる事実から、帰納によつて当

然の結論を得、且つこれを認むることそれが即ち科学である」、また、「数を積み変化を究めて後にそ

の中から、或る確実なる事実を抽き出す必要がある」という研究姿勢の下、帰納法により抽象化されて

いる。それは第三部の「心意現象」も同様であり、時代の中に生きてきた各郷土人の心意が抽象化さ

れている。この方法により、柳田の「郷土」概念が体系的にされたのであった。 

 それでは、柳田の「郷土」という概念は、歴史的にどのような意義を有するものなのであろうか。つづ

いてその考察をしていきたい。 

 

5. 政府の「地方」意識 

 

 1888年に公布され翌年の 4 月から順次施行された町村制と同年の町村合併により成立した行政村
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においては、内外部を問わず問題が多発したことは周知のとおりである。例えば、長野県埴科郡五加

村は 1889 年に上徳間、内川、千本柳、小船山、中の五つの旧村が合併して成立したものであるが、

千本柳を除く旧村が独立村ないし三村合併を主張して強制合併の結果成立したものである。しかも旧

村間の対立は合併後にも及び、一村としてのまとまりは長く果たされなかった。この対立は旧村間の

位置にあった。上徳間と千本柳、小船山、中は千曲川流域にあり、川の利用には便があったが、反面

川が氾濫した場合の洪水被害も多かったので、この地域に存在した旧村間では歴史的に部落間の

複雑な利水と治水の対立が存在していたからである(6)。 

 1888 年から施行された町村制においては、町村数はそれまでの五分の一に削減することが当初か

らの目標であった。そのために行政村成立後においても旧村の性格は依然として残存し、行政村と部

落=区との二元的構造が形成されたという指摘もある(7)。また、そのとき置かれた町村会は町村の最高

議決機関の資格を付与されたたけでなく、旧町村時と比較して広範な権限を与えられた(8)。そして同

時に、町村自治については、内務省以下県、郡という統治機関による統制がより強固に設定されてい

る(9)。 

 柳田の「郷土」概念に即してこの政策を考察したときに、問題となるのは、この時創設された地方自

治制において当時の政府内部で「地方」と「住民」をどのように捉えたのかである。この時の自治制施

行が、伝統的に存在してきた自然村を対象として国家機構の最末端に制度化する試みであったこと

は、上述の制度化により明らかである。この政策により従来自然村が果たしてきた伝統的な諸特性は

排除され規制された。しかもこの政策は、「地方」に居住している「住民」の生活も顧慮されていないよ

うである。例えば既述の五加村では、各村が従来有していた入会権や各村における用水関係、区有

財産、学校の位置等、それぞれの村がこれまで取り結んできた社会的諸関係や各村における生活実

態が合併に対する反対の要因となっている(10)。長野県ではこの時、強制合併の措置をとられた町村

は 377町村、全体の 53%となっている(11)。おそらく、当時の政府内部の「地方」認識は、「中央」の視点

からの「一般化」「平準化」された「地方」であり、「地方」に居住する人々も、また、「一般化」「平準化」さ

れた「地方人」として彼らにより把握されていたと思われる。 

 

6. 小括 

 

 柳田が実務官僚として政府内部にいたとき、当時の政府による地方政策は「地方改良運動」と総称

されていたことは度々本論文中で言及したとおりである。当時の地方政策は、神社合祀政策や部落

有林野統一政策等々、行政村創出時と比較してより深く地方居住民の生活に直接かかわるものであ

った。 

当時地方実態調査方法としては町村是が存在した。この町村是の調査項目は愛媛県余土村にお

ける「余土村是」の例が本論文の 50頁に記載してあるが、第一の「土地」から始めて第 17の「収支」に

至るまでが「基礎資料」としての余土村の統計調査資料であり、第 18「地理」から第 18「経済」と第 19

以下 22「附録」の 5章が村の沿革ないし地理的項目となっている。村是には各項目とも統計資料を附
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すことが村是作成方針として指導されていることや、村の地理的・歴史的要因といった個別事情を記

載することも指導方針であった。統計調査を重視する立場や、村の沿革や個別事情によって農作物

の選択を指導する姿勢は、柳田の「郷土研究」における主張を髣髴させるものがある。 

 この町村是調査が前田正名の指導に基づくものであることは周知のとおりである。前田がまた、松方

財政後の地方の疲弊状況を憂慮し、膨大な年月をかけて『興業意見』を作成した主要な人物であるこ

とも周知の事実である。この時の前田の方針は、統計調査という実証的・科学的な数字による基礎資

料の作成を推進し、実行するものであった。前田自身が述べたように、「物に問う」という帰納法による

作成を指導している。 

 柳田の「郷土研究」が、「前代」と「当代」の比較をとおして「平民」の生活実態の変化を研究する学問

であることは、前章で明らかにしたとおりである。しかもその目的が、「一群の日本人の集合として、何

れの点に昔の方が幸福で、何れの点に新時代の恩沢を蒙つて居るか、又蒙らせねばならぬかを考

へる」ことにあるとしていることも、前章で指摘したとおりである。彼の研究の真意が「平民の共同の疑

問」の解明にあることは『郷土生活の研究法』中の「郷土研究とは何か」に記されてあり、それが婉曲な

表現ながら「平民の貧困」であることが文章から理解されけれども、「前代」と「当代」における「平民の

生活」を比較する研究の主眼が、「平民」の貧困をもたらした原因とその克服にあることも理解されると

ころである。 

ところで、柳田が村是調査に関連して「前田正名翁の同志者は之を村是と名けました。なるほど村

で将来の計画を村是と云つて居るのは尤ですが、単に勤勉とか時間励行とか云ふ普通の道徳語を列

記してすまして居たのは、あまりに冷淡でありました」と述べていることは周知のとおりである(12)。この

彼の村是調査に対する感想からは、政府の政策担当者に対する批判の念が透けて見える。事実、彼

は「全国一様の村是ではすまぬ道理」があるとも述べていて、村是調査では住民の生活に対する「計

画」や「希望」といった彼らの内発的な「心意」は掬いあげられないと考えていた(13)。そればかりではな

く彼の言からは、「地方改良」という政策の策定に資する調査でありながら、「勤勉」「時間励行」という

徳目を強調する内務省や県の指導者の意識に疑念を表明していることもまた、汲み取ることが可能で

ある。 

柳田の「郷土研究」は、『興業意見』や村是調査と基本的に同じく、帰納主義と自然科学主義に裏

打ちされた調査方法ではあったけれども、その調査意識と方法は全く異なるものであった。『興業意見』

や村是調査は、主体となる中央政府の政策担当者の「地方」意識を反映して、中央集権的な立場から

「地方」改良を考えるというものであったけれども、柳田の「郷土研究」は「郷土」という、「村」よりもより

小単位である「集落」の内部から地方改良ならびに国家改良を考察するものであった。慣習と信仰を

同一する「民俗資料」を蒐集したところにそのことが窺われる。国家機構の最底辺に目を向けて彼らの

「生活」に対する「計画」と「希望」を掬いあげて、今後の政策策定を研究するというものであった。 

彼の「郷土」概念は、中央政府の政策担当者ならびに有識者の「地方」視点の対極にあり、しかもそ

の概念は中央政府内部から生み出されていったものである。 
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註 

(1) 『日本農民史』中に次の一節がある。「今日の日本の村生活を築き上げた基礎は、西洋も同様に 17 世紀から前の、

武家移動の時代にあつたので、それを顧みなかつた今迄の書物は、研究と称する価値が無い」。『柳田國男全集』

第 3巻、412頁。 

(2) 慶長期と寛文期におこなわれた総検地以降に開発された耕地は、通常「新田」と称されている。新田が一村を形

成する場合は「村立新田」、それまでの耕地の延長の場合は「持添新田」「切添新田」と称される。このとき、新田開

発の当事者によりいくつかの分類がなされている。例えば、代官や藩、土豪、村等が当事者のこともあり、また数名

の百姓が藩主の許可を得て開発する例もあった。『農民生活史事典』には下総国の印旛沼干拓の事例が掲載さ

れているが、そのときの人員は、庄内から 1463人、近国の者 2500人と紹介されている。 

また、柳田の著作中には「村と家との関係は必ず至つて単純なもので、例へば甲の一族は甲の地に住み、乙の一

門は乙の村を作ると云ふ具合であらうと思はれて居たのに、明治の初年に在名禁止の帷が撤せられて、戸々の百

姓が苗字を登録する際になつて見ますと、驚くべき事には、殆ど一村として一の家筋から構成せられて居ると云ふ

者が無かつた」という一節がある(『全集』3、138～139)。また、同じく「仮令今日の言伝へはどうなつて居らうとも、一

の部落の中の色々の家筋の中には、多くは必ず土著の先後があつたのです。甲が豊饒にして而も寂寞な生活を

送つて居る所へ、何か平和な縁故を手操つて乙が来り、次で又丙が来たと云ふ場合が最も普通で、中には戦乱

等の時、悲憂を同じくする二家三家が、助け合ひ申し合せて一時に落ち著いたにしましても、又は偶然信仰上の

中心を一にして、異姓兄弟の思をすることがあるにしましても、他の一半の村民は、必ず後年の加入者であつたこ

とは疑がありませぬ」とも記している(『全集』3、140頁)。 

(3) 「郷土会」第 18回例会において、新渡戸稲造が講演した「三本木興立の話」中には、次の一節がある。「全体三本

木村の六千六百の人口と云ふのが、殆ど全国各地からの寄せ集めである。此村に代表せられて居らぬ地方は、

只の四県だと云ふ」(『全集』22、85 頁)。ところで、新渡戸の親族が主体となって開発した村に関連したこの講演内

容は、村開発の実態が理解できるという点で貴重なものである。例えば、村開発時における具体的な資金計画や

調達方法、作業内容、労働者の取り集め、開発後の生産の展開、村開発時と開発後の住民の連帯の様子等々、

詳細に記述されている。また、開村時において測量に使用した道具類を土地の稲荷社に奉納していたことは、村

の神社の性格が顕れている。 

(4) 柳田の『日本農民史』中に「我々の農民史に於て取扱はんとする「村」は、今少しはつきりした箇体で無ければなら

ぬ。農民の生活に何等の制限と影響とを、与へ得る力のあるものであらねばならぬ。 (中略) 其の多数は現在町

村の区又は大字と為つて居る。町村は今日一万二千足らずあり、其うちに十八万ばかりの大字が元はあつた。其

各戸箇に戸長といふ者を置いたわけであつたが、あまり小さいので聯合して役場を開き、或いは早く合併をして、

今の新町村が設けられる迄に、大分の準備が出来て居た。新町村はなるべく大きくする方針が採用せられて、二

十年来又幾度かの併合があつた。 (中略) 

しかも町村年鑑を一見すればわかるやうに、今以て大字の数の多少が区々であつた。同じ千戸の一町村でも、甲

は一つに固まり、乙は二の部落にも分かれて居た。」(『全集』3、417頁)との記述がある。 

(5) 『全集』3、178～180頁。 

(6) 大石嘉一郎・西田美昭編著『近代日本の行政村』、日本経済評論社、1994年、18頁。 

(7) 上掲、80頁。 

(8) この時の行政村創出について、上掲書では、その内容が「独特の性格」を備えていたとして 3点を挙げている。 

第一、 行政村創出のための町村合併は、町村数をおよそ 5分の 1に削減することを前提としていたこと。 

第二、 町村会は公法人たる町村の最高の議決機関たる資格を得て、予算編成はもとより、争議決定権、選挙

執行権、行政監査権、意見提出権等、従来と比して広範な権限を与えられたこと。 

第三、 その「町村」自治に対し、内務省―県―郡を通じた官治的統制や強制の諸制度がいっそう強固に設定
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されたこと。 

   上掲、80頁。 

(9) 長野県における例では、1888 年に町村制が公布されるとともに、郡長をとおして合併区域の調査が実施され、そ

れに基づいて合併原案が作成されている。この合併原案に対して各町村はそれぞれ協議して意向を表明してい

るけれども、この原案に反対の意を表明しても、最終的には「内務省の職権により」強制的な合併を実行することを

県は「言明」している。原案による合併に応じたものは全体の 20%。県との協議後に合併を認めたものが 25%。強制

合併させられたもの 53%という数字を示している。上掲書、82～83頁。 

(10) 上掲、81～82頁。 

(11) 上掲、82～83頁。 

(12) 『全集』3、152頁。 

(13) 柳田の「郷土研究」の目的が「我々の子孫の幸福と不幸との分岐点であるかも知れぬ将来の計画」の作成にあっ

たことは、書中に記されているとおりである。この彼の言の前には「此から後の村の生活はどう変遷して行くか。そ

れでは困るかどうか」との記述がある(『全集』3、152 頁)。柳田は「郷土」に居住する人々の生活が、時代の変化に

よりより困窮度を増すことを憂慮して、今後の政策策定に資するべく「郷土研究」を着想し、開発したのである。 
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終章  「郷土研究」の特質 
 

 

 明治維新後の日本には、早急に取り組まなければならない課題があった。近代的な国民国家の建

設である。そのためには二つの課題が存在した。一つは国民経済の形成であり、他は近代的な国民

の創造である。日本は後発資本主義国としてこの課題と取り組まざるをえない立場にあり、帝国主義

の時代にあって日本の主権を維持するためにどのような国の在り方が最も望ましいものであるかは喫

緊の課題であった。柳田の農業政策論と「郷土研究」は、このような時代背景において考察されるべき

ものである。 

 柳田の農業政策論と「郷土研究」を、当時日本が当面していた時代の課題に結び付けて考察したと

きに、それぞれの学問のもつ特質はどのように理解されるべきであろうか。この問いに、「郷土研究」の

特質を主に答えることで結びとしたい。 

 

 

1. 柳田の農業政策論 

 

 柳田の農業政策論の主張は、彼が「郷土研究」の開発に取り組んだ後も継続して行われたことは、

彼の著作内容を検討すれば理解可能なことである。日本の産業化が進展して都市化が進行し、一国

の経済を農民問題のみで論ずることが不可能となった1920年代半ば以降、彼は都市と農村の双方を

視野に入れた経済論を展開するようになる。 

 彼の日本の近代国家建設の構想としては、二つの基本理念が存在している。西欧諸国と比肩可能

な国力を有する国家建設と、国民総体の幸福が実現する国家建設である。そのためには何をなさな

ければならないかという彼の答えが、農業政策論(と同時に「郷土研究」)における提言となっている。 

柳田の農業政策論の主張は、農民が経営的に自立可能な環境を政策によって創出を図るもので

あると同時に、農民が行政に依存することなく自力で自立可能な状況を切り開く方策の提言であった。

その提言は、日本経済が市場経済化される時期において政府官僚と農民の双方に対してなされた。 

政府に対する提言は農民の自立経営育成として集約される。農民の経営に過干渉せずに、農民経

営が自立可能となる政策、例えば耕地の構造改革案や農村工業の建設、市場組織の改革、産業組

合の活用等々の政策の実現を提言した。 

政府に対する提言と同時に柳田は、各地域の実情はその地域の農政担当者が一番よく知る立場

にあるとして、農政の原案はその地域の担当者によってまとめられるべきであるとの考えを示してい

る。 

農民に対しては、行政に依存することなく、収益性を重視した自己判断による経営の必要性をくり

かえし提言している。自分の経営が収益性を上げるためにはどのような政策が必要であるのかを、自
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己判断が可能となるべく簿記を習得することや、社会状況を学習することの必要性を提言している。こ

れらの提言が実現した時にはじめて、柳田の二つの基本理念が実現するはずであった。 

彼が「郷土研究」を考案することになったのは、政府の農業政策が変化することがなかったのが原

因である。当時の彼の著作には、政府の農業政策に対する姿勢が変化しなかったことに切迫感が認

められるからである。政府がどの地方に対しても同一で一律的な農政を実行することは、各地方が多

様であると認識していない結果であると考えた柳田は、「郷土」を「研究」する学問の必要性を認識し

た。つまり、彼の「郷土研究」は、当初は農業政策という、当時としては国策の根幹である政策に資す

るために考案されたものである。 

また、彼の農業政策論が、政府の中央集権的な政策を打開し、自立農民育成を主眼としていること

は、国民経済の観点から考察するならば、民富の形成を目指していたと評価することができる。 

  

2. 「郷土研究」 

 

 「郷土研究」の特質には複数の要素が内在している。地方理解の方法、政府の内政批判の根拠、国

民統合に資する学問、在りうべき国民の社会的姿勢等々である。「郷土研究」はこれらの要素が年代

の推移とともに複雑に絡み合いながら変化する学問であって、一言でその本質を表記することが不可

能な学問である。それでは、それらの要素について説明していこう。 

 

1. 地方理解の方法としての「郷土研究」 

 

(1) 東京の有識者階級の地方理解方法 

 

 地方理解の方法としての「郷土研究」は、当初は東京に居住して地方理解の方法をもたない有識者

階級のために開発された。柳田の農業政策論における提言は、各地方に居住する農民が経営的に

自立可能となるための環境を政策によって実現させていく諸方策であるといえるが、当時の政府の政

策は、農村に滞留する生計維持が不可能なほどの小農の経営状況を放置するものであった。政府の

政策は、当時、東京に居住する官僚や学者によって立案され、施行されていたものであったが、それ

らの諸政策は一律的・中央集権的なもので、どの地域に対しても同一内容であった。農業問題にお

いて各地域が抱える課題は、その地域の存立条件や経済条件により多様なものであると認識してい

た柳田が、東京から一律的に地方を見ている政策立案担当者や有識者階級に対する地方理解のた

めの方法を考案したのが「郷土研究」である。 

 柳田によれば、「地方」は多様であった。その存立条件も経済条件も多様であるばかりでなく、生活

方法や信仰も各地方により異なっていた。彼の「郷土研究」は地方が多様であることを主張する根拠と

して考案されたものである。各地方が多様なものであるならば、農業政策は一律なものでなく、各地方

の実情にあわせて個別に立案され施行されるものでなければならない。そのためには政府による中
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央集権的で統一的な政策ではなく、各地方の農政担当者が立案する政策がより実情を反映したもの

となるはずであった。そのような意図も含んだものであった。 

 

(2) 政府の内政批判としての「郷土研究」 

 

 当初は政府の農業政策批判から考案された「郷土研究」であったが、内務省主導による地方改良運

動が進展するうちに、内政批判としての様相も現出してくるようになった。地方改良運動は日露戦後

経営の一環として、内務省主導でおこなわれた地方再編のための政策である。この運動の政策は、

地方に居住する住民の生活に直接関わるものであった。この時期の「郷土研究」も、当然のことながら、

政府の地方に対する無理解を批判する「地方理解の方法としての学問」という側面は有しているけれ

ども、むしろ彼の著作からは、自身の微妙な立場をわきまえつつ、この時期に出された政策に対する

批判が強く打ち出されている。その意味において、この時期の「郷土研究」を、内務省主導の地方改

良運動に対する批判としてのものとして一括りにしてみたい。 

 地方改良運動で推進された諸政策は、部落有林野統一政策や神社合祀政策、産業組合普及政策、

町村是作成運動等々であるが、これら一連の政策は柳田同様の合理的な判断をもち、同水準の教養

を有する官僚によって作成され推進された政策であったが、そのいずれもが政府内部の国家的見地

からの価値基準によるものであった。つまり、中央集権的な見地から打ち出された政策であった。これ

らの政策には地方を尊重して政策を立案する視野が含まれておらず、この時期の政策によって地方

は混乱をきたしている。地方の多様性を重視し、多様な地方実体に即した政策を施行していくべきで

あるとする柳田の統治の考えとは相いれないものであった。 

 

(3) 国民統合の学問 

 

 明治維新以来の日本の課題は、近代的な国民国家の建設であったことは既述のとおりである。それ

までの幕藩体制下における藩を中心とした政治や経済のサイクルを、一国規模で再編成しなければ

ならなかったと同様、地域割拠の人的まとまりも国家的なものとしなければならなかった。この時期の

柳田の「郷土研究」は、この課題に答える役割も有している。 

 彼の「郷土」を「研究」する目的は、現状に至るまでの郷土で、先人たちがどのような生活を伝統的に

蓄積してきたかを明確にし、それを尊重して将来の郷土の発展に資するということも含意するものであ

ったが、「自郷」を認識することはまた、「他郷」を認識することにもつながり、「自郷」を尊重することは、

「他郷」を尊重するという思考空間の隙間を拡大化していくことになる。結果としてこの学問は、相互認

識の学問として作用することになっていくはずであった。その意味において、「郷土研究」は国民統合

の学問といえるはずである。 
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社会的存在としての国民の在り方 

 

 農業政策論を展開していた当時から柳田は、近代国家にふさわしい自立した国民の養成を、産業

組合活動を通して育成していこうとする提言をおこなっていた。また、彼の自立農民育成政策の提言

は、経済的に自立した農民こそ、行政に依存せずに自由な判断で自己の経営に資する政治を選択

可能であると考えていたとすることができる。農業政策論と同様、「郷土研究」における提言もまた、近

代国家に適合する国民の育成という側面を有している。 

 「郷土研究」の蓄積をふまえて彼が提言した期待する国民像は、政治的・経済的に自立して社会参

加するというものであった。この国民像は、江戸期の村社会において見出される村組織の運営形態と、

村を構成する人々の意識が原型となっているものである。これは彼の「郷土研究」の研究成果による

蓄積をふまえて構成されたものであった。 

 当時の村社会は、労働や生活の全般が共同作業によっておこなわれていた。そして村の運営は、

行政に依存することなく、村の「寄合」と称される場で合議制に基づいて執行される自治形式であった。

これらの共同作業と自治組織によって育成された連帯意識ならびに相互扶助の精神と自立の精神が、

村社会の秩序を形成し慣習の基礎となったのである。柳田はこの村社会が育成した精神と農民の勤

労意識を高く評価した。そしてこれらを、近代化以後の国民に継承させるべく、「郷土研究」の活用とし

て提言している。 

 「郷土研究」を活用しての社会的存在としての国民の在り方の提言は、正確な社会認識に基づいた

イデオロギーによらない政治参加への呼びかけと、生活をとおしての連帯であった。彼は、正確な社

会認識も「郷土研究」を学ぶことにより習得されると期待していたので、この学問は国民教育の側面も

有している。 

 

 以上、「郷土研究」のもつさまざまな要素について説明してきたが、それではこの学問の特質はどの

ように規定できるのであろうか。 

 柳田の「郷土研究」はその構成する要素を検討して理解可能であるように、近代的な国民国家形成

時における国民経済形成と国民形成の理念型を指し示したものである。そして彼が示したふたつの

理念型を、同時代に即して考察するならば、国民国家の創出として規定可能である。柳田の「郷土研

究」は国民国家の創出を目指した学問であった。 
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